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【市第 115 号議案】こども、みんなが主役！よこはまわくわくプランの策定及び 

【市第 122 号議案】横浜市子ども・子育て会議条例の一部改正 

 

１ こども、みんなが主役！よこはまわくわくプランの議決範囲について 

  「こども、みんなが主役！よこはまわくわくプラン」について、令和６年 12 月の本委員会に

おいて、議会基本条例に基づき、議決事件の対象となることが決定されました。 

これを受け議決範囲について次のとおり分類しました。 

  

議決範囲 

となる内容 

【計画の基本的な方向性を記載した内容】 

・第１章 計画の趣旨・位置付け、期間、対象及び他計画との関係 

・第２章 こどもや子育てを取り巻く状況 

（第２期子ども・子育て支援事業計画の振り返りに関する内容を除く） 

・第３章 本市の目指すべき姿、計画推進のための基本的な視点 

・第４章 施策体系と事業・取組（下記「議決範囲外となる内容」を除く） 

・第６章 計画の推進体制等 

議決範囲外 

となる内容 

【予算審議に関わる指標、各種データ、図・表等】 

・第４章 施策体系と事業・取組の一部 

（重点テーマの指標及び主な取組内容、基本施策の指標及び主な事業・取組） 

・第５章 保育・教育及び地域子ども・子育て支援事業に関する量の見込み・確保

方策 

・その他（各種データ、図・表、事業・用語解説、参考資料等） 

市第115号議案・122号議案関連資料 

【参考】横浜市議会基本条例抜粋（議決すべき事件の考え方） 

 第 13 条 地方自治法第 96 条第２項に規定する条例で定める議会の議決すべき事件は、次に掲げ

るものとする。 

(1) (2)省略 

(3) 市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針等(当該計画、指

針等の期間が 3年以上のもののうち、市政運営上特に重要なものに限る。)の策定、変更又は

廃止 

 

【参考】平成 26 年３月 25 日市会運営委員会決定（議決範囲の考え方） 

議決を要すべき計画に単年度ごとの事業費、事業計画、数値目標等が含まれる場合、これ

らを議決すると、実質的に予算審議に関わる部分を前もって議決することになり、予算審議

等を形骸化させる恐れが生じる。 

従って当該部分を議決部分から切り離して、参考という扱いにすることとする。（予算議案

における予算説明書のように、一体として議論をするが、議決部分には含まない扱い） 

令 和 ７ 年 ２ 月 1 2 日 
こども青少年・教育委員会 
こ ど も 青 少 年 局 
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＜計画の構成＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 計画について

１ 計画の趣旨

３ 計画の期間

２ 計画の位置付け

５ 本市における他計画との関係

第２章 こどもや子育てを取り巻く状況

１ 人口や少子化の状況

４ 第２期計画の振り返り
第３章 本市の目指すべき姿と基本的な視点

１ 目指すべき姿

２ 計画推進のための基本的な視点

第４章 施策体系と事業・取組

１ 施策体系
２ 指標一覧

施策分野１ 全てのこども・子育て家庭への切れ目のない支
援

基本施策１～５

現状と課題

目標・方向性 指標 主な事業・取組

施策分野２ 多様な境遇にあるこども・子育て家庭への支援

施策分野３ 社会全体でのこども・子育て支援

第５章 保育・教育及び地域子ども・子育て支援事業に

関する量の見込み・確保方策

議決範囲となる内容 議決範囲外となる内容

基本施策６～８

指標 主な事業・取組

基本施策９

指標 主な事業・取組

第６章 計画の推進体制等について

２ こども・家庭の状況
３ 地域・社会の状況

３ 施策分野・基本施策とその目標・方向性

５ 各基本施策における現状と課題及び今後の方向性

現状と課題

目標・方向性

現状と課題

目標・方向性

４ 計画の対象

４ 重点テーマ

重点テーマⅠ・Ⅱ

参考資料

背景

方向性 指標 主な取組内容

その他（各種データ、図・表、事業・⽤語
解説等） 
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２ こども、みんなが主役！よこはまわくわくプラン（原案）の概要 

…議決範囲 

 

第１章 計画について  

（１）趣旨及び位置付け 

   本市のこども・子育て支援施策に関する基本理念や各施策の目標・方向性などを定め、生まれ

る前から大人になるまでの切れ目のない総合的な支援を推進します。子ども・子育て支援法及び

次世代育成支援対策推進法に基づく法定計画としての位置付けに加え、こども基本法及び横浜市

こども・子育て基本条例に基づく「市町村こども計画」及び子ども・若者育成支援推進法に基づ

く「市町村子ども・若者計画」としても位置付けます。 

 

（２）計画期間 

   令和７年度から 11 年度までの５年間とします。 

 

（３）対象 

   こども基本法を踏まえて、心身の発達過程にある者とその家庭を対象とします。 

   主に、生まれる前から乳幼児期を経て青少年期に至るまでの、おおむね 20 歳までのこどもとそ

の家庭とします。 

また、若者の自立支援については 39 歳までを対象とするなど、施策の内容により、必要に応じ

て対象年齢に幅を持たせ、柔軟な対応を行います。 

 

第２章 こどもや子育てを取り巻く状況  

（１）人口や少子化の状況 

・令和６年の本市の 18 歳未満人口は約 51.4 万人で、平成 26 年と比較して約１割減少 

 

（２）こども・家庭の状況 

・母親の就労、共働き世帯の割合が増加 

・日中の定期的な教育・保育事業を利用しているこどもが増加 

・妊娠中や出産後半年くらいまでの間の子育てに対する不安感は高い状態が継続 

・こどもの安全・安心で身近な居場所へのニーズが増加 

・不登校やいじめ、虐待、自殺企図、ひきこもり、無業状態、こどもの貧困等様々な課題 

・児童虐待相談対応件数は令和５年度には 14,035 件と過去最多 

 

（３）地域・社会の状況 

・地域とつながる場や機会、子育てに対する周囲の理解に対する期待の高まり 

・子育て支援サービスの利用等におけるデジタル活用に対するニーズの高まり 
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第３章 本市の目指すべき姿と基本的な視点  

（１）目指すべき姿 

   全てのこどものウェルビーイングを社会全体で支え、未来を創るこども一人ひとりが、自分の

良さや可能性を発揮し、豊かで幸せな生き方を切り拓く力、共に温かい社会をつくり出していく

力を育むことができるまち「よこはま」 

 

（２）計画推進のための基本的な視点 

  ①こどもの視点に立った支援 

②全てのこどもへの支援 

③それぞれの発達段階に応じ、育ちや学びの連続性を大切にする一貫した支援 

④こどもに内在する力を引き出す支援  

⑤家庭の子育て力を高めるための支援 

⑥子育て世代の「ゆとり」を創り出すための支援  

⑦様々な担い手による社会全体での支援 ～自助・共助・公助～ 

 

第４章 施策体系と事業・取組  

２つの重点テーマ、３つの施策分野、９つの基本施策により、計画を推進します。 

 

重点テーマⅠ 全てのこどものウェルビーイングを支える 

重点テーマⅡ 子育て家庭が実感できる「ゆとり」を生み出す 

＜施策分野１＞ 

全てのこども・ 

子育て家庭への 

切れ目のない支援 

基本施策１ 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実 

基本施策２ 地域における子育て支援の充実 

基本施策３ 乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期への円滑な接続 

基本施策４ 学齢期から青年期までのこども・若者の育成施策の推進 

基本施策５ 障害児・医療的ケア児等への支援の充実 

＜施策分野２＞ 

多様な境遇にある 

こども・子育て家庭 

への支援 

基本施策６ 困難を抱えやすいこども・若者への支援施策の充実 

基本施策７ 
ひとり親家庭の自立支援／ＤＶ被害者支援 

／困難な問題を抱える女性への支援 

基本施策８ 児童虐待防止対策と社会的養育の推進 

＜施策分野３＞ 

社会全体での 

こども・子育て支援 

基本施策９ 社会全体でこども・若者を大切にする地域づくりの推進 
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重点テーマⅠ 全てのこどものウェルビーイングを支える 

○背景 

・こども・若者や家庭が抱える困難や課題は、様々な要因が複合的に重なり合って表出するため、

こども・若者本人への支援に加え、保護者等を含め重層的にアプローチしていく必要があります。 

・全てのこどもが、家庭や学校以外にも、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、そ

こで様々な遊びや学び、体験活動の機会に接することができ、自己肯定感を高められるよう、環

境整備を進めていくことが必要です。 

・こどもが対象となる幅広い施策・事業において、当事者であるこども自身が直接意見を表明でき

る機会を積極的に取り入れることなどについて、本市全体で取り組んでいく必要があります。 

 

○方向性  

（１）多機関連携によるこども・子育て家庭の安全・安心を支えるための基盤づくりと地域ネット

ワークの構築 

（２）こどもが安心して過ごせる居場所や遊び場・体験活動の充実 

（３）年齢や発達の程度に応じてこどもが意見を表明でき、その意見が尊重され、「こどもまんなか

社会」に生かされる仕組み 

 

○指標（※） 

 直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11年度） 

青少年の地域活動拠点等において利用者の自己肯定感が高

まったと感じた割合 
63％ 70％ 

よこはま子ども・若者相談室の利用者アンケートで 

「気持ちが軽くなった」と回答した割合 
68.4％ 80％ 

「横浜市学力・学習状況調査」における生活・学習意識調査

のうち、生活意識に関する次の各項目で肯定的に回答した割

合（①将来の夢や目標をもっていますか／②自分のことが好

きですか／③自分にはよいところがあると思いますか） 

小学生 

①86.3％ 

②78.6％ 

③81.9％ 

中学生 

①71.0％ 

②71.7％ 

③78.2％ 

維持・向上 

※アンケート調査はあくまで回答者本人の主観に基づくもので、ウェルビーイングの状況を把握するための１つの要素

にはなりますが、これをもってこどものウェルビーイング全体を測るものではありません。こども大綱では、こども

施策に関するデータの整備として、「こどもに着目したウェルビーイング指標の在り方について検討を進める」こと

とされています。本市としても、国の動向を踏まえながら、より適切な指標について、引き続き研究していきます。 

 

○主な取組内容 ※各年度の予算議決を前提とする（以下同じ） 

・こども家庭センター機能の設置 

・地域子育て相談機関の設置 

・青少年相談センター事業 

・困難を抱える若者に対するＳＮＳ相談事業 

（よこはま子ども・若者相談室） 

・ヤングケアラー支援事業 

・こどもの性被害の防止 

・こども・若者の居場所づくり 

・こども・青少年の体験活動の推進 

・プレイパーク支援事業 

・安全・安心な公園づくり 

・こども食堂等のこどもの居場所づくりに対する支援 

・「よこはま☆保育・教育宣言～乳幼児の心もちを大切

に～」を活用した取組の推進 

・こどもの意見を聴く取組の推進 

・児童相談所等の相談・支援策の充実 
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重点テーマⅡ 子育て家庭が実感できる「ゆとり」を生み出す 

○背景 

 ・本市調査（未就学児保護者）で共働き世帯の割合は 69％、両親共にフルタイム就労している割合

は 46％と共働き世帯が増加しています。子育てをしていて感じる困りごととして、「仕事との両

立」を挙げた割合は 46％と、仕事と家事・育児の両立に悩む家庭は少なくありません。 

・保護者が時間的、精神的、経済的なゆとりをもって日々の生活を送ることは、保護者がこどもに

向き合う時間を充実させることにつながります。また、保護者が子育てをするうえで、不安や負

担感、孤立感を抱えることなく、こどもの成長の喜びや生きがいを感じることは、こどもの健や

かな成長につながっていきます。 

・子育て世代の「ゆとり」は、子育て中の親子の笑顔や幸せ、生活満足度の向上に欠かせない要素

の一つと言え、中期計画の基本戦略に掲げた「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコ

ハマ」を実現していくためにも、子育て家庭のゆとりの創出に重点的に取り組んでいく必要があ

ります。 

 

○方向性  

（１）時間的負担感の軽減 （２）精神的負担感の実感 （３）経済的負担感の軽減 

 

 

○指標 

 現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

子育て家庭の「時間的負担感」が軽減されていると思う人の割合 34.4％ 42.5％ 

子育ての困り事がいつでも相談でき、「精神的負担感」が軽減さ

れていると思う人の割合 
32.1％ 42.5％ 

子育て家庭の「経済的負担感」が軽減されていると思う人の割合 45.6％ 50.6％ 

子育て家庭のほしい情報に簡単にアクセスできることにより、

「子育ての見通し」が持てていると思う人の割合 
35.9％ 51.6％ 

こどもの「預けやすさ」が実感できている人の割合 20.1％ 29.8％ 

親子が「身近な遊び場・居場所」で楽しむことができていると思

う人の割合 
51.3％ 59.9％ 

「小１の壁」が打破されていると思う人の割合 25.4％ 39.4％ 

 

○主な取組内容 

・子育て応援アプリ「パマトコ」 

・にもつ軽がる保育園 

・中学校給食事業 

・子育て応援アプリ「パマトコ」家事負担軽減のた

めのコンテンツ作成 

・一時預かり事業 

・放課後キッズクラブ・放課後児童クラブにおける

長期休業期間中の昼食提供 

・小学生の朝の居場所づくり事業 

・商業・集客施設等での一時預かり促進事業 

・こどもが楽しめる体験プログラム付き一時預か

り事業 

・子育てタクシー普及促進事業 

・妊産婦・こどもの健康相談事業 

・妊娠・出産相談支援事業 

・地域子育て支援拠点における利用者支援事業 

・地域子育て相談機関の設置 

・こども家庭センター機能の設置 

・妊婦健康診査事業 

・妊娠等包括相談支援事業／妊婦のための支援給付 

・出産費用助成事業 

・小児医療費助成事業 

・児童手当 

・児童扶養手当 
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施策分野１ 全てのこども・子育て家庭への切れ目のない支援                 

 

基本施策１ 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実 

○概要  

・全ての子育て家庭及び妊産婦が安心してこどもを生み育てられるよう、妊娠から出産・子育てま

で切れ目のない支援を充実させます。 

・妊娠・出産・不妊に関する正しい知識の普及啓発を図るとともに、こどもの健やかな成長を確保

するため、妊娠期から子育て期に渡る相談支援の充実等により、母子の健康の保持・増進を図り

ます。 

 

○現状と課題 

・若い世代の男女に向け、将来の妊娠・出産に備えて健康管理ができ、ライフプランを主体的に考

えることができるよう、妊娠・出産・子育てに関する正しい知識の普及啓発等のプレコンセプシ

ョンケアの取組を行うことが重要です。 

・「予期せぬ妊娠」等、妊娠・出産の悩みを一人で抱えることがないよう、相談支援の体制等を充実

させることが必要です。 

・妊娠中から専門的な相談支援を充実させると共に、特に産前産後に安定した生活が送れるよう、

家事や育児のサポートを行う支援が重要です。 

・より安心で安全な出産ができる環境づくりや小児救急医療体制の安定的な運用など、産科・周産

期医療、小児医療の充実が求められています。 

 

○目標・方向性  

 妊娠・出産・不妊に関する正しい知識の普及啓発や妊娠期から子育て期に渡る相談支援の充実 

 妊娠期からの切れ目のない支援の充実 

 乳幼児の健やかな育ちのための保健対策の充実 

 安全・安心な妊娠・出産に向けた産科・周産期医療及び小児医療の充実 

 

○指標 

 直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

「４か月健診の問診票」から育てにくさを感じている方が、相

談先を知っているなど、解決方法を知っている割合 
78.7％ 81.6％ 

「３歳児健診の問診票」から育てにくさを感じている方が、相

談先を知っているなど、解決方法を知っている割合 
80.4％ 83.0％ 

 
○主な事業・取組 

・思春期保健指導事業 

・妊娠・出産相談支援事業 

・妊婦健康診査事業 

・産科・周産期医療の充実 

・小児医療費助成事業 

・妊婦等包括相談支援事業／妊婦のための支援給付 

・出産費用助成事業 

・妊産婦・乳幼児にかかる災害対策事業 

・こんにちは赤ちゃん訪問事業 

・産後母子ケア事業 

・産前産後ヘルパー派遣事業 

・産婦健康診査事業 

・乳幼児健康診査事業等 

・妊産婦・こどもの健康相談事業 
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基本施策２ 地域における子育て支援の充実 

○概要  

・安心して出産・子育てができるよう、地域における子育て支援の場や機会の拡充を図るとともに、

子育てに関する情報提供・相談対応の充実や、地域ぐるみで子育てを温かく見守る環境づくり等、

こどもの健やかな育ちを支える取組を進めます。 

・多様なこどもや大人との出会い、モノ・自然・絵本・場所等といった環境との関わりを通して、

こどもの興味・関心に合わせた「遊びと体験」の環境と機会を提供します。 

 

○現状と課題 

 ・身近な場所に気軽に相談できる場が求められています。 

・見通しを持ち、安心して子育てをスタートできるよう妊娠期からの支援も重要です。また、妊娠

期間から地域の親子の居場所を周知すると共に、保護者同士の仲間づくりや、父親の育児参加へ

の対応も求められています。 

・これから親になる世代も含めて、様々な世代に子育て家庭に目を向けてもらい、「子育てを温かく

見守る地域づくり」を進めていくことが必要です。こども家庭センターと地域資源が連携して「地

域づくり」を念頭に置いた支援を展開する必要があります。 

 

○目標・方向性  

（１）妊娠期からの支援と親子が集える場や機会の充実 

（２）幼児期の豊かな「遊びと体験」の環境と機会の提供 

（３）保護者・養育者が気軽に相談できる場や機会の確保 

（４）地域における子育て支援の質の向上 

（５）地域ぐるみでこども・子育てを温かく見守る環境づくり 

 

○指標 

 直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

「利用ニーズ把握のための調査」において、親子の居場所を

「利用している」「過去に利用していた」と回答した割合 
50.6% 

57％ 

（令和 10 年度） 

「利用ニーズ把握のための調査」において、現在の子育てに

ついて、不安を感じたり、自信が持てなくなることが「よく

あった」「時々あった」と回答した割合 

58.3％ 
55％ 

（令和 10 年度） 

「利用ニーズ把握のための調査」において、子育てをしてい

て地域社会から見守られている、支えられていると「感じ

る」「どちらかといえばそう感じる」と回答した割合 

32.4％ 
55％ 

（令和 10 年度） 

 

○主な事業・取組 

・地域子育て支援拠点事業 

・地域子育て支援拠点における利用者支援事業 

・地区センターにおける親子が集う身近な場の創出 

・地域子育て相談機関の設置 

・親と子のつどいの広場事業 

・保育所子育てひろば、幼稚園はまっ子広場事業 

・子育て支援者事業 

・未就学児に向けた「遊びと体験」ができる環境・

機会の提供 

・体系化された研修による、地域子育て支援スタッ

フの育成 

・子育て応援アプリ「パマトコ」 

・横浜子育てサポートシステム 

・子育て家庭応援事業（愛称「ハマハグ」） 

・こども家庭センター機能の設置 

・子育てタクシー普及促進事業 
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基本施策３ 乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期への円滑な接続 

○概要  

・「こどもの最善の利益」や「こどもまんなか社会」の視点を大切にしながら、研修の充実や公開保

育への支援等を通じて保育・幼児教育の質の確保・向上を図ります。また、個別に支援が必要な

児童に対する支援を実施するほか、保育・教育施設から学校への円滑な接続、待機児童・保留児

童対策や保育士等の人材確保の取組の推進、一時預かりや病児保育等の多様なニーズに応じる環

境整備を進めます。 

 

○現状と課題 

 ・乳幼児期は、生涯にわたるウェルビーイングの土台として最重要な時期です。「よこはま☆保育・

教育宣言」の理念を周知し、保護者と保育・教育施設等が両輪でこどもの育ちを支えていく必要

があります。 

・障害のあるこども、医療的ケアが必要なこどもが、それぞれの特性や発達に応じて、保育・教育

を受けられるよう職員体制や受入れ環境を整えていくことが求められています。 

・幼児教育と小学校教育の円滑な接続のため、「幼保小の架け橋プログラム」を踏まえ、地域に応じ

た接続期カリキュラムの実施・改善が必要です。 

・保育の利用を希望する世帯の割合は増加傾向にあります。一方で、年齢や地域によって定員割れ

が発生するなどニーズの変化に合わせた取組が必要です。 

・保育所を利用していないこどもを一時的に預けたいというニーズが低年齢児を中心に増加してい

ます。一時預かり施設を更に拡充していくなど、ニーズへの対応が必要です。 

 

○目標・方向性  

（１）保育・幼児教育の質の確保・向上 

（２）個別に支援が必要な児童に対する支援 

（３）保育所、幼稚園、認定こども園から学校への円滑な接続 

（４）保育・幼児教育の場の確保 

（５）保育・幼児教育を担う人材の確保 

（６）多様なニーズへの対応と充実 

 

○指標 
 直近の現状値 目標値（令和 11 年度） 

待機児童数 ５人（令和６年４月１日） ０人 

保育・教育施設へのアンケートにおいて、こども一

人ひとりの思いをくみ、興味関心に合わせた柔軟な

保育を施設全体で実践していると回答した割合 

46％ 

【令和６年度】 
70％ 

 

○主な事業・取組 

・「よこはま☆保育・教育宣言～乳幼児の心もちを大

切に～」を活用した取組の推進 

・「保育・幼児教育センター（仮称）」の整備 

・保育・教育施設等における障害のあるこども／医療

的ケアが必要なこどもの受入れ推進 

・幼稚園、保育所、認定こども園と小学校との円滑な

接続 

・私立幼稚園２歳児受入れ推進事業 

・保育・教育コンシェルジュ事業 

・保育所等の利用におけるオンライン申請の推進 

・保育士の採用、定着に課題を抱える園への支援 

・将来の担い手の確保と潜在保育士の復職支援 

・一時預かり事業 

・こども誰でも通園制度の実施 

・24 時間いつでも預かり保育事業 

・商業・集客施設等での一時預かり促進事業 

・こどもが楽しめる体験プログラム付き一時預かり

事業 
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基本施策４ 学齢期から青年期までのこども・若者の育成施策の推進 

○概要  

・こども・若者の多様なニーズに応じた居場所づくりや体験活動の充実、多世代との交流促進、地

域主体の取組の推進を図ります。 

・こども・若者に関する施策・事業の推進に当たっては、こども・若者の主体性を尊重し、社会参

画を促進していくとともに、こども・若者の声を聴く機会を設け、その意見を反映する取組を進

めます。 

・放課後の時間を過ごす全てのこどもの安全・安心な居場所を確保し、更なる質の向上を図るとと

もに、子育て世代にゆとりを創出し、こどもと向き合う時間の充実につながるよう、「小１の壁」

の解消に取り組みます。 

 

○現状と課題 

 ・全てのこども・若者の健やかな成長に向け、安全・安心で自分らしく過ごせる居場所をつくる必

要があります。 

・全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、放課

後児童施策を推進していく必要があります。 

・こども・若者の視点を尊重し、その意見が十分反映される環境づくりに努めると共に、こども・

若者の社会参画を促進していくことが求められています。 

 

○目標・方向性  

（１）小学生のより豊かな放課後等の居場所づくり 

（２）いわゆる「小１の壁」の打破 

（３）こども・若者の成長を支える基盤づくり 

（４）こども・若者の成長を見守り、支える地域社会づくり 

（５）こども・若者の人権を守る取組の推進とこども・若者の意見の反映  

 

○指標 

 直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

放課後キッズクラブ・放課後児童クラブを利用する児童へのアン

ケートのうち、『クラブは楽しいですか』の項目で「楽しい」「ど

ちらかというと楽しい」と回答した児童の割合 

89％ 95％ 

青少年の地域活動拠点等において利用者の自己肯定感が高まっ

たと感じた割合  
63％ 70％ 

地域で青少年育成の連携・協働を促進するため、（公財）よこは

まユースが支援を行った団体数 
757 団体 877 団体 

 
○主な事業・取組 

・放課後児童育成事業 

・放課後児童育成事業における障害児・医療的ケ

ア児の受入れ推進 

・放課後キッズクラブ・放課後児童クラブにおけ

る長期休業期間中の昼食提供 

・小学生の朝の居場所づくり事業 

・こども・若者の居場所づくり 

・こども・青少年の体験活動の推進 

・プレイパーク支援事業 

・安全・安心な公園づくり 

・子どもの文化体験推進事業 

・ＭＩＣＥ次世代育成事業 

・子どもアドベンチャーカレッジ事業 

・中学校給食事業 

・こども食堂等のこどもの居場所づくりに対する支援 

・こども・若者の意見を反映した事業の実施 
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基本施策５ 障害児・医療的ケア児等への支援の充実 

○概要  

・地域で必要な支援を適切な時期に受けられるよう、地域療育センターを中心とした支援の充実を

図ります。将来の自立等に向けて療育と教育の連携等による切れ目のない支援の充実を図ります。

また、入所児童の成人期の地域での生活への移行の推進を図ります。 

・医療的ケア児や重症心身障害児等の在宅生活支援や医療・福祉・教育分野の受入れ体制の充実に

取り組みます。 

・こどもの意見を聴く取組の推進や障害への理解促進を図ります。 

 

○現状と課題 

・障害児等との関わり方等について、保護者や関係者の悩みや不安に寄り添い、適切な情報提供や

診療を含む支援の体制づくりが求められています。 

・障害児通所支援のニーズが増加し、事業所も増える中、サービスの質向上等への支援が必要です。 

・成人期の生活への移行がスムーズに行われるよう成人期を見据えた支援を行うことが重要です。 

・医療的ケア児等が安心して生活できるよう、保育・教育・福祉分野での受入れ推進、家族の負担

軽減の取組、必要な支援につなげる取組等が求められています。 

・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業所と学校の連携等により、切れ目のない支援を

実現するため、関係機関全体で支援を行う体制づくりが求められています。 

・こどもの意見を聴く取組の推進や、社会全体の障害等への理解を深めていくことが重要です。 

 

○目標・方向性  

（１）地域療育センターを中心とした地域における障害児支援の充実 

（２）将来の自立等に向けた療育と教育の連携等による切れ目のない支援の充実 

（３）障害児相談支援をはじめとする相談支援の充実 

（４）障害児入所施設の環境向上と入所児童の地域移行の推進 

（５）医療的ケア児や重症心身障害児等への支援の充実 

（６）こどもの意見を聴く取組等の推進と、障害への理解促進 

 

○指標 

 直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

地域療育センターが実施する保育所等への巡回訪問回数 2,496 回 3,500 回 

保育所等医療的ケア児支援看護師研修受講者アンケートで研修

内容が日頃の業務に活用できると回答した割合 
91.8％ 100％ 

 

○主な事業・取組 

・地域療育センター運営事業 

・保育・教育施設等における障害のあるこども／医療

的ケアが必要なこどもの受入れ推進（再掲） 

・放課後児童育成事業における障害児・医療的ケア児

の受入れ推進（再掲） 

・障害児相談支援をはじめとする相談支援の推進 

・療育と教育との連携強化等による学齢期の障害児

支援の充実 

・障害児通所支援事業所等の拡充と質の向上 

・障害児入所施設の環境向上と入所児童の地域移

行の推進 

・医療的ケア児・者等支援促進事業の推進 

・メディカルショートステイ事業の推進 

・小児がん患者のがん対策の推進 

・小児慢性特定疾病対策事業 

・こどもの意見を聴く取組の推進 

・市民の障害理解の促進 
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施策分野２ 多様な境遇にあるこども・子育て家庭への支援                 

 

基本施策６ 困難を抱えやすいこども・若者への支援施策の充実 

○概要  

・困難を抱えやすいこども・若者を早期に発見し、適切な支援につなげるため、各学校や地域人材

との連携、地域住民への啓発などを一層推進します。また、年齢によらない切れ目のない支援や、

関係機関、民間団体及び地域が連携した包括的な支援を行います。 

・ヤングケアラーの様々な負担の軽減や、本人やその家族を社会全体で見守り・支える環境づくり

を進めます。 

 

○現状と課題 

・貧困などの養育環境の課題や、いじめ、不登校、ひきこもり、無業など複合的課題を抱えている

こども・若者や家族が社会的に孤立している状況があります。地域と連携しながら早期に世帯の

変化に気づき、支援機関につないでいくことが重要です。 

・令和４年度の本市調査では、市内のひきこもり状態にある 15 歳から 39 歳のこども・若者は約

13,000 人と推計されています。 

・「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」であるヤ

ングケアラーは、こども・若者らしい生活が送れずにつらい思いをするだけでなく、将来にも影

響を及ぼす可能性があります。こども・若者の意向に寄り添いながら、世帯全体を支援していく

視点を持った支援体制の構築が必要です。 

 

○目標・方向性  

（１）こども・若者を社会全体で見守り、悩みや課題の早期発見・早期支援につなげる環境づくり 

（２）世帯全体を視野に入れたこども・若者への支援の充実 

（３）切れ目ない支援を実現するための関係機関等の連携 

 

○指標 

 直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

青少年相談センター、地域ユースプラザ、 

若者サポートステーションの支援による改善者数 
1,539 人／年 7,700 人（累計） 

よこはま子ども・若者相談室の利用者アンケートで 

「気持ちが軽くなった」と回答した割合 
68.4％ 80％ 

ヤングケアラー支援研修等の受講者数 998 人／年 6,000 人（累計） 

 

○主な事業・取組 

・青少年相談センター事業 

・地域ユースプラザ事業 

・若者サポートステーション事業 

・困難を抱える若者に対するＳＮＳ相談事業 

（よこはま子ども・若者相談室） 

・ヤングケアラー支援事業 

・こども・若者の意見を聴く取組の推進 

・不登校児童生徒支援事業 

・不登校のこども等困難を抱えやすいこどもの居場

所づくり 

・地域等と連携したいじめ等の防止 

・外国につながるこどもたちへの支援事業 

・寄り添い型生活支援事業 

・寄り添い型学習支援事業 

・放課後学び場事業 

・経済的に困難を抱える世帯への就学援助等 

・自殺対策事業 
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基本施策７ ひとり親家庭の自立支援／ＤＶ被害者支援／困難な問題を抱える女性への支援 

○概要  

・ひとり親家庭が抱える複合的な課題や個別ニーズに対応するため、経済的支援のほか、子育て・

生活、就業、養育費確保、相談など総合的な自立支援を進めます。また、ひとり親家庭のこども

に対する直接的なサポート充実と意見表明機会の提供に取り組みます。 

・ＤＶ被害者や困難を抱える女性とそのこどもに対し、関係機関と連携しながら自立に向けた相談

支援を実施するとともに、広報・啓発やアウトリーチの実施等により、相談につながりやすい環

境づくりを進めます。 

 

○現状と課題 

・本市調査では、母子家庭の約９割が就労していますが、就労していると回答した方のうち約４割

が非正規雇用で、生活費に関する悩みが多くなっています。 

・ひとり親家庭の背景として、ＤＶ、児童虐待、疾病や障害など複合的な課題を抱える場合があり、

個別の事情に寄り添った支援が必要です。また、ひとり親家庭の社会的孤立を防ぐため、当事者

同士や地域のつながり、民間支援等、多面的なアプローチが重要です。 

・離別の場合、こどもの立場に立った、養育費の取り決めや親子交流の調整が必要です。 

・令和５年度のＤＶ相談件数は 4,527 件でした。緊急一時保護が必要な場合に、相談者のニーズに

も応えながら、安全性が確保できる支援策が必要です。 

・「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の趣旨を踏まえながら、ＤＶも含めた困難な課

題を抱える女性への包括的な切れ目ない支援が必要です。 

 

○目標・方向性  

（１）ひとり親家庭の経済的・時間的な困難を軽減するための総合的な自立支援 

（２）ひとり親家庭のこどもに対する学習支援などの直接的なサポート充実と意見表明機会の提供 

（３）ＤＶ被害者及び困難を抱える女性、そのこどもへの安全・安心の確保と自立支援 

（４）支援に関わる職員の資質向上、体制の強化及び啓発等 

 

○指標 

 直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

ひとり親サポートよこはま等の支援により就労に至ったひとり

親の数 
345 人／年 

1,800 人 

（累計） 

思春期・接続期支援事業の事後アンケートで「将来の夢や就職に

ついて目標がある」と回答したこどもの割合 
68.1% 70.0％ 

ＤＶに関する相談件数 4,527 件 5,000 件 

 
○主な事業・取組 

・児童扶養手当 

・ひとり親家庭自立支援給付金事業 

・母子家庭等就業・自立支援センター事業 

（ひとり親サポートよこはま） 

・日常生活支援事業（ヘルパー派遣） 

・養育費確保支援事業 

・思春期・接続期支援事業 

・母子生活支援施設 

・こどもの意見を聴く取組の推進 

・住宅確保の支援 

・ＤＶ被害者支援 

・女性緊急一時保護施設補助事業 

・若年女性支援モデル事業 

・デートＤＶ・ＤＶ防止事業 
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基本施策８ 児童虐待防止対策と社会的養育の推進 

○概要  

・児童虐待対策を総合的に推進し、未然防止から再発防止までの支援策を強化します。 

・各区にこども家庭センター機能を設置し、包括的な相談支援を提供するとともに、児童相談所の

機能を強化し、虐待の早期発見や親子関係の再構築及び支援の充実を図ります。 

・社会的養育を推進し、里親登録者の確保や施設の多機能化・高機能化を進めます。更に、こども

の意見表明の機会を確保し、権利擁護の取組を推進します。 

 

○現状と課題 

・令和５年度の児童虐待相談対応件数は 14,035 件で、死亡事例を含む重篤事例も依然発生していま

す。早期発見・早期対応、迅速・的確な対応、継続支援等を適切に行う体制の充実が必要です。 

・令和６年施行の改正児童福祉法に基づき、こども家庭センター機能を全区に段階的に設置し、妊

産婦、こども、家庭への一体的な支援を行う体制を構築していきます。 

・児童相談所の体制強化や区役所の機能強化を行い、予期しない妊娠や特定妊婦の支援、こどもの

意見を聴取する機会の確保、一時保護所の環境改善や児童の学習支援の取組が必要です。 

・里親等への委託数は増加傾向であり、里親支援センターの設立やファミリーホームの増設などの

支援体制の充実が必要です。児童養護施設の多機能化・高機能化や、施設等退所者が安定した生

活を送るための支援も求められます。 

・社会的養護下にあるこどもの意見を表明する機会の確保が必要です。 

 

○目標・方向性  

（１）児童虐待対策の総合的な推進 

（２）児童虐待対応の支援策と児童相談所の機能強化 

（３）社会的養育の推進 

（４）こどもの意見表明機会の確保と権利擁護の取組の推進 

 

○指標 

 直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

児童虐待による死亡者数 2 人 0 人 

①こども家庭センター設置数 

②合同ケース会議での協議件数（妊産婦、こども、子育て家庭に

対する一体的支援の実施数） 

①3か所 

（令和 6年度） 

② ― 

①18 か所 

 

② 30,000 件 

①里親委託率 

②里親登録者数 

③ファミリーホーム設置数 

①20.7％ 

②277 組 

③8か所 

①36.8％ 

②430 組 

③9か所 

 

○主な事業・取組 

・区の要保護児童対策地域協議会の機能強化 

・妊娠・出産相談支援事業（再掲） 

・こども家庭センター機能の設置（再掲） 

・学校・医療機関との連携強化 

・児童虐待防止の広報・啓発 

・養育支援家庭訪問事業 

・親子関係形成支援事業 

・児童相談所等の相談・支援策の充実 

・一貫した社会的養護体制の充実 

・里親等委託の推進 

・横浜型児童家庭支援センターにおける家庭支援 

・子育て短期支援事業 

・こどもの意見を聴く取組の推進 
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施策分野３ 社会全体でのこども・子育て支援                         

 

基本施策９ 社会全体でこども・若者を大切にする地域づくりの推進 

○概要  

・仕事と育児等の調和が実現され、子育てを楽しみ、こどもの成長に関わることができる社会をつ

くるため、企業に対する支援や男性の育児等への参画の促進など、多様で柔軟な働き方と共育て

を推進します。 

・こどもや子育て中の人を応援する取組が広がるよう、こどもを大切にする社会的な気運醸成に取

り組むとともに、安全・安心な環境の中で子育てができるまちづくりを推進します。 

・こどもの意見を聴き、施策・事業に生かすための取組を進めます。 
 

○現状と課題 

・共働き世帯が増加し、また、男性の長時間労働は改善傾向にありますが、家事や育児等に充てる

時間はいまだ女性に偏っています。 

・妊産婦や乳幼児を連れた家庭への配慮などが自然と行われるような、こどもや子育て家庭を社会

全体で支える気運を醸成していく必要があります。 

・横浜市こども・子育て基本条例では、こどもが、社会を構成する一員として、その年齢や発達の

程度に応じて、意見を表明する機会を確保し、その意見を施策に反映させるよう努めることとさ

れました。こどもの意見聴取や施策への反映は、適切な手法やタイミングを工夫・選択し、継続

的に取り組むことが必要です。 
 

○目標・方向性  

（１）多様で柔軟な働き方と共育ての推進 

（２）こどもを大切にする社会的な気運の醸成と安全・安心な地域づくり 

（３）こどもの意見を施策・事業に生かす取組の推進 

 

○指標 

 直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

市内事業所における男性の育児休業取得率 40.6％ 
40.6％以上

（※） 

子育て環境が整っていることを理由に、横浜に住み続けたいと考

える子育て世帯等の割合 
15.2％ 20％ 

※関連計画である横浜市男女共同参画行動計画と連動するため、令和８年度開始予定の次期横浜市男女

共同参画行動計画の指標との整合を図り、本計画の目標値として改めて設定する。 
 

○主な事業・取組 

・共に子育てをするための家事・育児支援 

・誰もが働きやすい職場環境づくりの推進 

・子育て応援アプリ「パマトコ」（再掲） 

・子育て応援アプリ「パマトコ」家事負担軽減のた

めのコンテンツ作成（よこはま楽家事応援団） 

・祖父母世代に向けた孫育て支援 

・結婚を希望する人や子の結婚を希望する保護者向

けの啓発・情報提供や若い世代向けのライフデザ

イン支援 

・福祉のまちづくり推進事業 

・地域の総合的な移動サービス検討 

・地域子育て応援マンションの認定 

・安全・安心な公園づくり（再掲） 

・読書に親しむ機会の創出と図書館サービスの充実 

・子育て世代向け横浜の魅力ＰＲサイト 

・地域防犯活動支援事業 

・こどもの交通安全対策の推進 

・よこはま学援隊事業 

・安全教育・防災対策の推進 

・こどもの意見を聴く取組の推進 
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第５章 保育・教育及び地域子ども・子育て支援事業に関する量の見込み・確保方策 

保育・教育及び地域子ども・子育て支援事業について、５年間の「量の見込み」（ニーズ量）及

び「確保方策」（確保量）を定めることとされています。国の基本指針等に基づき、令和５年度に

実施した「利用ニーズ把握のための調査」の結果や推計児童数、各事業の利用実績等を踏まえて量

の見込みを算出し、それに対応するための確保方策を定めます。 

 

第６章 計画の推進体制等について  

様々な主体により計画を推進するとともに、計画の着実な推進のため、「横浜市子ども・子育て

会議」において実施状況の点検・評価を実施します。 

また、こども・子育て支援に関わる人材の確保・育成やこども・子育て支援に関する情報発信や

情報提供を推進します。 

横浜市こども・子育て基本条例を踏まえて、新たにこどもの意見を施策へ反映するための体制整

備を行い、こどもの意見表明の機会の確保や施策への反映の取組を進めます。 

 

 

３ 素案からの主な変更点＜詳細は別添資料のとおり＞ 

  令和６年 10 月の素案公表以降、原案において反映予定としていた指標の追加や、パブリック

コメント（同年 10～11 月）を踏まえた変更等を行いました。 

  また、令和７年度予算案における新規事業等について、重点テーマや各基本施策の主な事業・

取組に追加しています。 

 ※その他、よりわかりやすい文言への修正等を行っています。 

 

（１） 原案において反映予定としていた指標の追加等 

追加箇所 追加した内容 

重点テーマⅡ 
「子育て家庭が実感できる『ゆ
とり』を生み出す」 
＜51 ページ（※）＞ 

※原案冊子の該当ページ、以下同じ 

「子育て家庭の『時間的負担感』が軽減されていると思う人の割
合」など７つの指標とその目標値を設定 

基本施策３ 
「乳幼児期の保育・教育の充実
と学齢期への円滑な接続」 
＜85 ページ＞ 

指標「保育・教育施設へのアンケートにおいて、こども一人ひと
りの思いをくみ、興味関心に合わせた柔軟な保育を施設全体で実
践していると回答した割合」とその目標値を設定 

第５章 
保育・教育及び地域子ども・子
育て支援事業に関する量の見
込み・確保方策 
＜176・180・191・210～212 
ページ＞ 

令和６年子ども・子育て支援法改正により、新たに「地域子ども・
子育て支援事業」に位置付けられた 
・産後母子ケア事業 
・妊婦等包括相談支援事業 
・乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

の３つの事業について、量の見込み・確保方策を設定 
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（２） パブリックコメントを踏まえた変更 

項目 
＜種類＞ 

参考とした意
見（要旨） 

変更前（素案） 変更後（原案） 

基本施策等の主
な事業・取組 
＜追加＞ 
44・86・110・120・
128・155 ページ 

地域の安全対
策として誘拐
やこどもの性
被害等を予防
する施策を考
えてほしい。 

－ 

「こどもの性被害の防
止」の取組を重点テーマ
Ⅰや各基本施策（３・４・
５・６・８）の主な事業・
取組として追加 

重点テーマⅡ
「子育て家庭が
実感できる『ゆ
とり』を生み出
す」の方向性 
 
＜修正＞ 
50 ページ 

・「７つの方向
性」は、各項目
が重複してい
る印象を受け
る。 
 
・「７つの方向
性」に掲げら
れている項目
は、各事業と
紐づけられて
おり、指標と
しては適切だ
と思う。 

＜７つの方向性＞ 
①子育て家庭の「時間的負担感が軽減」さ
れている／②こどもの「預けやすさが実
感」できている／③「小１の壁が打破」さ
れている／④子育て家庭の「経済的負担感
が軽減」されている／⑤子育ての困りごと
がいつでも相談でき、「精神的負担感が軽
減」されている／⑥子育て家庭がほしい情
報に簡単にアクセスでき、「子育ての見通
しが持てている」／⑦親子が「身近な遊び
場・居場所で楽しむ」ことができている 
 
＜指標＞ 
「子育て家庭がゆとりを実感している割
合」 

＜３つの方向性＞ 
①時間的負担感の軽減 
②精神的負担感の軽減 
③経済的負担感の軽減 
 
＜指標＞ 
「子育て家庭の『時間的
負担感』が軽減されてい
ると思う人の割合」など、
７つの指標を設定 

基本施策２ 
「地域における
子育て支援の充
実」の施策の目
標・方向性 
＜追記＞ 
71 ページ 

単に「提供」で
はなく「遊び・
体験の環境づ
くり」にも触
れるのがふさ
わしい。 
また、こども
主体の記述に
してほしい。 

（２）幼児期の豊かな「遊びと体験」の提
供 
○日常の子育てを楽しく、安心して行うた
めに、「こどもを遊ばせる場や機会の提供」
の充実に取り組みます。 

（２）幼児期の豊かな「遊
びと体験」の環境と機会
の提供 
○乳幼児期からウェルビ
ーイングを高めていくた
めに、「こどもが遊びに没
頭し、身体の諸感覚を使
い、自らの遊びを充実、
発展させていく場や機会
の提供」の充実に取り組
みます。」 

基本施策９ 
「社会全体でこ
ども・若者を大
切にする地域づ
くりの推進」の
主な事業・取組 
＜追加＞ 
166 ページ 

少子化問題へ
の 対 応 と し
て、ヨコハマ
の魅力を幅広
くＰＲしてほ
しい。 

－ 
「子育て世代向け横浜の
魅力ＰＲサイト」を主な
事業・取組として追加 

基本施策９ 
「社会全体でこ
ども・若者を大
切にする地域づ
くりの推進」の
主な事業・取組 
 
＜追記＞ 
167 ページ 

【 10 代の意
見】 
・若い世代の
声も大事にし
て頂きたい。 
・「大人ができ
ないことをこ
どもができる
わけないだろ
う。」などと思
わずに、こど
もを頼ってほ
しい。 

（略）横浜市こども・子育て基本条例に基
づき、こども・若者の声が施策・事業等に
反映されるよう、従来の大人を主たる対象
とした意見聴取や検討の機会に、こども・
若者が主体的に参画し、積極的に意見を表
明することができる仕組みを検討し、取り
組みます。 

（略）横浜市こども・子
育て基本条例に基づき、
横浜の地域社会を構成す
る一員であり、また次代
を担う存在である、こど
も・若者の声が施策・事
業等に反映されるよう、
従来の大人を主たる対象
とした意見聴取や検討の
機会に、こども・若者が
主体的に参画し、積極的
に意見を表明することが
できる仕組みを検討しま
す。こどもの個性や強み
など、内在する力を大切
に取り組みます。 



18 
 

（３）令和７年度予算案を踏まえた新たな事業・取組の追加 

追加箇所 追加した事業・取組 

基本施策２の 

主な事業・取組 

＜77 ページ＞ 

＜子育てタクシー普及促進事業＞ 

子育て世帯の移動に対する不安・負担の軽減を図るため、既存民間サービス「子育

てタクシー®」の提供区域や供給量を拡大できるよう、認定講習費・登録費等補助な

どタクシー事業者への参入支援を実施します。 

基本施策３の 

主な事業・取組 

＜92 ページ＞ 

＜商業・集客施設等での一時預かり促進事業＞ 

 預かりの充実に向けて、商業・集客施設等で短時間の一時預かりをモデル実施しま

す。また、大規模イベント会場等で、短時間の一時預かりを実施するための経費補助

をモデル的に実施します。 

基本施策３の 

主な事業・取組 

＜92 ページ＞ 

＜こどもが楽しめる体験プログラム付き一時預かり事業＞ 

保護者のリフレッシュ等の短時間での預かりニーズに応えるため、英語遊びやダ

ンスなど、こどもが楽しめる預かりプログラムを地区センター等の身近な場所で実

施します。 

 

４ 横浜市子ども・子育て会議条例の一部改正について 

（１）改正の概要 

横浜市子ども・子育て会議は、本条例の規定に基づき、子ども・子育て支援法に基づく「市

町村子ども・子育て支援事業計画」（以下、「当該計画」という。）の調査審議を行っています。 

このたび、当該計画を子ども・若者育成支援推進法に基づく「市町村子ども・若者計画」及

びこども基本法に基づく「市町村こども計画」としても位置付けることとするため、横浜市

子ども・子育て会議において一体的に調査審議を行えるよう、本条例に定める所掌事務を改

正します。 

 

（２）施行日 

   令和７年４月１日 

 

【参考】新旧対照表 

現行 改正案 

（所掌事務） 

第２条 （第１項省略） 

２ 支援法第61条第１項の規定に基づく

市町村子ども・子育て支援事業計画は、

次世代育成支援対策推進法（平成15年

法律第120号）第８条第１項の規定に基

づく市町村行動計画と一体のものとし

て策定し、及び評価するため、子育て会

議は、当該市町村行動計画の策定及び

当該市町村行動計画の実施状況に係る

評価についての調査審議を併せて行う

ものとする。 

（所掌事務） 

第２条 （第１項省略） 

２ 支援法第61条第１項の規定に基づく市町村子

ども・子育て支援事業計画について、次世代育成

支援対策推進法（平成15年法律第120号）第８条第

１項の規定に基づく市町村行動計画、子ども・若

者育成支援推進法（平成21年法律第71号）第９条

第２項の規定に基づく市町村子ども・若者計画及

びこども基本法（令和４年法律第77号）第10条第

２項の規定に基づく市町村こども計画（以下「市

町村行動計画等」という。）と一体のものとして策

定し、及び評価するため、子育て会議において、

市町村行動計画等の策定及び実施状況に係る評

価についての調査審議を併せて行うものとする。 



No. 変更箇所
素案
頁

変更前（素案）
原案
頁

変更後（原案）

1
第１章
４　計画の対象

2 心身の発達過程にある者とその家庭を対象とします。 2 こども基本法を踏まえて、心身の発達過程にある者とその家庭を対象とします。

2
第１章
＜関連する主な計画等＞

3 図書館ビジョン 3 横浜市図書館ビジョン

3
第２章２（２）
就労状況等の変化
○６つ目の文章

10
○ 以上のように、フルタイムやパート・アルバイト等の就業形態に加え、働く場所や時間の多
様化など、様々な働き方のニーズに対応できるよう、

10
○ 以上のように、フルタイムやパート・アルバイト等の就業形態に加え、働く場所や時間の多
様化など、父母共に、様々な働き方のニーズに対応できるよう、

4
第２章２（６）
様々な状況にあるこども・若者
○５つ目・６つ目の文章

18

○文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」による
と、横浜市の不登校児童生徒数は8,170人、暴力行為の発生件数は4,939件となっています。
○こども・若者や家庭が抱える困難や課題は、様々な要因が複合的に重なり合って、いじめ、
不登校、自殺企図、ひきこもり、無業状態、孤独・孤立、非行といった様々な形態で表出するも
のであり、表出している課題に係る支援に加えて、複合的な課題に対して個々に寄り添った多
面的な支援の重要性が指摘されています。

18

○文部科学省「令和５年度　児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調
査」によると、横浜市の不登校児童生徒数は9,775人、暴力行為の発生件数は6,164件となって
おり、近年増加傾向となっています。また、暴力行為は低年齢化の傾向があります。
○こども・若者や家庭が抱える困難や課題は、様々な要因が複合的に重なり合って、いじめ、
暴力、不登校、自殺企図、ひきこもり、無業状態、孤独・孤立、非行といった様々な形態で表出
するものであり、表出している課題に係る支援に加えて、複合的な課題に対して個々に寄り
添った多面的な支援の重要性が指摘されています。
○学齢期の子どもについては、諸課題の未然防止、早期発見・早期対応のため、スクールカウ
ンセラーやスクールソーシャルワーカーと共に「チーム学校」として校内教育相談体制の充実を
図り、関係機関と連携することが求められています。
〇不登校児童生徒への支援では、一人ひとりの安心できる居場所と個別最適な学びの機会
の確保が必要です。
○学校だけでの対応とならないよう教育と福祉等が連携し、こどもやその保護者が必要な時に
支援につながることができるよう、地域ぐるみでの取組が求められています。

5
第２章２（６）
様々な状況にあるこども・若者
○８つ目の文章

18

○ 居場所を持てていることや、またその居場所が複数あることは、自己肯定感や将来への希
望などの自己認識の前向きさに関係し、こどもの育ちにとって極めて重要です。どのこどもも分
け隔てなく過ごせるよう、身近な地域で、こども・若者のニーズを踏まえた多様な居場所が確保
されるようにしていく必要があります。

19

○ 居場所を持てていることや、またその居場所が複数あることは、自己肯定感や将来への希
望などの自己認識の前向きさに関係し、こどもの育ちにとって極めて重要です。全てのこども
が分け隔てなく過ごせるよう、身近な地域で、こども・若者のニーズを踏まえた多様な居場所が
確保されるようにしていく必要があります。

6
第２章３（１）
地域とのつながり
○５つ目の文章

19
○ コミュニティサロンやこども食堂・地域食堂など、市内のこどもや子育て家庭を支える地域の
居場所には多世代交流の拠点として幅広い年代を対象とした取組も行われています。

20
○ コミュニティサロンやこども食堂・地域食堂、プレイパークなど、市内のこどもや子育て家庭
を支える地域の居場所には多世代交流の拠点として幅広い年代を対象とした取組も行われて
います。
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7

第２章４
第２期計画の振り返り
基本施策４
○４つ目の文章

24

○ 医療的ケア児・者等の在宅生活を支援するため、横浜型医療的ケア児・者等コーディネー
ターを育成し、市内６区に配置しました。2023（令和５）年度には質の向上のための事例検討・
研修等を実施しました。また、医療的ケア児・者等の受入れを推進する支援者養成研修やフォ
ローアップ研修及び見学実習も実施しました。

25

○ 医療的ケア児・者等の在宅生活を支援するため、横浜型医療的ケア児・者等コーディネー
ターを育成し、配置しました。2023（令和５）年度には質の向上のための事例検討・研修等を実
施しました。また、医療的ケア児・者等の受入れを推進する支援者養成研修やフォローアップ
研修及び見学実習も実施しました。

8

第２章４
第２期計画の振り返り
基本施策９
○１つ目の文章

26

○ワーク・ライフ・バランスと多様で柔軟な働き方を実現できる環境づくりに向けて、誰もが働き
やすい職場づくりに積極的に取り組む市内中小企業を「よこはまグッドバランス企業」として認
定すると共に、企業の経営者や人事・労務担当者を対象にセミナーやワークショップを実施し
ました。

28

○ ワーク・ライフ・バランスと多様で柔軟な働き方を実現できる環境づくりに向けて、誰もが働
きやすい職場づくりに積極的に取り組む市内企業等を「よこはまグッドバランス企業」として認
定すると共に、企業の経営者や人事・労務担当者を対象にセミナーやワークショップを実施し
ました。

9

第３章２
計画推進のための基本的な
視点
5　家庭の子育て力を高めるた
めの支援

29
　保護者が地域の中で温かく見守られ、支えられながら、妊娠、出産、子育てをするうえで、不
安や負担感、孤立感を抱えることなく、こどもの成長の喜びや生きがいを感じながら子育てでき
るよう、家庭の子育て力を高めるための視点を持って取り組みます。

30
　保護者が地域の中で温かく見守られ、支えられながら、家庭の子育て力を高めることで、妊
娠、出産、子育てをするうえで、不安や負担感、孤立感を抱えることなく、こどもの成長の喜び
や生きがいを感じながら子育てできるよう、支援する視点を持って取り組みます。

10
第４章
１　施策体系図

30
１　施策体系図
　「目指すべき姿」の実現に向けて、「計画推進のための基本的な視点」を踏まえ、２つの重点
テーマ、３つの施策分野、９つの基本施策により、計画を推進します。

31

１　施策体系
　「目指すべき姿」の実現に向けて、「計画推進のための基本的な視点」を踏まえ、２つの重点
テーマ、３つの施策分野、９つの基本施策により、計画を推進します。
＜施策体系図＞

11

第４章
２　指標一覧
重点テーマⅡ４
子育て家庭がゆとりを実感し
ている割合

31
＜指標＞子育て家庭がゆとりを実感している割合
＜今後、現状値を把握し、目標値を設定したうえで原案に反映＞

32

＜指標＞
・子育て家庭の「時間的負担感」が軽減されていると思う人の割合【現状値：34.4％　目標値：
42.5％】
・子育ての困り事がいつでも相談でき、「精神的負担感」が軽減されていると思う人の割合【現
状値：32.1％　目標値：42.5％】
・子育て家庭の「経済的負担感」が軽減されていると思う人の割合【現状値：45.6％　目標値：
50.6％】
・子育て家庭のほしい情報に簡単にアクセスできることにより、「子育ての見通し」が持てている
と思う人の割合【現状値：35.9％　目標値：51.6％】
・こどもの「預けやすさ」が実感できている人の割合【現状値：20.1％　目標値：29.8％】
・親子が「身近な遊び場・居場所」で楽しむことができていると思う人の割合【現状値：51.3％
目標値：59.9％】
・「小１の壁」が打破されていると思う人の割合【現状値：25.4％　目標値：39.4％】

12

第４章
２　指標一覧
基本施策３　７

32

【アウトカム】７こどもたちが自分の思いや主体性を尊重された保育・教育を受けている
【指標】こどもの思いや主体性を尊重した保育・教育を実践している施設等の割合
【直近の現状値】　＜今後、現状値を把握し、目標値を設定したうえで原案に反映＞
【目標値】　　　　　＜今後、現状値を把握し、目標値を設定したうえで原案に反映＞

34

【アウトカム】７こどもたちが自分の思いや主体性を尊重された保育・教育を受けている
【指標】保育・教育施設へのアンケートにおいて、こども一人ひとりの思いをくみ、興味関心に合
わせた柔軟な保育を施設全体で実践していると回答した割合
【直近の現状値】　46％【令和６年度】
【目標値】　　　　　70％

13
第４章
２　指標一覧
基本施策８　21

33 【目標値（令和11年度）】　　　　①36.3％　　　 ② 324組　　　　　③ 10か所 35 【目標値（令和11年度）】　　　　①36.8％　　　 ② 430組　　　　　③９か所

2



「こども、みんなが主役！よこはまわくわくプラン」原案における素案からの主な変更点一覧

　※下線は修正、追加した文言

別添資料

14
第４章
４　重点テーマ

36

　2023（令和５）年４月にこども基本法が施行され、市町村こども計画としても位置付けを行う最
初の計画となること、「横浜市中期計画2022-2025」では、基本戦略「子育てしたいまち次世代
を共に育むまちヨコハマ」を掲げて、広く子育て世代に響く支援を進めていることを踏まえて、計
画期間中、各施策分野を通して特に重きを置いて進める事項として、第３期計画で新たに２つ
の重点テーマを設定します。
　「目指すべき姿」と「計画推進のための基本的な視点」を踏まえ、こどもへの支援、子育て家
庭への支援、社会全体でのこども・子育て支援を進めるため、２つの重点テーマ、３つの施策
分野、９つの基本施策により、計画を推進していきます。

37

　2023（令和５）年４月にこども基本法が施行され、市町村こども計画としても位置付けを行う最
初の計画となること、「横浜市中期計画2022-2025」では、基本戦略「子育てしたいまち次世代
を共に育むまちヨコハマ」を掲げて、広く子育て世代に響く支援を進めていることを踏まえて、計
画期間中、各施策分野を通して特に重きを置いて進める事項として、第３期計画で新たに２つ
の重点テーマを設定します。

15
第４章
４　重点テーマ
【ページの見方】

36

＜重点テーマ＞
①背景
国の動きや社会の状況をはじめ、重点テーマを設定する背景や現状について記載していま
す。

②方向性と主な取組内容
重点テーマの中で掲げる方向性と主な取組内容を記載しています。主な取組内容は、基本施
策１～９における「主な事業・取組」の中から、重点取組に資するものを抜き出して位置付けて
います。

③アウトカムと指標
重点テーマについて、アウトカム（達成したい最終的な状態）とその指標（生じた変化・効果を測
るための指標）を設定しています。

37

＜重点テーマ＞
①背景
国の動きや社会の状況をはじめ、重点テーマを設定する背景や現状について記載していま
す。

②方向性
重点テーマの中で掲げる方向性を記載しています。

③アウトカム指標
重点テーマについて、アウトカム（達成したい最終的な状態）とその指標（生じた変化・効果を測
るための指標）を設定しています。

④主な取組内容
　主な取組内容は、基本施策１～９における「主な事業・取組」の中から、重点テーマに資する
ものを抜き出して位置付けています。

16
第４章
重点テーマⅠ

36～ - 38～
・「方向性」と「主な取組内容」をわけて整理
・「主な取組内容」の表を「方向性」に基づき整理

17

第４章
重点テーマⅠ
＜背景＞
（３）居場所・遊び場、体験活
動の機会の充実
○５つめを追加

39 - 40

○また、2023（令和５）年12月、「こどもの居場所づくりに関する指針」が閣議決定され、こども
の居場所づくりに関する国の考え方が改めて示されました。指針の中では、目指したい未来と
して、「どんな環境に生まれ育ったとしても、誰一人取り残さず、全てのこども・若者が自分の居
場所を持ち、健やかな成長や身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェル
ビーイング）であること」との内容が掲げられています。

18

第４章
重点テーマⅠ
＜方向性と主な取組内容＞
（1）多機関連携によるこども・
子育て家庭の安全・安心を支
えるための基盤づくりと地域
ネットワークの構築
○２つ目

40

＜方向性と主な取組内容＞
（1）多機関連携によるこども・子育て家庭の安全・安心を支えるための基盤づくりと
　　地域ネットワークの構築
○ こども家庭センター機能を区こども家庭支援課に段階的に設置し、こども・子育て家庭を包
括的に支える基盤を整備します。
○ こども家庭センターでは、妊産婦やこども・子育て家庭からのあらゆる相談を受け止め、関
係機関と共に個々のこどもとその家庭の状況に応じた切れ目のない支援を行います。困難を
抱えながらもＳＯＳを発信できないこどもや家庭をできるだけ早期に把握し、支援につなげられ
るよう、多様な関係機関との連携を強化します。

41

＜方向性＞
（1）多機関連携によるこども・子育て家庭の安全・安心を支えるための基盤づくりと
　　地域ネットワークの構築
○ こども家庭センター機能を区こども家庭支援課に段階的に設置し、こども・子育て家庭を包
括的に支える基盤を整備します。
○　利用者にとって、敷居が低く、物理的にも近距離に地域子育て相談機関を整備し、子育て
世帯との接点を増やすことで、子育て世帯の不安解消や状況把握の機会を増やします。
○ こども家庭センターでは、妊産婦やこども・子育て家庭からのあらゆる相談を受け止め、関
係機関と共に個々のこどもとその家庭の状況に応じた切れ目のない支援を行います。困難を
抱えながらもＳＯＳを発信できないこどもや家庭をできるだけ早期に把握し、支援につなげられ
るよう、多様な関係機関との連携を強化します。

3
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19

第４章
重点テーマⅠ
＜方向性と主な取組内容＞
（1）多機関連携によるこども・
子育て家庭の安全・安心を支
えるための基盤づくりと地域
ネットワークの構築

41

主な取組
＜こども・子育て家庭を包括的に支える基盤整備とネットワーク構築＞
こども家庭センター機能の設置 施策２

＜こども自身が相談・支援につながることができる取組＞
青少年相談センター事業／地域ユースプラザ事業／若者サポートステーション事業／困難を
抱える若者に対するＳＮＳ相談事業／ヤングケアラー支援事業／不登校児童生徒支援事業／
不登校のこども等困難を抱えやすいこどもの居場所づくり ／地域等と連携したいじめ等の防
止／外国につながるこどもたちへの支援事業／日本語指導が必要な児童生徒への支援の充
実／寄り添い型生活支援事業／寄り添い型学習支援事業／放課後学び場事業：施策６
思春期・接続期支援事業／若年女性支援モデル事業／デートＤＶ防止事業：施策７

＜こどもたちの安全・安心を守る取組＞
地域防犯活動支援事業／こどもの交通安全対策の推進／よこはま学援隊／安全教育・防災
対策の推進 ：施策９

44

＜主な取組内容＞
＜多機関連携によるこども・子育て家庭の安全・安心を支えるための基盤づくりと地域ネット
ワークの構築＞

こども家庭センター機能の設置／地域子育て相談機関の設置：施策２
青少年相談センター事業／地域ユースプラザ事業／若者サポートステーション事業／困難を
抱える若者に対するＳＮＳ相談事業／ヤングケアラー支援事業／不登校児童生徒支援事業／
不登校のこども等困難を抱えやすいこどもの居場所づくり／地域等と連携したいじめ等の防止
／外国につながるこどもたちへの支援事業／日本語指導が必要な児童生徒への支援の充実
／寄り添い型生活支援事業／寄り添い型学習支援事業／放課後学び場事業：施策６
思春期・接続期支援事業／若年女性支援モデル事業／デートＤＶ・ＤＶ防止事業：施策７
地域防犯活動支援事業／こどもの交通安全対策の推進／よこはま学援隊／安全教育・防災
対策の推進： 施策９
こどもの性被害の防止：施策３／施策４／施策５／施策６／施策８

【追加した主な取組内容】地域子育て相談機関の設置、こどもの性被害の防止

20

第４章
重点テーマⅠ
＜方向性と主な取組内容＞
（２）こどもが安心して過ごせる
居場所や遊び場・体験活動の
充実

42
主な取組
＜こどもの居場所・遊び場、体験活動の充実＞ 45

＜主な取組内容＞
＜こどもの居場所・遊び場、体験活動の充実＞

【追加した主な取組内容】こども誰でも通園制度の実施
【削除した主な取組内容】芸術文化教育プログラム推進事業

21

第４章
重点テーマⅠ
＜方向性と主な取組内容＞
（2）こどもが安心して過ごせる
居場所や遊び場・体験活動の
充実
各事業とライフステージ等の
関係

43 - 46

（各事業とライフステージ等の関係の表）
→表のタイトルをこどもの居場所・遊び場、体験活動の充実に関する各事業とライフステージ
等の関係に修正

→欄外に、「種類」及び「主な対象年齢」の◎○の説明を追加
※種類について：一番あてはまるものに◎、当てはまるものに○
※主な対象年齢：当てはまるものに○

→プレイパーク支援事業の「種類」「主な対象年齢」を修正

→子どもの文化体験推進事業の「主な対象年齢」の「中学校」に〇を追加
　「芸術文化教育プログラム推進事業」の行を削除

22
第４章
重点テーマⅡ

45～ - 47～
・「方向性」と「主な取組内容」をわけて整理
・「主な取組内容」の表を「方向性」に基づき整理

23
第４章
重点テーマⅡ
＜方向性と主な取組内容＞

49

＜方向性と主な取組内容＞
こうした背景を踏まえ、本計画において重点テーマⅡとして「子育て家庭が実感できる『ゆとり』
の創出」を掲げました。「子育て家庭が実感できる『ゆとり』の創出」に向けて、７つの方向性を
整理したうえで、具体的な取組を「ゆとりへの架け橋プラン（仮称）」として、総合的に推進して
いきます。

50

＜方向性＞
こうした背景を踏まえ、本計画において重点テーマⅡとして「子育て家庭が実感できる『ゆとり』
の創出」を掲げました。「子育て家庭が実感できる『ゆとり』の創出」に向けて、３つの方向性を
整理した上で、具体的な取組を総合的に推進していきます。

4
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24
第４章
重点テーマⅡ
＜方向性と主な取組内容＞

49

＜７つの方向性＞
（１）子育て家庭の「時間的負担感が軽減」されている　（２）こどもの「預けやすさが実感」でき
ている　（３）「小１の壁が打破」されている　（４）子育て家庭の「経済的負担感が軽減」されてい
る　（５）子育ての困りごとがいつでも相談でき、「精神的負担感が軽減」されている　（６）子育
て家庭がほしい情報に簡単にアクセスでき、「子育ての見通しが持てている」　（７）親子が「身
近な遊び場・居場所で楽しむ」ことができている

50

＜３つの方向性＞
（１）時間的負担感の軽減
（２）精神的負担感の軽減
（３）経済的負担感の軽減

25
第４章
重点テーマⅡ　主な取組

49～ （右欄のとおり） 52

・「７つの方向性」を「３つの方向性」に修正

【追加した主な事業・取組】
商業・集客施設等での一時預かり促進事業／こどもが楽しめる体験プログラム付き一時預か
り事業／子育てタクシー普及促進事業／地域子育て支援拠点における利用者支援事業／こ
ども家庭センター機能の設置／児童手当／児童扶養手当

【削除した主な事業・取組】
横浜子育てサポートシステム／保育・幼児教育の場の確保／こども誰でも通園制度の実施／
断熱性能等を備えた良質な住宅の普及促進／地域子育て支援拠点事業／地区センターにお
ける親子が集う身近な場の創出／親と子のつどいの広場事業／保育所子育てひろば・幼稚園
はまっ子広場／子育て支援者事業／安全・安心な公園づくり／こどもログハウスリノベーション
／読書に親しむ機会の創出と図書館サービスの充実

【名称等を変更した事業・取組】
にもつ軽がる保育園事業　→　にもつ軽がる保育園
妊婦のための支援給付　　→　妊婦等包括相談支援事業／妊婦のための支援給付
妊産婦・こどもの健康医療相談事業　→　妊産婦・こどもの健康相談事業

26
第４章
重点テーマⅡ
＜アウトカム指標＞

50
＜アウトカム指標＞子育て家庭がゆとりを実感している割合
＜今後、現状値を把握し、目標値を設定したうえで原案に反映＞

51

＜指標＞
・子育て家庭の「時間的負担感」が軽減されていると思う人の割合【現状値：34.4％　目標値：
42.5％】
・子育ての困り事がいつでも相談でき、「精神的負担感」が軽減されていると思う人の割合【現
状値：32.1％　目標値：42.5％】
・子育て家庭の「経済的負担感」が軽減されていると思う人の割合【現状値：45.6％　目標値：
50.6％】
・子育て家庭のほしい情報に簡単にアクセスできることにより、「子育ての見通し」が持てている
と思う人の割合【現状値：35.9％　目標値：51.6％】
・こどもの「預けやすさ」が実感できている人の割合【現状値：20.1％　目標値：29.8％】
・親子が「身近な遊び場・居場所」で楽しむことができていると思う人の割合【現状値：51.3％
目標値：59.9％】
・「小１の壁」が打破されていると思う人の割合【現状値：25.4％　目標値：39.4％】

※現状値はパマトコ登録者へのアンケート（令和６年11月実施）結果に基づき設定。

27
第４章
基本施策１～９

－ - － （基本施策１～９の冒頭に、それぞれの概要を追加）

28

第４章
基本施策１　現状と課題
（３）産科・周産期医療、小児
医療の充実
○３つ目の文章

55 ○救急相談センター（＃7119）について、サービスを維持していくことが必要です。 57 （削除）

5
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29
第４章
基本施策１
施策の目標・方向性（１）

56 （1） 妊娠・出産・不妊に関する正しい知識の普及啓発や相談支援の充実 58

（1） 妊娠・出産・不妊に関する正しい知識の普及啓発や妊娠期から子育て期に渡る相談支援
の充実

→あわせて、目次・施策体系図等を修正

30
第４章
基本施策１　主な事業・取組
妊婦健康診査事業

59
　妊婦健康診査の定期的な受診を促し、母体や胎児の健康管理を充実させるとともに、妊婦
の経済的負担や不安の軽減を図り、母子ともに安全・安心な出産を迎えるため、妊婦健康診
査の費用助成や受診勧奨を行います。

61
　妊婦健康診査の定期的な受診の促進や妊婦の経済的負担・不安の軽減を図るため、妊婦
健康診査の受診勧奨や令和６年度に実施した助成額拡充による費用助成等を行うことで、母
子の安全・安心な出産につなげます。

31
第４章
基本施策１　主な事業・取組
産科・周産期医療の充実

59 産科拠点病院の指定により政策的産科医療提供体制を確保します。 61 産科拠点病院の指定により産科医療提供体制を確保します。

32
第４章
基本施策１　主な事業・取組
妊婦のための支援給付

60

妊婦のための支援給付
　子ども・子育て支援法に基づき、妊婦に対し、妊娠届出後と出生後にそれぞれ給付金を支給
することにより、妊娠期から出産後の経済的負担を軽減します。
　妊婦のための支援給付を行うにあたっては、児童福祉法に基づく妊婦等包括相談支援事業
との支援を効果的に組み合わせて行い、妊娠期からの切れ目ない支援を行います。

【想定事業量】　 支給決定者数
【直近の現状値】49,858人／年　※出産・子育て応援金の支給決定者数
【令和11年度】　 49,994人／年

62

妊婦等包括相談支援事業／妊婦のための支援給付
　妊婦やそのパートナー等に対して、妊娠届出時・妊娠後期・出産後の面談等により情報提供
や相談支援等（伴走型相談支援）を行います。
また、妊婦に対し、妊娠届出後と出産後にそれぞれ給付金を支給することにより、妊娠期から
出産後の経済的負担を軽減します。
妊婦等包括相談支援事業と妊婦のための支援給付を効果的に組み合わせて行い、妊娠期か
らの切れ目ない支援を行います。

【想定事業量】　妊婦等包括相談支援事業における面談等実施回数（※１）
【直近の現状値】　62,074回／年（※２）
【令和11年度】　81,360回／年

※１　妊娠届出時・妊娠後期・出産後の面談やアンケートの実施回数
※２　前身事業である「伴走型相談支援事業」の実績値

33
第４章
基本施策１　主な事業・取組
産後母子ケア事業

61

産後の心身共に不安定になりやすい時期（産後４か月未満）に、家族等から産後の支援を受
けられず、また、育児不安が強いなど支援を必要とする方を対象に、助産所・産科医療機関で
デイケアやショートステイを実施し、心身の安定を図り育児不安を早期に軽減します。また、産
後４か月未満の外出が困難な方を対象に、授乳トラブルや母乳育児への不安解消を目的とし
て、訪問型の産後母子ケア事業を実施します。

63

産後の心身共に不安定になりやすい時期（産後４か月未満）に、家族等から産後の支援を受
けられず、また、育児不安が強いなど支援を必要とする方を対象に、助産所・産科医療機関で
デイケアやショートステイを実施し、心身の安定を図り育児不安を早期に軽減します。また、産
後１年以内の外出が困難な方等を対象に、授乳トラブルや母乳育児への不安解消を目的とし
て、訪問型の産後母子ケア事業を実施します。

34

第４章
基本施策１　主な事業・取組
妊産婦・こどもの健康医療相
談事業

63
妊産婦・こどもの健康医療相談事業
【想定事業量】妊産婦・こどもの健康医療相談延べ利用件数

65
妊産婦・こどもの健康相談事業
【想定事業量】妊産婦・こどもの健康相談延べ利用件数

35

第４章
基本施策２　現状と課題
（１）地域での子育て支援の場
と機会の必要性

64

○ 「ニーズ調査」（未就学児保護者）では、地域での子育て支援の場を利用している（令和５年
度調査については、「過去に利用していた」含む）親子の割合は、前回調査に比べて増えてい
ます。一方で子育てについて不安を感じたり自信が持てなくなったりすることがあった（「よく
あった」「時々あった」の合計）と6割弱の人が回答しており、支援ニーズは依然高い状況にあり
ます。
○ 乳幼児期からこどものウェルビーイングを高めていくうえでは、人や環境との出会いの中
で、豊かな「遊びと体験」を通して外の世界へ挑戦していくことが欠かせない要素です。また、
自然に触れたり、芸術や地域行事等の文化に触れて感性を育んだり、日常生活における豊か
な「体験」を得たりすることも重要です。

66

○ 「ニーズ調査」（未就学児保護者）では、地域での子育て支援の場を利用している（令和５年
度調査については、「過去に利用していた」含む）親子の割合は、前回調査に比べて増えてい
ます。一方で子育てについて不安を感じたり自信が持てなくなったりすることがあった（「よく
あった」「時々あった」の合計）と6割弱の人が回答しており、支援ニーズは依然高い状況にあり
ます。
○乳幼児期は、安定した「アタッチメント（愛着）」により安心の土台をつくり、豊かな「遊びと体
験」を保障することで挑戦を応援する「安心と挑戦の循環」を通して、自己肯定感等が育まれて
いくことが重要です。
○ 乳幼児期からこどものウェルビーイングを高めていくうえでは、人や環境との出会いの中
で、豊かな「遊びと体験」を通して外の世界へ挑戦していくことが欠かせない要素です。また、
自然に触れたり、芸術や地域行事等の文化に触れて感性を育んだり、日常生活における豊か
な「体験」を得たりすることも重要です。

6
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36

第４章
基本施策２　施策の目標・方
向性
（２）幼児期の豊かな「遊びと
体験」の提供

68

（２）　幼児期の豊かな「遊びと体験」の提供
○　日常の子育てを楽しく、安心して行うために、「こどもを遊ばせる場や機会の提供」の充実
に取り組みます。
○　多様なこどもや大人、モノ・自然・絵本・場所など身近なものとの出会い・関わりにより、こど
もの興味・関心に合わせた「遊びと体験」を提供します。

71

（２）　幼児期の豊かな「遊びと体験」の環境と機会の提供
○　乳幼児期からウェルビーイングを高めていくために、「こどもが遊びに没頭し、身体の諸感
覚を使い、自らの遊びを充実、発展させていく場や機会の提供」の充実に取り組みます。
○　多様なこどもや大人との出会い、モノ・自然・絵本・場所等といった環境との関わりを通し
て、こどもの興味・関心に合わせた「遊びと体験」の環境と機会を提供します。

37

第４章
基本施策２　施策の目標・方
向性
（５）地域ぐるみでこども・子育
てを温かく見守る環境づくり

69

（５）地域ぐるみでこども・子育てを温かく見守る環境づくり
○　子育て支援に関わる人材の発掘・育成に係る取組を継続します。「支援する側とされる側」
という枠を超え、親子同士あるいは親子に関わる人が互いに「支えられる安心・支える喜び」を
感じることで、子育て家庭が次の支援の担い手となるような丁寧な取組を推進します。
○　子育て家庭に関わる人だけでなく、多くの人が子育て家庭に心を寄せ、温かく見守る気運
を醸成する取組を推進します。子育ての現状や支援の必要性を地域の住民が理解できるよ
う、機会をとらえて働きかけを行うと共に、様々な施設・機関・地縁組織・人が持つ多様な強み
を活かして、子育て家庭を支えるつながりづくりに取り組みます。

72

（５）地域ぐるみでこども・子育てを温かく見守る環境づくり
○　子育て支援に関わる人材の発掘・育成に係る取組を継続します。「支援する側とされる側」
という枠を超え、親子同士あるいは親子に関わる人が互いに「支えられる安心・支える喜び」を
感じることで、子育て家庭が次の支援の担い手となるような丁寧な取組を推進します。
○　子育て家庭に関わる人だけでなく、多くの人が子育て家庭に心を寄せ、温かく見守る気運
を醸成する取組を推進します。子育ての現状や支援の必要性を地域の住民が理解できるよ
う、機会をとらえて働きかけを行うと共に、様々な施設・機関・地縁組織・人が持つ多様な強み
を活かして、子育て家庭を支えるつながりづくりに取り組みます。
○　周囲の大人が一人ひとりのこどもの状況を把握し、こどもの思いや願いをくみ取り、積極的
に育ちを支えられるように、こどもと大人が交流する機会の創出、こどもの育ちに関する適切で
分かりやすい情報の発信等を通じて、こどもの育ちを支える環境づくりに取り組みます。

38
第４章
基本施策２　主な事業・取組
地域子育て相談機関の設置

71

利用者にとって、敷居が低く、物理的にも近距離に地域子育て相談機関を整備し、子育て世帯
との接点を増やすことで、子育て世帯の不安解消や状況把握の機会を増やします。
【地域子育て相談機関とは】
地域子育て相談機関は、相談の敷居が低く、物理的にも近距離にあり、能動的な状況確認等
による「子育て世帯と継続につながるための工夫」を行う相談機関。

74

利用者にとって、敷居が低く、物理的にも近距離に地域子育て相談機関を整備し、子育て世帯
との接点を増やすことで、子育て世帯の不安解消や状況把握の機会を増やします。（地域子
育て支援拠点等。）
【地域子育て相談機関とは】
地域子育て相談機関は、相談の敷居が低く、物理的にも近距離にあり、能動的な状況確認等
による「子育て世帯と継続につながるための工夫」を行う区役所（こども家庭センター）以外の
相談機関。

39

第４章
基本施策２　主な事業・取組の
追加

※こども家庭センター機能の
設置の後ろ

73 （主な事業・取組の追加） 77

子育てタクシー普及促進事業

子育て世帯の移動に対する不安・負担の軽減を図るため、既存民間サービス「子育てタクシー
®」の提供区域や供給量を拡大できるよう、認定講習費・登録費等補助などタクシー事業者へ
の参入支援を実施します。
【令和７年度新規 ※市会での令和７年度予算議決を停止条件とします】

40

第４章
基本施策３　現状と課題
（２） 個別に支援が必要な児
童に対する支援

75
○ 市内の保育・教育施設等において、障害のあるこども約2,410人、医療的ケアが必要なこど
も約50人を受け入れています（2023（令和５）年４月時点）。

79
○ 市内の保育・教育施設等において、障害のあるこども約2,740人、個別に支援が必要なこど
も約330人、医療的ケアが必要なこども約60人を受け入れています（2024（令和６）年４月時
点）。

7
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41

第４章
基本施策３　アウトカムと指標
こどもたちが、自分の思いや
主体性を尊重された保育・教
育を受けている

81

【アウトカム】こどもたちが自分の思いや主体性を尊重された保育・教育を受けている
【指標】こどもの思いや主体性を尊重した保育・教育を実践している施設等の割合
　　　　※「（仮）『よこはま☆保育・教育宣言』に基づく保育実践アンケート」で確認
【直近の現状値（令和５年度）】　＜今後、現状値を把握し、目標値を設定したうえで原案に反
映＞
【目標値（令和11年度）】　　　　　＜今後、現状値を把握し、目標値を設定したうえで原案に反
映＞

85

【アウトカム】こどもたちが自分の思いや主体性を尊重された保育・教育を受けている
【指標】保育・教育施設へのアンケートにおいて、こども一人ひとりの思いをくみ、興味関心に合
わせた柔軟な保育を施設全体で実践していると回答した割合
【直近の現状値（令和５年度）】　46％【令和６年度】
【目標値（令和11年度）】　　　　　70％

42

第４章
基本施策３　主な事業・取組
保育・幼児教育研修及び園内
研修・研究の推進

81
※横浜市保育・教育質向上サポーター（Ｙサポ）
横浜市の保育・教育施設等の質向上を推進することを目的とし、園内研修や公開保育を援助・
コーディネートする、地域で活躍する保育士・教諭です。

85
※横浜市保育・教育質向上サポーター（Ｙサポ）
訪問先の園の保育者と同じ目線に立ち、互いに学び合いながら、園内研修や公開保育等の援
助を行う地域で活躍する保育者です。

43

第４章
基本施策３　主な事業・取組の
追加

※指導監査及び運営指導の
実施と障害のあるこどもの受
入れ推進の間

82 （主な事業・取組の追加） 86

こどもの性被害の防止

こどもの性被害の防止にあたっては、保育・教育施設等におけるカメラやパーテーションの設
置や、保育士等を対象としたこどもの人権や包括的性教育に関する研修を実施するなど、未
然に防止するための取組を実施し、こどもが安全安心に過ごせる環境を整えていきます。

44
第４章
基本施策３　主な事業・取組
保育・幼児教育の場の確保

83
【想定事業量】　　①利用定員（１号）
【直近の現状値】　40,700人【令和６年度】
【令和11年度】　　24,561人

88
【想定事業量】　　①利用定員（１号）
【直近の現状値】　41,600人【令和６年度】
【令和11年度】　　24,561人

45

第４章
基本施策３　主な事業・取組
にもつ軽がる保育園事業
※事業名の変更

86 にもつ軽がる保育園事業 90 にもつ軽がる保育園

46
第４章
基本施策３　主な事業・取組
一時預かり事業

86
保育所、認定こども園、小規模保育事業、乳幼児一時預かり施設等で、保護者がリフレッシュ
や一時的に家庭での保育が困難な場合に利用できる一時的な預かりを実施します。保育所、
乳幼児一時預かり施設等での実施施設の拡大など、受入枠拡大に向けて取り組みます。

91

保育所、認定こども園、小規模保育事業、乳幼児一時預かり施設等で、保護者がリフレッシュ
や一時的に家庭での保育が困難な場合に利用できる一時的な預かりを実施します。保育所、
乳幼児一時預かり施設等での実施施設の拡大など、受入枠拡大に向けて取り組みます。
また、保護者の急用等によるニーズに応えるため、保育所等の空き定員を活用し、非定期利
用に特化した受入枠を年度を通じて確保します。

47
第４章
基本施策３　主な事業・取組
こども誰でも通園制度の実施

86

すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備すると共に、すべての子育て
家庭に対して多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、０歳
６か月から満３歳未満の保育所等を利用していないこどもを月一定時間の範囲で、保育所、幼
稚園、地域子育て支援拠点等で預かりを行う、こども誰でも通園制度を2026（令和８）年度から
実施します。
【令和６年度試行的事業実施】

91

すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育
て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、０
歳６か月から満３歳未満の保育所等を利用していないこどもが月一定時間の範囲で、保育所、
認定こども園、幼稚園、地域こども子育て支援拠点等を利用できる、新たな給付制度である「こ
ども誰でも通園制度」を2026（令和８）年度から実施します。
（※2025（令和７）年度は、乳児等通園支援事業として先行実施します。）

【想定事業量】　　延べ人数（人日）（利用定員）
【直近の現状値】　－
【令和11年度】　　1,246人日

48
第４章
基本施策３　主な事業・取組
24時間型緊急一時保育事業

87 24時間型緊急一時保育事業 91 24時間いつでも預かり保育事業（旧：24時間型緊急一時保育事業）

8
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49

第４章
基本施策３　主な事業・取組の
追加

※24時間型緊急一時保育事
業と病児保育事業、病後児保
育事業の間

87 （主な事業・取組の追加） 92

商業・集客施設等での一時預かり促進事業

預かりの充実に向けて、商業・集客施設等で短時間の一時預かりをモデル実施します。
また、大規模イベント会場等で、短時間の一時預かりを実施するための経費補助をモデル的
に実施します。
【令和７年度新規 ※市会での令和７年度予算議決を停止条件とします】

50

第４章
基本施策３　主な事業・取組の
追加

※24時間型緊急一時保育事
業と病児保育事業、病後児保
育事業の間

87 （主な事業・取組の追加） 92

こどもが楽しめる体験プログラム付き一時預かり事業

保護者のリフレッシュ等の短時間での預かりニーズに応えるため、英語遊びやダンスなど、こ
どもが楽しめる預かりプログラムを地区センター等の身近な場所で実施します。
【令和７年度新規 ※市会での令和７年度予算議決を停止条件とします】

51

第４章
基本施策４　現状と課題
（１）こども・若者を取り巻く環
境の変化
○５つ目の文章

89
○ 不登校の増加、ネット社会の影響、薬物や特殊詐欺の問題、こどもの自殺の増加、貧困問
題など、こども・若者を取り巻く環境は一層厳しさを増すと共に、課題も複雑化しており、複合的
な対策が求められています。

94
○ 不登校児童生徒の増加、ネット社会の影響、薬物や特殊詐欺の問題、こどもの自殺の増
加、貧困問題など、こども・若者を取り巻く環境は一層厳しさを増すと共に、課題も複雑化して
おり、複合的な対策が求められています。

52

第４章
基本施策４　現状と課題
（２）こども・若者の居場所づく
り
○８つ目の文章

91
○ こども・若者が自分に合ったたくさんの居場所が持てるよう、青少年の地域活動拠点をはじ
めとするこども・若者の居場所の運営者の連携を進めることや、普及啓発、広報の充実を図る
必要があります。

96
○ こども・若者が自分に合った複数の居場所が持てるよう、青少年の地域活動拠点をはじめ
とするこども・若者の居場所の運営者の連携を進めることや、普及啓発、広報の充実を図る必
要があります。

53
第４章
基本施策４　主な事業・取組
プレイパーク支援事業

99
公園等の一部を活用してこどもの創造力を生かした自由な遊びができる「プレイパーク」の活
動を支援します。

106

プレイパークは公園等の一部を活用した遊び場で、こどもたちが創造力を生かして自由に遊
び、様々な体験を重ねながら、思い思いに過ごせる居場所となっています。
乳幼児から青少年まで、多世代のこどもたちが関わりながら遊んでおり、地域の大人とのふれ
あいの場でもある、プレイパークの活動を支援します。

54
第４章
基本施策４　主な事業・取組
子どもの文化体験推進事業

100

より多くのこどもたちが身近な場所における文化体験を通じて、表現力やコミュニケーション力
を育めるよう、音楽や美術、演劇などのプログラムを実施します。2024（令和６）年度は新規事
業として放課後キッズクラブを中心に実施し、2025（令和７）年度以降は地域のこどもたちが集
まる様々な場所へ実施場所を拡充していきます。

【想定事業量】　　参加者数
【直近の現状値】　－【令和６年度新規】
【令和11年度】　　7,000人／年

107

こどもたちが身近な場所における文化体験を通じて、表現力やコミュニケーション力、創造力を
育めるよう、地域のこどもたちが集まる放課後キッズクラブ等で音楽や美術などのプログラム
を実施します。さらに、学校にアーティストを派遣し、こどもたちが音楽・演劇・ダンス・美術・伝
統芸能を体験できる教育プログラムを実施します。

【想定事業量】　　参加者数
【直近の現状値】　13,554人／年
【令和11年度】　　16,032人／年

55
第４章
基本施策４　主な事業・取組
横浜トリエンナーレ事業

101

横浜トリエンナーレ会場等に来場した親子連れが、事前予約なしで当日気軽にアートを体験で
き、文化芸術にふれあい親しむきっかけとなるようなアートワークショップを開催します。
横浜美術館会場内に、乳幼児向け休憩スペースや入場までの待ち時間を短縮するこどもファ
スト・トラック（親子連れ優先レーン）を設置し、子育て世代がゆとりを持って鑑賞しやすい環境
を整えます。

【想定事業量】　　アートワークショップの参加者数
【直近の現状値】　12,386人／展覧会
【令和11年度】 　　15,000人／展覧会

108

横浜トリエンナーレ会場等に来場した親子連れ等が、文化芸術にふれあい親しむきっかけとな
るようなアートワークショップを開催します。
展覧会会場入口に、入場までの待ち時間を短縮するこどもファスト・トラック（親子連れ優先
レーン）を設置するなど、子育て世代がゆとりを持って鑑賞しやすい環境を整えます。

【想定事業量】　　アートワークショップの参加者数
【直近の現状値】　17,864人／展覧会
【令和11年度】 　　18,000人／展覧会

9
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56

第４章
基本施策４　主な事業・取組
フェスティバルによるにぎわい
創出事業

101

2024（令和６）年度から開催する、音楽を中心とした新たなフェスティバル「Live！横浜」におい
て、民間イベント等と連携しながら公共空間等を活用したステージを街なかに展開し、親子で
気軽に楽しめる体験型プログラムや多彩なジャンルによるライブパフォーマンスの鑑賞機会を
提供します。また、プロによるこども・若者向けワークショップなど、次世代育成の取組を展開
し、すべてのこども・若者が参加しやすく親しみやすいフェスティバルとなるよう充実を図りま
す。

108

2024（令和６）年度から開催の、音楽を中心とした新たなフェスティバル「Live！横浜」におい
て、民間イベント等と連携しながら公共空間等を活用したステージを街中に展開し、親子で気
軽に楽しめる体験型プログラムや多彩なジャンルによるライブパフォーマンスの鑑賞機会を提
供します。また、プロによるこども・若者向けワークショップなど、次世代育成の取組を展開し、
全てのこども・若者が参加しやすく親しみやすいフェスティバルとなるよう充実を図ります。

57

第４章
基本施策４　主な事業・取組
芸術文化教育プログラム推進
事業

101

アーティストが学校を訪問し、授業の一環として、次世代を担うこどもたちに音楽、美術、演劇、
ダンス、伝統芸能等の芸術文化に触れたり創造活動を体験したりする機会を提供することによ
り、文化の多様性に気づき、表現力や他者とのコミュニケーション力、多様な価値観を理解す
る心などを養うことを目的とします。

- （子どもの文化体験推進事業との事業統合により削除）

58

第４章
基本施策４　主な事業・取組
子どもアドベンチャーカレッジ
事業

102

子どもアドベンチャーカレッジは、市内の小学生に向けて「主体的・対話的で深い学びのきっか
けづくり」及び「社会参加のきっかけづくり」の場と機会を提供するため、民間企業や団体、大
学、公的機関などの協力を得て実施する、夏休み体験学習プログラムです。
こどもたちの主体的な学びのきっかけとして、地域・社会の様々な活動の体験を通じて、学び
が将来どのように役立つかを考える機会を提供し、生涯学び続ける姿勢を育成します。

109

子どもアドベンチャーカレッジは、市内の小学生に向けて「主体的・対話的で深い学びのきっか
けづくり」及び「社会参加のきっかけづくり」の場と機会を提供するため、民間企業や団体、大
学、公的機関などの協力を得て実施する、働くことや学ぶことなどの夏休み体験学習プログラ
ムです。
子どもたちの主体的な学びのきっかけとして、地域・社会の様々な活動の体験を通じて、学び
が将来どのように役立つかを考える機会を提供し、生涯学び続ける姿勢を育成します。

59

第４章
基本施策４　主な事業・取組の
追加

※こども・若者の意見を反映し
た事業の前

103 （主な事業・取組の追加） 110

こどもの性被害の防止

こどもの性被害の防止にあたっては、児童福祉施設等におけるカメラやパーテーションの設置
や、放課後児童支援員等を対象としたこどもの人権等に関する研修を実施するなど、未然に
防止するための取組を実施し、こどもが安全安心に過ごせる環境を整えていきます。

60

第４章
基本施策５　現状と課題
（４）療育と教育との連携の推
進等による切れ目のない支援
○２つ目の文章

106
○ 医療・福祉分野等におけるトランジションの課題を整理しつつ、18歳の壁など児童から成人
へとスムーズに移行できるよう、切れ目のない支援が求められています。

113
○ 医療・福祉分野等におけるトランジション（児童から成人への移行期支援）の課題を整理し
つつ、18歳の壁など児童から成人へとスムーズに移行できるよう、切れ目のない支援が求めら
れています。

61

第４章
基本施策５　施策の目標・方
向性
（３）障害児相談支援をはじめ
とする相談支援の充実
○１つ目の文章

107
○ 障害児相談支援事業所を増加し、障害児相談支援を必要とする人が障害児相談支援を受
けられることを目指します。

114
○ 障害児相談支援事業所を増加し、必要とする人が障害児相談支援を受けられることを目指
します。

62

第４章
基本施策５　主な事業・取組
障害児通所支援事業所等の
拡充と質の向上

111

【想定事業量】①主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所数
　　　　　　　　 ②主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所数
【直近の現状値】①11か所　②33か所
【令和11年度】①18か所　②36か所

118

【想定事業量】①主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所数
　　　　　　　　 ②主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所数
【直近の現状値】①10か所　②32か所
【令和11年度】①18か所　②36か所

63

第４章
基本施策５　主な事業・取組
小児がん患者のがん対策の
推進

113

　小児がん患者の医療の質の向上に向けて、横浜市小児がん連携病院※と連携し、小児がん
患者の長期フォローアップ、相談支援の充実等に取り組みます。
　長期に渡る入院や入退院の繰り返しにより、同世代との交流が制限されてしまう小児がん患
者等を対象に交流の機会を提供します。
　小児がんの理解促進のため、市民向け動画を作成し、映画館での広告上映やＳＮＳを通じて
広報を推進します。

119

　小児がん患者の医療の質の向上に向けて、横浜市小児がん連携病院※と連携し、小児がん
患者の長期フォローアップ、相談支援の充実等に取り組みます。
　長期に渡る入院や入退院の繰り返しにより、同世代との交流が制限されてしまう小児がん患
者等を対象に交流の機会を提供します。
　小児がんの理解促進のため、市民向け動画の活用により広報を推進します。

10
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64

第４章
基本施策５　主な事業・取組
小児慢性特定疾病医療給付
事業※事業名の変更

113 小児慢性特定疾病医療給付事業 120 小児慢性特定疾病対策事業

65

第４章
基本施策５　主な事業・取組の
追加

※こどもの意見を聴く取組の
推進の前

113 （主な事業・取組の追加） 120

こどもの性被害の防止

こどもの性被害の防止にあたっては、施設や事業所におけるカメラやパーテーションの設置
や、事業所等の従業員を対象とした虐待防止研修の実施など、未然に防止するための取組を
実施し、こどもが安全安心に過ごせる環境を整えていきます。

66

第４章
基本施策６　現状と課題
（１）養育環境に課題を抱える
家庭のこども・若者
○９つ目の文章

114
○ 外国にルーツがあるこども・若者は、生活・家庭環境、言語や文化・習慣の違いによる生き
づらさや進学・就労へのハンディキャップがあることも見受けられます。

121
○ 外国につながるこども・若者は、生活・家庭環境、言語や文化・習慣の違いによる生きづら
さや進学・就労へのハンディキャップがあることも見受けられます。

67

第４章
基本施策６　主な事業・取組
（再掲）の追加

※若者サポートステーション事
業と困難を抱える若者に対す
るＳＮＳ相談事業の間

120 （主な事業・取組（再掲）の追加） 127

こども・若者の居場所づくり（基本施策４の再掲）

思春期という大きな変化を迎える時期にある中高生世代の成長を支援するとともに、社会参画
に向かう力を養成するため、こどもたちが安心して気軽に集い、同世代・異世代との交流や
様々な体験活動を行うことができる「青少年の地域活動拠点」を充実します。また、こどもが抱
える悩みや問題が深刻な状況にならないよう、拠点のスタッフが個々の状況に応じた対応をす
ることで、セーフティネットとしての役割を果たします。
こども・若者が身近な地域に多くの居場所を持てるよう、様々な地域資源と連携した取組を進
めるとともに、居場所についての広報・普及啓発に取り組みます。

【想定事業量】　　 青少年の地域活動拠点等の利用者数
【 直近の現状値】　 50,316人／年
【令和11年度】　　　71,309人／年

68

第４章
基本施策６　主な事業・取組の
追加
※こども・若者の意見を聴く取
組の推進の前

120 （主な事業・取組の追加） 128

こどもの性被害の防止

こどもの性被害の防止にあたっては、相談機関等におけるカメラやパーテーションの設置や、
未然に防止するための取組を実施し、こどもが安全安心に過ごせる環境を整えていきます。

69

第４章
基本施策６　主な事業・取組
経済的に困難を抱える世帯へ
の就学援助等

123

　経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、学用品費、通
学用品費、学校給食費等を援助します。また、小中学校及び義務教育学校の個別支援学級に
通学する人の経済的負担を軽減することを目的とした就学奨励費の支給や、高等学校への修
学が経済的に困難で、学業優秀な生徒に対する給付型奨学金制度を実施します。

131

　経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、学用品費、通
学用品費、学校給食費等を援助します。また、小中学校及び義務教育学校の個別支援学級に
通学する人の経済的負担を軽減することを目的とした個別支援学級就学奨励費の支給や、高
等学校への修学が経済的に困難で、学業優秀な生徒に対する給付型奨学金制度を実施しま
す。

70
第４章
基本施策７　タイトル

125 基本施策７　ひとり親家庭の自立支援／ＤＶ被害者や困難な問題を抱える女性への支援 132
基本施策７　ひとり親家庭の自立支援／ＤＶ被害者支援／困難な問題を抱える女性への支援

→あわせて、目次・施策体系図等を修正

71

第４章
基本施策７　現状と課題
（３）ＤＶ被害者や困難な問題
を抱える女性への支援

128 （3） ＤＶ被害者や困難な問題を抱える女性への支援 135 （3） ＤＶ被害者支援や困難な問題を抱える女性への支援

11
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72

第４章
基本施策７　現状と課題
（３）ＤＶ被害者や困難な問題
を抱える女性への支援
図表4-35　ＤＶ相談件数の推
移

128 （グラフの修正） 135 令和３年度数値4,464件を4,456件に修正

73

第４章
基本施策７　施策の目標・方
向性（３）ＤＶ被害者や困難を
抱える女性とそのこどもへの
安全・安心の確保、自立支援

130

（3） ＤＶ被害者や困難を抱える女性とそのこどもへの安全・安心の確保、自立支援
○ 横浜市ＤＶ相談支援センターにおける相談支援、区福祉保健センターにおける女性が抱え
る様々な問題に対しての相談支援、一時保護を含めた自立支援を実施します。
○ 女性に対する支援を行っている民間団体との協働による、生きづらさを抱える女性への継
続的な支援を実施します。
○ 女性緊急一時保護の受入先を確保すると共に、女性緊急一時保護中の安全確保と自立に
向けた支援を実施します。
○ 母子生活支援施設において、緊急に保護等の支援が必要なＤＶ被害女性とその同伴児
や、生活リスクを抱える母子に対し、一時的な保護と安定した生活に向けた相談・支援を実施
します。また、養育に課題を抱えると思われる妊産婦を対象に、妊娠中からの保健指導等を含
む支援を実施します。
○ 女性緊急一時保護をためらう相談者に対して、ＤＶや困難な状況の深刻化を防ぐため、短
期間の一時的な居場所の提供と、気持ちの整理や今後の生活を考えるための相談支援を実
施します。 
○ ＤＶ被害者等への相談支援及び自立支援において、関係機関や民間団体と連携すると共
に、ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化を図ります。
○ 若年層の女性に向けては、アウトリーチからの相談対応や、居場所の確保、公的機関や施
設への「つなぎ」を含めたアプローチを実施することで、相談に繋がりやすい環境づくりを進め
ます。

137

（3） ＤＶ被害者及び困難を抱える女性、そのこどもへの安全・安心の確保と自立支援
○ 横浜市DV相談支援センターにおいて、DV被害者への相談支援を、性別を問わず行いま
す。
○ ＤＶ被害者等への相談支援及び自立支援において、関係機関や民間団体と連携するととも
に、ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化を図ります。
○ 区福祉保健センターにおいて、困難を抱える女性の様々な問題に対しての相談支援、一時
保護を含めた自立支援を実施します。
○ 女性に対する支援を行っている民間団体との協働による、生きづらさを抱える女性への継
続的な支援を実施します。
○ 女性緊急一時保護の受入先を確保すると共に、女性緊急一時保護中の安全確保と自立に
向けた支援を実施します。
○ 母子生活支援施設において、緊急に保護等の支援が必要なＤＶ被害女性とその同伴児
や、生活リスクを抱える母子に対し、一時的な保護と安定した生活に向けた相談・支援を実施
します。また、養育に課題を抱えると思われる妊産婦を対象に、妊娠中からの保健指導等を含
む支援を実施します。
○ 女性緊急一時保護をためらう相談者に対して、ＤＶや困難な状況の深刻化を防ぐため、短
期間の一時的な居場所の提供と、気持ちの整理や今後の生活を考えるための相談支援を実
施します。
○ 若年層の女性に向けては、アウトリーチからの相談対応や、居場所の確保、公的機関や施
設への「つなぎ」を含めたアプローチを実施することで、相談に繋がりやすい環境づくりを進め
ます。

74

第４章
基本施策７　主な事業・取組
デートDV防止事業
※事業名の変更

137 デートDV防止事業 144 デートＤＶ・ＤＶ防止事業

75

第４章
基本施策８　現状と課題
（１）児童虐待対応
図表4-37　児童虐待相談の対
応件数と一時保護件数の推移

138 （グラフの修正） 145 （グラフの左軸「人」を「件」に修正）

76

第４章
基本施策８　現状と課題
（３）社会的養育の推進
○１つ目の文章

139
○ 社会的養育とは、こどもの福祉のために、こどもへの直接の支援はもとより、社会がこども
の養育に対して保護者（家庭）と共に責任を持ち、家庭を支援することです。（新しい社会的養
育ビジョン）

146

○ 社会的養育とは、こどもの福祉のために、こどもへの直接の支援はもとより、社会がこども
の養育に対して保護者（家庭）とともに責任を持ち、家庭を支援することです。※

※新しい社会的養育ビジョン（平成28年の児童福祉法改正を受けて、社会的養育分野におけ
る法改正の理念を具体化するために国が示した報告書）より

77

第４章
基本施策８　現状と課題
（３）社会的養育の推進
図表4-38　施設入所・里親委
託児童数の推移

140 （グラフの修正） 147
（グラフの掲載対象年度を「平成24年度～令和３年度」から、直近10年間の「平成26年度～令
和５年度」に修正。また出典を「横浜市児童相談所事業概要」数値に修正）

12
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78

第４章
基本施策８　現状と課題
（４）こどもの意見表明機会の
確保と権利擁護の取組
○５つ目の文章

140

○ 2024（令和６）年４月の改正児童福祉法の施行により、一時保護所の新たな設備・運営基
準が定められ、定員超過への対応や一時保護の際のこどもの権利擁護、個別的なケアを更に
推進していく必要があります。より過ごしやすい生活環境に向けた改善やデジタル教材を活用
した学習の推進、一時保護所からの小・中学校在籍校への通学支援など、こどもの生活や学
習に係る権利擁護の取組が求められています。

148

○ 2024（令和６）年４月の改正児童福祉法の施行により、一時保護施設の設備及び運営に関
する基準が定められ、定員超過への対応や一時保護の際のこどもの権利擁護、個別的なケア
を更に推進していく必要があります。より過ごしやすい生活環境に向けた改善やデジタル教材
を活用した学習の推進、一時保護所からの小・中学校在籍校への通学支援など、こどもの生
活や学習に係る権利擁護の取組が求められています。

79

第４章
基本施策８　施策の目標・方
向性
（２）児童虐待対応の支援策と
児童相談所の機能強化
○７つ目、８つ目の文章

142

○ 児童相談所の管轄区域については、2026（令和８）年度の東部児童相談所の新設による見
直しと共に、今後の社会情勢や人口動態を踏まえながら検討を進めていきます。
○ 一時保護施設の設備・運営基準に関する条例を2024（令和６）年に制定し、入所している児
童一人ひとりの権利を尊重した運営や施設の環境改善など、基準を踏まえた具体的な取組を
進めていきます。

149

○ 児童相談所の管轄区域については、2026（令和８）年度の東部児童相談所（仮称）の新設
による見直しとともに、今後の社会情勢や人口動態を踏まえながら検討を進めていきます。
○ 一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例において、入所している児童一人ひと
りの権利を尊重した運営や施設の環境改善など、基準を踏まえた具体的な取組を進めていき
ます。

80

第４章
基本施策８　施策の目標・方
向性
（３）社会的養育の推進
○１つ目の文章

143

○ こどもの家庭養育優先の原則が明記された児童福祉法及び2017（平成29）年の国の「新し
い社会的養育ビジョン」を踏まえ、本市の社会的養育の更なる推進に取り組みます。国から策
定を求められた都道府県社会的養育推進計画について、本市では「横浜市の社会的養育推
進の基本的な方針（令和２年度から11年度）」として取り組んでいますが、国からの通知を受け
て2024（令和６）年度に見直しを行った同計画後期分（令和７年度から11年度）の数値目標等
を踏まえ、社会的養育を推進していきます。

150

○ こどもの家庭養育優先の原則が明記された児童福祉法及び2017（平成29）年の国の「新し
い社会的養育ビジョン」を踏まえ、本市の社会的養育の更なる推進に取り組みます。国から策
定を求められた都道府県社会的養育推進計画として、本市では「横浜市社会的養育推進計
画」（令和７年度から11年度）を策定し、同計画で定めた数値目標等を踏まえ、社会的養育の
推進に取り組んでいきます。

81

第４章
基本施策８　施策の目標・方
向性
（３）社会的養育の推進
○２つ目の文章

143
○ 本市における里親登録者数は増加傾向にあるものの、まだ不足しています。引き続き児童
相談所、こどもの権利擁護課、里親フォスタリング機関が連携し、里親登録者数の確保を進め
ていくとともに、里親支援センターの設置及びファミリーホームの増設を進めていきます。

150
○ 本市における里親登録者数は増加傾向にあるものの、まだ不足しています。引き続き児童
相談所等の関係部署、里親フォスタリング機関が連携し、里親登録者数の確保を進めていくと
ともに、里親支援センターの設置及びファミリーホームの増設を進めていきます。

82

第４章
基本施策８　アウトカムと指標
こどもの最善の利益を図るた
めの家庭養育の優先

144
【指標】　　　　　　　　　　　　　　①里親委託率② 里親登録者数③ ファミリーホーム設置数
【直近の現状値（令和５年度）】①20.7％　　　 ② 277組　　　　　③ ８か所
【目標値（令和11年度）】　　　　①36.3％　　　 ② 324組　　　　　③ 10か所

151
【指標】　　　　　　　　　　　　　　①里親委託率② 里親登録者数③ ファミリーホーム設置数
【直近の現状値（令和５年度）】①20.7％　　　 ② 277組　　　　　③ ８か所
【目標値（令和11年度）】　　　　①36.8％　　　 ② 430組　　　　　③９か所

83

第４章
基本施策８　主な事業・取組
児童相談所等の相談・支援策
の充実

146

　こどもの権利擁護のため、こどもの意見を適切に聴取する機会を確保しながら、複雑化・深
刻化する児童虐待等の相談・支援に適切に対応できる専門性の高い職員を確保・育成しま
す。また今後、実施される一時保護の実施の際の司法審査に対応するため、より法的対応力
の強化を図り、児童虐待の重篤化防止のため、アーリーヘルプに取り組んでいきます。
　2024（令和６）年４月の改正児童福祉法の施行に伴い、一時保護所の新たな設備・運営基準
が定められ、引き続き定員超過改善のための取組や学習支援の取組を進めます。
　また、児童相談所の管轄区域の見直しや環境改善などを図るため、新たな児童相談所の整
備の検討を行います。

153

　こどもの権利擁護のため、こどもの意見を適切に聴取する機会を確保しながら、複雑化・深
刻化する児童虐待等の相談・支援に適切に対応できる専門性の高い職員を確保・育成しま
す。また今後、実施される一時保護の実施の際の司法審査に対応するため、より法的対応力
の強化を図り、児童虐待の重篤化防止のため、アーリーヘルプに取り組んでいきます。
　2024（令和６）年４月の改正児童福祉法の施行に伴い、一時保護施設の設備及び運営に関
する基準が定められ、引き続き定員超過改善のための取組や学習支援の取組を進めます。
　また、児童相談所の管轄区域の見直しや環境改善などを図るため、新たな児童相談所の整
備の検討を行います。

84
第４章
基本施策８　主な事業・取組
里親等委託の推進

147
【想定事業量】　　②ファミリーホームの設置か所数
【直近の現状値】　８か所
【令和11年度】　　10か所

154
【想定事業量】　　②ファミリーホーム設置数
【直近の現状値】　８か所
【令和11年度】　　 ９か所

85

第４章
基本施策８　主な事業・取組の
追加

※里親等委託の推進と子育て
短期支援事業の間

147 （主な事業・取組の追加） 154

横浜型児童家庭支援センターにおける家庭支援
家庭で安心して子育てができるように、全区に設置している横浜型児童家庭支援センターで、
相談員や心理担当職員が子育てに関する様々な相談に応じます。各センターが持つ良い取組
の共有や事例検討等により支援の質の向上を図るとともに、各区や児童相談所エリアごとの
会議等を活用して関係機関との連携を強化し、各区の在宅支援の中心的な役割を担います。

13
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86

第４章
基本施策８　主な事業・取組
（再掲）の追加

※子育て短期支援事業とこど
もの意見を聴く取組の推進の
前

147 （主な事業・取組（再掲）の追加） 154

母子生活支援施設緊急一時保護事業（基本施策７の再掲）

ＤＶからの避難や経済的困窮等から緊急の保護を要する母子を、母子生活支援施設を活用し
て一時的に入所させ、直面する身体・生命の危機から母子を保護するとともに、相談・支援を
行い、母子の福祉の向上を図ります。
また、母子生活支援施設緊急一時保護の枠を活用して、出産後間もない乳児の養育に課題が
あると思われる妊産婦を一時的に入所させ、妊娠中から保健指導等を含む支援を行い、安定
した生活基盤を整えます。

【想定事業量】　　延べ利用世帯数
【直近の現状値】　66世帯／年
(令和11年度】 　　92世帯／年

87

第４章
基本施策８　主な事業・取組の
追加

※こどもの意見を聴く取組の
推進の前

147 （主な事業・取組の追加） 155

こどもの性被害の防止

こどもの性被害の防止にあたっては、児童福祉施設等におけるカメラやパーテーションの設置
や、こどもの人権を深く理解し、相談・適切に対応できる職員の確保と育成、こどもが意見表明
しやすい環境の整備等、未然に防止するための取組を実施し、こどもが安全安心に過ごせる
環境を整えていきます。

88

第４章
基本施策９　主な事業・取組
誰もが働きやすい職場環境づ
くりの推進

152
【令和５年度実績】
よこはまグッドバランス企業　認定企業数：233社（令和６年４月１日時点）
セミナー開催回数：６回

161
【令和５年度実績】
よこはまグッドバランス企業　認定企業数：233社（令和６年４月１日時点）
セミナー開催回数：７回

89

第４章
基本施策９　主な事業・取組
（再掲）の追加

※子育て応援アプリ「パマト
コ」家事負担軽減のためのコ
ンテンツ作成（よこはま楽家事
応援団）と祖父母世代に向け
た孫育て支援の間

153 （主な事業・取組（再掲）の追加） 162

子育て家庭応援事業（愛称「ハマハグ」）（基本施策２の再掲）

小学生以下のこどものいる家庭の人や妊娠中の人が、協賛店で「ハマハグ登録証」を提示す
ると、入店の際のちょっとした心配りや、子育てにやさしい設備・備品の提供、割引・優待など、
子育てを応援する様々なサービスが受けられます。子育て中の親子が楽しく、気兼ねなく外出
することができると共に、事業を通じて地域全体で「子育てを温かく見守り、応援するまち・横
浜」を目指しています。

【想定事業量】　　 新規協賛店舗数（５年間累計）
【直近の現状値】 　126件
【令和11年度】　　　750件（累計）

90

第４章
基本施策９　主な事業・取組の
追加
※子育て応援アプリ「パマト
コ」家事負担軽減のためのコ
ンテンツ作成（よこはま楽家事
応援団）と祖父母世代に向け
た孫育て支援の間

153 （主な事業・取組の追加） 162

児童手当

児童を養育している家庭等における生活の安定と、児童の健やかな成長に資することを目的
に、当該児童の養育者に手当を支給します。

【令和５年度実績】支給対象児童数：338,779人

14
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91

第４章
基本施策９　主な事業・取組
結婚を希望する人や子の結婚
を希望する保護者向けの啓
発・情報提供

153

結婚を希望する人や子の結婚を希望する保護者向けの啓発・情報提供

結婚・妊娠・出産・子育ての「切れ目のない支援」のための環境づくりに取り組むため、結婚を
希望する独身・未婚者等に向け、結婚や結婚後の生活、自身の将来展望、ライフプランについ
て考える機会を提供します。

163

結婚を希望する人や子の結婚を希望する保護者向けの啓発・情報提供や若い世代向けのラ
イフデザイン支援

　結婚・妊娠・出産・子育ての「切れ目のない支援」のための環境づくりに取り組むため、結婚を
希望する独身・未婚者等に向け、結婚や結婚後の生活、自身の将来展望、ライフプランについ
て考える機会を提供します。
　また、様々なライフイベント（就職、結婚、妊娠・出産、子育て等）に関し、自分自身の考えや
見通しを整理するための機会や知識の提供など、若い世代向けのライフデザイン支援につい
て取り組んでいきます。

92

第４章
基本施策９　主な事業・取組
次世代重点分野立地促進助
成事業

154

「子育てしたいまち　次世代を共に育むまち」の実現や脱炭素社会の推進に向け、子育て、脱
炭素、モビリティ分野の次世代を担う重点分野の企業の市内進出等を助成金により支援し、横
浜経済の持続的成長に資する企業の集積を図ります。
【令和５年度実績】
子育て分野立地件数：１件

163

子育てを支援する企業など、成長が期待される分野の企業の市内立地等を助成金により支援
することで、横浜経済の持続的成長につなげていきます。
【令和５年度実績】
子育て分野立地件数：１件

93
第４章
基本施策９　主な事業・取組
福祉のまちづくり推進事業

154

　「横浜に関わるすべての人がお互いを尊重し、助け合う、人の優しさにあふれたまちづくり」を
実現するため、ベビーカーでの移動など子育て家庭などにも配慮した環境の整備や、様々な
世代で思いやりの気持ちを育む福祉教育などを通じて、福祉のまちづくりを推進します。

【想定事業量】　　鉄道駅舎へのエレベーター等の設置による段差解消駅数
【直近の現状値】　154駅（累計）
【令和11年度】　　 155駅（累計）

163

「横浜に関わる全ての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」を実現するた
め、ベビーカーでの移動など子育て家庭などにも配慮した施設整備の推進や、バリアフリー情
報の充実、多様な人々との相互理解を進める福祉教育といった啓発事業を通じて、福祉のま
ちづくりを推進します。

【想定事業量】　　鉄道駅舎へのエレベーター等の設置による段差解消駅数
【直近の現状値】　154駅（累計）／160駅（市内全駅）
【令和11年度】　　 155駅（累計）

94

第４章
基本施策９　主な事業・取組
地域の総合的な移動サービス
検討

154
子育て世代をはじめ誰もが移動しやすい環境を整えていくため、2025（令和７）年度までに新制
度の運用を開始し、バスネットワークの維持や地域に適したきめ細かな移動サービスの充実に
向けた取組をさらに進めていきます。

164
子育て世代を含めた誰もが移動しやすい環境を整えていくため、2025（令和７）年度までに新
制度の運用を開始し、バスネットワークの維持や地域に適したきめ細かな移動サービスの充
実に向けた取組をさらに進めていきます。

95

第４章
基本施策９　主な事業・取組
断熱性能等を備えた良質な住
宅の普及促進

155

＜省エネ住宅住替え補助＞
子育て世代を対象に、最高レベルの断熱性能を備えた省エネ住宅等への住み替えに要する
費用の一部を補助することで、「省エネ性能のより高い住宅」の普及等の促進を図りながら、子
育て世代の市内転入や定住の促進につなげていきます。
【想定事業量】　　子育て世帯の居住する住宅のうち、
　　　　　　　　　　 一定のバリアフリー性能及び断熱性能を有する住宅の割合
【直近の現状値】　21.8％
【令和11年度】　　30％

164

＜省エネ住宅住替え補助＞
子育て世代を対象に、最高レベルの断熱性能を備えた省エネ住宅等への住み替えに要する
費用の一部を補助することで、「省エネ性能のより高い住宅」の普及等の促進を図りながら、子
育て世代の市内転入や定住の促進につなげていきます。
【令和５年度実績】
  補助実績：198件

15
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96

第４章
基本施策９　主な事業・取組
読書に親しむ機会の創出と図
書館サービスの充実

155

市民利用施設等で活動する読み聞かせや朗読等のボランティアの活動を支援し、地域全体で
読書活動を推進します。また日頃、読書になじみのないこどもに読書の楽しさや読書活動を啓
発するための読書イベントを開催します。
新たな図書館像を示した「横浜市図書館ビジョン」に基づき、「未来を担う子どもたちのための
図書館」を実現するための取組を進めていきます。中央図書館１階では、親子連れやこどもた
ちが楽しく学べる、居心地の良い「のげやま子ども図書館」を整備します。2024（令和６）年度に
乳幼児とその保護者が安心して遊び絵本を読んで過ごすことができる「親子フロア」を先行整
備し、2025（令和７）年度以降にこどもたちが楽しく学べる「子どもフロア」を整備します。

165

市民利用施設等で活動する読み聞かせや朗読等のボランティアの活動を支援し、地域全体で
読書活動を推進します。また日頃、読書になじみのないこどもに読書の楽しさや読書活動を啓
発するための読書イベントを開催します。
新たな図書館像を示した「横浜市図書館ビジョン」に基づき、こどもや子育て世代が利用しやす
い環境づくりなど、「未来を担う子どもたちのための図書館」を実現するための取組を進めてい
きます。中央図書館１階では、親子連れやこどもたちが楽しく学べる、居心地の良い「のげやま
子ども図書館」を整備します。2024（令和６）年度に乳幼児とその保護者が安心して遊び絵本を
読んで過ごすことができる「親子フロア」を先行整備し、2025（令和７）年度以降にこどもたちが
楽しく学べる「子どもフロア」を整備します。

97

第４章
基本施策９　主な事業・取組
横浜トリエンナーレ事業
（基本施策４の再掲）

156

横浜トリエンナーレ会場等に来場した親子連れが、事前予約なしで当日気軽にアートを体験で
き、文化芸術にふれあい親しむきっかけとなるようなアートワークショップを開催します。
横浜美術館会場内に、乳幼児向け休憩スペースや入場までの待ち時間を短縮するこどもファ
スト・トラック（親子連れ優先レーン）を設置し、子育て世代がゆとりを持って鑑賞しやすい環境
を整えます。

【想定事業量】　　アートワークショップの参加者数
【直近の現状値】　12,386人／展覧会
【令和11年度】 　　15,000人／展覧会

165

横浜トリエンナーレ会場等に来場した親子連れ等が、文化芸術にふれあい親しむきっかけとな
るようなアートワークショップを開催します。
展覧会会場入口に、入場までの待ち時間を短縮するこどもファスト・トラック（親子連れ優先
レーン）を設置するなど、子育て世代がゆとりを持って鑑賞しやすい環境を整えます。

【想定事業量】　　アートワークショップの参加者数
【直近の現状値】　17,864人／展覧会
【令和11年度】 　　18,000人／展覧会

98

第４章
基本施策９　主な事業・取組の
追加

※子育て世代のスポーツ活動
支援事業と地域防犯活動支援
事業の間

156 （主な事業・取組の追加） 166

子育て世代向け横浜の魅力PRサイト
子育て応援アプリ「パマトコ」と連動して、横浜の魅力をＰＲするサイト「横浜子育て応援マガジ
ン　横浜で見つけたみんなの“いいね！”」を運用し、市内在住の子育て世代向けに、横浜での
子育ての魅力・強みや、横浜市の事業・取組を発信します。
子育て世代の目線での特集や投稿型コンテンツ等により、横浜の魅力を認識・発見してもらう
ことで、楽しみながら子育てできるまちづくりを推進していきます。
【令和６年度新規】

99
第４章
基本施策９　主な事業・取組
こどもの交通安全対策の推進

157

＜子どもの通学路交通安全対策＞
通学路におけるこどもの交通事故死ゼロに向けて、道路局と教育委員会事務局が連携しなが
ら、通学路の安全点検や授業の教材として「こども・交通事故データマップ」の活用を進め、交
通安全対策に取り組みます。
【令和５年度実績】
こども・交通事故データマップの閲覧回数：141万8千回

166

＜子どもの通学路交通安全対策＞
通学路におけるこどもの交通事故死ゼロに向けて、交通事故データやＥＴＣ2.0で収集した車両
速度などのビッグデータを活用し、ハード・ソフト両面で子どもの通学路交通安全対策事業に
重点的に取り組んでいます。
【令和５年度実績】
教育委員会事務局と連携し交通安全対策を重点的に推進した小学校数：４校

100

第４章
基本施策９　主な事業・取組
こどもの意見を聴く取組の推
進

158

こども基本法、こども大綱及び「横浜市こども・子育て基本条例」に基づき、こども・若者の声が
施策・事業等に反映されるよう、従来の大人を主たる対象とした意見聴取や検討の機会に、こ
ども・若者が主体的に参画し、積極的に意見を表明することができる仕組みを検討し、取り組
みます。
意見を聞かれにくい立場にあるこども・若者を含め、すべてのこども・若者の意見表明の機会
をより適切に確保していくことができるよう、市の取組に関してこどもに対し分かりやすい情報
提供を行います。また、横浜市子ども・子育て会議の意見を踏まえて、継続的に検討・実践・改
善を進め、施策・事業の推進にこども・若者の声を反映していきます。

167

こども基本法、こども大綱及び横浜市こども・子育て基本条例に基づき、横浜の地域社会を構
成する一員であり、また次代を担う存在である、こども・若者の声が施策・事業等に反映される
よう、従来の大人を主たる対象とした意見聴取や検討の機会に、こども・若者が主体的に参画
し、積極的に意見を表明することができる仕組みを検討します。こどもの個性や強みなど、内
在する力を大切に取り組みます。
意見を聞かれにくい立場にあるこども・若者を含め、全てのこども・若者の意見表明の機会をよ
り適切に確保していくことができるよう、市の取組に関してこどもに対し分かりやすい情報提供
を行います。また、横浜市子ども・子育て会議の意見を踏まえて、継続的に検討・実践・改善を
進め、施策・事業の推進にこども・若者の声を反映していきます。

101
第５章　量の見込み・確保方
策

161
～

（数値の修正）
171
～

保育・教育に関する「量の見込み」及び「確保方策」
認定区分１号の確保方策の数値修正（戸塚区・栄区・瀬谷区・全市合計）

16



「こども、みんなが主役！よこはまわくわくプラン」原案における素案からの主な変更点一覧

　※下線は修正、追加した文言

別添資料

102

第５章　量の見込み・確保方
策
３　地域子ども・子育て支援事
業
（５）

178
④親子関係形成支援事業　区別の確保方策
調整中

189

④親子関係形成支援事業　区別の確保方策
令和７年度
　３区（保土ケ谷、港北区、戸塚区）：10人／年、他の15区：0人／年
令和８～11年度の各欄に「※」
　※令和８年度から令和10年度の実施区は未定。
　　 令和７年度のモデル区での実績を踏まえ、令和11年度までに18区実施に向けて順次拡
大。

103

第５章　量の見込み・確保方
策
３　地域子ども・子育て支援事
業
（６）

180
～
184

利用者支援事業（こども家庭センター型：統括支援員）　令和７年度の確保方策
全市及び鶴見区、港南区、泉区を除く15区：調整中

192
～
196

利用者支援事業（こども家庭センター型：統括支援員）　令和７年度の確保方策
全市：６
鶴見区、港南区、泉区、港北区、戸塚区、瀬谷区：１
上記６区を除く12区：０

104
第５章　量の見込み・確保方
策

－ （追加） 180
子ども・子育て支援法改正による新規３事業の量の見込み・確保方策の設定
産後母子ケア事業

105
第５章　量の見込み・確保方
策

－ （追加） 191
子ども・子育て支援法改正による新規３事業の量の見込み・確保方策の設定
妊婦等包括相談支援事業

106
第５章　量の見込み・確保方
策

－ （追加）
210
211
212

子ども・子育て支援法改正による新規３事業の量の見込み・確保方策の設定
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

107 用語注釈の追加 － （追加） -
次の語句について、注釈を追加：インクルーシブ（インクルージョン）、ヤングケアラー、アウト
リーチ、プレコンセプションケア、よこはま☆保育・教育宣言、幼保小の架け橋プログラム、レス
パイト、ピアサポート、新しい社会的養育ビジョン、アドボケイト、フォスタリング

※より分かりやすい文言への修正等、簡易なものは除く。

■パブリックコメントでいただいたこどもの意見について

横浜市こども・子育て基本条例を踏まえ、パブリックコメントでいただいたこどもの意見については、計画原案に反映したもの以外のご意見についても、

７年度以降の計画の推進にあたって生かしていきます。
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  計画について 

 

本市のこども・子育て支援施策に関する基本理念や各施策の目標・方向性を定めます。 

また、子ども・子育て支援法に基づき、保育・教育及び地域子ども・子育て支援事業に関する各年度

の「量の見込み」（ニーズ量）及び、量の見込みに対応する「確保方策」（確保量）を定めます。 
 

 

子ども・子育て支援法及び次世代育成支援対策推進法に基づく法定計画として、乳幼児期の保育・教

育の充実や若者の自立支援、母子の健康の増進、地域における子育て支援、児童虐待防止対策の充実な

ど、生まれる前から大人になるまでの切れ目のない総合的な支援を推進します。 

 

2023（令和５）年４月、新たにこども基本法が施行されました。この法では、日本国憲法や児童の

権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来に渡って幸福な生活を送ることができる社

会「こどもまんなか社会」の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的に、こども施策

の基本理念のほか、こども大綱の策定、こども等の意見の反映、市町村こども計画の策定などについて

定められました。 

 

また、本市では、2025（令和７）年４月に、横浜市こども・子育て基本条例が施行されます。条例

では、こども・子育てについての基本理念として、「全てのおとなは、こども基本法の精神にのっとり、

こどもがその個性と能力を十分に発揮でき、社会を構成する一員として、その年齢及び発達の程度に応

じて意見が尊重される環境を整備することが、誰もが未来への希望が持てる活力ある社会を構築するた

めの基盤であるという認識の下、相互に協力してこどもを育む社会の形成に取り組む」ことを掲げてい

ます。 

 

こども基本法に定められる市町村こども計画については、条例第８条において、「この条例を踏まえ

て策定する」こととしています。 
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こども基本法、横浜市こども・子育て基本条例の施行を踏まえて、改めて、本計画の法的根拠と位置

付けを次のように整理します。 

 

法的根拠 計画の位置付け 

子ども・子育て支援法 市町村子ども・子育て支援事業計画 

次世代育成支援対策推進法 市町村行動計画 

こども基本法／横浜市こども・子育て基本条例 市町村こども計画 

子ども・若者育成支援推進法 市町村子ども・若者計画 

 

※子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく「横浜市子どもの貧困対策に関する計画」については、こどもの貧困

対策に資する教育、福祉、こども・子育て支援等の施策の方針や取組を、より詳細にまとめた上で、丁寧に進めてい

くことを目的とした計画であるため、引き続き個別の計画として推進します。 

なお、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律が 2024（令和６）年６月 26 日に公布され、子

どもの貧困対策の推進に関する法律の名称が「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改められて

います。 

 

 

2025（令和７）年度から 2029（令和 11）年度までの５年間とします。 

 

 

こども基本法を踏まえて、心身の発達過程にある者とその家庭を対象とします。 

○ 主に、生まれる前から乳幼児期を経て青少年期に至るまでの、おおむね 20 歳までのこどもとその

家庭とします。 

○ 若者の自立支援については 39 歳までを対象とするなど、施策の内容により、必要に応じて対象と

なる年齢に幅を持たせ、柔軟な対応を行います。 

  



3 

 

 

横浜市中期計画をはじめ、こども・子育て支援施策に関連する各分野の計画と連携・整合を図りなが

ら、こどもや子育て家庭への支援を総合的に推進していきます。 

 

＜関連する主な計画等＞ 

 

  

 

 横浜市中期計画 

横浜市ひとり親家庭自立支援計画 

横浜市男女共同参画行動計画 

よこはま保健医療プラン 

横浜市子どもの貧困対策に 

関する計画 

横浜市障害者プラン 

横浜市地域福祉保健計画 

横浜市教育振興基本計画 

横浜市多文化共生まちづくり指針 

横浜市自殺対策計画 

こども、みんなが主役！ よこはまわくわくプラン 

横浜ＤＸ戦略 

横浜市の社会的養育推進の 

基本的な方針 

健康横浜 21 

横浜市図書館ビジョン 横浜市地震防災戦略 

横浜市都市計画マスタープラン 
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  こどもや子育てを取り巻く状況 

 

（1） 人口、出生数、合計特殊出生率の推移 

○ 本市の人口は、2021（令和３）年の約 377.6 万人をピークに減少に転じました。 

なお、2021（令和３）年における市外への転出者数は 13.1 万人、市外からの転入者数は 13.9

万人となっています。 

○ 「横浜市外転出者・市内転入者意識調査」によると、2021（令和３）年度中に市内から東京圏（東

京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）に転出した 20～44 歳のうち、世帯に就学者等や未就園者が

いた方は 10.9％、他方、東京圏から転入した 20～44 歳のうち、世帯に就学者等や未就園者が

いた方は 16.1％でした。 

○ 2021（令和３）年から約 50 年後の 2070 年の将来人口推計によると、本市の人口は約２割減

少して、301.3 万人と推計されています。 

○ 本市の 18 歳未満の人口をみると、10 年前の 2014（平成 26）年の 57.7 万人から約１割減少

し、2024（令和 6）年は 51.4 万人となっています。 

 

図表 2-1 こども（０～17 歳）の人口推移 

 

（出典）横浜市「横浜市統計書」（各年１月１日時点） 
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○ 本市の出生数は減少傾向にあります。2016（平成 28）年には３万人を割り、2022（令和４）

年時点で約 2.3 万人となっています。 

○ 本市の合計特殊出生率は 2005（平成 17）年以降上昇傾向に転じ、2015（平成 27）年には

1.37 となりましたが、その後低下し、2022（令和４）年時点で 1.16 となっています。また、

全国（2022（令和４）年時点で 1.26）と比較すると、低い水準で推移しています。 

 

図表 2-2 合計特殊出生率と出生数の推移 

 
（出典）横浜市「横浜市統計書」、厚生労働省「人口動態統計」 

 

○ 本市の未婚割合は上昇傾向にあります。2010（平成 22）年における 40～44 歳の未婚割合は、

男性は 29.8％、女性 16.9％でしたが、2020（令和２）年における未婚割合は、40～44 歳で

は、男性 33.0％、女性 21.0％に上昇しています。 

 

図表 2-3 未婚割合の推移 

 

（出典）横浜市「国勢調査人口等基本集計 横浜市の概要」 

※ 令和２年及び平成 27 年は不詳補完値による。平成 22 年は配偶関係「不詳」を除く総数から算出。  
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○ 少子化により、地域や社会の担い手の減少、現役世代の負担増加などに加え、こども同士や子育て

中の保護者同士の交流の機会の減少など、こどもの育ちをめぐる環境も変容しています。 

○ こども・若者にとって、乳幼児と触れ合う機会や、地域とこども・子育て家庭の交流機会が減少し

ているとの指摘もあります。 

○ 出産や子育てが個人の選択であることを前提としながら、希望する人が安心してこどもを生み育

てることができる環境づくりを進めるとともに、全てのこどもの健やかな育ちを支える必要があ

ります。 
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（1） 世帯状況の変化 

○ 本市の６歳未満の親族がいる世帯数は、2000（平成 12）年に約 15.2 万世帯（一般世帯数に占

める割合：11.2％）でしたが、2020（令和２）年には約 13.0 万世帯（同：7.4％）となってい

ます。 

○ 2020（令和２）年時点で、６歳未満の親族がいる世帯のうち 95.8%が核家族世帯となっていま

す。子育て世帯の減少や核家族化は、地域の住民がこどもや子育て世帯と接する機会の減少につ

ながり、地域の中で子育て家庭の状況を把握しづらくなっています。 

 

図表 2-4 世帯数の推移 

 

（出典）総務省「国勢調査」 

図表 2-5 こどものいる世帯の世帯類型の変化 

 

 

（出典）総務省「国勢調査」  
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○ 「横浜市子ども・子育て支援事業計画策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（以下「ニーズ

調査」という。）（未就学児保護者）では、子育てに対する周囲からの支えがない人の割合は、2013

（平成 25）年度は 16.2％でしたが、2023（令和５）年度は 22.0％となっており、祖父母等

の親族や、友人・知人・近所の人など、周囲から子育てに対する支えが得られない家庭が増加して

います。 
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（2） 就労状況等の変化 

○ ニーズ調査（未就学児保護者）によると、父母共に就労している共働き世帯の割合は、2013（平

成 25）年度の 40.8％から 2023（令和５）年度には 68.6％に上昇しています。 

 

図表 2-6 世帯の就労状況の推移 

 
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（未就学児保

護者） 

 

○ 母親の現在の就労状況について、フルタイムで就労している割合やパート・アルバイト等で就労

している割合が上昇傾向にあり、「以前は就労していたが、現在は就労していない」、「これまで就

労したことがない」と回答した未就労の母親が減少傾向にあります。2023（令和５）年度におけ

る母親の就労形態は、フルタイムが 48.4％、パート・アルバイト等が 23.2％、未就労が 27.1％

となっています。 

 

図表 2-7 母親の就労状況の推移 

 
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（未就学児保

護者）  
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○ 未就労の母親のうち、就労意向がある割合は 80.2％となっています。このうち、「今年度中」又

は「来年度中」に就労したい人が希望する就労形態はパート・アルバイト等が 85.6％となってい

ます。 

 

図表 2-8 就労したいと回答した母親が希望する就労形態 

 
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（令和５年度、

未就学児保護者） 

※ 「今年度中に、就労したい」又は「来年度中に就労したい」と回答した方のみ集計。 

 

○ 父親が育児休業を取得した割合は、2013（平成 25）年度の 4.2％から 2023（令和 5）年度は

40.6％に増えました。市民意見交換会では、参加者の実感として、５年前に比べて「父親の育児

参加が増えたと思う」との意見も出されており、家庭での子育て事情に変化が見られます。 

 

図表 2-9 父親の育児休業取得状況 

 

（出典）横浜市「男女共同参画に関する事業所調査報告書」 

 

○ 新型コロナウイルス感染症をきっかけとして、テレワークやワークシェアリングなど柔軟で多様

な働き方が一層推進されています。また、企業主導型保育事業を活用した保育施設や託児所付き

オフィスを設ける企業も増えるなど、子育て世帯の希望を踏まえた、仕事と子育ての両立に向け

た様々な働き方に対応した取組も見られます。 

○ 以上のように、フルタイムやパート・アルバイト等の就業形態に加え、働く場所や時間の多様化な

ど、父母共に、様々な働き方のニーズに対応できるよう、保育・教育の基盤や子育て支援の充実と

併せて、企業や地域など社会のあらゆる担い手がそれぞれの役割を果たし、安心して子育てがで

きる社会環境を作っていくことが求められています。  
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（3） こどもの状況 

ア 子育て家庭の教育・保育事業利用状況 

○ ニーズ調査（未就学児保護者）によると、日中の定期的な教育・保育事業を利用している割合は、

2013（平成 25）年度の０歳児 17.6％、１歳児 37.9％、２歳児 47.8％から、2023（令和 5）

年度には０歳児 26.5％、１歳児 63.3％、２歳児が 75.2％と、大きく上昇しています。 

 

図表 2-10 定期的な教育・保育事業の利用割合 

 
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（未就学児保

護者）より作成 

 

○ 共働き世帯の増加に伴い、低年齢から長期間保育所等を利用しているこどもが増えてきています。 

○ 保育・教育現場の実感として、父母共にフルタイムで就労している世帯を含めた共働き世帯の増

加に伴い、長期間かつ長時間保育所等を利用するこどもが増加しているとの声があります。 

○ 保育・教育の質の向上に加え、保護者と保育・教育施設等が両輪でこどもの育ちを支えていけるよ

う、保護者と保育・教育現場の双方への支援の充実が必要です。一方で、定期的な教育・保育事業

を利用しておらず、地域とのつながりや他者との関わりが相対的に少ないと考えられる在宅で子

育てを行う家庭への支援も必要です。 

 

イ 保育・教育施設外や学校外の過ごし方や外遊び 

○ ニーズ調査（小学生保護者）では、小学生の居場所の利用を促す方法として「様々な体験活動がで

きる」、「大人の見守りがある」、「自然の中で遊べる」の割合が高くなっています。また、学校の授

業や行事以外での自然体験を「していない」割合は約３割となっています。 

○ 夏の暑さが増している中で、季節を問わず安全・安心に活動できる環境が求められます。保育・教

育現場の声として、新型コロナウイルス感染症拡大や夏の暑さによる外遊びの減少などの影響に

より、体力が落ちたり、情緒面で実年齢より幼いこどもが増えているとの指摘があります。 

○ 市民意見交換会の中では、こどもの居場所に関することとして、雨の日の遊び場を求める声や、公

園や既存公共施設の利用方法、学校以外の居場所の充実などに関する意見が出されています。  
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ウ 発達や障害等の状況 

○ ニーズ調査（小学生保護者）によると、発達や障害に関する医師の診断が「ある」小学生の割合は

12.7％で、10 年前の 7.4％から増加しています。 

○ 手帳保持者数は 2014（平成 26）年度の 12,668 人から 2023（令和５）年度には 18,810 人

と約 1.5 倍となり、増加傾向にあります。手帳種別にみると、精神障害者保健福祉手帳と愛の手

帳（療育手帳）保持者数が特に増加しています。 

 

図表 2-11 手帳保持者数 

 

（出典）横浜市資料 

 

○ 放課後等デイサービス支給決定人数は 2018（平成 30）年の 6,468 人から 2022（令和 4）年

には 9,886 人と約 1.5 倍となり、発達障害児の増加が示唆されています。 

○ 周産期医療、新生児医療の進歩等を背景として、早産児・低出生体重児・先天性疾病のこどもたち

が、医療機関での長期入院後も引き続き人工呼吸器や胃ろう等の医療的ケアを日常的に必要とす

るケースが増加しています。 

○ 疾病や障害の有無にかかわらず全てのこどものインクルーシブ 1な育ちの環境づくりの強化が求

められています。 

  

 
1 インクルーシブ（インクルージョン）は「包摂（ほうせつ）的な」「包括的な」「すべてを包み込む」を意味します。

ここでは、障害や病気等の有無にかかわらず、すべての人がともに生活するという意味で使用しています。 
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（4） 子育て家庭が抱える不安感・負担感 

○ ニーズ調査（未就学児保護者）によると、「子育てに不安を感じたり、自信を持てなくなったりし

たこと」について、「妊娠中」では 60.5％（「よくあった」、「時々あった」の合計）、「出産後、半

年くらいまでの間」では 72.3％（「よくあった」、「時々あった」の合計）があったと回答してい

ます。 

 

図表 2-12 子育ての不安 

 
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（令和５年度、

未就学児保護者） 

 

○ ニーズ調査（未就学児保護者）によると、子育てに関しての困り事では、「こどものしかり方・し

つけ」が 56.0％、「仕事との両立」が 45.7％、「こどもの教育」が 39.2％、「経済的な負担」が

38.1％など、子育てに関して何らかの困り事を抱えている人が 92.7％となっています。 

 

図表 2-13 子育てをしていて感じている困り事（上位 10 位、複数回答） 

 
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（令和５年度、

未就学児保護者）  
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○ 市民意見交換会の中で出された子育ての悩みやニーズは、５年前と比較して多様化している傾向

が見られます。中でも、「行政手続や公的支援に望むこと」として、経済的支援の充実や手続のオ

ンライン化などを求める声が多く出されています。 

○ 子育て家庭が抱える様々な不安や負担感を軽減し、子育てやこどもの成長に喜びや生きがいを感

じることができるような支援が必要です。 
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（5） こどもと子育て家庭の暮らしとウェルビーイング 2 

○ 「令和５年度全国学力・学習状況調査」によると、普段の生活の中で幸せな気持ちになることが

「ある」、「ときどきある」と回答した割合は、本市の小学校（公立）の児童で 91.1％、中学校（公

立）の生徒で 88.1％となっています。 

○ ニーズ調査（こども本人向けの質問）によると、「あったらいいなと思う場所」として「建物の中

で思いきり遊べる場所」が 66.5％、「友達とたくさんおしゃべりできる場所」が 63.3％、「運動

が思いきりできる場所」が 49.3％となっています。 

○ 市民意見交換会では、「こんな支援があったらいいな」というテーマの中で、「こどもの居場所」の

充実を求める意見が最も多く出されています。また、「親自身の居場所」に関する声も多く聴かれ、

子連れイベントなど、親同士が知り合う機会や場を求めている実態が分かりました。 

○ ニーズ調査（未就学児保護者・小学生保護者）によると、こどもを育てている現在の生活満足度は

５年前と比較して低下しています。相談相手がいる人や、暮らしの状況として「ゆとりがある」と

回答した人は、満足度が高い傾向となっています。 

 

図表 2-14 こどもを育てている現在の生活の満足度 

  
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（令和５年度、

未就学児保護者、小学生保護者） 

  

 
2 ウェルビーイングは、身体的・精神的・社会的に良い状態にあるという包括的な幸福として、短期的な幸福のみなら

ず、生きがいや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福を含むものをいう。 
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○ 横浜市立大学と連携した「家庭と子育てに関するコホート研究（ハマスタディ）」によると、フル

タイムで働く妻の平日の家事時間はこどもがいない家庭の 1.8 時間に対し、こどもがいる家庭は

2.2～2.5 時間となっています。夫はこどもの数と家事時間に関連が見られず、妻の家事時間のお

よそ半分となっています。また、妻の家事時間が長くなるにつれて妻のウェルビーイングが悪化

する傾向があり、妻の家事時間とウェルビーイングには負の相関が見られます。 

 

図表 2-15 フルタイム勤務者の性別・こども数別の平日家事時間と労働時間 

   
（出典）横浜市立大学「ハマスタディ調査」 

 

図表 2-16 家事時間と Well-being の関係 

   

（出典）横浜市立大学「ハマスタディ調査」 

※ 本報告での Well-being は、主観的幸福感と呼ばれる指標を使用しており、現在の幸福感を０点から 10 点

までで選択してもらったものである。 
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（6） 様々な状況にあるこども・若者 

○ 「横浜市におけるヤングケアラー3に関する実態把握調査」では、小学５年生の 20.3%、中学２

年生の 13.5%、高校２年生の 5.4％が家族の中に世話をしている人が「いる」と回答しています。

「いる」と回答したこどものうち、自分がヤングケアラーだと思うこどもの割合は、小学５年生で

8.6％、中学２年生で 6.5％、高校２年生で 11.0%となっています。 

 

図表 2-17 家族のお世話をしているこどもの割合   図表 2-18 世話をしている家族がいると 

回答したこどものうち、自分が 

ヤングケアラーだと思う割合 

  

（出典）横浜市「横浜市におけるヤングケアラーに関する実態把握調査」 

 

○ 「横浜市子ども・若者実態調査」の推計によると、2022（令和４）年度のひきこもり状態にある

15～39 歳の人数は約 1.3 万人となっています。 

 

図表 2-19 15～39 歳のひきこもり推計人数 

調査実施年度 
2012 

（平成 24）年度 

2017 

（平成 29）年度 

2022 

（令和４）年度 

標本サイズ 3,000 件 3,000 件 3,000 件 

有効回答率 46.2% 33.5% 36.7% 

ひきこもり群の 

出現率 
0.72% 1.39% 1.36% 

15～39 歳 

推計人口 
約 1,136 千人 約 1,046 千人 約 983 千人 

ひきこもり群の 

推計値 
約 8,000 人 約 15,000 人 約 13,000 人 

（出典）横浜市「横浜市子ども・若者実態調査」（令和４年度） 

※ 令和４年度調査におけるひきこもり群の定義は、過年度調査と異なるため、比較する際には留意が必要であ

る。主な変更点としては、専業主婦・主夫や家事・育児を行っている者等で、家族以外の人との会話頻度が

低い者をひきこもり群に含めたことが挙げられる。  

 
3 家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められるこども・若者 
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○ 2021（令和３）年度の内閣府「若年層の性暴力被害の実態に関するオンラインアンケート及びヒ

アリング結果」報告書 4によると、若年層（16～24 歳）のうち、４人に１人以上（26.4％）が

何らかの性暴力被害に遭っています。身体接触を伴う被害は 12.4％（女性 15.0％、男性 5.1％）、

性交を伴う被害は 4.1％（女性 4.7％、男性 2.1％）となっています。 

○ 児童虐待相談対応件数は増加傾向にあり、2023（令和５）年度には 14,035 件と過去一番多い

数となりました。 

 

図表 2-20 児童虐待相談対応件数 

 
（出典）横浜市こども青少年局こどもの権利擁護課、こども青少年局中央児童相談所資料 

※ 令和４・５年度の児童虐待相談の対応件数については、令和６年１月にこども家庭庁から示された解釈に基

づき、児童虐待の通告・相談受理後の調査等の結果、明らかに虐待行為がないと判断されたケース（虐待非

該当ケース）を除外し修正・精査した件数。それ以前については、虐待非該当ケースを含む件数を参考数値

として掲載している点に留意。 

 

○ 文部科学省「令和５年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によ

ると、横浜市の不登校児童生徒数は 9,775 人、暴力行為の発生件数は 6,164 件となっており、

近年増加傾向となっています。また、暴力行為は低年齢化の傾向があります。 

○ こども・若者や家庭が抱える困難や課題は、様々な要因が複合的に重なり合って、いじめ、暴力、

不登校、自殺企図、ひきこもり、無業状態、孤独・孤立、非行といった様々な形態で表出するもの

であり、表出している課題に係る支援に加えて、複合的な課題に対して個々に寄り添った多面的

な支援の重要性が指摘されています。 

○ 学齢期のこどもについては、諸課題への未然防止、早期発見・早期対応のため、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーとともに「チーム学校」として校内教育相談体制の充実を図

り、関係機関と連携することが求められています。 

○ 不登校児童生徒への支援では、一人ひとりの安心できる居場所と個別最適な学びの機会の確保が

必要です。 

○ 学校だけでの対応とならないよう教育と福祉等が連携し、こどもやその保護者が必要なときに支

援につながることができるよう、地域ぐるみでの取組が求められています。 

 
4 アンケートの回収率が全体で 2.8%であって、任意の回答者（積極的に回答した方）の回答内容に基づくため、疫学

的遭遇率を示すものではないことに留意が必要。 
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○ 「こどもまんなか社会」の実現に向けて、全てのこどもや若者が虐待、いじめ、暴力、経済的搾

取、性犯罪・性暴力、災害・事故などから守られ、困難な状況に陥った場合には助けられ、差別さ

れたり、孤立したり、貧困に陥ったりすることなく、安全に安心して暮らすことができるよう、適

切な支援を行うことが重要です。 

○ 居場所を持てていることや、またその居場所が複数あることは、自己肯定感や将来への希望など

の自己認識の前向きさに関係し、こどもの育ちにとって極めて重要です。全てのこどもが分け隔

てなく過ごせるよう、身近な地域で、こども・若者のニーズを踏まえた多様な居場所が確保される

ようにしていく必要があります。  
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（1） 地域とのつながり 

○ ニーズ調査（未就学児保護者）によると、日常の子育てを楽しく、安心して行うための重要なサポ

ートとして、「子育てに対する周囲の理解の促進」を挙げた人が 48.3％となっています。 

○ また、地域社会から見守られている、支えられていると感じない人（「そう感じない」、「どちらか

といえばそう感じない」の合計）は、未就学児保護者では 31.6％、小学生保護者では 25.7％い

ます。そのような人は生活満足度が低い傾向にあり、安心した子育て環境をつくる上でも、地域で

子育て世帯を見守り、支えることが重要となっています。 

 

図表 2-21 子育てをしていて、地域社会から見守られている、支えられていると感じるか 

 
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（令和５年度、

未就学児保護者・小学生保護者） 

 

○ 市民意見交換会では、「こどもが楽しく関われる地域の場がほしい」、「サービスだけではなく地域

でのつながりがほしい」、「親同士の交流機会や場があるといい」など、地域・人との交流や居場所

を求める意見が多く寄せられています。 

○ 本市のＮＰＯ法人に関して、2023（令和５）年 12 月時点で 1,498 の認証法人が設立されてい

ます。そのうちこどもの健全育成を図る活動を行っているのは約 45％であり、こども・子育てに

関連する活動への関心の高さがうかがえます。 

○ コミュニティサロンやこども食堂・地域食堂、プレイパークなど、市内のこどもや子育て家庭を支

える地域の居場所には多世代交流の拠点として幅広い年代を対象とした取組も行われています。

地域福祉保健計画と連動して、分野を超えた身近な地域のつながりづくりの取組に対する支援の

在り方を考えていくことが必要です。 
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（2） 情報化社会の進展とＤＸに対するニーズ 

ア こどものインターネット等の利用実態 

○ 2023（令和５）年度のこども家庭庁の調査によると、インターネットを利用している全国の 10

～17 歳のこどものうち、１日の平均利用時間は、小学生では約 3.8 時間、中学生では約 4.7 時

間、高校生では約 6.2 時間となっています。 

○ ニーズ調査（小学生保護者）では、小学生保護者の 44.1％が、子育ての困り事として「こどもの

ネットやゲームとの付き合い方」を挙げています。 

 

図表 2-22 子育てをしていて感じている困り事【上位 10 位、複数回答】 

 

（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（令和５年度、

小学生保護者） 

 

○ インターネット利用の低年齢化と合わせ、ＳＮＳなどによるトラブル、長時間の利用による生活

習慣の乱れ、犯罪被害などの問題も指摘されています。 

○ こどもにとって安全・安心な多様な居場所が確保されることで、ＳＮＳやインターネットの長時

間利用によるトラブルなどを防ぐことも期待されます。 

 

イ 子育て支援サービスのデジタル活用に対するニーズ 

○ ニーズ調査（未就学児保護者・小学生保護者）では、子育て支援の電子化に期待することとして、

「区役所等に行く頻度が減ること」、「作成する必要のある書類が減ること」、「電子申請・届出が可

能な子育て支援サービスの対象拡大」が多く求められています。 

○ 市民意見交換会では、「自分から探さなくても、情報を得られると助かる」、「情報が１か所に集ま

っていてほしい」などの意見が出されています。 

○ いわゆるデジタルネイティブ世代が子育て世代となっていることも踏まえて、今後、デジタルを

活用した子育て支援の更なる展開が求められます。  
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（3） 国際化の状況と多文化共生 

○ 本市の外国人人口は 2021・2022（令和３・４）年に一時減少しましたが、2024（令和６）

年には約12万人となり、近年で最も多くなっています。日本語指導が必要な児童生徒数は、2024

（令和６）年には約 4,200 人と、2014（平成 26）年の約 1,400 人から約３倍に増加してい

ます。 

○ 外国につながる子育て家庭からは、書類や行政手続のデジタル化により、多言語化や母国語への

翻訳が行いやすくなるなどの声もあります。 

○ こども・子育て支援を推進する上でも、言葉や文化の違いへの配慮、地域でつながる機会の工夫な

ど、多文化共生の視点が重要となっています。 

 

図表 2-23 外国人人口の推移 

 
（出典）横浜市「横浜市統計書」（各年 4 月末時点。2012（平成 24）年までは外国人登録者数） 
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第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画（2020（令和２）年度～2024（令和６）年度）の取組

状況については、毎年度、横浜市子ども・子育て会議において点検・評価を行っています。 

第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画では、目指すべき姿として「未来を創る子ども・青少年の

一人ひとりが、自分の良さや可能性を発揮し、豊かで幸せな生き方を切り拓く力、共に温かい社会をつ

くり出していく力を育むことができるまち『よこはま』」を掲げ、子ども・青少年への支援、子育て家庭

への支援、社会全体での支援を進めるため、３つの施策分野と９つの基本施策により、計画を推進しま

した。また、新型コロナウイルス感染拡大により、市民生活や経済活動に大きな影響が生じ、中止や縮

小を余儀なくされる事業がある中で、こども・子育て支援の分野においてもくらし・経済対策に力を入

れて取り組んだほか、オンラインの活用等、事業手法の見直しを進めました。 

2023（令和５）年度までの４か年における、各基本施策の主な取組状況は以下のとおりです。 

※第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画の毎年度の点検・評価結果（各基本施策の指標や主な事業・取組の進捗状

況）は、横浜市ホームページに掲載しています。 

 

施策分野１ 子ども・青少年が様々な力を育み、健やかに育つ環境をつくる 

            （子ども・青少年への支援） 
 

基本施策１ 乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期までの切れ目のない支援 

○ 増加する保育ニーズに対応するため、既存資源の活用や保育所の整備等を進めました。保育所待機

児童数は、2024（令和６）年４月時点で５人でした。また、保育士宿舎借り上げ支援事業、就職

面接会、園へのコンサルタントの派遣等を実施し、保育士等の確保に取り組みました。 

○ 保育・幼児教育の質の向上を目的とした園内研修リーダー育成研修の受講園の割合は、2023（令

和５）年度時点で累計 37%となりました。また、横浜で大切にしたいこどもの育ちや学び、保育・

教育の方向性を示す、「よこはま☆保育・教育宣言～乳幼児の心もちを大切に～」の周知啓発に向

け、記念講演や保育・教育施設等向けのブックレットの作成を行いました。 

○ 通常の保育では対応できない多様なニーズに対する子育て支援として、特別保育事業（一時保育、

乳幼児一時預かり、病児保育・病後児保育等）を実施することで、保護者の育児不安や負担軽減に

寄与しました。また、事業の拡充や、一時預かりの予約システムの構築等に取り組みました。 

○ 保育所等における医療的ケア児の受入れ推進のため、新規事業として 2023（令和５）年度に、

常時医療的ケア児の受入れが可能な 12 園を「医療的ケア児サポート保育園」として認定しまし

た。 

○ 架け橋プログラムリーフレット「Let's talk about our 架け橋プログラム@ヨコハマ」を作成・

活用し、幼保小職員がこどもの育ちや学びについて共通の視点を持ち、対話する機会を創出しまし

た。また、「探究心を育む『遊び』研究会」の開催や、幼保小の円滑な接続に向けた横浜版接続期

カリキュラム実践事例集（第９集）を刊行するなど、幼保小連携の促進に取り組みました。 
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基本施策２ 学齢期から青年期までの子ども・青少年の育成施策の推進 

○ 安全安心な放課後の居場所の提供及び放課後児童健全育成事業の質の向上を図るため、職員向け

研修のオンラインやオンデマンド化による受講機会の拡充や、運営主体向け研修の実施等により、

人材育成の推進を図りました。また、医療的ケア児を受け入れるための看護師を配置した場合の支

援等を拡充し、医療的ケアを必要とする児童の受入れを推進しました。 

○ 放課後児童健全育成事業の充実に向け、利用児童と保護者のニーズ等を把握するための調査を行

い、サービスの充実や事業者への支援に向けた検討を進めました。また、放課後キッズクラブ及び

放課後児童クラブ向けの情報受伝達や一部の補助金申請業務のオンライン手続をモデル実施し、

放課後キッズクラブ及び放課後児童クラブと区役所、こども青少年局等との連携及び将来的な事

務負担軽減に向けた取組を進めました。 

○ コロナ禍では、施設の利用制限下でも実施可能な体験活動やオンラインでのプログラムを実施す

る等、多様な体験活動の機会を提供し、心身共に健やかに成長できる環境づくりに取り組みまし

た。 

○ 青少年関係施設では、こども・若者の健やかな成長に向け、様々な人との交流や体験活動の機会を

提供してきましたが、コロナ禍においては、施設の利用制限により、参加者数が計画を大幅に下回

りました。新型コロナウイルスの感染症法上５類感染症への移行後は、宿泊の人数制限の撤廃な

ど、徐々に通常に近い形で運営や事業を実施し、参加者数が計画を若干下回る程度まで回復しまし

た。 

○ 青少年に効果的な広報・啓発方法として、高校生世代の居場所や相談機関の紹介ポータルサイト

「ふぁんみっけ」の運用を開始しました。 

 

基本施策３ 若者の自立支援施策の充実 

○ 若者自立支援機関（青少年相談センター、地域ユースプラザ、若者サポートステーション）におけ

る相談支援や社会体験･就労体験プログラム等を通じて、本人の状態に応じた支援に取り組み、

2023（令和５）年度は、80％の方の自立に向けた継続的な利用と社会参加につながりました。 

○ よこはま型若者自立塾は、2023（令和５）年度から一定の支援期間を定めた上で効果を図る事業

へと見直しました。本人が希望する次の進路を目指せるよう、座学や体力づくり、体験活動等を通

じて、自分のありたい姿を支援者と利用者が共に設計することで、82％の方に自立に向けた改善

が見られました。 

○ 来所や電話でつながりにくい若者からの相談を受け付けるため、ＬＩＮＥ相談窓口を 2023（令

和５）年９月に開設しました。39 歳までの方とそのご家族等を対象に、毎日午後２時から９時の

間、専門の相談員がＬＩＮＥチャットによる相談を実施し、2023（令和５）年度は、2,656 件

の相談対応を行いました。 

○ 養育環境に課題があり、支援を必要とする家庭に育つ小・中学生等に対し、生活・学習習慣の習得

支援を行う寄り添い型生活支援事業を、2023（令和５）年度は 18 区 21 か所で実施しました。

また、支援者向けの研修を実施し、支援者のスキル向上と支援内容の標準化に取り組みました。 
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○ ヤングケアラーを見守り、支える環境づくりを進めるため、特設ウェブサイトの開設や小学４年生

以上の生徒への相談カード配付等の広報・啓発を行うとともに、関係機関向けの研修を実施しまし

た。また、ピアサポート やオンラインサロンを実施する２団体へ立ち上げ及び運営費用の補助を

行いました。 

 

基本施策４ 障害児への支援の充実 

○ 発達障害児等の増加に伴い地域療育センターの利用希望児童が増加し、利用申込から初診までの

期間が長期化していたため、初期支援の在り方を協議しました。利用申込後、早期に支援を開始で

きるよう、こどもの遊びの場の提供や保護者への助言や相談対応を行うひろば事業等を行い、初期

支援の充実に取り組みました。 

○ 2023（令和５）年度時点で、療育訓練や余暇支援等を提供する児童発達支援事業所は 255 か所、

放課後等デイサービス事業所は 489 か所となり、障害児の支援体制が拡充されました。また、事

業所に対して実地指導、集団指導、研修を実施し、サービスの質の向上に取り組みました。 

○ 児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用者（保護者）向けに、利用ニーズ等を把握するため

のアンケート調査を実施しました。また、関係団体等にご協力をいただき、放課後等デイサービス

等を利用する児童を対象として、こどもの意見や声を聴く取組を実施しました。 

○ 医療的ケア児・者等の在宅生活を支援するため、横浜型医療的ケア児・者等コーディネーターを育

成し、配置しました。2023（令和５）年度には質の向上のための事例検討・研修等を実施しまし

た。また、医療的ケア児・者等の受入れを推進する支援者養成研修やフォローアップ研修及び見学

実習も実施しました。 

○ メディカルショートステイ事業の推進について、協力医療機関関係者及びソーシャルワーカーと

の会議を開催し、情報共有や意見交換を行いました。また、在宅人工呼吸器を使用しているなどの

高度な医療的ケア児・者を事業の対象者に加えました。 

 

施策分野２ 誰もが安心して出産・子育てができる環境をつくる（子育て家庭への支援） 

 

基本施策５ 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実 

○ にんしんＳＯＳヨコハマを運営し、予期せぬ妊娠への相談を電話・メールにより 365 日対応しま

した。2023（令和５）年７月からは、ＬＩＮＥによる相談支援を開始しました。また、産後うつ

等の心の不調を抱える妊産婦や家族が精神科医に相談しやすい環境整備のため、おやこの心の相

談を実施しました。 
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○ 母子保健コーディネーターを全区の福祉保健センターに配置し、継続した相談対応や母子保健サ

ービスの利用案内等を行い、妊婦や養育者の不安の軽減を図りました。出産・子育て応援事業とし

て、妊産婦へアンケートを実施し、必要に応じて電話等による支援を行いました。また、妊産婦や

乳幼児等の情報を電子化することで、一元的な把握ができるようになりました。 

○ こんにちは赤ちゃん訪問員による乳児家庭全戸訪問や専門職による訪問指導等により、親子が地

域で孤立化せずに安心して育児ができるよう支援を進めました。 

○ 不妊治療の保険適用開始に伴い、不妊症・不育症に関する相談事業を拡充しました。治療に関する

専門相談に加え、心理相談を開始し、治療中の方の心のケアにも取り組みました。小児医療費助成

事業については、2023（令和５）年８月から中学３年生までの所得制限及び一部負担金を撤廃し

ました。 

○ 妊産婦や乳幼児の災害時における避難行動や避難生活で必要となる支援について、こども青少年

局、総務局、健康福祉局、医療局が連携して検討を行い、その検討内容を庁内で共有するための職

員向けの冊子を作成しました。 

 

基本施策６ 地域における子育て支援の充実 

○ 地域子育て支援拠点事業を全区で実施するとともに、地域子育て支援拠点に準じた機能を持つ拠

点サテライトを 2023（令和５）年度時点、８区で実施しました。拠点へのアクセスが良くない

地域では出張ひろばを実施し、拠点を利用していない家庭への積極的なアプローチに取り組みま

した。また、オンラインを活用し、外出しづらい利用者に向けた利用者同士の交流や相談支援等を

実施しました。 

○ 親と子のつどいの広場を増設しました。また、親と子のつどいの広場事業に対し、新たに育児参加

促進講座休日実施加算を補助したことにより、2023（令和５）年度は全 74 か所中 44 か所で講

座が実施されました。 

○ 保育所子育てひろば・幼稚園はまっ子広場を市内 75 か所で実施し、親子の交流の場等を提供する

とともに、育児に関する講座等を行いました。 

○ 子育て支援者事業は、養育者の交流や子育て相談を、2023（令和５）年度は地区センターなどの

身近な市民利用施設等 177 会場で実施しました。 

○ 親子の居場所（地域子育て支援拠点事業、親と子のつどいの広場事業、保育所子育てひろば・幼稚

園はまっ子広場、子育て支援者事業）に係る事業について、それぞれの強みを活かした連携の在り

方の整理を目的に検討会を実施し、連携を進めるための具体的な取組の方向性をまとめました。 

 

基本施策７ ひとり親家庭の自立支援/配偶者等からの暴力（ＤＶ）への対応と未然防止 

○ ひとり親家庭の総合的な窓口である「ひとり親サポートよこはま」において、情報提供や就労相談、

弁護士等による専門相談等を、関係機関と連携して実施しました。ひとり親家庭の自立を促進する

ため、自立支援教育訓練給付金及び高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について、支給上限額

を引き上げました。また、日常生活支援事業は、利用者負担を無償化しました。 
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○ 中学に進学したこどもを養育するひとり親家庭に対し、学習の不安や教育費の確保等の悩みに対

応するため、思春期・接続期支援事業を実施しました。2023（令和５）年度に利用者の定員を 80

名から 100 名に増員し、子の学習支援は 96 名、親の相談支援は 73 名が利用しました。 

○ 母子生活支援施設入所者の自立支援及び退所後支援において、相談助言、その他必要な支援を行う

職員を雇用している施設に対して補助を実施しました。 

○ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害者等を対象に、こども青少年局・区役所・男女共同参

画センターが一体的にＤＶ相談支援センターの機能を果たし、相談・安全確保から自立までの切れ

目のない支援を実施しました。 

○ 保護施設等において、ＤＶ被害を受けた方の緊急の一時保護や生活・育児支援、自立に向けた支援

等を行いました。また、シェルターを運営する民間団体へ運営費の補助を行うことで、ＤＶ被害者

等の一時保護や一時保護中の安全確保、自立に向けた支援を実施しました。併せて、多様化するニ

ーズや背景に対応するため、一時保護施設等の退所後支援事業や、女性のための一時宿泊型相談支

援事業等を実施しました。 

 

施策分野３ 社会全体で子ども・青少年を育てる環境をつくる（社会全体での支援） 

 

基本施策８ 児童虐待防止対策と社会的養護体制の充実 

○ 児童福祉法に基づく、こども家庭総合支援拠点（市区町村子ども家庭総合支援拠点機能）を 2022

（令和４）年度より全区のこども家庭支援課に整備し、要保護児童等への支援の強化や、こどもや

家庭からの様々な相談に専門職が対応するこども家庭相談を実施しました。 

○ 2021（令和３）年 10 月の横浜市子供を虐待から守る条例の一部改正により明文化した、こども

に対する体罰等の禁止等について、広報・啓発を行いました。また、児童虐待や体罰によらない子

育ての理解が広がり、子育て世帯を温かく見守り支援できるよう、こども虐待防止市民サポーター

講座を開催しました。併せて、児童虐待に対応する職員の人材育成として、児童虐待とＤＶや、こ

どもの権利擁護等の研修を実施しました。 

○ 増加する児童虐待対応と支援強化のため、鶴見区で新たな児童相談所の整備に着手しました。新た

な児童相談所の開所までの対応として、市内東部方面に中央児童相談所のサテライト拠点を設置

し、児童虐待への迅速な対応を図りました。 

○ 里親制度が広く理解され広まるよう、広報動画を作成し制度の認知度向上に取り組みました。ま

た、2023（令和５）年度から新たに里親フォスタリング事業を開始し、制度説明会やリクルート

の実施、里親制度講演会の開催、里親研修の開催回数の増加に取り組み、里親確保に努めました。 

○ 児童養護施設等を退所し、自立生活を目指す児童に対して、共同生活の中で就労支援等を行い、自

立と生活の安定に向けた援助を行う自立援助ホームを運営するとともに、心理担当職員を配置し、

心理面からの自立支援を行うための補助を実施しました。  



28 

 

基本施策９ ワーク・ライフ・バランスと子ども・青少年を大切にする地域づくりの推進 

○ ワーク・ライフ・バランスと多様で柔軟な働き方を実現できる環境づくりに向けて、誰もが働きや

すい職場づくりに積極的に取り組む市内企業等を「よこはまグッドバランス企業」として認定する

とともに、企業の経営者や人事・労務担当者を対象にセミナーやワークショップを実施しました。 

○ 父親育児の気運を高め、父親同士の仲間づくりを支援するため、地域ケアプラザ等の身近な施設、

市内企業において父親育児支援講座を開催しました。 

○ 子育て家庭応援事業（愛称「ハマハグ」）について、地域子育て支援拠点と連携し、地域において

子育て支援に協力的な店舗・施設に新規登録の働きかけを行うなど、こどもを大切にする社会的な

気運の醸成に取り組みました。 

○ バリアフリーや遮音性に配慮する等、施設・構造面が子育て世帯等にやさしく、保育所等の地域向

け子育て支援施設を併設したマンションを「横浜市地域子育て応援マンション」として認定するな

ど、子育てに適した住環境整備を促進し、子育て世代が安心して子育てできる住まい、まちづくり

を推進しました。  
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 本市の目指すべき姿と基本的な視点 

 

 

全てのこどものウェルビーイングを社会全体で支え、 

未来を創るこども一人ひとりが、自分の良さや可能性を発揮し、 

豊かで幸せな生き方を切り 拓
ひ ら

く力、 

共に温かい社会をつくり出していく力を育むことができるまち「よこはま」 

 

 

こどもは、家族にとっても、社会にとっても、大きな可能性を持ったかけがえのない存在であり、未

来を創る力です。彼らは、やがて成長し社会を支え、その次の世代を育む側へと移り、更に次の世代に

つながっていく。こうした連綿と続く営みにより横浜の未来は創られます。 

こどもの成長と子育てを支援することは、一人ひとりのこどもや家族の現在と将来に渡る幸せ（ウェ

ルビーイング）につながるだけでなく、次代の担い手を育むという意味でも、社会全体で取り組むべき

重要な課題の一つです。こども自身の思いや意見を大切にしながら、こどもや子育て家庭を優しいまな

ざしで包み込み、温かく寄り添い、応援していく環境づくりを社会全体で進めていくことが不可欠です。 

横浜のこどもたちが、地域の関わりの中で、豊かに育ち、温かな社会をつくる原動力となるよう、心

身の状況、置かれている環境等にかかわらず、一人ひとりの健やかな育ちが等しく保障され、「こどもの

最善の利益」が実現される社会を目指します。 

また、誰もがこどもを生み育てやすいと実感でき、こどもの成長の喜びや生きがいを感じながら子育

てできるまち「よこはま」を目指していきます。 
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「目指すべき姿」の実現に向けて、次の７つを基本的な視点として、施策・事業を組み立て、推進し

ます。 
 

1 こどもの視点に立った支援 

こどものより良い育ちを社会全体で支え、こどもの人権と最善の利益が尊重されるよう、こどもが意

見を表明する機会を確保しながら、「こどもの視点」に立って、施策・事業の推進に取り組みます。 
 

2 全てのこどもへの支援 

疾病や障害の有無にかかわらずこどもの健やかな育ちを等しく保障するため、一人ひとりの状況に応

じたきめ細かな支援と、必要となる支援を誰もが受けられる環境を整え、全てのこどもを支援する視点

を持って取り組みます。 
 

3 それぞれの発達段階に応じ、育ちや学びの連続性を大切にする一貫した支援 

こども一人ひとりの発達段階に応じた育ちや学びが積み重なるよう、こどもの成長を長い目で捉え、

こどもの育ちや学びに関わる大人、関係機関、地域資源が連携しながら、支援の連続性・一貫性を大切

にする視点を持って取り組みます。 
 

4 こどもに内在する力を引き出す支援 

こどもを多様な人格を持った個として尊重し、一人ひとりが自分の良さや可能性を見つめ、自己肯定

感を高めながら内在する力を発揮することができるよう、その力を引き出していくという共感のまなざ

しと関わりを大切にする視点を持って取り組みます。 
 

5 家庭の子育て力を高めるための支援 

保護者が地域の中で温かく見守られ、支えられながら、家庭の子育て力を高めることで、妊娠、出産、

子育てをする上で、不安や負担感、孤立感を抱えることなく、こどもの成長の喜びや生きがいを感じな

がら子育てできるよう、支援する視点を持って取り組みます。 
 

６ 子育て世代の「ゆとり」を創り出すための支援 

誰もが安心して出産・子育てができ、また、保護者が気持ちに余裕を持ってこどもに向き合うことで、

親子の笑顔と幸せにつながるよう、子育て世代の「ゆとり」を創り出すための視点を持って取り組みま

す。 
 

７ 様々な担い手による社会全体での支援 ～自助·共助·公助～ 

「自助・共助・公助 5」の考え方を大切にしながら、社会におけるあらゆる担い手が、こども・子育

て支援を課題として捉え、それぞれの立場で役割を担うとともに、様々な社会資源や地域との連携・協

働を図りながら、社会全体での支援を進めていく視点を持って取り組みます。 

  

 
5 自助＝自分や家族でできることを行う。自分の力を発揮できるようにする。共助＝地域や仲間同士でお互いに助け合

いながら、できることを行う。公助＝個人や家族・地域等でできない支援を公的機関が行う。 
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 施策体系と事業・取組 

 

「目指すべき姿」の実現に向けて、「計画推進のための基本的な視点」を踏まえ、２つの重点テーマ、

３つの施策分野、９つの基本施策により、計画を推進します。 

＜施策体系図＞ 
  

目指す 

べき姿 
 基本的な視点  重点テーマ／施策分野・基本施策 

     

全
て
の
こ
ど
も
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を
社
会
全
体
で
支
え
、
未
来
を
創
る
こ
ど
も
一
人
ひ
と
り
が
、 

自
分
の
良
さ
や
可
能
性
を
発
揮
し
、
豊
か
で
幸
せ
な
生
き
方
を
切
り
拓(

ひ
ら)

く
力
、 

共
に
温
か
い
社
会
を
つ
く
り
出
し
て
い
く
力
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
「
よ
こ
は
ま
」 

 １ こどもの 

視点に立った 

支援 

 重点テーマⅠ 全てのこどものウェルビーイングを支える 
 

重点テーマⅡ 子育て家庭が実感できる「ゆとり」を生み出す 

 

施策分野１ 

全ての 

こども・ 

子育て 

家庭への 

切れ目の 

ない支援 

基本 
施策 1 

生まれる前から乳幼児期までの 
一貫した支援の充実 
 

基本 
施策 2 地域における子育て支援の充実 

 
基本 
施策 3 

乳幼児期の保育・教育の充実と 
学齢期への円滑な接続 
 

基本 
施策 4 

学齢期から青年期までの 
こども・若者の育成施策の推進 
 

基本 
施策 5 

障害児・医療的ケア児等への 
支援の充実 

 

 

施策分野２ 

多様な境遇 

にあるこども・ 

子育て家庭 

への支援 

基本 
施策 6 

困難を抱えやすいこども 
・若者への支援施策の充実 
 

基本 
施策 7 

ひとり親家庭の自立支援／ 
ＤＶ被害者支援／ 
困難な問題を抱える女性への支援 
 

基本 
施策 8 

児童虐待防止対策と 
社会的養育の推進 

 

 

施策分野３ 

社会全体 

でのこども・ 

子育て支援 

基本 
施策 9 

社会全体でこども・若者を 
大切にする地域づくりの推進 

 

 

２ 全ての 

こどもへの 

支援 

３ それぞれの 

発達段階に 

応じ、育ちや 

学びの連続性

を大切にする 

一貫した支援 

４ こどもに 

内在する力を 

引き出す支援 

５ 家庭の 

子育て力を 

高めるための 

支援 

６ 子育て 

世代の 

「ゆとり」を 

創り出す 

ための支援 

７ 様々な 

担い手による 

社会全体での 

支援 

～自助·共助 

·公助～ 
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重点テーマ 番号 指標 
直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

重点テーマⅠ 

１ 
青少年の地域活動拠点等において利用者の 

自己肯定感が高まったと感じた割合 
63％ 70％ 

２ 

よこはま子ども・若者相談室の 

利用者アンケートで 

「気持ちが軽くなった」と回答した割合 

68.4％ 80％ 

３ 

「横浜市学力・学習状況調査」における 

生活・学習意識調査のうち、生活意識に 

関する次の各項目で肯定的に回答した割合 

①将来の夢や目標をもっていますか／ 

②自分のことが好きですか／ 

③自分にはよいところがあると思いますか 

小学生 

①86.3％ 

②78.6％ 

③81.9％ 

中学生 

①71.0％ 

②71.7％ 

③78.2％ 

維持・向上 

重点テーマⅡ 

４ 
子育て家庭の「時間的負担感」が軽減 
されていると思う人の割合 

34.4％ 

【令和６年度】 
42.5％ 

５ 

子育ての困り事がいつでも相談でき、 
「精神的負担感」が軽減されている 
と思う人の割合 

32.1％ 

【令和６年度】 
42.5％ 

６ 
子育て家庭の「経済的負担感」が 
軽減されていると思う人の割合 

45.6％ 

【令和６年度】 
50.6％ 

７ 

子育て家庭のほしい情報に簡単にアクセス 
できることにより、「子育ての見通し」が 
持てていると思う人の割合 

35.9％ 

【令和６年度】 
51.6％ 

８ 
こどもの「預けやすさ」が実感 
できている人の割合 

20.1％ 

【令和６年度】 
29.8％ 

９ 
親子が「身近な遊び場・居場所」で 
楽しむことができていると思う人の割合 

51.3％ 

【令和６年度】 
59.9％ 

10 「小１の壁」が打破されていると思う人の割合 
25.4％ 

【令和６年度】 
39.4％ 
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施策 

分野 
基本 

施策 
番号 アウトカム 指標 

直近の現状値

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

施策 

分野１ 

基本 

施策１ 

１ 

４か月健診で、 

お子さんに対して 

育てにくさを 

感じている方が、 

相談先を知っている 

など、解決方法を 

知っている 

「４か月健診の問診票」 

から育てにくさを 

感じている方が、 

相談先を知っている 

など、解決方法を 

知っている割合 

78.7％ 81.6％ 

２ 

３歳児健診で、 

お子さんに対して 

育てにくさを 

感じている方が、 

相談先を知っている 

など、解決方法を 

知っている 

「３歳児健診の問診票」 

から育てにくさを 

感じている方が、 

相談先を知っている 

など、解決方法を 

知っている割合 

80.4％ 83.0％ 

基本 

施策２ 

３ 

親子の居場所の 

利用を通じて、 

つながりを 

つくったり、 

情報が得られている 

「利用ニーズ把握の 

ための調査」において、 

親子の居場所を 

「利用している」 

「過去に利用していた」

と回答した割合 

50.6% 
57％ 

【令和10年度】 

４ 

子育てについて 

不安に感じる方が 

減少する 

「利用ニーズ把握の 

ための調査」において、 

現在の子育てについて、 

不安を感じたり、 

自信が持てなくなる 

ことが「よくあった」 

「時々あった」 

と回答した割合 

58.3％ 
55％ 

【令和10年度】 

5 
子育て家庭が地域に 

見守られている 

「利用ニーズ把握の 

ための調査」において、 

子育てをしていて 

地域社会から 

見守られている、 

支えられていると 

「感じる」 

「どちらかといえばそう

感じる」 

と回答した割合 

32.4％ 
55％ 

【令和10年度】 

基本 

施策３ 
６ 待機児童の解消 待機児童数 

５人 

【令和６年４

月１日】 

０人 
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施策 

分野 

基本 

施策 
番号 アウトカム 指標 

直近の現状値

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

施策 

分野１ 

基本 

施策３ 
７ 

こどもたちが 

自分の思いや主体性を 

尊重された保育・教育 

を受けている 

保育・教育施設への 

アンケートにおいて、 

こども一人ひとりの 

思いをくみ、興味関心に 

合わせた柔軟な保育を 

施設全体で実践している 

と回答した割合 

46% 

【令和６年度】 
70% 

基本 

施策４ 

８ 
クラブを利用する 

児童の満足度の向上 

放課後キッズクラブ・ 

放課後児童クラブを 

利用する児童への 

アンケートのうち、 

『クラブは楽しいです

か』の項目で 

「楽しい」 

「どちらかというと楽し

い」 

と回答した児童の割合 

89％ 95％ 

９ 

こども・若者が 

居場所を持ち、 

多様な体験を重ねる 

ことで自身の成長を 

感じることができる 

青少年の地域活動拠点等

において 

利用者の自己肯定感が 

高まったと感じた割合 

63％ 70％ 

10 

多様な地域資源が 

連携し、ネットワーク

を構築することで、 

地域でこども・若者の

見守りが充実している 

地域で青少年育成の 

連携・協働を促進する 

ため、（公財）よこはま 

ユースが支援を行った 

団体数 

757 団体 877 団体 

基本 

施策５ 

11 

地域療育センターと 

保育所等の地域の 

関係機関との連携が 

図られている 

地域療育センターが 

実施する保育所等への 

巡回訪問回数 

2,496 回 3,500 回 

12 

保育所等に通う 

医療的ケア児への 

支援力が強化され、 

医療的ケア児が 

安心して通園できる 

保育所等医療的ケア児 

支援看護師研修受講者 

アンケートで研修内容が 

日頃の業務に活用できる 

と回答した割合 

91.8％ 100％ 

施策 

分野２ 

基本 

施策６ 
13 

若者が 

社会参加している 

青少年相談センター、 

地域ユースプラザ、 

若者サポートステーショ

ンの支援による改善者数 

1,539 人/年 
7,700 人 

（累計） 
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施策 

分野 

基本 

施策 
番号 アウトカム 指標 

直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

施策 

分野２ 

基本 

施策６ 

14 

こども・若者の 

不安や悩みが 

軽減している 

よこはま子ども・若者 

相談室の利用者アンケート 

で「気持ちが軽くなった」 

と回答した割合 

68.4％ 80％ 

15 

ヤングケアラーを 

社会全体で見守り、 

支える環境づくりが 

できている 

ヤングケアラー 

支援研修等の受講者数 
998 人/年 

6,000 人 

（累計） 

基本 

施策 7 

16 

ひとり親家庭が 

本市支援により 

就労に至っている 

ひとり親サポートよこはま 

等の支援により 

就労に至ったひとり親の数 

345 人／年 
1,800 人 

（累計） 

17 

ひとり親家庭の 

こどもが 

進学や就職に向けて 

取り組んでいる 

思春期・接続期支援事業の 

事後アンケートで 

「将来の夢や就職に 

ついて目標がある」と 

回答したこどもの割合 

68.1 % 70.0％ 

18 

ＤＶ等被害者が、 

適切に相談支援に 

繋がっている 

ＤＶに関する相談件数 4,527 件 5,000 件 

基本 

施策８ 

19 

こどもの安心安全が 

保障されている社会の 

実現（虐待死の根絶） 

児童虐待による死亡者数 ２人 ０人 

20 

こどもと保護者の 

心理・社会的孤立の 

解消 

①こども家庭センター 

設置数 

②合同ケース会議での協議

件数（妊産婦、こども、

子育て家庭に対する一

体的支援の実施数） 

①３か所 

【令和６年度】 

② － 

①18 か所 

 

②30,000 件 

21 

こどもの最善の 

利益を図るための 

家庭養育の優先 

①里親委託率 

②里親登録者数 

③ファミリーホーム設置数 

①20.7％ 

②277 組 

③８か所 

①36.8％ 

②430 組 

③9 か所 

施策 

分野３ 

基本 

施策９ 

22 

男女共に 

仕事と子育てを 

両立できる環境が 

整備されている 

市内事業所における男性の 

育児休業取得率 
40.6％ 40.6％以上 

23 

こどもや子育てに 

やさしい地域づくりが 

進んでいる 

子育て環境が整っている 

ことを理由に、横浜に 

住み続けたいと考える 

子育て世帯等の割合 

15.2％ 20％ 
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重点テーマⅠ 全てのこどものウェルビーイングを支える 
 

重点テーマⅡ 子育て家庭が実感できる「ゆとり」を生み出す 
 

施策分野１ 全てのこども・子育て家庭への切れ目のない支援 
 

基本施策１ 
生まれる前から乳幼児期までの 

一貫した支援の充実 

（１）妊娠・出産・不妊に関する正しい知識の普及啓発や妊娠期から子育て期 

に渡る相談支援の充実 

（２）妊娠期からの切れ目のない支援の充実 

（３）乳幼児の健やかな育ちのための保健対策の充実 

（４）安全・安心な妊娠・出産に向けた産科・周産期医療及び小児医療の充実 
 

基本施策２ 地域における子育て支援の充実 

（１）妊娠期からの支援と親子が集える場や機会の充実 

（２）幼児期の豊かな「遊びと体験」の環境と機会の提供 

（３）保護者・養育者が気軽に相談できる場や機会の確保 

（４）地域における子育て支援の質の向上 

（５）地域ぐるみでこども・子育てを温かく見守る環境づくり 

 

基本施策３ 
乳幼児期の保育・教育の充実と 

学齢期への円滑な接続 

（１）保育・幼児教育の質の確保・向上 

（２）個別に支援が必要な児童に対する支援 

（３）保育所、幼稚園、認定こども園から学校への円滑な接続 

（４）保育・幼児教育の場の確保 

（５）保育・幼児教育を担う人材の確保 

（６）多様なニーズへの対応と充実 

 

基本施策４ 
学齢期から青年期までのこども 

・若者の育成施策の推進 

（１）小学生のより豊かな放課後等の居場所づくり 

（２）いわゆる「小１の壁」の打破 

（３）こども・若者の成長を支える基盤づくり 

（４）こども・若者の成長を見守り、支える地域社会づくり 

（５）こども・若者の人権を守る取組の推進とこども・若者の意見の反映 

 

基本施策５ 
障害児・医療的ケア児等への 

支援の充実 

（１）地域療育センターを中心とした地域における障害児支援の充実 

（２）将来の自立等に向けた療育と教育の連携等による切れ目のない 

支援の充実 

（３）障害児相談支援をはじめとする相談支援の充実 

（４）障害児入所施設の環境向上と入所児童の地域移行の推進 

（５）医療的ケア児や重症心身障害児等への支援の充実 

（６）こどもの意見を聴く取組等の推進と、障害への理解促進 
  
施策分野２ 多様な境遇にあるこども・子育て家庭への支援  

 

基本施策６ 
困難を抱えやすいこども 

・若者への支援施策の充実 

（１）こども・若者を社会全体で見守り、悩みや課題の早期発見・早期支援に 

つなげる環境づくり 

（２）世帯全体を視野に入れたこども・若者への支援の充実 

（３）切れ目ない支援を実現するための関係機関等の連携 

 

基本施策７ 

ひとり親家庭の自立支援／ 

ＤＶ被害者支援／ 

困難な問題を抱える 

女性への支援 

（１）ひとり親家庭の経済的・時間的な困難を軽減するための 

総合的な自立支援 

（２）ひとり親家庭のこどもに対する学習支援などの直接的なサポート充実と

意見表明機会の提供 

（３）ＤＶ被害者及び困難を抱える女性、そのこどもへの安全・安心の確保と 

自立支援 

（４）支援に関わる職員の資質向上、体制の強化及び啓発等 

 

基本施策８ 
児童虐待防止対策と 

社会的養育の推進 

（１）児童虐待対策の総合的な推進 

（２）児童虐待対応の支援策と児童相談所の機能強化 

（３）社会的養育の推進 

（４）こどもの意見表明機会の確保と権利擁護の取組の推進 
  
施策分野３ 社会全体でのこども・子育て支援 

 

基本施策９ 
社会全体でこども・若者を 

大切にする地域づくりの推進 

（１）多様で柔軟な働き方と共育ての推進 

（２）こどもを大切にする社会的な気運の醸成と安全・安心な地域づくり 

（３）こどもの意見を施策・事業に生かす取組の推進 
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2023（令和５）年４月にこども基本法が施行され、市町村こども計画としても位置付けを行う最初

の計画となること、「横浜市中期計画 2022～2025」では、基本戦略「子育てしたいまち次世代を共

に育むまちヨコハマ」を掲げて、広く子育て世代に響く支援を進めていることを踏まえて、計画期間中、

各施策分野を通して特に重きを置いて進める事項として、新たに２つの重点テーマを設定します。 

 

【ページの見方】 

＜重点テーマ＞ 

①背景 

国の動きや社会の状況をはじめ、重点テーマを設定する背景や現状について記載しています。 

 

②方向性 

重点テーマの中で掲げる方向性を記載しています。 

 

③アウトカム指標 

重点テーマについて、アウトカム（達成したい最終的な状態）とその指標（生じた変化・効果を測る

ための指標）を設定しています。 

 

④主な取組内容 

 主な取組内容は、基本施策１～９における「主な事業・取組」の中から、重点テーマに資するものを

抜き出して位置付けています。 
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【重点テーマⅠ】全てのこどものウェルビーイングを支える 

＜背景＞ 

 こども基本法、こども大綱、横浜市こども・子育て基本条例 

○ 2023（令和５）年４月、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、こども

施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施

策を総合的に推進することを目的としたこども基本法が施行されました。 

○ こども基本法に基づくこども大綱では、全てのこどもが身体的・精神的・社会的に将来に渡って幸

せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる社会＝「こどもまんなか社会」の実現を

目指しています。 

○ 「こどもまんなか社会」の実現は、こどもが尊厳を重んぜられ、自分らしく自らの希望に応じてそ

の意欲と能力を生かすことができるようになることにつながるとされています。それはすなわち

「未来を創るこども一人ひとりが、自分の良さや可能性を発揮し、豊かで幸せな生き方を切り拓く

力、共に温かい社会をつくり出していく力を育む」という、本計画で掲げる「目指すべき姿」その

ものに通じます。 

○ また、「こどもまんなか社会」とは、20 代、30 代を中心とする若い世代が、それぞれの希望に応

じ、家族を持ち、こどもを生み育てることや、不安なく、こどもとの生活を始めることができる社

会でもあるとされています。 

○ 「こどもまんなか社会」の実現が、結果として、少子化・人口減少の流れを大きく変えるとともに、

未来を担う人材を社会全体で育み、社会経済の持続可能性を高めることにもつながるとされてい

ます。 

○ 2025（令和７）年４月には、横浜市こども・子育て基本条例が施行されます。条例は、こども・

子育てについての基本理念を定め、市の責務や市民、事業者及び育ち学ぶ施設の関係者の役割を明

らかにし、また、こども・子育てに関する施策の基本事項を定めた内容となっています。 

○ こども基本法、こども大綱、横浜市こども・子育て基本条例を踏まえた上で、こどもにとっての最

善の利益が考慮され、全てのこどもが伸び伸びと成長し、その個性と能力を十分に発揮できる環境

を整えられるよう、社会全体で取り組んでいく必要があります。 

 

 こども・子育て家庭を包括的に支える地域ネットワーク 

○ こども・若者や家庭が抱える困難や課題は、様々な要因が複合的に重なり合って、いじめ、不登校、

自殺企図、ひきこもり、無業状態、孤独・孤立、非行といった様々な形態で表出するものであり、

その課題に直面しているこども・若者への支援に加え、保護者への支援をはじめとする成育環境や

社会的養護への対応も含め、重層的にアプローチしていく必要があります。 
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○ また、困難を抱えながらも、ＳＯＳを発信できないこどもに対しても、地域における関係機関やＮ

ＰＯ等の民間団体、行政が連携し、当事者に寄り添いつつ、プッシュ型・アウトリーチ 6型の支援

を届けていく必要があります。 

○ こども大綱では、教育・保育、福祉、保健、医療等の関係機関・団体が密接に情報共有・連携を行

う「横のネットワーク」と、特定の年齢で途切れることなく継続して支援を行う「縦のネットワー

ク」による包括的な支援体制の構築が求められています。 

○ 特に、障害児・医療的ケア児への支援、慢性疾病・難病を抱えるこどもへの支援、児童虐待対策と

社会的養護の推進、ヤングケアラーへの支援、こどもの貧困対策など、こどもや子育て家庭が抱え

る困難や課題に対して、ライフステージを通して、支援が行き届くことが必要です。 

○ また、昨今の課題として、こども・若者の自殺対策、性犯罪対策をはじめ、犯罪・事故からこども

を守る環境整備や、地域連携の中でのいじめ防止等の重要性も指摘されています。 

○ ニーズ調査のこども本人への質問では、「横浜市がどのようなまちになってほしいか」との問いに

対して「安全・安心なまち」と答えた人が最も多く、24.1％となりました。こどもが、安全・安

心に過ごし、健やかに育つことができる環境が求められています。 

○ こどもの生命を守り、犯罪被害や事故、災害からの安全を確保することが全てのこどもが健やかに

育つための大前提であるとの認識の下、本市として、有害環境対策、防犯・交通安全対策、防災対

策等を進めていく必要があります。 

○ 多様化・複雑化するニーズや課題に対して、きめ細やかに対応していくためには、関係機関が連携

し、地域が一体となってこどもとその家庭を支えるためのネットワークを構築していくことが重

要であり、こどものウェルビーイング向上のための共通基盤となります。 

 

 居場所・遊び場、体験活動の機会の充実 

○ 遊びや体験活動は、こどもの健やかな成長の原点です。 

○ 2023（令和５）年 12 月に閣議決定された「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン

（はじめの 100 か月の育ちビジョン）」では、乳幼児の育ちにとって「愛着」の形成と豊かな「遊

びと体験」が不可欠であるとされており、「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイン

グを高めることがビジョンに盛り込まれています。多様なこどもや大人、モノ・自然・絵本・場所

など身近なものとの出会い・関わりにより、興味・関心に合わせた「遊びと体験」を保障すること

で、挑戦を応援していくことが必要であるとされています。 

○ 乳幼児に限らず、こどもが遊びに没頭し、身体の諸感覚を使い、自らの遊びを充実、発展させてい

くことは、言語や数量等の感覚などの認知的スキルや、創造力や好奇心、自尊心、想像力や思いや

り、やり抜く力、折り合いをつける力などの社会情動的スキルの双方を育むことに加え、多様な動

きを身に付け、健康を維持することにつながり、ひいては、生涯に渡る幸せにつながっていきます。 

  

 
6 積極的に対象者の居る場所に出向いて働きかけること 
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○ ニーズ調査のこども本人への質問では、「あったらいいなと思う場所」として「建物の中で、思い

きり遊べる場所」、「友達とたくさんおしゃべりできる場所」、「運動が思いきりできる場所」、「建物

の外で、思いきり遊べる場所」などに多くの回答が集まりました。 

 

図表 4-1 あったらいいなと思う場所 

 

（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（令和５年度、

小学生こども） 

 

○ また、2023（令和５）年 12 月、「こどもの居場所づくりに関する指針」が閣議決定され、こど

もの居場所づくりに関する国の考え方が改めて示されました。指針の中では、目指したい未来とし

て、「どんな環境に生まれ育ったとしても、誰一人取り残さず、全てのこども・若者が自分の居場

所を持ち、健やかな成長や身体的・精神的・社会的に将来に渡って幸せな状態（ウェルビーイング）

であること」との内容が掲げられています。 

○ 全てのこどもが、家庭や学校以外にも、自分にとって安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ち

ながら、そこで様々な遊びや学び、体験活動の機会に接することができ、自己肯定感を高められる

よう、環境整備を進めていくことが必要です。 

 

 こどもの意見表明・施策への意見反映 

○ こどもにとって、自らの意見が十分に聴かれ、自らによって社会に何らかの影響を与える、変化を

もたらす経験は、自己肯定感や自己有用感、社会の一員としての主体性を高めることにつながって

いきます。 

○ また、幼い頃から積み重ねられた主体的な自己決定あるいは意見表明の経験は、青年期から成人期

に至る若者の意見表明や主体的な社会参画につながることから、こどもの意見を表明する機会の

確保は、現在の、そして将来のこどもの幸せにつながるものです。 
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○ こども基本法では、こども施策の基本理念として、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の

程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活

動に参画する機会が確保されること」、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じ

て、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること」が掲げられています。 

○ 横浜市こども・子育て基本条例においても、こども基本法の精神にのっとり、こどもがその個性と

能力を十分に発揮でき、社会を構成する一員として、その年齢及び発達の程度に応じて意見が尊重

される環境を整備することが、誰もが未来への希望が持てる活力ある社会を構築するための基盤

であるという認識の下、相互に協力してこどもを育む社会の形成に取り組むものとされました。 

○ こどものウェルビーイング向上のためには、こうした法や条例の趣旨を社会全体で共有するとと

もに、こども自身がその内容について理解を深められるようにしていくことが大切です。 

○ こどもが対象となる幅広い施策・事業において、当事者であるこども自身が直接意見を表明できる

機会を積極的に取り入れることやその意見を施策に反映することなどについて、本市全体で取り

組んでいく必要があります。 

 

＜方向性＞ 

こうした背景を踏まえて、重点テーマⅠ「全てのこどものウェルビーイングを支える」に向けた３

つの方向性を整理しました。 

 

 多機関連携によるこども・子育て家庭の安全・安心を支えるための基盤づくりと 

       地域ネットワークの構築 

○ こども家庭センター機能を区こども家庭支援課に段階的に設置し、こども・子育て家庭を包括的に

支える基盤を整備します。 

○ 利用者にとって、敷居が低く、物理的にも近距離に地域子育て相談機関を整備し、子育て世帯との

接点を増やすことで、子育て世帯の不安解消や状況把握の機会を増やします。 

○ こども家庭センターでは、妊産婦やこども・子育て家庭からのあらゆる相談を受け止め、関係機関

とともに個々のこどもとその家庭の状況に応じた切れ目のない支援を行います。困難を抱えなが

らもＳＯＳを発信できないこどもや家庭をできるだけ早期に把握し、支援につなげられるよう、多

様な関係機関との連携を強化します。 

○ また、地域全体のニーズ・既存の地域資源の把握を行うとともに、関係機関等と課題を共有し、解

決策を共に検討するネットワークをつくり、不足する地域資源については新たな担い手や地域資

源を開拓します。 

○ 更に、個別の悩みや困り事を抱えるこども自身が、相談・支援につながることができる環境を整え

ます。 

○ ソフト面・ハード面を問わず、こどもたちの安全・安心を守ることができるよう、地域や関係機関

とも連携しながら、こどものＳＯＳに気づくための見守りや、安全・安心につながる教育、まちづ

くりを推進します。 
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○ これらの取組により、こども本人や子育て家庭へ必要な支援を着実に届けることができる体制を

整備し、こども一人ひとりが健やかに育ち、保護者が安心して子育てできる地域づくりを進めてい

きます。 

 

 こどもが安心して過ごせる居場所や遊び場・体験活動の充実 

○ 各ライフステージを通して、全てのこどもが安全で安心して過ごせる居場所を充実させ、多様な体

験活動や遊びに接することができる機会を創出します。 

 

 年齢や発達の程度に応じてこどもが意見を表明でき、その意見が尊重され、 

      「こどもまんなか社会」に生かされる仕組み 

○ 各ライフステージを通して、多様な形で現れるこどもの思いや願いを受け止める姿勢を持ち、その

年齢・発達の程度に応じて、こどもが意見を表明できる機会の確保に努めていきます。また、こど

もが関わるあらゆる施策において、こどもの意見を施策に反映するための取組を継続的に進めて

いきます。 
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＜アウトカム指標＞※ 

指標 
直近の現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

青少年の地域活動拠点等において 
利用者の自己肯定感が高まったと感じた割合 

63％ 70％ 

よこはま子ども・若者相談室の利用者アンケート 
で「気持ちが軽くなった」と回答した割合 

68.4％ 80％ 

「横浜市学力・学習状況調査」における生活 
・学習意識調査のうち、生活意識に関する 
次の各項目で肯定的に回答した割合 
①将来の夢や目標をもっていますか／ 
②自分のことが好きですか／ 
③自分にはよいところがあると思いますか 

小学生 

①86.3％ 

②78.6％ 

③81.9％ 

中学生 

①71.0％ 

②71.7％ 

③78.2％ 

維持・向上 

 
※アンケート・調査はあくまで回答者本人の主観に基づくもので、ウェルビーイングの状況を把握するための１つの要素

にはなりますが、これをもってこどものウェルビーイング全体を測るものではありません。こども大綱では、こども施

策に関するデータの整備として、「こどもに着目したウェルビーイング指標の在り方について検討を進める」こととさ

れています。本市としても、国の動向を踏まえながら、より適切な指標について、引き続き研究していきます。 
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＜主な取組内容＞ 

＜多機関連携によるこども・子育て家庭の安全・安心を支えるための基盤づく

りと地域ネットワークの構築＞ 

こども家庭センター機能の設置 施策２ 

地域子育て相談機関の設置 施策２ 

青少年相談センター事業 施策６ 

地域ユースプラザ事業 施策６ 

若者サポートステーション事業 施策６ 

困難を抱える若者に対するＳＮＳ相談事業 施策６ 

ヤングケアラー支援事業 施策６ 

不登校児童生徒支援事業 施策６ 

不登校のこども等困難を抱えやすいこどもの居場所づくり 施策６ 

地域等と連携したいじめ等の防止 施策６ 

外国につながるこどもたちへの支援事業 施策６ 

日本語指導が必要な児童生徒への支援の充実 施策６ 

寄り添い型生活支援事業 施策６ 

寄り添い型学習支援事業 施策６ 

放課後学び場事業 施策６ 

思春期・接続期支援事業 施策７ 

若年女性支援モデル事業 施策７ 

デートＤＶ・ＤＶ防止事業 施策７ 

地域防犯活動支援事業 施策９ 

こどもの交通安全対策の推進 施策９ 

よこはま学援隊 施策９ 

安全教育・防災対策の推進 施策９ 

こどもの性被害の防止 

施策３ 

施策４ 

施策５ 

施策６ 

施策８ 
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＜こどもの居場所・遊び場、体験活動の充実＞ 

地域子育て支援拠点事業 施策２ 

地区センターにおける親子が集う身近な場の創出 施策２ 

親と子のつどいの広場事業 施策２ 

保育所子育てひろば、幼稚園はまっ子広場 施策２ 

子育て支援者事業 施策２ 

未就学児に向けた「遊びと体験」ができる環境・機会の提供 施策２ 

こども誰でも通園制度の実施 施策３ 

こども・若者の居場所づくり 施策４ 

こども・青少年の体験活動の推進 施策４ 

プレイパーク支援事業 施策４ 

安全・安心な公園づくり 
施策４ 

施策９ 

こどもログハウスリノベーション 施策４ 

子どもの文化体験推進事業 施策４ 

子どものスポーツ活動支援事業・スポーツ分野における学校訪問事業 

・トップスポーツチーム連携事業 
施策４ 

こどもと港とのふれあい機会の創出 施策４ 

ＭＩＣＥ次世代育成事業 施策４ 

横浜トリエンナーレ事業 
施策４ 

施策９ 

フェスティバルによるにぎわい創出事業 施策４ 

文化施設運営事業 施策４ 

子どもアドベンチャーカレッジ事業 施策４ 

こども食堂等のこどもの居場所づくりに対する支援 施策４ 

読書に親しむ機会の創出と図書館サービスの充実 施策９ 
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こどもの居場所・遊び場、体験活動の充実に関する各事業とライフステージ等の関係 

 

※１ 実施するイベントにより異なる。 

※２ 種類：一番あてはまるものに◎、当てはまるものに○ 

※３ 主な対象年齢：当てはまるものに○ 

 

＜こどもの思いや意見を聴き、尊重するための取組＞ 

「よこはま☆保育・教育宣言～乳幼児の心もちを大切に～」を活用した 

取組の推進 
施策３ 

保育・幼児教育研修及び園内研修・研究の推進 施策３ 

こども・若者の意見を反映した事業の実施 施策４ 

こどもの意見を聴く取組の推進／こども・若者の意見を聴く取組の推進 

（障害児等、困難を抱えやすいこども・若者、ひとり親家庭、社会的養育） 

（その他こどもが関わる施策一般） 

施策５ 

施策６ 

施策７ 

施策８ 

施策９ 

児童相談所等の相談・支援策の充実 施策８ 

 

  

屋外 屋内

地域子育て支援拠点事業 ○ ○ ◎ ○ ○

地区センターにおける親子が集う身近な場の創出 ◎ ○ ○ ○

親と子のつどいの広場事業 ○ ○ ◎ ○ ○

保育所子育てひろば、幼稚園はまっ子広場 ○ ◎ ◎ 〇 〇

子育て支援者事業 ○ ◎ ○ ○

未就学児に向けた「遊びと体験」ができる環境・機会の提供 ○ ◎ ○ ○

こども・若者の居場所づくり ◎ ○ ○ ○ ○

こども・青少年の体験活動の推進 ◎ ○ ○ ○

プレイパーク支援事業 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

安全・安心な公園づくり ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

こどもログハウスリノベーション ○ ◎ ○ ○ ○ ○

子どもの文化体験推進事業 ○ ◎ ○ ○

子どものスポーツ活動支援事業・スポーツ分野における
学校訪問事業・トップスポーツチーム連携事業

〇 ◎ 〇 〇 〇 〇

こどもと港とのふれあい機会の創出 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇

MICE次世代育成事業 ○ ◎ ○ ○ ○

横浜トリエンナーレ事業 〇 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

フェスティバルによるにぎわい創出事業 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

文化施設運営事業 〇 ◎ ※1 ※1 ※1 ※1 ※1

子どもアドベンチャーカレッジ事業 〇 ◎ 〇

こども食堂等のこどもの居場所づくりに対する支援 〇 ◎ ○ ○

読書に親しむ機会の創出と図書館サービスの充実 ○ ○ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇

種類

事業

居場所
あそび場 体験

活動
乳児期 幼児期 小学校 中学校 青年期

主な対象年齢
イベント
時のみ
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【重点テーマⅡ】子育て家庭が実感できる「ゆとり」を生み出す 

＜背景＞ 

 世帯状況の変化、共働き家庭の増加 

○ 本市の一般世帯数は、2000（平成 12）年の約 135 万世帯から増加を続け、2020（令和２）

年時点で約 174 万世帯となっています。 

○ 単独世帯が増加する一方で、第２章７ページにあるとおり、こどものいる世帯は減少しており、６

歳未満の親族がいる世帯数は、2000（平成 12）年に約 15.2 万世帯（一般世帯数に占める割合：

11.2％）でしたが、2020（令和２）年には約 13.0 万世帯（同：7.4％）となっています。 

○ 三世代同居世帯が減少し、核家族が増加するなど、世帯の規模が小さくなっており、2020（令和

２）年時点で、6 歳未満の親族がいる世帯の約 95.8%が核家族となっています。 

○ 子育て家庭の就労状況については、ニーズ調査において、共働き世帯の割合は未就学児調査で

68.6％（５年前から 13.2 ポイント増）、小学生調査で 67.6％（５年前から 9.5 ポイント増）と

なっており、増加傾向にあります。 

○ 共働き家庭のうち、夫婦共にフルタイム就労している割合を見ると、未就学児調査で 46.1％（５

年前から 6.1 ポイント増）となっており、同様に増加傾向にあることが分かります。 

 

図表 4-2 世帯の就労状況の推移（２章・再掲） 

 
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（未就学児保

護者） 

 

 子育て家庭が抱える不安感・負担感の増加 

○ 世帯状況の変化は、地域の住民がこどもや子育て世帯と接する機会の減少につながっています。加

えて、核家族化により、近くに両親がいないなど祖父母世代の協力を得られにくいことなどが、子

育て家庭が抱える不安感や負担感の一因となっているものと考えられます。 

○ 市内外からの転入が多い地域では、身近に支援してくれる人がおらず、また、自身に土地勘もあま

りないために孤立しやすい状況があります。  
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パートタイム×就労していない

就労していない×フルタイム

就労していない×パートタイム
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その他

共働き

※左：夫×右：妻
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○ 共働き家庭の増加に伴い、女性の年齢階級別労働力率（Ｍ字カーブ）が解消に向かう一方で、仕事

と家事・育児の両立に悩む家庭も少なくありません。 

○ 第２章 13 ページ・21 ページにあるとおり、ニーズ調査における「現在、子育てをしていて感じ

ている困り事」で「仕事との両立」を挙げた家庭の割合は、未就学児調査で 45.7％、小学生調査

で 29.0％に及んでいます。 

○ また、市民意見交換会では、経済的な支援の必要性に加えて、親子のコミュニケーションを取るた

めの時間や、リフレッシュを目的とした一人の時間確保の必要性について、多くの意見が寄せられ

ました。 

○ 仕事や家事、育児に追われ、時間的・精神的にゆとりのない状況が日常的に見られるようになって

います。 

○ また、子育てに関する情報は溢れている一方、情報選択の難しさ、行政からの情報がタイムリーに

必要な人に届きにくいといった課題が、現場の声として挙げられています。 

○ 親子の身近な居場所については、地域による偏りや、利用に当たっての物理的・心理的なハードル

の高さが指摘されています。 

 

図表 4-3 子育ての悩みや困り事（上位 10 位、複数回答）（２章・再掲） 

 
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（令和５年度、

未就学児保護者） 
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31.8

29.1

28.5
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こどものしかり方・しつけ
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(%)
(n=33,321)

＜市民意見交換会で出されたゆとりに関する意見（抜粋）＞ 

・こどもを産んだ後、「大人と話したい」という気持ちが高まる。 

・こどもを産もうとする時に一番悩む「経済的支援」はやはり大事。 

・家事代行を利用している時間に、こどもに向き合うと決めた。 

・「ちょっと話せる」「ほっとできる」「ぼーっとできる」みたいなことを求めている。 

・夏休みシーズンのこどものご飯問題、送迎問題は非常に共感した。 
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 ゆとりある生活の必要性 

○ 横浜市立大学と連携した「家庭と子育てに関するコホート研究（ハマスタディ）」では、夫婦が共

にフルタイム勤務である子育て家庭の家事時間について、妻に比べて、夫は短い傾向となってお

り、更に、妻の家事時間が長くなるにつれて、妻のウェルビーイングが低下する傾向となる調査結

果が出ています。 

○ こども大綱では、こども施策に関する基本的な方針の一つに「子育て当事者が、経済的な不安や孤

立感を抱いたり、仕事との両立に悩んだりすることなく、また、過度な使命感や負担を抱くことな

く、健康で、自己肯定感とゆとりを持って、こどもに向き合えるように取り組む」と示されていま

す。 

○ 保護者が時間的、精神的、経済的なゆとりを持って日々の生活を送ることは、保護者がこどもに向

き合う時間を充実させることにつながります。また、保護者が、子育てをする上で、不安感や負担

感、孤立感を抱えることなく、こどもの成長の喜びや生きがいを感じることは、こどもの健やかな

成長につながっていきます。 

○ 子育て世代の「ゆとり」は、子育て中の親子の笑顔や幸せ、生活満足度の向上に欠かせない要素の

一つと言え、中期計画の基本戦略に掲げた「子育てしたいまち次世代を共に育むまちヨコハマ」を

実現していくためにも、本市として子育て家庭のゆとりの創出に重点的に取り組んでいく必要が

あります。 

 

図表 4-4 フルタイム勤務者の性別・こども数別の平日家事時間と労働時間（２章・再掲） 

   
（出典）横浜市立大学「ハマスタディ調査」 
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図表 4-5 家事時間と Well-being の関係（２章・再掲） 

 

（出典）横浜市立大学「ハマスタディ調査」 

※ 本報告での Well-being は、主観的幸福感と呼ばれる指標を使用しており、現在の幸福感を０点から 10 点

までで選択してもらったものである。 

 

＜方向性＞ 

こうした背景を踏まえ、本計画において重点テーマⅡとして「子育て家庭が実感できる『ゆとり』

の創出」を掲げました。「子育て家庭が実感できる『ゆとり』の創出」に向けて、３つの方向性を整理

した上で、具体的な取組を総合的に推進していきます。 
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＜３つの方向性＞ 

（１）時間的負担感の軽減 （２）精神的負担感の軽減 （３）経済的負担感の軽減 
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アウトカム指標 

指標 
現状値 

（令和６年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

子育て家庭の「時間的負担感」が軽減されている

と思う人の割合 
34.4％ 42.5％ 

子育ての困り事がいつでも相談でき、「精神的負

担感」が軽減されていると思う人の割合 
32.1％ 42.5％ 

子育て家庭の「経済的負担感」が軽減されている

と思う人の割合 
45.6％ 50.6％ 

子育て家庭のほしい情報に簡単にアクセスでき

ることにより、「子育ての見通し」が持てている

と思う人の割合 
35.9％ 51.6％ 

こどもの「預けやすさ」が実感できている人の割

合 
20.1％ 29.8％ 

親子が「身近な遊び場・居場所」で楽しむことが

できていると思う人の割合 
51.3％ 59.9％ 

「小１の壁」が打破されていると思う人の割合 25.4％ 39.4％ 

※現状値はパマトコ登録者へのアンケート（令和６年 11 月実施）結果に基づき設定。 
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主な取組内容 

主な事業・取組 ３つの方向性 
該当する 

基本施策 

子育て応援アプリ「パマトコ」 （１）時間的負担感の軽減 
施策２ 

施策 9 

にもつ軽がる保育園 （１）時間的負担感の軽減 施策３ 

中学校給食事業 （１）時間的負担感の軽減 施策４ 

子育て応援アプリ「パマトコ」家事負担 

軽減のためのコンテンツ作成 
（１）時間的負担感の軽減 施策９ 

一時預かり事業 
（１）時間的負担感の軽減 

（２）精神的負担感の軽減 
施策３ 

放課後キッズクラブ・放課後児童クラブ 

における長期休業期間中の昼食提供 

小学生の朝の居場所づくり事業 

（１）時間的負担感の軽減 施策４ 

商業・集客施設等での一時預かり促進事業 
（１）時間的負担感の軽減 

（２）精神的負担感の軽減 
施策３ 

こどもが楽しめる体験プログラム付き 

一時預かり事業 

（１）時間的負担感の軽減 

（２）精神的負担感の軽減 
施策３ 

子育てタクシー普及促進事業 （１）時間的負担感の軽減 施策２ 

妊産婦・こどもの健康相談事業 （２）精神的負担感の軽減 施策１ 

妊娠・出産相談支援事業 （２）精神的負担感の軽減 施策１ 

地域子育て支援拠点における 

利用者支援事業 
（２）精神的負担感の軽減 施策２ 

地域子育て相談機関の設置 （２）精神的負担感の軽減 施策２ 

こども家庭センター機能の設置 （２）精神的負担感の軽減 施策２ 

妊婦健康診査事業 （３）経済的負担感の軽減 施策１ 

妊婦等包括相談支援事業／ 

妊婦のための支援給付 

（２）精神的負担感の軽減 

（３）経済的負担感の軽減 
施策１ 

出産費用助成事業 （３）経済的負担感の軽減 施策１ 

小児医療費助成事業 （３）経済的負担感の軽減 施策１ 

児童手当 （３）経済的負担感の軽減 施策９ 

児童扶養手当 （３）経済的負担感の軽減 施策７ 

  



53 

 

 

【ページの見方】 

＜基本施策＞ 

①現状と課題 

施策ごとに本市を取り巻く状況と課題を示しています。また、現状や課題を踏まえた施策の必要性に

ついても記載しています。 

 

②施策の目標・方向性 

現状・課題を踏まえ、計画期間における各施策の目標や方向性を示しています。 

 

③アウトカムと指標 

各基本施策において、「施策の目標・方向性」を評価し、施策の成果を分かりやすく示すため、アウト

カム（達成したい最終的な状態）とその指標（生じた変化・効果を測るための指標）を設定しています。 

 

④主な事業・取組 

目標・方向性を踏まえ、計画期間に実施する事業や取組のうち主なものを掲載しています。また、各

取組・事業に関連する、現時点で想定している５年間の事業量や直近の現状値などを示しています。 

 

 

  

各基本施策の主な事業・取組の名称です。 

※複数の施策に該当するものは再掲として表記しています。 事業・取組の概要を 

記載しています。 

主な事業・取組に関する事業量について、直近（令和５年度）の現状値や令和 11 年

度の想定値を記載しています（他の年度等の場合は【 】で表記）。 

主な事業・取組の見方（例） 
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施策分野１ 全てのこども・子育て家庭への切れ目のない支援 

基本施策１ 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実 

◆全ての子育て家庭及び妊産婦が安心してこどもを生み育てられるよう、妊娠から出産・子育てまで切

れ目のない支援を充実させます。 

◆妊娠・出産・不妊に関する正しい知識の普及啓発を図るとともに、こどもの健やかな成長を確保する

ため、妊娠期から子育て期に渡る相談支援の充実等により、母子の健康の保持・増進を図ります。 

現状と課題 

 これから妊娠・出産・子育てを迎える若い世代の状況 

○ 若い世代の男女に向け、将来の妊娠・出産に備えて健康管理ができ、ライフプランを主体的に考え

ることができるよう、妊娠・出産・子育てに関する正しい知識の普及啓発等のプレコンセプション

ケア 7の取組を行うことが重要です。低年齢からの性に関する意識付けが必要で、その中でも思春

期は、身体面・精神面共に成長・発達による変化が大きい時期であり、性に関する不安や悩み等に

対する相談支援の必要があります。 

○ ニーズ調査（未就学児保護者）ではこどもが生まれる前に赤ちゃんの世話をした経験がない人が

74.7％に上り、将来こどもを生み育てることのイメージが持ちにくくなっています。 

 

図表 4-6 自分のこどもが生まれる前に赤ちゃんの世話をした経験 

 
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（未就学児保

護者） 

 

○ 様々な事情により、妊娠を継続することやこどもを生み育てることを前向きに捉えることができ

ない「予期せぬ妊娠」では、母子の健康に大きな影響を及ぼすばかりではなく、生後間もない頃か

らの虐待につながる場合もあります。妊娠・出産の悩みを一人で抱えることがないよう、相談支援

の体制等を充実させることが必要です。 

  

 
7 コンセプション(Conception)は受胎、つまりおなかの中に新しい命をさずかることをいいます。プレコンセプション

ケア(Preconception care)とは、若い男女が将来のライフプランを考えて、日々の生活や健康と向き合うことをい

います。 
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 妊娠・出産・子育て世代の現状と課題 

○ 核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭も少な

くありません。妊娠中から助産師・保健師等の専門的な相談支援を充実させるとともに、特に産前

産後に安定した生活が送れるよう、家事や育児のサポートを行う支援が重要です。 

○ 母子保健事業は、悩みを抱える妊産婦等を早期に把握し、相談支援につなげることはもとより、児

童虐待の予防や早期発見に資するという観点からも重要です。 

 

図表 4-7 子育てをしていて、地域社会から見守られている、支えられていると感じるか 

 

（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（小学生保護

者） 

 

○ 妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康を確保し、切れ目のない保健対策を充

実させるとともに、地域の子育て支援に関わる人や医療機関等とのネットワークを築き、包括的な

支援の環境づくりを進めることが重要です。 

○ こどもを生み育てたいと希望する人が妊娠・出産につながるよう、不妊治療による精神的な負担軽

減への支援が必要です。 

○ 35 歳以上の高齢出産の割合は３人に１人となっています。出産年齢の高齢化により、産後の母親

の心身の不調や育児をする上での負担感等に影響が生じ、母体に過重な負担がかかっている状況

がうかがええます。妊娠・出産後も働き、仕事と家庭の両立に取り組む女性が増える中で、母親の

健康への支援が重要です。 
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そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらともいえない

どちらかといえばそう感じない そう感じない 無回答
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図表 4-8 出生時の母親の年齢の推移 

 
（出典）横浜市「横浜市保健統計年報」より作成 

 

○ 約１割の産婦に「産後うつ」が発症すると言われており、心の不調を抱える妊産婦を早期に把握し、

適切な支援を行う必要があります。 

○ 妊婦歯科健診の市内の指定医療機関での受診率は 43.6％であり、歯科口腔保健に関心を持っても

らえるよう妊娠期からの一貫した働きかけが重要です。 

○ むし歯がないこどもが増える一方で、一人で多くのむし歯があるこどもが存在し、口腔機能の健全

な発育・発達につながる支援等が必要です。 

 

図表 4-9 ３歳児でむし歯のない者の割合 

 

（出典）厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」 
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○ 本市の調査によると子育て家庭の約８割が妊娠前から産後にかけて経済的な負担を感じており、

時期を捉えた経済的な支援が必要です。 

 

図表 4-10 妊娠・出産に関する経済的負担感 

 

（出典）横浜市「出産費用及び妊娠から出産にかかる支援ニーズに関する調査」 

 

 産科・周産期医療、小児医療の充実 

○ 出生数は減少傾向にありますが、分娩取扱施設を確保・維持していくとともに、産婦人科、小児科

医師の確保に向けた継続的な支援が必要です。また、産科拠点病院などにより、ハイリスク妊産婦、

周産期救急の受入れやＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）など周産期病床の充実、地域連携の継続

が重要です。 

○ 小児救急拠点病院は７拠点 24 時間 365 日体制で運営されていますが、少子化の進展による小児

患者の減少も見込まれる中、安定的な医療提供体制を維持していくことが必要です。 
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施策の目標・方向性 

 妊娠・出産・不妊に関する正しい知識の普及啓発や妊娠期から子育て期に渡る相談支援の充実 

○ プレコンセプションケアの取組の一つとして、将来、自分らしいライフプランを選択できるよう、

低年齢から分かりやすく妊娠、出産も含めた健康に関する正しい知識を伝える取組を充実させま

す。 

○ 妊娠、不妊及び出産に関する悩みや不安を持つ人が気軽に相談できるよう、不妊・不育に関する相

談体制や女性のための健康相談への対応を充実させます。 

○ 様々な事情から予期せぬ妊娠をした人等が一人で悩みを抱えることなく気軽に相談ができるよう、

相談者一人ひとりの置かれている状況を丁寧に受け止め、相談支援を充実させます。 

 

 妊娠期からの切れ目のない支援の充実 

○ 妊娠中から産後までの心身が不安定になりやすい時期に、必要な支援が受けられ、安心してこども

を生み育てられるよう、妊娠期の相談支援をより一層充実させます。 

○ 出産前から赤ちゃんのいる生活を想定し、産後の家事・育児の準備ができるよう、両親教室等を充

実させます。 

○ 妊産婦に対する経済的支援を行うことで、妊娠期から出産後までの経済的な負担を軽減します。 

○ 妊婦健康診査の定期的な受診の促進や妊婦の経済的負担・不安の軽減を図るため、妊婦健康診査の

受診勧奨や令和６年度に実施した助成額拡充による費用助成等を行うことで、母子の安全・安心な

出産につなげます。 

○ 妊娠中から歯の健康に関する正しい知識を持ち、主体的に予防の取組を行うことで、妊婦だけでな

く家族の生涯に渡る健康増進につながるよう、妊婦歯科健康診査を実施します。 

○ 出産後に保健師、助産師等の専門職や地域の訪問員が訪問し、育児に関する不安・悩みの相談に応

じ、親子が地域で孤立せずに、安心して育児ができるよう支援を行います。 

○ 産前産後の心身の負担や育児不安の生じやすい時期に家事・育児の負担を軽減するための支援を

行い、安定して生活を送れるよう支援します。 

○ 産後うつ等の心の不調を抱える人を早期に把握し支援を行うため、妊娠期から地域の医療機関と

連携するとともに、妊産婦やその家族に対し、産後うつに関する知識の普及啓発に取り組みます。 

○ 災害が発生した場合でも、妊産婦・乳幼児が心身共に健康に過ごすための、適切な避難行動の啓発

や、避難環境の整備に取り組みます。 

 

 乳幼児の健やかな育ちのための保健対策の充実 

○ 乳幼児の健やかな発育・発達を支援し、疾病や障害の早期発見・早期支援につながるよう、乳幼児

健康診査や保健指導、訪問指導に取り組みます。また、継続的な支援が必要な場合には、関係機関

と連携し適切な支援を行います。 
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○ 養育者の育児不安を軽減し、見通しを持って子育てができるよう、乳幼児健康診査等の機会を通じ

て、こどもの発育・発達段階に応じた正しい知識の啓発や育児力の向上につながる支援の充実に取

り組みます。 

○ 子育てを困難に感じる養育者が、悩みを一人で抱えることなく育児ができるよう、保健師・助産師

等による個別相談や家庭訪問において、個々の状況に応じた支援に取り組みます。また、子育ての

不安や孤立感を抱える家庭に対しては、継続的に訪問し相談支援を行うほか、ヘルパーを派遣する

など、安定した育児ができるよう支援します。 

 

 安全・安心な妊娠・出産に向けた産科・周産期医療及び小児医療の充実 

○ 周産期病床の確保とともに、ハイリスク分娩への対応や、産科医の勤務環境改善などにより、将来

に渡り安定的に医師を確保し、より安全で安心な出産ができる環境づくりを進めます。 

○ 小児救急拠点病院について、24 時間 365 日体制を維持するため、需要動向を踏まえた検討を行

います。小児の病気やケガの対応方法や救急相談センター（＃7119）について、普及啓発を行い

ます。 

○ 子育て世代の経済的な負担を軽減するとともに、中学３年生までの全てのこどもが安心して医療

機関等で受診できるよう、医療費の自己負担分を助成します。 
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アウトカムと指標 

アウトカム 指標 
直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

４か月健診で、お子さんに

対して育てにくさを 

感じている方が、 

相談先を知っているなど、

解決方法を知っている 

「４か月健診の問診票」 

から育てにくさを 

感じている方が、 

相談先を知っているなど、

解決方法を知っている割合 

78.7％ 81.6％ 

３歳児健診で、お子さんに

対して育てにくさを 

感じている方が、 

相談先を知っているなど、

解決方法を知っている 

「３歳児健診の問診票」 

から育てにくさを 

感じている方が、 

相談先を知っているなど、

解決方法を知っている割合 

80.4％ 83.0％ 

 

主な事業・取組 

思春期保健指導事業 

プレコンセプションケアの取組の一つとして、区福祉保健センターや学校等で、思春期のこどもや

その親に対して、親子関係、思春期の性等について正しい知識の普及を図り、思春期のこどもの心身

の健やかな成長を支援します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

思春期保健指導事業参加者延べ人数 8,266 人／年 8,511 人／年 

 

不妊・不育相談事業 

妊娠に係るプレコンセプション相談の一つとして、不妊や不育に悩む人に対して、不妊治療等に関

する正確な情報提供や、相談者が個々の状況に応じて対応を自己決定できるよう支援するため、不妊・

不育専門相談を行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

不妊・不育専門相談件数 27 件／年 40 件／年 

 

地域等と連携したこどもの心身の健やかな成長支援 

地域にいる健康、医療などの専門家を外部講師として活用し、市立学校の児童・生徒に対して、薬

物乱用防止教育、性に関する指導等について正しい知識の普及を図り、こどもの心身の健やかな成長

を支援します。 
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妊娠・出産相談支援事業 

予期せぬ妊娠など、妊娠・出産の不安や悩みを抱えた人が、電話やメール、ＳＮＳで気軽に相談で

きる「にんしんＳＯＳヨコハマ」を運営し、妊娠早期からの相談支援を充実させるとともに、安全な

妊娠・出産等への支援につなげます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

にんしんＳＯＳヨコハマ相談件数 583 件／年 640 件／年 

 

妊婦健康診査事業 

妊婦健康診査の定期的な受診の促進や妊婦の経済的負担・不安の軽減を図るため、妊婦健康診査の

受診勧奨や令和６年度に実施した助成額拡充による費用助成等を行うことで、母子の安全・安心な出

産につなげます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

妊婦健康診査受診回数 279,828 回／年 298,317 回／年 

 

産科・周産期医療の充実 

産科拠点病院の指定により産科医療提供体制を確保します。併せて、分娩を取り扱う医療機関等の

確保と産科医師及び小児科医師の負担を軽減するために支援を行います。 

また、周産期等の救急患者を受け入れる医療機関の機能の確保及び診療所等との連携を強化する周

産期救急連携病院を指定し、横浜市の母体・胎児及び新生児等の二次救急患者受入れの円滑化を図り

ます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

産科拠点病院数 ３施設 ３施設 

周産期救急連携病院数 ８施設 ８施設 

 

小児救急拠点病院事業 

小児科医による 24 時間 365 日の小児救急医療を実施する医療機関を「小児救急拠点病院」とし

て位置付け、安定的な運用を行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

小児救急拠点病院数 ７施設 ７施設 
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小児医療費助成事業 

子育て世代の経済的な負担を軽減し、医療機関を受診しやすい環境を整えるため、所得制限無く０

歳から中学生までのこどもの医療費の自己負担分を助成します。 

【令和５年度実績】 

対象者数：432,657 人／年 

 

養育医療事業 

指定医療機関において医師が入院養育を必要と認めた未熟児の医療費の一部及び入院時食事療養

費の自己負担分を助成します。 

法に基づき医療費の自己負担を公費負担により軽減することで、必要な受療が促され、こどもの健

康回復及び維持が期待できます。 

【令和５年度実績】 

対象者数：601 人／年 

 

妊婦等包括相談支援事業／妊婦のための支援給付 

妊婦やそのパートナー等に対して、妊娠届出時・妊娠後期・出産後の面談等により情報提供や相談

支援等（伴走型相談支援）を行います。 

また、妊婦に対し、妊娠届出後と出産後にそれぞれ給付金を支給することにより、妊娠期から出産

後の経済的負担を軽減します。 

妊婦等包括相談支援事業と妊婦のための支援給付を効果的に組み合わせて行い、妊娠期からの切れ

目ない支援を行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

妊婦等包括相談支援事業における 

面談等実施回数（※１） 

62,074 回／年 

（※２） 
81,360 回／年 

※１ 妊娠届出時・妊娠後期・出産後の面談やアンケートの実施回数 

※２ 前身事業である「伴走型相談支援事業」の実績値 

 

出産費用助成事業 

出産費用への経済的な負担の軽減と地域格差の解消を目的として、出産育児一時金に加え、市独自

に最大９万円を助成することにより、出産費用を理由にためらうことなく安心して出産できる環境の

整備を行います。 

【令和６年度新規】 
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妊産婦・乳幼児にかかる災害対策事業 

妊産婦・乳幼児の災害時の対応についての市民向けガイドラインの作成、及びその周知・広報など、

災害に対する備えや、災害が発生した際に妊産婦、及び乳幼児がいる家庭が安心して避難行動をとる

ための啓発を実施します。 

また、乳幼児・妊産婦の避難を念頭においた地域防災拠点訓練実施の啓発、必要な備蓄品の拠点へ

の配備など、災害時に妊産婦・乳幼児が安全に過ごすための避難環境の整備・検討を行います。 

 

母子訪問指導事業 

妊産婦及び乳幼児の健康の保持・増進を図るため、妊産婦、新生児、未熟児、乳幼児等への妊娠・

出産・育児に関する保健指導や相談支援を行います。 

初めて子育てをする家庭に対しては、訪問して母子の健康状態やこどもの成長を一緒に確認し、安

心して子育てができるよう支援します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

第１子への訪問率 91.4％ 92.7％ 

 

こんにちは赤ちゃん訪問事業 

地域の訪問員が生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、育児情報の提供や養育者の話を

聴くことにより育児不安の軽減を図るとともに、必要な場合は保健師等の支援につなげます。また、

地域の訪問員と親子が顔見知りになることで、日常的な交流のきっかけをつくり、こどもを地域で見

守るまちづくりを推進し、児童虐待の予防にもつなげます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①訪問件数 22,564 件／年 23,567 件／年 

②訪問率 98.3％ 100％ 

 

産後母子ケア事業 

産後の心身共に不安定になりやすい時期（産後４か月未満）に、家族等から産後の支援を受けられ

ず、また、育児不安が強いなど支援を必要とする方を対象に、助産所・産科医療機関でデイケアやシ

ョートステイを実施し、心身の安定を図り育児不安を早期に軽減します。また、産後１年以内の外出

が困難な方等を対象に、授乳トラブルや母乳育児への不安解消を目的として、訪問型の産後母子ケア

事業を実施します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①訪問型実利用者数 1,097 人／年 2,256 人／年 

②訪問型延べ利用回数 2,000 回／年 4,286 回／年 
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産前産後ヘルパー派遣事業 

家事・育児のサポートを必要とする妊婦及び生後５か月未満（多胎児の場合は生後１年未満）の乳

児がいる家庭にヘルパーを派遣し、家事や育児の負担軽減を図り、安定した生活を送れるよう支援し

ます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

産前産後ヘルパー派遣世帯数 1,383 世帯／年 1,860 世帯／年 

 

産婦健康診査事業 

産婦健康診査（２週間・１か月）の費用の一部助成や受診勧奨を行うことにより、精神的に不安定

になりやすい産後間もない母親の身体的機能の回復や授乳状況及び心の健康状態を把握するととも

に、支援が必要な産婦に対し、医療機関と区福祉保健センターが連携して適切な支援を行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

１か月健診の受診率 87.2％ 90.0％ 

 

産後うつの早期支援に向けたネットワーク構築 

産後うつ等の心の不調を抱える人を早期に発見し、適切な支援を行うことができるよう、妊産婦メ

ンタルヘルス連絡会等を開催し、産科等の医療機関と行政機関が連携する仕組みづくりや、生活圏に

おいて地域の関係機関が相互理解を深め、顔の見える関係性を構築するための取組を進めます。また、

妊産婦やパートナー、家族など周囲の人が産後うつに気付き、適切な対応ができるよう、産後うつに

関する理解を促進するための啓発を進めます。 

 

乳幼児健康診査事業等 

先天性の異常や障害の早期発見・早期治療等を図るため、新生児を対象に、先天性代謝異常等検査

や新生児聴覚検査を実施します。また、生後１か月・７か月・12 か月に市内小児科医療機関で、４

か月児・１歳６か月児・３歳児を対象に区福祉保健センターで乳幼児健康診査を実施し、心身の発育

状況の確認及び適切な指導等を行い、乳幼児の健康の保持及び増進を図ります。更に、３歳児を対象

に、視覚・聴覚の異常を早期に発見し適切な支援を行うため視聴覚検診を実施します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

区福祉保健センター 

乳幼児健康診査受診率 

４か月児健診 97.2％ ４か月児健診 97.2％ 

１歳６か月児健診 

96.2％ 

１歳６か月児健診 

96.7％ 

３歳児健診 96.2％ ３歳児健診 97.0％ 
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歯科健康診査事業 

妊娠期における歯科疾患の予防・早期発見・早期治療につなげ、母体と胎児の健康の保持増進を図

るために、妊婦歯科健康診査を行います。また、乳幼児期の口腔状態や生活状況等の養育環境を把握

し、こどもの健全な発育を図るために、乳幼児歯科健康診査及び歯科相談を行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①妊婦歯科健康診査受診率 43.6％ 50.0％ 

②３歳児でむし歯のない者の割合 94.8％ 95％以上 

③３歳児で４本以上のむし歯を 

有する者の割合 
１％ ０％ 

育児支援家庭訪問事業 

育児不安や不適切な養育のおそれがある養育者、心身の不調等でこどもの養育に支障がある養育者

に対して、過重な負担がかかる前の段階において、不安や負担感を軽減し、安定した養育が可能にな

るよう、継続した支援を行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①育児支援家庭訪問世帯数 383 世帯／年 407 世帯／年 

②育児支援ヘルパー派遣回数 2,216 回／年 2,240 回／年 

 

妊産婦・こどもの健康相談事業 

子育ての不安を軽減するため、子育て応援アプリ「パマトコ」を通じて、妊産婦及び未就学児の養

育者が、こどもの医療、健康、育児等に関して、無料で医師等に相談できる事業を実施します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

妊産婦・こどもの健康相談延べ利用件数 

1,453 件／年 

（港北区モデル事業） 

対象：妊産婦及び０歳児 

約 27,000 件／年 

対象：妊産婦及び 

未就学児 
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基本施策２ 地域における子育て支援の充実 

◆安心して出産・子育てができるよう、地域における子育て支援の場や機会の拡充を図るとともに、子

育てに関する情報提供・相談対応の充実や、地域ぐるみで子育てを温かく見守る環境づくり等、こども

の健やかな育ちを支える取組を進めます。 

◆多様なこどもや大人との出会い、モノ・自然・絵本・場所等といった環境との関わりを通して、こど

もの興味・関心に合わせた「遊びと体験」の環境と機会を提供します。 

現状と課題 

 地域での子育て支援の場と機会の必要性 

○ ニーズ調査（未就学児保護者）では、地域での子育て支援の場を利用している（令和５年度調査に

ついては、「過去に利用していた」を含む）親子の割合は、前回調査に比べて増えています。一方

で子育てについて不安を感じたり自信が持てなくなったりすることがあった（「よくあった」、

「時々あった」の合計）と６割弱の人が回答しており、支援ニーズは依然高い状況にあります。 

○ 乳幼児期は、安定した「アタッチメント（愛着）」により安心の土台をつくり、豊かな「遊びと体

験」を保障することで挑戦を応援する「安心と挑戦の循環」を通して、自己肯定感等が育まれてい

くことが重要です。 

○ 乳幼児期からこどものウェルビーイングを高めていく上では、人や環境との出会いの中で、豊かな

「遊びと体験」を通して外の世界へ挑戦していくことが欠かせない要素です。また、自然に触れた

り、芸術や地域行事等の文化に触れて感性を育んだり、日常生活における豊かな「体験」を得たり

することも重要です。 

 

図表 4-11 地域での子育て支援の場を利用している親子の割合 

 

（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（未就学児保

護者） 

※ 平成 25 年度、平成 30 年度調査の選択肢は「利用している」「利用していない」だが、令和５年度調査の選

択肢は「利用している」「過去に利用していた」「利用していない」に変更されている点に留意。 

※ 地域子育て支援拠点、親と子のつどいの広場、保育所子育てひろば、幼稚園はまっ子広場、子育て支援事業

のいずれかを利用している親子の割合 
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図表 4-12 子育てについて不安を感じたり自信が持てなくなったりすること 

 
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（未就学児保

護者） 

 

○ ニーズ調査（未就学児保護者）によると祖父母や親戚など「子育てに対する周囲の支えがない」と

回答している人が、2013（平成 25）年度調査から 5.8 ポイント増えて 22.0%となっており、

孤立した子育てになりやすい環境にあることがうかがえます。 

○ このような環境の中では、子育て家庭が日常的に感じる小さな疑問や困り事を、大きな悩みになる

前に、気軽に相談し解決できる場を、子育て家庭の日常の中の身近な場所に作ることが求められて

います。 

 

 妊娠期からの支援の重要性 

○ 初めてこどもが生まれる前に赤ちゃんの世話をしたことがない保護者は、74.7％となっており、

日常生活の中でこどもと接する機会がなく、子育ての具体的なイメージを持たないまま親になる

人が多い状況を示しています。これらの人については、子育てについて不安を感じたり自信を持て

なくなったりしたことがある割合が比較的高い傾向にあります。このことから、「出産・子育ての

イメージを持つこと」が、安心して子育てをするために大切です。 
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図表 4-13 赤ちゃんの世話をした経験別の子育ての不安 

 
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（令和５年度、

未就学児保護者） 

 

○ 特に生活が大きく変化する妊娠期からの支援に重点を置き、見通しを持ち、安心して子育てをスタ

ートできるように支えることが重要です。また、保育所へ入所する児童が増え、地域の親子の居場

所を利用する期間が短期化することで、地域とつながりをつくる機会が減少するため、妊娠期間

（特に産前休暇期間）から地域の親子の居場所を周知し、短期化に対応する必要があります。 

○ 更に、親子の居場所の利用目的のうち「こどもの遊び、こども同士の交流」や「保護者同士の交流」

が多くなっており、仲間づくりの場の提供への期待が大きいことにも着目する必要があります。妊

娠期からの保護者同士の仲間づくりを支援することも、地域での子育て支援に求められる役割と

言えます。 
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図表 4-14 親子の居場所の利用目的・理由 

 

（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（令和５年度、

未就学児保護者） 

※ 親子の居場所（地域子育て支援拠点、親と子のつどいの広場、保育所子育てひろば、幼稚園はまっ子広場）

を「利用している」方のみ回答 

 

○ 地域の子育て支援施設は、妊娠期からの利用や見学が可能ですが、産前の認知度は低いため、認知

度を上げるために周知を図ることで、出産後「初めて行く場所」にせず、行くハードルを下げるこ

とが必要です。 

○ 父親の育児休業取得・育児参加の増加に伴い、地域の子育て支援施設においても、母親を前提とし

た支援からの転換が必要です。 

 

 個々の家庭状況やニーズに応じた支援の実施のための、支援の質の維持・向上 

○ 子育て家庭の置かれる状況が多様化することに呼応し、支援のニーズも複合化しています。 

○ 第１期横浜市子ども・子育て支援事業計画から、それぞれの親子に寄り添った対応や、より個別性

の高い相談内容への対応を充実させるために、地域子育て支援拠点で利用者支援事業（基本型）を

開始するなど、相談機能の充実を図ってきました。 
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図表 4-15 地域子育て支援拠点における相談件数 

 

（出典）横浜市こども青少年局資料、横浜市「横浜市地域福祉保健計画」 

 

○ 引き続き、支援の質の維持・向上に取り組むことが重要となります。担い手一人ひとりのスキルア

ップを図っていくとともに、担い手同士の連携による質の向上も求められます。更に、これまで地

域の支援を利用していなかった、あるいは利用しにくかった方にも利用していただけるよう、支援

方法を検討するなどの対応が必要です。 

 

 地域ぐるみで子育てを支える環境づくり 

○ 少子化や地域でのつながりの希薄化が進む中、孤立しない子育てのためには、日常生活の中で、気

軽に声を掛け合い、助け・助けられる地域でのつながりが重要と言えます。子育て家庭同士でのつ

ながりだけでなく、様々な世代、立場の方に、子育て家庭に目を向けてもらい「子育てを温かく見

守る地域づくり」を進めていくことが必要です。その中では、「こどもの世話をしたことがないま

ま親になる人」が減るよう、これから親になる世代に関わってもらうことも、大切な視点です。 

○ また、時に「支援する側・される側」という枠を超えて、互いに支え合うことを通し、保護者が地

域社会に関心を持ち、子育て支援やほかの地域活動の次の担い手になるような働きかけを継続す

ることも、地域づくりには大切です。 

○ 親子の居場所の利用者からも「居場所に来ることで参加者同士や地域とのつながりができている

ことを実感する」との声が親子の居場所の事業者に寄せられています。「地域に子育てを助けてく

れる人がいる」、「近所づきあいが楽しい」と感じ、地域のことを「我がこと」として皆で考えてい

ける気運の醸成に努めることが重要です。そのため、こども家庭センターと地域資源が連携し、地

域の子育て支援に関わる人と協力しながら、「地域づくり」を念頭に置いた支援を展開する必要が

あります。 
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施策の目標・方向性 

 妊娠期からの支援と親子が集える場や機会の充実 

○ こどもや子育て中の保護者にとって、身近で安心できる場で、様々な人と出会い、交流することは、

豊かな子育て環境を整えるために大切です。そのため、引き続き、親子にとって身近な居場所の拡

充と、その認知度の向上を図ります。また、安心して出産・子育てができるよう、家庭の養育力の

向上、妊娠期からの支援、及び父親や祖父母等、家族全体への支援の充実に取り組みます。 

○ これまで地域での子育て支援を利用していなかった親子も、気軽に利用できるよう、出張ひろばや

オンラインも活用したアウトリーチの支援の充実を図ります。 

○ 子育て中の親子の協力を得て、中学生・高校生が子育て中の親子と触れ合うことのできる場や機会

を作ることで、若い世代に命の大切さや子育てに関心を持つ機会を提供します。 

 

 幼児期の豊かな「遊びと体験」の環境と機会の提供 

○ 乳幼児期からウェルビーイングを高めていくために、「こどもが遊びに没頭し、身体の諸感覚を使

い、自らの遊びを充実、発展させていく場や機会の提供」の充実に取り組みます。 

○ 多様なこどもや大人との出会い、モノ・自然・絵本・場所等といった環境との関わりを通して、こ

どもの興味・関心に合わせた「遊びと体験」の環境と機会を提供します。 

 

 保護者・養育者が気軽に相談できる場や機会の確保 

○ 区役所や身近な親子の場所など対面での相談場所やインターネット、ＳＮＳやメールなど、対象者

に応じた相談の場や機会の充実に取り組み、子育ての不安感解消につなげます。 

○ 情報につながることが難しい家庭や自らＳＯＳを発信することの少ない家庭への支援を行います。 

 

 地域における子育て支援の質の向上 

○ 支援を充実させることと併せて「保護者が自分に合った支援を選ぶ」ことも大切です。それぞれの

家庭に寄り添い、ニーズに応じた施設や制度を円滑に利用できるよう、相談支援や情報提供の充

実、関係機関同士の連携、地域のネットワーク強化を図り、必要な支援を紹介するなど、きめ細や

かな対応を行います。 

○ 多様な家庭の支援ニーズに適切に対応するため、支援者を対象に、体系的に研修を実施するなど、

地域における子育て支援の質の維持・向上に取り組みます。 

 

 地域ぐるみでこども・子育てを温かく見守る環境づくり 

○ 子育て支援に関わる人材の発掘・育成に係る取組を継続します。「支援する側とされる側」という

枠を超え、親子同士あるいは親子に関わる人が互いに「支えられる安心・支える喜び」を感じるこ

とで、子育て家庭が次の支援の担い手となるような丁寧な取組を推進します。 
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○ 子育て家庭に関わる人だけでなく、多くの人が子育て家庭に心を寄せ、温かく見守る気運を醸成す

る取組を推進します。子育ての現状や支援の必要性を地域の住民が理解できるよう、機会を捉えて

働きかけを行うとともに、様々な施設・機関・地縁組織・人が持つ多様な強みを生かして、子育て

家庭を支えるつながりづくりに取り組みます。 

○ 周囲の大人が一人ひとりのこどもの状況を把握し、こどもの思いや願いをくみ取り、積極的に育ち

を支えられるように、こどもと大人が交流する機会の創出、こどもの育ちに関する適切で分かりや

すい情報の発信等を通じて、こどもの育ちを支える環境づくりに取り組みます。 

  



73 

 

アウトカムと指標 

アウトカム 指標 
直近の現状値 

（令和５年度） 
目標値 

親子の居場所の利用を 

通じて、つながりを 

つくったり、 

情報が得られている 

「利用ニーズ把握の 

ための調査」において、 

親子の居場所を 

「利用している」 

「過去に利用していた」 

と回答した割合 

50.6% 
57％ 

【令和 10 年度】 

子育てについて不安に 

感じる方が減少する 

「利用ニーズ把握の 

ための調査」において、 

現在の子育てについて、 

不安を感じたり、 

自信が持てなくなることが 

「よくあった」 

「時々あった」 

と回答した割合 

58.3％ 
55％ 

【令和 10 年度】 

子育て家庭が地域に 

見守られている 

「利用ニーズ把握の 

ための調査」において、 

子育てをしていて地域社会 

から見守られている、 

支えられていると 

「感じる」 

「どちらかといえばそう感

じる」 

と回答した割合 

32.4％ 
55％ 

【令和 10 年度】 

 

主な事業・取組 

地域子育て支援拠点事業 

地域子育て支援拠点は、各区に１か所（サテライト設置区は２か所）ある妊娠期から利用可能な地

域の子育て支援の核となる施設です。親子が遊び、交流できる居場所の提供、子育て相談、子育てに

関する情報の提供、子育て支援に関わる人のネットワークの構築、子育て支援に関わる方の人材育成、

地域の中でのこどもの預かり合いの促進等を行います。また、拠点外での支援の実施など、拠点を利

用していない親子への積極的なアプローチ、子育てサークルの活動支援、地域における子育て支援の

啓発等も行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①実施か所数 26 か所 28 か所 

②施設外での居場所の実施か所数 ３か所 18 か所 
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地域子育て支援拠点における利用者支援事業 

子育て中の親子の個別ニーズに応じて、多様な保育・教育施設や地域の子ども・子育て支援事業等

を円滑に利用できるよう、各区の地域子育て支援拠点及び拠点サテライトにおいて、情報提供・相談・

援助・助言などを行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

実施か所数 26 か所 28 か所 

 

地区センターにおける親子が集う身近な場の創出 

地区センターのプレイルームにおいて、絵本や本棚、知育玩具等を充実させるなどのリニューアル

を行い、利用促進を図ります。 

また、ボランティアによる本の読み聞かせ会などを開催し、本に触れ合う機会を創出するなど、子

育て支援に関する活動を展開し、いつでも気兼ねなく立ち寄れる親子のための身近な居場所づくりを

進めます。 

【令和５年度実績】 

地区センター乳幼児利用者数：334,380 人 

 

地域子育て相談機関の設置 

利用者にとって、敷居が低く、物理的にも近距離に地域子育て相談機関を整備し、子育て世帯との

接点を増やすことで、子育て世帯の不安解消や状況把握の機会を増やします。（地域子育て支援拠点

等。） 

【地域子育て相談機関とは】 

地域子育て相談機関は、相談の敷居が低く、物理的にも近距離にあり、能動的な状況確認等による

「子育て世帯と継続につながるための工夫」を行う区役所（こども家庭センター）以外の相談機関。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

実施か所数 ― 28 か所 

 

親と子のつどいの広場事業 

マンションの一室や商店街の空き店舗などを活用し、主にＮＰＯ法人などの市民活動団体が運営し

ています。親子が気軽に集い交流する場の提供や、子育てに関する相談、子育て情報の提供等を行い

ます。 

また、一部の親と子のつどいの広場においては、普段から利用されている方のこどもを対象に、広

場のスペースを活用した一時預かりを行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

実施か所数 74 か所 87 か所 
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保育所子育てひろば、幼稚園はまっ子広場事業 

子育て家庭が抱える不安感・負担感の解消や、家庭の養育力の向上を図るため、保育所や幼稚園の

資源を活用して、施設の地域開放、育児相談、育児講座、園児との交流保育、情報提供を行うなど、

地域子育て支援の場を提供します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

実施園数（常設園数） 75 園 136 園 

 

子育て支援者事業 

保護者が子育ての不安を軽減・解消し、安心して子育てができる環境をつくることを目指し、地区

センターや地域ケアプラザ等の身近な施設で、地域の身近な子育ての先輩である「子育て支援者」が

親子の交流を勧めたり、相談に応じたりします。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

会場数 177 会場 190 会場 

 

未就学児に向けた「遊びと体験」ができる環境・機会の提供 

各親子の居場所（地域子育て支援拠点、親と子のつどいの広場、保育所子育てひろば、幼稚園はま

っ子広場等）で行われている取組を踏まえて、図書館等の公共施設、プレイパーク、民間企業等と連

携し、様々な人や自然・絵本を通じ、こどもの主体的な遊びを親子一緒に体感できる環境・機会を提

供します。 

【令和６年度新規】 

 

体系化された研修による、地域子育て支援スタッフの育成 

地域子育て支援の場（地域子育て支援拠点、親と子のつどいの広場、保育所子育てひろば等）のス

タッフを対象に研修を実施します。保護者の子育てに対する不安や相談への対応などの対人支援スキ

ル、地域の子育て支援の資源に対する幅広い知識、こどもの安全や育ちに関する知識などについて、

経験年数や、施設内で果たす役割等に応じた体系的な研修プログラムを組み、子育て支援に必要な知

識や技術の向上を図ります。 

【令和５年度実績】 

研修実施回数：４回、参加者数：130 人 
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子育て応援アプリ「パマトコ」 

「子育て応援アプリ『パマトコ』」を通じて、子育てに関する手続のオンライン化を図るとともに、

子育てに必要な情報を集約し、保護者・こども一人ひとりに合わせて提供します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

対象となるこどもの年齢 
未就学児まで 

【令和６年度】 
中学生まで 

 

横浜子育てサポートシステム 

横浜子育てサポートシステムは、安心して子育てができるよう、地域ぐるみの子育て支援や、仕事

と育児を両立できる環境をつくることを目的とした会員制の有償の支え合い活動です。「こどもを預

かってほしい人」が利用会員として、「こどもを預かる人」が提供会員として登録し、会員相互の信頼

関係の下にこどもの預かりあいを行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

延べ利用者数 66,619 人／年 87,730 人／年 

 

子育て家庭応援事業（愛称「ハマハグ」） 

小学生以下のこどものいる家庭の人や妊娠中の人が、協賛店で「ハマハグ登録証」を提示すると、

入店の際のちょっとした心配りや、子育てにやさしい設備・備品の提供、割引・優待など、子育てを

応援する様々なサービスが受けられます。子育て中の親子が楽しく、気兼ねなく外出することができ

るとともに、事業を通じて地域全体で「子育てを温かく見守り、応援するまち・横浜」を目指してい

ます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

新規協賛店舗数（５年間累計） 126 件 750 件（累計） 

 

こども家庭センター機能の設置 

改正児童福祉法の施行に伴い、「こども家庭センター」機能を区こども家庭支援課に設置し、全て

の妊産婦、子育て世帯、こどもへの包括的な相談支援を強化し、こどもや子育て当事者のニーズに合

った支援計画（サポートプラン）の作成や、地域における子育て支援の基盤づくりを行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

実施か所数 
３か所 

【令和６年度】 
18 か所 
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子育てタクシー普及促進事業 

子育て世帯の移動に対する不安・負担の軽減を図るため、既存民間サービス「子育てタクシー®」

の提供区域や供給量を拡大できるよう、認定講習費・登録費等補助などタクシー事業者への参入支援

を実施します。 

【令和７年度新規 ※市会での令和７年度予算議決を停止条件とします】 
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基本施策３ 乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期への円滑な接続 

◆「こどもの最善の利益」や「こどもまんなか社会」の視点を大切にしながら、研修の充実や公開保育

への支援等を通じて保育・幼児教育の質の確保・向上を図ります。また、個別に支援が必要な児童に対

する支援を実施するほか、保育・教育施設から学校への円滑な接続、待機児童・保留児童対策や保育士

等の人材確保の取組の推進、一時預かりや病児保育等の多様なニーズに応じる環境整備を進めます。 

現状と課題 

 保育・幼児教育の質の確保・向上 

○ 乳幼児期は、生涯に渡るウェルビーイングの土台として最重要な時期であり、その時期にふさわし

い一人ひとりに応じた育ちの保障をしていくことが大切です。 

○ 2023（令和５）年にこども基本法、こども大綱が策定され、全てのこどもが、将来に渡って幸福

な生活を送ることができる社会「こどもまんなか社会」の実現に向け、こどもの人権を守り、こど

もの主体性や思いを尊重した保育・教育の推進が求められています。 

○ 「よこはま☆保育・教育宣言 8」では、全ての保育者の大切にしたい方向性を示しており、研修や

動画等を通じて周知を図っています。 

○ 研修や研究の実施、公開保育への支援等を通じて、各保育・教育施設等での更なる保育実践を充実

させ、保育・教育の質向上を図るために、好事例を他園にも展開していくことが必要です。 

○ 加えて、「よこはま☆保育・教育宣言」の理念を家庭にも伝え、保護者と保育・教育施設等がこど

もの育ちを両輪で支えていく必要があります。 

○ 幼児教育と小学校教育の円滑な接続と双方の教育の充実に向け、幼保小のこども同士の交流や職

員同士の連携が進んでいます。今後は「幼保小の架け橋プログラム 9」の実践を踏まえた「主体的・

対話的で深い学び」の実現のため、幼保小の職員による継続的な対話機会の創出と、地域に応じた

接続期カリキュラムの実施・改善が必要です。 

○ 保育・幼児教育の質向上や連続性のあるカリキュラムの開発を行うとともに、こどもへの効果的な

保育・幼児教育等の具体的手法や取組の研究・開発を行うため、「保育・幼児教育センター（仮称）」

の設置に向けた検討を進めています。 

○ 市立保育所は、こどもの最善の利益を目的とした保育を各保育資源で実践できるよう、保育資源全

体の保育の質の維持・向上を図る役割・機能が求められています。 

  

 
8 市内の保育・教育施設の全ての保育者が、何を大切にして乳幼児期の子どもたちと日々関わるのかの基本となる「よ

こはま☆保育・教育宣言」を令和 2 年 3 月に策定。市内全ての保育・教育施設では、日々の保育の中で、それぞれ

の子どものよさや可能性に気付き、家庭や地域の方と子どもの姿を共有できるように取り組んでいる。宣言に基づく

保育実践を推進するための研修動画、ブックレット等を横浜市 HP にて紹介している。 
9 令和４年度から３年間の計画で始まった文部科学省の事業。こどもに関わる大人が連携・協働し、すべてのこどもに

学びや生活の基盤をはぐくめるようにすることを目指している。 
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○ 市立保育所の民間移管事業については、当初目標をほぼ達成しました。保育ニーズは増加傾向にあ

るものの地域や年齢によって定員割れが発生しています。また、障害児・医療的ケア児の入所の増

加、こども誰でも通園制度の実施が予定されている等、保育所等に求められる役割も変化してきて

います。こうした役割の変化に加え、建物の老朽化も進んでいることから、改めて今後の在り方を

検討する必要があります。 

○ 保育・教育施設等においては、こどもの成長や発達に応じた健康的な給食提供を行うとともに、食

物アレルギーへの対応や集団給食における衛生管理など、安全・安心で質の高い給食提供が求めら

れています。 

○ 保育所等における園外活動等での置き去り・見失いなどの防止、睡眠中・水遊び中の事故の防止な

ど安全・安心な保育・教育の提供のための取組が求められています。また、虐待や不適切保育につ

いては、2023（令和５）年５月に発出された国のガイドライン等を踏まえ、未然の防止及び発見

時の迅速な対応が求められています。 

 

 個別に支援が必要な児童に対する支援 

○ 市内の保育・教育施設等において、障害のあるこども約 2,740 人、個別に支援が必要なこども約

330 人、医療的ケアが必要なこども約 60 人を受け入れています（2024（令和６）年４月時点）。 

○ 障害のあるこども、医療的ケアが必要なこどもなど個別に支援が必要な児童に関する入所相談や

受入れを調整していくに当たって、こどもや保護者の気持ちに寄り添った丁寧な対応が求められ

ています。 

○ また、入所後は、障害のあるこども、医療的ケアが必要なこどもが、それぞれの特性や発達に応じ

て、保育・教育を受けられるよう職員体制や受入れ環境を整え、一人ひとりの状況に応じたきめ細

かな支援を保育士・教諭や看護職員など園の職員全体で実施していくことが求められています。 

○ 障害のあるこどもや医療的ケアが必要なこども、外国につながるこどもなど、こどもの育ちと学び

の連続性を大切にしながら、家庭、地域、保育・教育施設等及び関係機関（区役所、地域療育セン

ター及び小学校等）が連携し、連続性・一貫性を持って支援を継続していくことが求められていま

す。 

○ こどもに対する保護者の不適切な養育が疑われる場合、保育・教育施設等は行政や関係機関と連携

し、適切な対応を図っていく必要があります。児童虐待防止などの観点からも、保育所をはじめと

した施設の果たす役割が大きくなっています。 

 

 保育・幼児教育の場の確保 

○ 2024（令和６）年４月の保育所等利用申請者は過去最大の 74,705 人となりましたが、利用者

数の伸びは以前と比べ鈍化し、年齢や地域によって定員割れが発生するなど、ニーズの変化に合わ

せた取組が必要とされています。園選びにおいては保育の質が重視される傾向が強まることが想

定されます。保護者や地域に各施設の多様な保育内容が分かりやすく伝わるよう、園の紹介や第三

者評価のほか、研修への取組状況など、保育の質に関わる情報の可視化について研究していく必要

があります。 
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図表 4-16 就学前児童数・利用申請者数等の推移 

 

（出典）横浜市こども青少年局資料（各年４月１日時点） 

 

○ 横浜ＤＸ戦略に基づき、申請数の多い上位 100 手続に含まれる保育所入所利用申請、現況届、認

定変更申請のオンライン申請を順次開始しています。 

○ ニーズ調査では「子育て支援の電子化への期待」について、区役所に行く頻度の減少や書類作成の

手間の削減、電子申請・届け出が可能な手続の拡大が多く挙げられています。 

 

図表 4-17 今後の子育て支援の電子化に関連して、期待すること 

 
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（令和５年度、

未就学児保護者）  
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 保育・幼児教育を担う人材の確保 

○ 保育士の有効求人倍率は、神奈川県において 2.99 倍（2024（令和６）年１月）であり、県内の

全産業平均の有効求人倍率 0.96 倍と比べて、非常に高い傾向にあります。一方、市内の保育士養

成校の入学者数は年々減少しており、2024（令和６）年４月の入学者数は定員の 60.9％となっ

ています。 

 

図表 4-18 保育士及び全産業平均の有効求人倍率 

 
（出典）厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」（各年１月値） 

 

○ 保育・幼児教育を担う人材の定着を図るためには、働きやすい職場環境を作ることが不可欠です

が、現場の事務負担の大きさが依然として課題となっています。ＩＣＴの活用により保育所運営に

係る業務を省力化し、保育の質の向上や職員の働きやすさにつなげる必要があります。 

 

 多様なニーズへの対応と充実 

○ 子育て家庭への一時預かり事業については、就労やリフレッシュ等の理由により、特に低年齢児を

一時的に預けたいというニーズが増加しています。一方、受入枠の問題により、利用したくても断

られてしまい、預けることを諦めてしまうケースもあるため、一時預かり施設を更に拡充していく

ほか、預けやすさにつながる取組が必要です。また、夜間や休日の預かりについて、一定のニーズ

があることから引き続き対応が必要です。 

○ 2026（令和８）年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付「乳児等のための支援給付」

が創設され、全国の自治体において、満３歳未満で保育所等に通っていないこどもが月一定時間ま

で保育所等を利用できる「こども誰でも通園制度」が開始予定であり、既存の保育・幼児教育施設

等を活用し、地域の子育て家庭への支援を一層進めていく必要があります。 

○ 子育て家庭が公的支援に望むこととして、保育料等に対する経済的支援の充実が挙げられており、

複数のこどもを育てる上での負担感に関する御意見も多くあります。 多様な「保育・教育」ニー

ズへの対応と充実を進めるとともに、経済的負担軽減に向けた取組が求められています。 
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施策の目標・方向性 

 保育・幼児教育の質の確保・向上 

○ 「こどもの最善の利益」や「こどもまんなか社会」の視点を持ちながら、一人ひとりが自分の良さ

や可能性を発揮しながら自ら幸せな生き方を切り拓く力や共に温かい社会を作る力を育むことが

できるよう、保育・幼児教育に関する施策を推進します。 

○ 全ての保育者が「よこはま☆保育・教育宣言」の理念を理解し、日々の保育で実践することで、こ

どもの良さや可能性に気付き、更に保育の振り返りに活用することで、保育・幼児教育の質の向上

につなげます。また日々の実践やこどもの姿を保護者や地域と共有していきます。 

○ 市立保育所が地域の保育資源間のつなぎ役となる「保育資源ネットワーク構築事業」を推進し、認

可・認可外にかかわらず、実践研修や交流保育等の実施や事例の共有を通じて、保育資源間での情

報・ノウハウの共有化を図ります。 

○ 市内全ての保育・教育施設等を対象として、経験年数別の研修や専門分野別の研修・研究を実施し、

こどもの思いや主体性を尊重した保育を推進します。また、「園内研修・公開保育ブックレット」

を活用した園内研修や公開保育等を通じ、各保育・教育施設等で学び合い、質の向上を図りながら、

より良い職場環境づくりにつなげます。 

○ 「保育・幼児教育センター（仮称）」を新たな教育センターに併せて整備することで、質の高い保

育・幼児教育の実現や連続性のあるカリキュラムの開発に向け、研修・研究の推進や相談機能の充

実、市内の保育士・教諭の育成等を行っていきます。 

○ 保育士や調理担当者などの給食業務従事者に対して、給食提供に関する最新の知識や技術の習得

を目的とした研修を実施することで、保育・教育施設等における安全・安心で質の高い給食提供を

推進します。 

○ 保育所等における事故の未然防止を目的として、保育・教育施設等への巡回訪問を行います。また、

ＩＣＴを活用した見守りサービス等の導入を支援します。 

○ 2023（令和５）年４月より開設した不適切保育相談窓口や、2024（令和６）年度から開始した

外部専門家による改善サポート事業などを活用し、虐待・不適切保育が発生した場合に適切に対処

するとともに、児童の安全や保育・幼児教育の質の確保・向上を図ります。 

 

 個別に支援が必要な児童に対する支援 

○ 障害のあるこども、医療的ケアが必要なこどもの保護者が保育・教育施設等の利用を検討する際、

施設の情報を提供するなど寄り添って相談対応します。 

○ 障害のあるこども、医療的ケアが必要なこどもなど個別に支援が必要な児童の特性や成長に合わ

せた支援を実施していくため、保育士・教諭等や看護職員の専門性の向上を図るとともに、保育・

教育施設等に対する制度や環境整備の充実を図ります。 

○ 医療的ケア児サポート保育園の認定を推進するとともに、医療的ケア児サポート保育園に限らず、

ほかの保育・教育施設等においても、医療的ケア児の受入れが広がるよう普及啓発を行います。  
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 保育所、幼稚園、認定こども園から学校への円滑な接続 

○ 全 18 区で実施している「幼保小教育交流事業」において、園と小学校のこども同士の交流や職員

同士の連携等を通じた相互理解を進めるとともに、2023（令和５）年度配布のリーフレット「Let's 

talk about our 架け橋プログラム＠ヨコハマ」を活用した研修の充実を図り、幼児期の教育と小

学校教育との円滑な接続を目指します。 

○ 2024（令和６）年度作成の横浜版接続期カリキュラム「育ちと学びをつなぐ」を手掛かりに、接

続期カリキュラム研究推進地区において、地区に応じた接続期カリキュラムの作成とその運用・改

善を、園と小学校が協働して進めます。更にその成果は、幼保小連携推進地区等を通して全市の取

組へとつなげていきます。 

○ 小学校においては、幼児期の育ちと学びをつなぐ「スタートカリキュラム」の実施を推進し、幼児

期に育まれた資質・能力を生かした、主体的・対話的で深い学びの実現を図ります。 

○ 障害の状況やバリアフリーの必要性など、就学する上で配慮が必要な児童について、教育委員会事

務局と連携した支援を進めます。 

 

 保育・幼児教育の場の確保 

○ 一人ひとりのニーズにしっかりと寄り添いながら、保育の必要性が高い人が保育所等を利用でき

るよう、待機児童・保留児童対策を推進します。 

○ ３歳児から５歳児までの幼児教育を担ってきた幼稚園等での長時間の預かり保育や、２歳児を対

象とした受入れの推進、また、地域や年齢ごとに異なるニーズに合わせ、保育所等の定員構成の見

直しや、施設の空きスペースを活用した年度限定保育事業の推進、入所が可能な小規模保育事業へ

の送迎支援の実施など、既存施設を最大限活用します。その上で、大規模なマンション開発等によ

り受入枠が不足する地域には、保育所等を整備し、保育・幼児教育の場の確保を進めます。 

○ 地域型保育事業など低年齢児のための保育の場の確保に当たっては、卒園後に連携施設などで安

心して新しい生活がスタートできるよう、円滑な接続に配慮します。 

○ 保育・教育を一体的に提供することができる認定こども園は、様々な保育・教育ニーズに対して、

他の施設類型に比べて柔軟に対応することができます。保育ニーズの高いエリアでは幼稚園から

移行することで、園庭等の既存資源により保育ニーズに対応することが可能であり、待機児童対策

の側面から効果的であるため、３歳児未満の長時間保育も実施する幼保連携型認定こども園への

段階的な移行を推進します。また、移行に当たっては、乳児保育について実地研修を取り入れる等、

乳児の発達や保育への理解が深まるよう丁寧な支援を行います。保育所からの認定こども園への

移行を含め、移行を希望する施設に対しては、施設種別や希望する類型に応じて個別相談に応じる

とともに、地域の実情に合った子育て支援事業の展開を支援していきます。 

○ 地域型保育事業や幼稚園等での長時間の預かり保育など、様々な形態の施設・事業が持つ魅力が保

護者に分かりやすく伝わるよう、預け先の選択肢を増やすための情報発信を進めます。 
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○ 保育所等の利用等に係る手続について、オンラインでできる手続を拡充し、より使いやすく・分か

りやすくするための利便性の向上を図ります。 

 

 保育・幼児教育を担う人材の確保 

○ 宿舎借り上げ支援事業や幼稚園教諭等住居手当補助事業により、保育士や幼稚園教諭の生活を経

済的に支援し、人材確保を図ります。 

○ 保育・教育事業者の直接採用を支援するため、保育士の採用や定着に課題を抱える園に助言などの

フォローを行うコンサルタントを派遣することにより、安定的な人材確保につなげます。 

○ 将来の人材確保を目指した保育士という職業の魅力発信を行います。 

○ 保育業務支援システム等ＩＣＴの活用により、保育所運営に係る業務を省力化し、保育の質の向上

や職員の働きやすさにつなげます。 

 

 多様なニーズへの対応と充実 

○ 低年齢児を中心に一時預かりニーズが増大しており、更なる受入枠の拡充を図るとともに、休日一

時保育や 24 時間型緊急一時保育、病児・病後児保育事業の充実など、様々なニーズに対応してい

きます。 

○ 更に、2026（令和８）年度から「こども誰でも通園制度」が開始予定であり、既存の保育・幼児

教育施設等を活用し、地域の子育て家庭への支援を一層進めていきます。 

○ 多様な保育・教育施設等が対象となる子育てのための施設等利用給付の実施に当たっては、公正か

つ適正な支給の確保、保護者の経済的負担の軽減や利便性を勘案し、円滑な給付の実施を進めま

す。 

○ また、特定こども・子育て支援施設としての確認や公示を行うとともに、指導監督を実施するなど、

子育てのための施設等利用給付の円滑な実施に向けて取り組んでいきます。 

○ 複数のこどもを育てる子育て家庭の保育・教育施設等の利用に係る経済的負担の軽減策について

検討を進めます。 
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アウトカムと指標 

アウトカム 指標 
直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

待機児童の解消 待機児童数 
５人 

【令和６年４月１日】 
０人 

こどもたちが、 

自分の思いや主体性を 

尊重された保育・教育を 

受けている 

保育・教育施設へのア

ンケートにおいて、こ

ども一人ひとりの思い

をくみ、興味関心に合

わせた柔軟な保育を施

設全体で実践している

と回答した割合 

46％ 

【令和６年度】 
70％ 

 

主な事業・取組 

「よこはま☆保育・教育宣言～乳幼児の心もちを大切に～」を活用した取組の推進 

本市として、乳幼児期の保育・教育で大切にしたいことを示す「よこはま☆保育・教育宣言」を活

用した保育実践を推進し、保育の質向上、こどもの育ちの理解につなげます。 

また、保育の振り返りや、こどもの育ちに関する改善がＰＤＣＡサイクルで行われるよう、自己評

価、第三者評価の取組を推進します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

「よこはま☆保育・教育宣言～乳幼児の 

心もちを大切に～」に基づく保育・教育実践

の公開事例数（研究発表会又は報告書等で公

表した事例） 

74 件／年 270 件（累計） 

 

保育・幼児教育研修及び園内研修・研究の推進 

保育・教育施設等職員向け研修、施設長向け研修、区連携研修等の充実を図り、専門性の向上及び

質の向上につなげます。 

また、市内の保育・教育施設等において、こどもの思いや主体性を尊重した保育・教育が展開され

るよう、園内研修・研究サポーター及び横浜市保育・教育質向上サポーター（Ｙサポ）※の派遣を通し

て、園内研修・公開保育を推進していきます。 

 

※横浜市保育・教育質向上サポーター（Ｙサポ） 

訪問先の園の保育者と同じ目線に立ち、互いに学び合いながら、園内研修や公開保育等の援助を行

う地域で活躍する保育者です。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①研修の理解度 85.0% 93.0% 

②派遣したＹサポの人数 ６人／年 51 人／年 
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「保育・幼児教育センター（仮称）」の整備 

保育・幼児教育の質向上や接続期カリキュラムに関する調査・研究・開発、市内の保育士・教諭の

人材育成に加え、相談機能や情報発信機能の充実等となる「保育・幼児教育センター（仮称）」の開設

準備を進めます（2029（令和 11）年度開設予定）。 

 

保育資源間の連携の推進 

市立保育所が地域の保育資源の「つなぎ役」を担うことで、各保育資源間の連携を図り、実践研修

や交流保育等の実施や事例の共有を各保育資源で行うことで、保育資源全体の保育の質の維持・向上

を図ります。 

 

質の高い給食提供の推進 

保育士や調理担当者などの給食業務従事者に対して、食物アレルギー対応や集団給食における衛生

管理、食育推進など給食提供に関する最新の知識や技術の習得を目的とした研修を実施します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

研修の理解度 74.1% 90% 

 

保育・教育施設等に対する巡回訪問等 

保育中の重大事故等の防止や、保育の質の確保を目的に、施設を園長経験者等が訪問し、施設長に

ヒアリングをしながら、事故防止のための取組や事故発生時の対応について確認し、助言や指導を行

います。また、ＩＣＴを活用した見守りサービス等の導入を支援します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

巡回施設率 100％（累計） 100％（２巡目） 

 

保育・教育施設等に対する指導監査及び運営指導の実施 

保育・教育施設等において、児童の安全、保育・教育の質の確保及び適切な施設運営がなされるよ

う、年１回以上の指導監査を行います。また、不適切保育相談窓口等で虐待や不適切保育の事案を把

握した際は、迅速な事実確認と指導を行い、外部専門家による改善サポートを実施する等、児童の安

全や保育・幼児教育の質の確保・向上を図ります。 

 

こどもの性被害の防止 

こどもの性被害の防止に当たっては、保育・教育施設等におけるカメラやパーテーションの設置や、

保育士等を対象としたこどもの人権や包括的性教育に関する研修を実施するなど、未然に防止するた

めの取組を実施し、こどもが安全安心に過ごせる環境を整えていきます。 
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保育・教育施設等における障害のあるこどもの受入れ推進 

障害のあるこどもに関する保育・教育施設等の利用相談において、保護者へ施設の情報を提供する

など、保護者に寄り添った対応を行い、市内の保育・教育施設等における受入れを推進していきます。 

また、保育士・教諭等を対象とした障害のあるこどもへの理解を深めるスキルアップ研修等を実施

するとともに、障害のあるこどもの受入れ園に対する環境整備等を充実していきます。 

 

保育・教育施設等における医療的ケアが必要なこどもの受入れ推進 

医療的ケアを日常的に必要とするこどもの特性や成長に合わせ寄り添った支援を行えるよう、保

育・教育施設等の理解を深める研修を実施するとともに、制度や環境整備の充実を図り、市内の保育・

教育施設等における受入れを推進していきます。 

また、看護職員を複数配置し、常時、医療的ケア児の受入れが可能な医療的ケア児サポート保育園

の認定を推進していきます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

医療的ケア児サポート保育園 認定園数 12 園 拡充 

 

幼稚園、保育所、認定こども園と小学校との円滑な接続 

幼保小教育交流事業、幼保小連携推進地区事業、接続期カリキュラム研究推進地区事業の取組を通

して、こども同士の交流や大人同士の連携を促進し、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の共有

や接続期カリキュラムの実施・改善を行うなど、円滑な接続に向けた取組の一層の推進を図ります。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を

理解・共有するための研修会等を小学校合同

で行った園の割合 

38.1％ 50％ 

②近隣の園や連携先の園と、「幼児期の終わり

までに育ってほしい姿」を理解・共有する機

会を設定した学校数 

158 校 全小学校 
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保育・幼児教育の場の確保 

待機児童や保育の必要性が高い保留児童の解消、多様な保育・教育ニーズへの対応を図るため、既

存の保育・教育資源を最大限活用します。その上で大規模なマンション開発等により受入枠が不足す

る地域に保育所等を整備し、多様な保育・教育ニーズに対応するための保育・幼児教育の場の確保を

進めます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①利用定員（１号） 
41,600 人 

【令和６年度】 
24,561 人 

②利用定員（２・３号） 
84,381 人 

【令和６年度】 
78,800 人 

 

私立幼稚園２歳児受入れ推進事業 

私立幼稚園において、長時間保育を必要とする２歳児を受け入れることにより、多様な保育ニーズ

に応え、待機児童対策を推進します。 

２歳児から小学校入学までを同一の園で過ごせることで、安定した環境の中で、こどもの育ちに応

じた保育・教育を提供します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

実施園数 14 園 41 園 

 

幼稚園での預かり保育 

幼稚園・認定こども園で、在園児を主な対象とした一時預かり保育を実施します。更に、保護者の

就労や病気などで、園の教育時間の前後にご家庭で保育ができない園児について、預かり保育を希望

するニーズに対応するとともに、待機児童の解消を図るため、長時間保育を実施します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①延べ利用者数１号 170,720 人／年 213,082 人／年 

②延べ利用者数２号 1,827,672 人／年 2,230,713 人／年 

 

保育・教育コンシェルジュ事業 

各区に保育・教育コンシェルジュを配置し、保護者の相談に応じ、保育所や認定こども園などのほ

か、一時預かり事業、幼稚園預かり保育など多様な保育サービス等について情報提供を行い、保護者

のニーズと保育サービス等を適切に結び付けます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

実施か所数 全区 全区 
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保育所等の利用におけるオンライン申請の推進 

保育所等の利用に関連する申請について、区役所に行く頻度の減少や書類作成の手間を削減するた

め、オンライン申請の対象となる手続を拡充するとともに、広報や機能改善等によりオンライン申請

の利用率の向上を図ります。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

保育所等入所申請における 

オンライン申請の割合 
６％ 80％ 

 

保育士宿舎借り上げ支援事業 

市内保育所等を運営する民間事業者が、雇用する保育士向けに、宿舎を借り上げるための補助を行

います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

助成戸数 4,324 戸／年 4,514 戸／年 

 

幼稚園教諭等住居手当補助事業 

私立幼稚園等預かり保育事業又は私立幼稚園２歳児受入れ推進事業実施園に勤務する幼稚園教諭

等が賃貸住宅に居住し、幼稚園が当該職員に対し住居手当を支給している場合に、その手当の一部を

補助します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

補助対象者数 291 人／年 483 人／年 

 

保育士の採用、定着に課題を抱える園への支援 

事業者による直接採用を支援するため、保育士の採用、定着に課題を抱える保育所等に対して、希

望に応じて、保育士の確保に関するコンサルタントを派遣し、求人方法や給与、勤務条件など、保育

士確保や離職防止についての助言等を実施します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

コンサルタント派遣件数 23 施設／年 30 施設／年 
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将来の担い手の確保と潜在保育士の復職支援 

将来の保育人材の確保を目指して、小学生、中学生、高校生や養成校の学生を対象に、保育士とい

う職業の魅力を発信し、ＰＲすることによって新たな保育の担い手を確保します。 

また、保育士養成校の学生を対象に修学資金貸付事業を実施し、市内保育所等へ就労する新卒保育

士の確保に取り組みます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①保育・教育団体等と連携した 

魅力発信の取組 
実施 拡充 

②修学資金貸付人数 26 人／年 50 人／年 

 

延長保育事業 

多様化する就業形態や女性の更なる社会進出に対応するため、保育所や認定こども園等において、

保育時間（８時間又は 11 時間）を超える時間帯の保育を実施します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

利用者数（夕延長） 3,902 人／月 3,273 人／月 

 

実費徴収に係る補足給付事業 

低所得世帯等のこどもが保育所等を利用した場合に、保護者が支払う実費（副食費、教材費・行事

費等）の一部を保護者や保育所等に補助します。 

【令和５年度実績】 

私学助成幼稚園に通うこどもの副食費（延べ支給児童数）：7,897 人／年 

認可保育所等に通うこどもの教材費・行事費等（延べ支給児童数）：2,167 人／年 

 

にもつ軽がる保育園 

保育所等にこどもを通わせる保護者の時間的負担や経済的負担を軽減し、かつ、保育士の負担を軽

減するため、紙おむつ・食事用エプロンなどの定額利用サービス（サブスク）の導入や、使用済み紙

おむつの処分に取り組む保育所等に補助を実施します。 

【令和６年度新規】 
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一時預かり事業 

保育所、認定こども園、小規模保育事業、乳幼児一時預かり施設等で、保護者がリフレッシュや一

時的に家庭での保育が困難な場合に利用できる一時的な預かりを実施します。保育所、乳幼児一時預

かり施設等での実施施設の拡大など、受入枠拡大に向けて取り組みます。 

また、保護者の急用等によるニーズに応えるため、保育所等の空き定員を活用し、非定期利用に特

化した受入枠を年度を通じて確保します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①保育所等での一時保育事業 

（延べ利用者数） 
99,888 人／年 156,714 人／年 

②乳幼児一時預かり事業 

（延べ利用者数） 
96,796 人／年 155,952 人／年 

 

こども誰でも通園制度の実施 

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に

対して多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、０歳６か月から満３

歳未満の保育所等を利用していないこどもが月一定時間の範囲で、保育所、認定こども園、幼稚園、

地域子育て支援拠点等を利用できる、新たな給付制度である「こども誰でも通園制度」を 2026（令

和８）年度から実施します。 

（※2025（令和７）年度は、乳児等通園支援事業として先行実施します。） 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

延べ人数（人日）（利用定員） － 1,246 人日 

 

休日一時保育事業 

日曜、祝日等に勤務、病気、冠婚葬祭、リフレッシュ等の事由により保護者が保育を必要とする場

合に、保育所で一時的な預かりを実施します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

延べ利用者数 229 人／年 409 人／年 

 

24 時間いつでも預かり保育事業（旧：24 時間型緊急一時保育事業） 

保護者の突発的な病気や仕事などで緊急にこどもを預けなくてはならない場合に対応するため、保

育所で 24 時間 365 日対応する一時的な預かりを実施します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

延べ利用者数 959 人／年 1,484 人／年 
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商業・集客施設等での一時預かり促進事業 

預かりの充実に向けて、商業・集客施設等で短時間の一時預かりをモデル実施します。 

また、大規模イベント会場等で、短時間の一時預かりを実施するための経費補助をモデル的に実施

します。 

【令和７年度新規 ※市会での令和７年度予算議決を停止条件とします】 

 

こどもが楽しめる体験プログラム付き一時預かり事業 

保護者のリフレッシュ等の短時間での預かりニーズに応えるため、英語遊びやダンスなど、こども

が楽しめる預かりプログラムを地区センター等の身近な場所で実施します。 

【令和７年度新規 ※市会での令和７年度予算議決を停止条件とします】 

 

病児保育事業、病後児保育事業 

病気又は病気回復期（ケガを含む）で集団保育が困難な児童を預かる医療機関併設の病児保育と、

病気回復期（ケガを含む）の児童を預かる保育所併設の病後児保育を実施します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①病児保育実施か所数 25 か所 30 か所 

②病後児保育実施か所数 ４か所 ４か所 

 

幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業 

地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている、小学校就学前のこどもを

対象とした多様な集団活動について、本市の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者

の経済的負担を軽減する観点から、その利用料の一部を給付します。 

【令和５年度実績】 

給付人数：380 人／年 

 

保育所子育てひろば、幼稚園はまっ子広場事業（基本施策２の再掲） 

子育て家庭が抱える不安感・負担感の解消や、家庭の養育力の向上を図るため、保育所や幼稚園の

資源を活用して、施設の地域開放、育児相談、育児講座、園児との交流保育、情報提供を行うなど、

地域子育て支援の場を提供します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

実施園数（常設園数） 75 園 136 園 

 

  



93 

 

基本施策４ 学齢期から青年期までのこども・若者の育成施策の推進  

◆こども・若者の多様なニーズに応じた居場所づくりや体験活動の充実、多世代との交流促進、地域主

体の取組の推進を図ります。 

◆こども・若者に関する施策・事業の推進に当たっては、こども・若者の主体性を尊重し、社会参画を

促進していくとともに、こども・若者の声を聴く機会を設け、その意見を反映する取組を進めます。 

◆放課後の時間を過ごす全てのこどもの安全・安心な居場所を確保し、更なる質の向上を図るとともに、

子育て世代にゆとりを創出し、こどもと向き合う時間の充実につながるよう、「小１の壁」の解消に取り

組みます。 

現状と課題 

 こども・若者を取り巻く環境の変化 

○ 学齢期は心身共に大きく成長する大切な時期であり、多様な人々との出会いや様々な経験を重ね

ながら、自己肯定感や社会性などを育み、社会との関わりの中で、自己の価値・役割を考え、アイ

デンティティを形成していきます。また、青年期は、進学や就職など環境の変化に適応し、専門性

や職業性を身に付け、将来の夢や希望を抱いて自己の可能性を進展させる重要な時期です。 

○ この時期に社会体験や自然体験が豊富な人ほど、社交性や挑戦意欲、自己肯定感が高い傾向がある

と言われています。 

 

図表 4-19 自然体験と自己肯定感の関係 

 

（出典）独立行政法人国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する意識調査（令和４年度調査）報告

書」 

※ 小学４～６年生、中学２年生、高校２年生の回答を合計した値 

 

○ こども・若者を取り巻く環境は、地域のつながりの希薄化、少子化の進展、こども・若者を取り巻

く生活環境の変化等により、こども・若者同士が遊び、育ち、学び合う機会が減少しています。行

政・関係団体・学校・地域等が連携して、こども・若者の創造性・自主性・社会性を育んでいく必

要があります。 
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○ 若い世代の男女に向け、将来の妊娠・出産に備えて健康管理ができ、ライフプランを主体的に考え

ることができるよう、妊娠・出産・子育てに関する正しい知識の普及啓発等のプレコンセプション

ケアの取組を行うことが重要です。低年齢からの性に関する意識付けが必要で、その中でも思春期

は、身体面・精神面共に成長・発達による変化が大きい時期であり、性に関する不安や悩み等に対

する相談支援の必要があります。 

○ 不登校児童生徒の増加、ネット社会の影響、薬物や特殊詐欺の問題、こどもの自殺の増加、貧困問

題など、こども・若者を取り巻く環境は一層厳しさを増すとともに、課題も複雑化しており、複合

的な対策が求められています。 

○ 共働き世帯の増加や働き方の多様化に伴い、全てのこどもたちにとって安全・安心で豊かな時間を

過ごすことができる放課後等の居場所の確保が必要となっています。また、放課後の時間は、多く

の人との関わりや体験を通して、こどもたちが協調性や主体性を育みながら成長できる場として

いく必要があります。 

○ こどもの小学校入学を機に保護者に新たな負担が生じる、いわゆる「小１の壁」の問題に表れるよ

うに、保護者が過度な負担を抱くことなく、子育てと仕事の両立に向き合うことができる時間的・

経済的なゆとりの創出が求められています。 

 

図表 4-20 保護者の就労状況 

 

（出典）横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査（小学生保護者） 

※ 就労状況に関して、父母のいずれかが無回答無回答・無効回答の場合は、「無回答・無効回答」に分類 

 

 こども・若者の居場所づくり 

○ 全てのこども・若者の健やかな成長に向け、安全・安心で自分らしく過ごせる居場所をつくる必要

があります。 

○ 中高生の通学形態の広域化・多様化やライフスタイルの変化、価値観の多様化などにより、様々な

ニーズに応じた居場所が求められています。 

○ こどもが自由に思いきり外で遊ぶことができるよう、身近な遊び場でもある公園等の環境整備を

進める必要があります。 

  

58.1

67.6

33.4 

23.6

0.3

0.4

8.3 

8.4 

0 20 40 60 80 100

令和元年調査

（n=30,738）

令和5年調査

（n=31,938)

(%)

有職×有職 有職×無職 無職×無職 無回答・無効回答
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○ 居場所を多く持つこどもは、自己肯定感・チャレンジ精神・将来への希望など、積極的な姿勢を有

する傾向にあります。こども・若者が自分に合った複数の居場所を持てるよう、多様な居場所づく

りを進める必要があります。 

○ 本市では、中高生世代が気軽に集い、自由な活動や仲間と交流する機会、社会体験プログラムの提

供などを行うため、青少年の地域活動拠点づくり事業を実施しています。 

 

図表 4-21 居場所の数と自己認識の関係 

 
（出典）内閣府「令和４年度 子供・若者白書」 

 

○ ニーズ調査（小学生保護者）では、保護者が小学生の居場所に望むこととして、「様々な体験活動

ができる」、「大人の見守りがある」など、体験活動や安全性の割合が高くなっています。 
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図表 4-22 小学生の居場所利用を促すこと 

 
（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（令和５年度、

小学生保護者） 

 

○ こども食堂等の地域の取組が推進されており、居場所を必要とするこどもへの周知が求められて

います。 

○ こども・若者が自分に合った複数の居場所が持てるよう、青少年の地域活動拠点をはじめとするこ

ども・若者の居場所の運営者の連携を進めることや、普及啓発、広報の充実を図る必要があります。 

 

 多様な体験活動の必要性 

○ 未来を担うこども・若者に様々な体験機会を提供するため、本市では、横浜こども科学館、野島青

少年研修センター、青少年野外活動センター等の青少年関連施設において各種プログラムを実施

するとともに、青少年指導員や青少年関係団体、プレイパーク等の活動を支援しています。 

○ 小学生の頃に体験活動（自然・社会・文化的体験）を多くしていたこどもは、その後高校生の時に

自尊感情や外向性、精神的な回復力が高くなる傾向が見られます。 
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図表 4-23 体験活動の影響 

 

（出典）株式会社浜銀総合研究所（令和２年度文部科学省委託調査）「青少年の体験活動に関する調査研究」 

 

○ 保護者の経済力や保護者自身の経験の多寡などによる、こどもの体験格差が指摘されています。こ

どもの健やかな成長のためには、家庭環境等こどもの置かれた状況によらず、多様な体験ができる

ことが重要であり、社会全体でこども・若者の体験活動を支援する必要があります。 

 

 放課後の居場所の充実 

○ 全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、放課後

のこどもの遊びと生活の場である「放課後キッズクラブ」と、生活の場である「放課後児童クラブ」

の安定的な運営を確保し、放課後児童施策を推進していく必要があります。 

○ 小学生の放課後の時間は、異年齢児等との関わりなどを通じて、こどもたちが道徳や社会性を養う

とともに、発達段階に応じた主体的な活動ができるものとしていく必要があり、放課後児童健全育

成事業に携わる職員の人材育成や、プログラムの充実等による質の向上が求められています。 

○ 市内全ての小学校に設置されている放課後キッズクラブでは、学校と連携しこどもたちが思い思

いに過ごせる活動場所の確保や、より良い環境づくりを進める必要があります。 

○ 障害のあるこども、発達に特性のあるこども、外国につながりのあるこどもへの支援に当たって

は、学校との情報共有や関係者との連携を進め、こどもと家族に寄り添い、個々の特性を理解し一

人ひとりに応じた支援を行っていくことが求められています。 

○ 共働き家庭等の増加や、働き方の多様化に応じた居場所づくりが求められているとともに、不登校

児童生徒の増加、ネット社会、家庭環境や社会環境によって、こどもたちの体験活動の機会に格差

が生じないよう、地域・学校の実情や特色に応じた、多様な活動を促進することが期待されていま

す。 
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○ ニーズ調査（小学生保護者）では、放課後の居場所に対して保護者が今後望むこととして、「宿題

をする学習習慣」、「イベント・行事を通した非日常的な体験・活動」、「友達づくり」に加え、「児

童が主体的に遊べる時間」、「基本的生活習慣や生活のリズムを身に付けること」、「長期休業日にお

ける昼食の外注サービス」などの割合も高くなっています。 

 

図表 4-24 放課後の居場所へ今後望むこと 

 

（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（令和５年度、

小学生保護者） 

 

 地域における支援の充実 

○ こども・若者の健やかな成長のためには、地域の中で多様な世代と交流することで、社会性や自主

性を育むことが重要です。７歳の頃の遊び相手の多様性が高いほど、17 歳の「自尊感情」の得点

が高くなるなど、小学生の頃の異年齢や家族以外の大人と関わった経験は、その後の成長に良い影

響があることが示唆されています。 
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図表 4-25 遊びの影響 

 
（出典）株式会社浜銀総合研究所（令和２年度文部科学省委託調査）「青少年の体験活動に関する調査研究」 

 

○ 地域では青少年指導員やこども会等の青少年団体が、多様な活動を通じてこども・若者の健全育成

や支援に取り組んでいます。 

○ 多様な地域資源が連携し、ネットワークを構築することで、「こども・若者を見守る目」を醸成す

るとともに、地域全体で予防的支援に取り組み、課題が顕在化した場合に、早期支援につなげられ

る環境をつくることが必要です。 

○ 地域における青少年育成の担い手の高齢化や新たな担い手不足などが課題となっており、人材確

保や普及啓発などに取り組む必要があります。 

 

 こども・若者の人権擁護と意見の反映 

○ こども・若者に関する施策の実施に当たっては、当事者であるこども・若者の視点を尊重し、その

意見が十分反映される環境づくりに努めるとともに、こども・若者の社会参画を促進していくこと

が求められています。 

○ こども・若者が社会参画し、自らの意見を表明する機会を保障することは大人の責務ですが、意見

表明の機会が設けられている事例は多い状況とは言えません。 

○ こどもは自分の思いや考えを対外的に主張する力が十分ではない場合もあり、一見すると問題が

なさそうなこどもでも、実は悩みを抱えていたり、本人が問題と認識していない場合があります。

また、悩み事を相談するには、こどもとの信頼関係の構築が不可欠です。地域の身近な存在の大人

たちが、日々こどもたちと接する中で、変化に気づき、深刻な状況にならないよう、こども・若者

に寄り添い、耳を傾けることが重要です。 

○ こどもへの性加害などこどもの人権が侵害される事態も生じており、こども・若者の人権擁護を図

るための施策を強化する必要があります。  
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施策の目標・方向性 

 小学生のより豊かな放課後等の居場所づくり 

○ こども・保護者・事業者の意見を聴きながら、放課後の居場所づくりを進めることで、年齢や保護

者の就労状況等にかかわらず、全てのこどもたちのウェルビーイングを支えられるように取り組

んでいきます。 

○ こどもたちの安全・安心な放課後の居場所を確保するとともに、放課後児童健全育成事業所等の職

員の人材育成に取り組むほか、ＤＸの推進等により、こどもの育成支援に注力できる環境づくりを

進めることで、更なる質の向上を図ります。 

○ 人材確保の支援に当たっては、事業の認知度の向上や職員の労働環境の整備等の様々な手法によ

り、人材を確保しやすくなるような取組を進めていきます。 

○ 放課後の時間を過ごすこどもたちが、家庭環境や経済状況によらず、様々な学びや体験活動を通し

て、創造力や好奇心、自己肯定感等を育むことができるように、地域や企業、団体と連携・協働し

て、体験活動の機会の充実を図ります。 

○ 放課後キッズクラブの活動場所の確保に当たっては、こどもたちがより安全・安心な環境で過ごせ

るよう、学校等との連携を一層促進し、学校施設の更なる活用に取り組んでいきます。また、障害

のあるこどもや、医療的ケアを必要とするこども、外国につながりのあるこどもなど、配慮が必要

なこどもへの支援について、学校・関係者と協力し、放課後の居場所におけるインクルージョン 10

を推進していきます。 

 

 いわゆる「小１の壁」の打破 

○ 「小１の壁」を打破するため、全てのこどもが放課後等に過ごす多様な居場所を確保するととも

に、共働き家庭の増加等に伴う多岐に渡ったニーズに対応するため、きめ細やかな支援を行ってい

きます。 

○ 給食がない長期休業期間中のお弁当づくりなど、小学校入学を機に保護者に生じる新たな負担を

軽減・解消する支援を行うことにより、子育て世代の「ゆとり」を生み出し、子育てと仕事を両立

できる環境を整えていきます。 

  

 
10 インクルーシブ（インクルージョン）は「包摂（ほうせつ）的な」「包括的な」「すべてを包み込む」を意味します。

ここでは、障害や病気等の有無にかかわらず、すべての人がともに生活するという意味で使用しています。 
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図表 4-26 保護者が感じる負担 

 
（出典）横浜市「横浜市放課後キッズクラブ・放課後児童クラブの充実に向けた調査」（令和５年度） 

 

○ 放課後キッズクラブや放課後児童クラブを利用する保護者へのアンケートなどを踏まえて、子育

て世代のニーズを捉えながら、活動内容の充実や経済的負担の軽減等、幅広い対応策を推進してい

きます。 

 

 こども・若者の成長を支える基盤づくり 

○ こども・若者の健全な成長のためには、家庭や学校以外の第三の居場所が大切です。こども・若者

は、多様な体験や、様々な世代の人との交流の中で自己決定力を身に付けていきます。全てのこど

も・若者のウェルビーイングを支えるため、多様なニーズに応じた居場所づくりや体験活動の充

実、多世代との交流促進等を進めます。 

○ 居場所は、孤独や孤立の問題とも深く関係しています。当事者であるこども・若者の声を聴きなが

ら、その視点に立ち、身近に多くの居場所が持てるよう取り組んでいきます。 

○ 青少年の育成支援に係る中間支援組織である（公財）よこはまユースが中心となり、青少年の地域

活動拠点や市民利用施設等の地域資源が連携することで、体験活動等のプログラムの提供、地域の

大人と交流する機会やボランティアなど社会体験等の充実を図ります。  
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○ プレイパークや青少年関連施設等において、自然・科学・社会体験など多様な体験ができる環境を

提供します。 

○ こども食堂等の地域主体の取組が一層推進され、こどもにとって安心できる居場所となり、また、

こどもに対して居場所の情報が周知されるよう、運営団体が地域や行政等と連携を図れる体制づ

くりを進めます。 

○ 将来、自分らしいライフプランを選択できるよう、低年齢から分かりやすく、妊娠・出産も含めた

健康に関する正しい知識を伝える取組を充実させます。 

○ 学校給食法の趣旨を踏まえ、中学校給食の利用を原則とし、全ての生徒に満足してもらえる給食を

提供します。また、全員給食の実施により、子育て世代の「ゆとり」を生み出し、子育てと仕事を

両立できる環境を整えていきます。 

 

 こども・若者の成長を見守り、支える地域社会づくり 

○ 地域では、青少年指導員や民生委員・児童委員、こども会等の青少年団体、こども食堂、学習・生

活支援、プレイパーク、市民利用施設のスタッフなど多様な人材や団体が、こども・若者と接点を

持っています。地域の人材や団体が相互に連携することで、それぞれの活動の幅が広がるととも

に、こども・若者の複合的な支援につながるよう取組を進めます。 

○ こども・若者の育成・支援に取り組む人材や団体に対し、講座や研修会等を通じ意識や知識の向上

を図るとともに、交流の機会等をつくることで、育成・支援の輪を広げます。 

○ こども・若者を取り巻くリスクが多様化する中、青少年の地域活動拠点など、誰もが気軽に来られ

る場を充実させ、スタッフなどが日常的な関わりを通じて関係性を構築し、コミュニケーションを

促進することで、課題を早期に発見し、必要に応じ関係機関につなぐなど、健やかな成長を支援し

ます。 

○ 全ての大人が地域の中でこどもたちを見守り、支える環境づくりが進むよう、普及啓発に取り組み

ます。 

○ 青少年指導員等地域の育成・支援者を増やすため、広報によって活動状況の周知を図り、人材の確

保に努めます。 

 

 こども・若者の人権を守る取組の推進とこども・若者の意見の反映 

○ こども・若者に関する施策・事業の推進に当たっては、こども・若者の主体性を尊重し、社会参画

を促進していくとともに、当事者のニーズに合った効果的なものとするため、アンケートやヒアリ

ングなどにより、こども・若者の声を聴く機会を設けるとともに、その意見を反映する取組を進め

ます。 

○ こども・若者の意見を聴く方法については、ワークショップの開催やファシリテーターを置くな

ど、内容に応じてこどもたちが意見を表明しやすい手法により実施します。 

○ こどもや若者の意見には、大人が気づくことができない新たな視点や発想があることを認識し、そ

の思いや発言を真摯に受け止め、耳を傾ける姿勢が重要です。 
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○ こども・若者の視点に立ち、その人権を守るため、関係団体や事業者等に対し、こどもの人権擁護

に関する研修等を実施します。  
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アウトカムと指標 

アウトカム 指標 
直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

クラブを利用する児童の 

満足度の向上 

放課後キッズクラブ・ 

放課後児童クラブを利用する 

児童へのアンケートのうち、

『クラブは楽しいですか』 

の項目で「楽しい」 

「どちらかというと楽しい」 

と回答した児童の割合 

89％ 95％ 

こども・若者が居場所を 

持ち、多様な体験を重ねる

ことで自身の成長を感じる

ことができる 

青少年の地域活動拠点等 

において利用者の 

自己肯定感が 

高まったと感じた割合 

※利用者アンケートの『自分

自身への変化』の項目で「自

分に自信がついた」「人前で

話すのが得意になった」「自

分が明るくなった」「自分が

何かの役に立てるのを知っ

た」「将来や進路を考えられ

るようになった」と回答した 

若者の割合 

63％ 70％ 

多様な地域資源が連携し、

ネットワークを構築する 

ことで、地域でこども・若者

の見守りが充実している 

地域で青少年育成の連携・ 

協働を促進するため、 

（公財）よこはまユースが 

支援を行った団体数 

757 団体 877 団体 
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主な事業・取組 

放課後児童育成事業 

全てのこどもたちに安全・安心な居場所を確保し、豊かな放課後を過ごせるよう、「放課後キッズク

ラブ」、「放課後児童クラブ」の２つの事業を実施します。 

両事業において、ＤＸの推進により、こどもの育成支援に注力できる環境を整備するとともに、職

員の人材育成や活動場所の確保、プログラムの充実を進めることで、更なる質の向上を図ります。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

市が実施する人材育成に係る研修を 

受講した人数 
3,373 人／年 5,200 人／年 

 

放課後児童育成事業における障害児・医療的ケア児の受入れ推進 

「放課後キッズクラブ」、「放課後児童クラブ」において、障害のあるこどもや、医療的ケアを必要

とするこどもなど、配慮を必要とする児童の受入れの促進につながるよう、研修や支援の充実に取り

組んでいきます。 

 

放課後キッズクラブ・放課後児童クラブにおける長期休業期間中の昼食提供 

小学生の朝の居場所づくり事業 

子育て世代にゆとりを創出し、こどもと向き合う時間を充実させることにつながるよう、全ての放

課後キッズクラブ・放課後児童クラブで、小学校の長期休業期間中の昼食提供を進めていきます。ま

た、小学校の始業前等の朝の時間に、学校施設を活用して、こどもたちが安心して過ごすことができ

る居場所づくりに取り組みます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

昼食利用率 
－ 

【令和６年度新規】 
70％ 

 

こども・若者の居場所づくり 

思春期という大きな変化を迎える時期にある中高生世代の成長を支援するとともに、社会参画に向

かう力を養成するため、こどもたちが安心して気軽に集い、同世代・異世代との交流や様々な体験活

動を行うことができる「青少年の地域活動拠点」を充実します。また、こどもが抱える悩みや問題が

深刻な状況にならないよう、拠点のスタッフが個々の状況に応じた対応をすることで、セーフティネ

ットとしての役割を果たします。 

こども・若者が身近な地域に多くの居場所を持てるよう、様々な地域資源と連携した取組を進める

とともに、居場所についての広報・普及啓発に取り組みます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

青少年の地域活動拠点等の利用者数 50,316 人／年 71,309 人／年 
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こども・青少年の体験活動の推進 

全てのこどもが、自然・科学・文化・社会体験や人との交流を通じて自身の能力を育み、可能性を

広げることができるよう、青少年関連施設や野外活動センター等における体験活動プログラムの充実

を図ります。また、身近な地域で様々な体験活動ができるよう、青少年指導員やこども会等青少年団

体の活動を支援します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

自然・科学体験等プログラム実施回数 3,532 回／年 3,680 回／年 

 

プレイパーク支援事業 

プレイパークは公園等の一部を活用した遊び場で、こどもたちが創造力を生かして自由に遊び、

様々な体験を重ねながら、思い思いに過ごせる居場所となっています。 

乳幼児から青少年まで、多世代のこどもたちが関わりながら遊んでおり、地域の大人とのふれあい

の場でもある、プレイパークの活動を支援します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

プレイパーク利用人数 10 万人／年 10 万人／年 

  

安全・安心な公園づくり 

地域の憩いの場であり、こどもたちの遊び場でもある身近な公園等を市民が安全で安心して快適に

利用できるよう区局一体となって新設・再整備や、施設改良、維持管理を進めます。 

【令和５年度実績】 

公園の新設・再整備：55 か所 

 

こどもログハウスリノベーション 

こどもログハウスは、こどもたちが身近な場所で、木のぬくもりを感じ自由に遊ぶことのできる屋

内施設として各区に整備され、多くのこどもたちで賑わっています。夏の暑さ対策のため長寿命化工

事と併せて空調などの整備を進めるとともに、活用の検討を進め、こどもの居場所としての更なる魅

力向上を図ります。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

空調設備等暑さ対策工事が 

完了した施設の数 
３館 18 館 
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子どもの文化体験推進事業 

こどもたちが身近な場所における文化体験を通じて、表現力やコミュニケーション力、創造力を育

めるよう、地域のこどもたちが集まる放課後キッズクラブ等で音楽や美術などのプログラムを実施し

ます。さらに、学校にアーティストを派遣し、こどもたちが音楽・演劇・ダンス・美術・伝統芸能を

体験できる教育プログラムを実施します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

参加者数 13,554 人／年 16,032 人／年 

 

子どものスポーツ活動支援事業・スポーツ分野における学校訪問事業・ 

トップスポーツチーム連携事業 

こどもがスポーツを好きになるよう、その意識を育み、体力向上へとつなげるため、次世代を担う

こどもたちが気軽にスポーツに親しむ様々な機会を提供し、こどものスポーツ実施率の向上や、スポ

ーツを楽しみたいと思うこどもの割合の向上を図ります。 

【令和５年度実績】 

①多様な人と関わり、運動•スポーツを楽しみたいと思うこどもの割合 85.5％ 

②こどもの週３回以上（授業以外）のスポーツ実施率 44.8％ 

 

こどもと港とのふれあい機会の創出 

重要文化財帆船日本丸を活用し、青少年の錬成や海事思想の普及のため、宿泊での海洋教室に加え、

親子展帆やロープ教室を実施します。また、横浜みなと博物館において、横浜港や海、船に関する理

解と知識の増進のため、ボランティアによるワンポイント解説や、親子の海図教室を実施します。 

横浜港見学会は、青少年等に横浜港への理解や関心を深めてもらうことを目的に実施しています。 

新本牧ふ頭整備事業や横浜港への理解を深める機会として、大黒ふ頭のスカイウォークを開放し、

市内小学校等の課外授業や社会科見学会などを受入れます。 

【令和５年度実績】 

帆船日本丸を活用した錬成事業（海洋教室等）：18 回 

横浜みなと博物館小中学校団体入館：430 校 

横浜港見学会：約 1,100 人 

スカイウォーク社会科見学等：約 400 人 
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ＭＩＣＥ次世代育成事業 

国際会議等の開催に合わせ、こどもたちを対象に最先端の技術や情報に触れられる講演やワークシ

ョップ等を開催することで、専門性の高い内容を楽しく学ぶ機会を提供します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

参加者数 93 人／年 422 人／年 

 

横浜トリエンナーレ事業 

横浜トリエンナーレ会場等に来場した親子連れ等が、文化芸術にふれあい親しむきっかけとなるよ

うなアートワークショップを開催します。 

展覧会会場入口に、入場までの待ち時間を短縮するこどもファスト・トラック（親子連れ優先レー

ン）を設置するなど、子育て世代がゆとりを持って鑑賞しやすい環境を整えます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

アートワークショップの参加者数 17,864 人／展覧会 18,000 人／展覧会 

 

フェスティバルによるにぎわい創出事業 

2024（令和６）年度から開催の、音楽を中心とした新たなフェスティバル「Live！横浜」におい

て、民間イベント等と連携しながら公共空間等を活用したステージを街中に展開し、親子で気軽に楽

しめる体験型プログラムや多彩なジャンルによるライブパフォーマンスの鑑賞機会を提供します。ま

た、プロによるこども・若者向けワークショップなど、次世代育成の取組を展開し、全てのこども・

若者が参加しやすく親しみやすいフェスティバルとなるよう充実を図ります。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

次世代育成ワークショップの参加者数 
－ 

【令和６年度新規】 
4,000 人（5 か年） 

 

文化施設運営事業 

専門的な文化施設（横浜美術館、横浜みなとみらいホール、横浜能楽堂、横浜にぎわい座、大佛次

郎記念館）で、美術・音楽・古典芸能・大衆芸能・文芸など様々なジャンルにおいて、こどもたちが

自ら文化芸術の体験をする機会を創出します。 

（事業例：こどものアトリエ、こどもの日コンサート、横浜こども狂言会、こども寄席、中高生ビ

ブリオバトル） 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

事業数 12 事業 15 事業 
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子どもアドベンチャーカレッジ事業 

子どもアドベンチャーカレッジは、市内の小学生に向けて「主体的・対話的で深い学びのきっかけ

づくり」及び「社会参加のきっかけづくり」の場と機会を提供するため、民間企業や団体、大学、公

的機関などの協力を得て実施する、働くことや学ぶことなどの夏休み体験学習プログラムです。 

こどもたちの主体的な学びのきっかけとして、地域・社会の様々な活動の体験を通じて、学びが将

来どのように役立つかを考える機会を提供し、生涯学び続ける姿勢を育成します。 

【令和５年度実績】 

「子どもアドベンチャーカレッジ」の参加者数：1,458 人 

 

思春期保健指導事業（基本施策１の再掲） 

プレコンセプションケアの取組の一つとして、区福祉保健センターや学校等で、思春期のこどもや

その親に対して、親子関係、思春期の性等について正しい知識の普及を図り、思春期のこどもの心身

の健やかな成長を支援します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

思春期保健指導事業参加者延べ人数 8,266 人／年 8,511 人／年 

 

地域等と連携したこどもの心身の健やかな成長支援（基本施策１の再掲） 

地域にいる健康、医療などの専門家を外部講師として活用し、市立学校の児童・生徒に対して、薬

物乱用防止教育、性に関する指導等について正しい知識の普及を図り、こどもの心身の健やかな成長

を支援します。 

 

中学校給食事業 

2026（令和８）年度から中学校給食の利用を原則とし、デリバリー方式による供給体制の確保と

生徒に満足してもらえる給食の提供を行います。地産地消の推進、地域の郷土料理、行事食や生徒考

案メニューなど、食材や献立を充実し、安全・安心で質の高い給食を提供することで給食を教材とし

た食育を推進します。 

また、全員給食に伴い、アレルギー代替食の提供を始めるほか、汁物を食缶方式へと変更し、汁物

の具材を充実させることに加え、生徒の意見を聴きながら一層食べやすい献立づくりを目指します。 

 

こども食堂等のこどもの居場所づくりに対する支援 

こども食堂等の地域主体の取組が一層推進され、こどもにとって安心できる居場所が創設・継続さ

れるよう支援します。また、運営団体同士の連携強化や居場所を必要とするこどもに対して情報が広

く周知されること等を目的に、運営団体と地域・行政等とのネットワーク構築を進めます。 

【令和５年度実績】 

地域におけるこどもの居場所の把握数：341 か所 
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こどもの性被害の防止 

こどもの性被害の防止に当たっては、児童福祉施設等におけるカメラやパーテーションの設置や、

放課後児童支援員等を対象としたこどもの人権等に関する研修を実施するなど、未然に防止するため

の取組を実施し、こどもが安全安心に過ごせる環境を整えていきます。 

 

こども・若者の意見を反映した事業の実施 

こども・若者の主体性を尊重し、社会参画を促進していくため、青少年の地域活動拠点や青少年施

設等において、ワークショップなどを開催し、中高生等によるイベントの企画立案・運営など、こど

も・若者の視点を取り入れた事業を実施します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

青少年の地域活動拠点等において、 

こども・若者の意見を聴き、かつ 

その結果をフィードバックした割合 

－ 

【令和６年度新規】 
100% 
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基本施策５ 障害児・医療的ケア児等への支援の充実 

◆地域で必要な支援を適切な時期に受けられるよう、地域療育センターを中心とした支援の充実を図り

ます。将来の自立等に向けて療育と教育の連携等による切れ目のない支援の充実を図ります。また、入

所児童の成人期の地域での生活への移行の推進を図ります。 

◆医療的ケア児や重症心身障害児等の在宅生活支援や医療・福祉・教育分野の受入れ体制の充実に取り

組みます。 

◆こどもの意見を聴く取組の推進や障害への理解促進を図ります。 

現状と課題 

 地域における療育や保護者支援の充実 

○ 障害やその療育等について多くの情報が様々な媒体を通じて行き交うようになり、保護者や学校・

保育所等が、障害のあるこどもとの関わり方等について悩みや不安を感じることが増えています。

そうした悩みや不安に寄り添い解消するために、適切な情報提供や診療を含む支援の体制づくり

が求められています。 

○ 地域療育センターの新規利用児が増加する中、利用者への初期支援は充実しつつあります。３歳未

満の児童や集団療育を卒園した児童（学齢児）を含め、必要とするこどもが、必要な支援を適切な

時期に受けられるような支援の在り方が求められています。 

 

図表 4-27 地域療育センターの新規利用申し込み者数 

 

（出典）横浜市こども青少年局資料 

 

○ 障害児の支援は、本人だけでなく保護者への支援も有効であると考えられています。保護者が児童

への関わり方を学ぶペアレント・トレーニングや、障害児を育てた経験のある保護者と相談できる

ペアレント・メンター等の実施等の保護者支援が求められています。 
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 障害児施設等における支援の充実 

○ 障害児通所支援は、ニーズの増大に対応して事業所数が年々増加しており、数多くある事業所の中

からそれぞれの児童の特性や保護者のニーズに合った支援を行うことができる事業所を選ぶこと

が難しくなっています。また、提供されるサービスの質の維持・向上だけでなく、事業所の事務効

率化や運営の適正化に向けた支援を行う必要があります。特に、虐待の防止に向けた具体的な取組

の実施や、重症心身障害児や医療的ケア児等が安心して利用できる体制を充実させる必要があり

ます。 

○ 事業所の不足等により、全国平均に比して障害児相談支援の利用率が低い状況が続いています。障

害児本人の意見を尊重し必要なサービスを受けられるようにするためにも、障害児相談支援の充

実が求められています。 

○ 障害児入所施設において強度行動障害などの障害特性に応じたきめ細かな支援ができるよう個室

化を行う等児童の生活環境改善を図るほか、職員による支援の質を高めるためにもメンタルケア

などにより勤務環境を向上する必要があります。 

○ 成人期が近づくにつれ利用できるサービスや暮らし方が変わっていくため、早い段階から成人期

を見据えた支援を行うことが重要です。特に障害児入所施設に入所している児童に対しては、成人

期の生活への移行がスムーズに行われるよう支援を充実させる必要があります。 

 

 医療的ケア児・重症心身障害児等への支援の充実 

○ 医療技術の進歩により医療的ケア児等が増加しています。 

○ 医療的ケア児等が安心して生活できるように、医療・福祉・教育等の多分野に渡る相談・調整を行

うコーディネーターを配置し、関係機関と連携した支援に取り組んでいます。 

○ 医療的ケア児等の保育・教育施設等での受入れを推進しています。これらを継続しつつ、医療的ケ

ア児等の将来を見据え、保育・教育・福祉分野における受入れを更に推進していく必要があります。 

○ 家族の負担軽減のために病院での一時的な受入れを行うことに加えて、より気軽に利用できる預

け先を増やすことが求められています。 

○ 必要な支援へつなげるために、医療的ケア児等の実態を継続して把握する仕組みづくりが求めら

れています。 

○ 小児がん等の慢性疾病によって療養を必要とする児童等の健全な育成と自立の促進を図るための

取組を推進していく必要があります。 
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図表 4-28 メディカルショートステイの登録件数 

 

（出典）横浜市こども青少年局資料 

 

 療育と教育との連携の推進等による切れ目のない支援 

○ 将来の自立に向けて切れ目のない支援を実現するため、放課後等デイサービス等の障害児通所支

援事業所と学校の連携を更に深めるなど、関係機関全体で支援を行う体制づくりが求められてい

ます。 

○ 医療・福祉分野等におけるトランジション（児童から成人への移行期支援）の課題を整理しつつ、

18 歳の壁など児童から成人へとスムーズに移行できるよう、切れ目のない支援が求められていま

す。 

 

 こどもの意見を聴く取組等の推進と障害への理解促進 

○ こどもの意見を聴く取組について、言語的な意見・意向の表明が困難な場合も念頭に置きながら、

その手法等実施に向けた検討を進めていく必要があります。 

○ 幼少期・学齢期から様々な場面で障害や医療的ケアの有無にかかわらず、人と人が出会い、つなが

ることを通して、障害への社会全体の理解を深めていくことも重要です。 
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施策の目標・方向性 

 地域療育センターを中心とした地域における障害児支援の充実 

○ 地域療育センターにおいて、療育を必要とする児童やその保護者が必要な支援を適切な時期に受

けられるよう、ひろば事業などの初期支援や診療、療育等の充実を図ります。また、児童発達支援

センターとして地域における障害児支援の中核的な役割を担うため、地域支援に係る取組を強化

します。 

○ ペアレント・トレーニングやペアレント・メンター等、保護者支援に係る取組について、保護者の

ニーズに即した取組を実施し、地域訓練会等の既存の取組とともに推進します。 

 

 将来の自立等に向けた療育と教育の連携等による切れ目のない支援の充実 

○ 幼稚園・保育所・地域療育センター等の関係機関等と学校との情報共有や連携を推進し、障害のあ

るこどもの就学支援の充実を図ります。 

○ 障害等により特別な支援が必要な児童生徒に対し、それぞれの地域で学校と障害児通所支援事業

所をはじめとする地域の関係施設・関係機関とが支援の目標共有等を行うことにより、連携を強化

し、切れ目のない支援に取り組みます。 

○ 保護者の就労等によるニーズの多様化を踏まえたサービスの充実を図ります。 

○ 研修などを通じた人材育成の支援や事業所への訪問による指導の実施を通して、障害児通所支援

事業等のサービスの質の向上を図ります。 

 

 障害児相談支援をはじめとする相談支援の充実 

○ 障害児相談支援事業所を増加し、必要とする人が障害児相談支援を受けられることを目指します。 

○ 学齢前期から学齢後期（中学生・高校生年代）の発達障害児及び保護者が、自立した成人期を迎え

られるよう、相談支援体制の充実を目指します。 

 

 障害児入所施設の環境向上と入所児童の地域移行の推進 

○ 強度行動障害などの障害特性に応じたきめ細かな支援ができるよう、老朽化した障害児入所施設

の再整備を行い、居室の個室化・少人数化やユニット化を進めるとともに、職員のメンタルケアな

ど勤務環境を向上させるための支援の充実を図ります。 

○ 早い段階から成人期を見据えて、入所児童の意向等を確認しながら障害児入所施設から成人期の

地域での生活へスムーズに移行できるようにします。 
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 医療的ケア児や重症心身障害児等への支援の充実 

○ 医療的ケア児や重症心身障害児の在宅生活を支援するために市内方面別に多機能型拠点の整備を

進めます。また、在宅生活において必要とする医療・福祉・教育分野等の支援を総合的に調整し、

関係機関と連携した支援の充実を図ります。 

○ 医療的ケアが対応可能な医療・福祉・教育分野の受入れ体制の充実を図ります。また、成人期につ

ながる受入れ先の充実に取り組みます。 

○ 一人ひとりの状態や状況に合った医療的ケア児等のレスパイト 11サービスなどの新たな施策を検

討します。 

○ 医療的ケア児等にとって必要なサービスの利用状況等を把握するために、実態を継続的に把握す

る仕組みづくりを検討します。 

○ 医療的ケアが必要な重症心身障害児等を在宅で介護する家族の負担軽減と生活の安定を目的とし

て、一時的に在宅生活が困難となった場合などに病院での受入れを引き続き行います。 

○ 小児がん等の慢性疾病によって療養を必要とする児童等への相談支援を継続的に実施するととも

に、児童等のニーズを踏まえた健全育成と自立促進の取組を進めます。 

 

 こどもの意見を聴く取組等の推進と、障害への理解促進 

○ 障害のあるこどもとその家族が安心して地域の中で生活し、健やかに成長できるよう、こどもの思

いを受け止めながら施策を進めるとともに、障害の区別なく共に暮らす社会を目指して、市民の障

害への理解を促進します。特に、乳幼児期、学齢期から相互理解に向けた教育や取組を進めていき

ます。 

  

 
11 息抜きや休息のこと。家族が介護等から離れ、一時的に休息するための支援をレスパイトケアという 
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アウトカムと指標 

アウトカム 指標 
直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

地域療育センターと 

保育所等の地域の関係機関 

との連携が図られている 

地域療育センターが 

実施する保育所等への 

巡回訪問回数 

2,496 回 3,500 回 

保育所等に通う医療的 

ケア児への支援力が 

強化され、医療的ケア児が

安心して通園できる 

保育所等医療的ケア児 

支援看護師研修受講者 

アンケートで研修内容が 

日頃の業務に活用できると 

回答した割合 

91.8％ 100％ 

 

主な事業・取組 

地域療育センター運営事業 

様々な専門職が連携して実施する「療育」に加えて、児童の主体性を大事にし、自らの育つ力を支

える「発達支援」、家族に寄り添い子育ての力を高める「家族支援」、地域で成長していくことを支え

る「地域支援」等の役割を果たすために、利用申込後の初期支援の充実を図るほか、国が定める児童

発達支援センターの機能や役割等を踏まえながら支援の充実に取り組みます。主な取組として、区福

祉保健センターとの連携や保育所や学校等への巡回訪問による技術支援、障害児相談支援等を行いま

す。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

巡回訪問実施回数 2,496 回 3,500 回 

 

保育・教育施設等における障害のあるこどもの受入れ推進（基本施策３の再掲） 

障害のあるこどもに関する保育・教育施設等の利用相談において、保護者へ施設の情報を提供する

など、保護者に寄り添った対応を行い、市内の保育・教育施設等における受入れを推進していきます。 

また、保育士・教諭等を対象とした障害のあるこどもへの理解を深めるスキルアップ研修等を実施

するとともに、障害のあるこどもの受入れ園に対する環境整備等を充実していきます。 

 

放課後児童育成事業における障害児・医療的ケア児の受入れ推進（基本施策４の再掲） 

「放課後キッズクラブ」、「放課後児童クラブ」において、障害のあるこどもや、医療的ケアを必要

とするこどもなど、配慮を必要とする児童の受入れの促進につながるよう、研修や支援の充実に取り

組んでいきます。 
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障害児相談支援をはじめとする相談支援の推進 

利用を希望する人が障害児相談支援を利用できるようにするため、障害児相談支援事業所の拡充を

推進します。 

また、学齢後期（中学生・高校生年代）の発達障害のある児童が安定した成人期を迎えられるよう、

生活上の課題解決に向けた診療、相談、学校等関係機関との調整などの支援を行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

障害児相談支援事業所数 119 か所 220 か所 

 

保護者教室の開催 

特別な支援が必要なこどもの保護者を対象として、こどもの特性を踏まえた家庭での関わり方のヒ

ントを伝える保護者教室を開催し、子育ての不安解消につなげます。 

【令和５年度実績】 

年間開催数：７回 

 

療育と教育との連携強化等による学齢期の障害児支援の充実 

こどもの就学にあたり、幼稚園・保育所・地域療育センター等の関係機関と学校との情報共有や、

円滑な引継ぎ等を行うことにより連携を推進します。 

一人ひとりの教育的ニーズに的確に応え、その変化にも柔軟に対応できる多様な学びの場の提供・

充実に取り組みます。併せて、障害のあるなしにかかわらず、可能な限りこどもたちが共に学ぶ機会

の充実に取り組み、相互に認め合い、支え合い、誇りを持って生きられる社会を目指します。 

併せて、教職員の特別支援教育に係る専門性の向上や地域で学校と障害児通所支援事業所をはじめ

とする地域の関係施設・関係機関との連携強化等に取り組みます。 

【令和５年度実績】 

個別の教育支援計画・個別の指導計画に基づき、一人ひとりの教育的ニーズを踏まえた適切な指導・

支援がされ、児童生徒の成長につながっていると感じている保護者の割合：94.7％ 
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障害児通所支援事業所等の拡充と質の向上 

障害児が療育や余暇支援を受け、放課後や長期休暇に安心して過ごすことができる場を確保するた

め、保護者のニーズや国の動向等も踏まえながら、重症心身障害児を支援できる障害児通所支援事業

所を拡充します。また、集団指導や運営指導等によるサービス提供状況の確認・指導に加えて、研修

などを通じた人材育成の支援や、事業所間及び学校をはじめとする地域の関係機関並びに地域住民と

の連携を進め、サービスの質の向上を図ります。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①主に重症心身障害児を支援する 

児童発達支援事業所数 
10 か所 18 か所 

②主に重症心身障害児を支援する 

放課後等デイサービス事業所数 
32 か所 36 か所 

 

障害児入所施設の環境向上と入所児童の地域移行の推進 

障害児入所施設において、障害特性に応じたきめ細かな支援ができるよう、老朽化した施設で居室

の個室化を図るなど再整備を進めるとともに、職員のメンタルケアなど勤務環境を向上させるための

支援の充実を図ります。 

また、早い段階から成人期を見据え、入所児童の意向等を確認しながら入所児童が成人期の生活へ

スムーズに移行できるようにします。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

18 歳を超えて福祉型障害児入所施設に 

在籍する入所者数 
０人 ０人 

 

医療的ケア児・者等支援促進事業の推進 

医療的ケア児・者や重症心身障害児・者のライフステージに応じた在宅生活を支援するため、医療・

福祉・教育分野等の支援を総合的に調整するコーディネーターを配置します。また、地域における更

なる支援の充実に向けて、医療・福祉・教育分野等の関係機関が一堂に会し、課題共有、意見交換、

対応策等の検討を行います。受入体制の充実を図るため、医療的ケア児・者等の受入れを積極的に行

う際に必要な知識・技術の普及啓発を行う支援者を養成します。 

一人ひとりの状態や状況に合ったレスパイトサービスなどの検討により、医療的ケア児・者や重症

心身障害児・者の利用サービスの充実を図ります。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①コーディネーターの配置 10 人 12 人 

②支援者の養成 241 人（累計） 541 人（累計） 
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メディカルショートステイ事業の推進 

在宅重症心身障害児・者の多くは医療的ケアを必要とし、人工呼吸器等の高度な医学的管理が必要

な人も増えていることから、重症心身障害児・者本人及び在宅生活を支える家族のために、療養環境

の整備・充実を図ります。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①協力医療機関数 11 病院 11 病院 

②利用登録者数 462 人 660 人 

 

保育・教育施設等における医療的ケアが必要なこどもの受入れ推進（基本施策３の再掲） 

医療的ケアを日常的に必要とするこどもの特性や成長に合わせ寄り添った支援を行えるよう、保

育・教育施設等の理解を深める研修を実施するとともに、制度や環境整備の充実を図り、市内の保育・

教育施設等における受入れを推進していきます。 

また、看護職員を複数配置し、常時、医療的ケア児の受入れが可能な医療的ケア児サポート保育園

の認定を推進していきます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

医療的ケア児サポート保育園 認定園数 12 園 拡充 

 

育成医療給付事業 

身体に障害を有する児童又は現存する疾患を放置すると障害を残す恐れのある児童の医療費の自

己負担分を助成します。 

法に基づき医療費の自己負担を公費負担により軽減することで、必要な受療が促され、こどもの健

康回復及び維持が期待できます。 

【令和５年度実績】 

対象者数：134 人 

 

小児がん患者のがん対策の推進 

小児がん患者の医療の質の向上に向けて、横浜市小児がん連携病院※と連携し、小児がん患者の長

期フォローアップ、相談支援の充実等に取り組みます。 

長期に渡る入院や入退院の繰り返しにより、同世代との交流が制限されてしまう小児がん患者等を

対象に交流の機会を提供します。 

小児がんの理解促進のため、市民向け動画の活用により、広報を推進します。 

※小児がんに対応する専門性の高い診療を行う市内３病院（神奈川県立こども医療センター、済生会

横浜市南部病院、横浜市立大学附属病院）を「横浜市小児がん連携病院」に指定 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

横浜市小児がん連携病院への 

チャイルドライフスペシャリストなどの配置 
４人 ５人 
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小児慢性特定疾病対策事業 

慢性疾患により長期に渡り療養を必要とする児童の健全な育成を図るため、医療費の自己負担分を

補助します。また、病気を抱えながらも児童や家族が安心して自立した生活を送ることができるよう、

ニーズに沿った取組を充実させます。 

【令和５年度実績】 

対象者数：2,768 人 

 

こどもの性被害の防止 

こどもの性被害の防止に当たっては、施設や事業所におけるカメラやパーテーションの設置や、事

業所等の従業員を対象とした虐待防止研修の実施など、未然に防止するための取組を実施し、こども

が安全安心に過ごせる環境を整えていきます。 

 

こどもの意見を聴く取組の推進 

言語的な意見・意向の表明が困難な場合も念頭に置き、必要な手法や配慮等を検討しながら、障害

のあるこどもの意見を聴く取組を推進します。 

 

市民の障害理解の促進 

世界自閉症啓発デーに合わせ、一般社団法人横浜市自閉症協会と横浜市の協働により、自閉症をは

じめとする発達障害について普及啓発を実施します。よこはまコスモワールド大観覧車をはじめとし

た、市内ランドマーク施設のブルーライトアップを実施するほか、市立図書館にて発達障害に関する

書籍の特集展示と、発達障害の理解に役立つパネル展示を行います。また、企業等の協力により自閉

症の理解啓発を目的とした動画を制作し、市営地下鉄車内ビジョン、市 YouTube 公式チャンネル等

で公開します。 

また、国が定める障害者週間（毎年 12 月３日から 12 月９日まで）等を契機として、市民の障害

への理解を深めるための啓発活動等を実施します。 
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施策分野２ 多様な境遇にあるこども・子育て家庭への支援 

基本施策６ 困難を抱えやすいこども・若者への支援施策の充実 

◆困難を抱えやすいこども・若者を早期に発見し、適切な支援につなげるため、各学校や地域人材との

連携、地域住民への啓発などを一層推進します。また、年齢によらない切れ目のない支援や、関係機関、

民間団体及び地域が連携した包括的な支援を行います。 

◆ヤングケアラーの様々な負担の軽減や、本人やその家族を社会全体で見守り・支える環境づくりを進

めます。 

現状と課題 

 養育環境に課題を抱える家庭のこども・若者 

○ 家族の疾病や経済的な困窮など、養育環境に課題がある家庭で育つことで、困難や課題を抱えるこ

ども・若者が存在します。 

○ 貧困、いじめ、不登校、ひきこもり、無業などの複合的な課題を抱えているこども・若者が、地域

の中で認知されにくく、本人や家族が社会的に孤立しているという状況があります。 

○ 家庭が抱える問題がこども・若者に表出したものもあることから、課題の解決には、世帯全体を支

援する必要があります。世帯全体を支援するためには、行政の支援だけでなく、地域における日頃

の見守り活動などにより、早期に世帯の変化に気づき、支援機関につないでいくことも重要です。 

○ 地域でこども・若者の育成に関わる人材（青少年指導員、民生委員・児童委員、主任児童委員等）

と連携して取り組むことが必要です。 

○ こどもが家庭の外にも安心できる居場所を得ることができ、また、生活・学習習慣を身に付けるた

めの機会の確保が必要です。 

○ 2024（令和６）年４月１日施行の改正児童福祉法では、虐待リスクが高いなど養育環境等の課題

を抱える主に学齢期の児童を対象に、児童の居場所となる拠点を開設し、児童に生活の場を提供す

るとともに児童や保護者の相談に対応することなどが求められています。 

○ こどもの健やかな成長のためには様々な体験活動が重要であるため、困難や課題を抱えるこども・

若者を含め、全てのこどもが多様な体験機会を確保できるよう配慮することが必要です。 

○ 市立小・中・義務教育学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒は、2023（令和５）年度 3,692

人と 10 年間で約 2.6 倍に増加しています。今後も日本語指導が必要な児童生徒は増加していく

ことが想定されます。 

○ 外国につながるこども・若者は、生活・家庭環境、言語や文化・習慣の違いによる生きづらさや進

学・就労へのハンディキャップがあることも見受けられます。 
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 ひきこもり等困難を抱えるこども・若者 

○ ひきこもりは誰にも起こりうることであり、2022（令和４）年度の本市調査では、15 歳から 39

歳までのこども・若者のうち、ひきこもり状態にある人は約 13,000 人と推計されています。ま

た、公的な相談機関等の利用意向が低く、相談に有用性を感じている人も少ない状況です。更に、

公的な支援機関そのものや支援内容の認知度が低い状況です。 

○ 本人・家族共に支援機関等に相談できずに抱え込むことで、ひきこもり状態が長期化・深刻化して

いることが考えられ、早期発見・早期支援することが求められています。 

○ 支援機関や民間団体等による相談・プログラムや就労支援、居場所の提供など、本人の心身の状態

に応じた支援が必要です。 

○ 相談の敷居を下げるためにも、専門家による支援だけでなく、経験者等同じ経験をしている人同士

の支え合いによるサポートも必要です。 

○ ひきこもり等の若者が困難を抱えるに至った背景を理解し、本人の特性や得意分野に着目した多

様な働き方ができるなど、地域や社会の理解促進が必要です。 

○ 一旦進路や就職先が決まった後も、再び困難に陥ることがないよう、支援機関や地域での見守りが

必要です。 

○ 本人に対してだけではなく、家族に対する支援も重要です。 

○ 地域の当事者会、家族会等からは人材や活動場所の確保など、安定した運営に向けた支援が求めら

れています。 

○ 困難を抱える状態にあっても、自身の悩み事や困り事をうまく話すことができないこども・若者が

一定数存在します。支援が必要なこども・若者や家庭を早期に把握し、ＳＯＳを待つことなく、プ

ッシュ型で支援を提供する取組を推進する必要があります。 

○ 高校中退者等に対する学校教育からの切れ目のない就労支援が必要です。 

 

 ヤングケアラー・若者ケアラー 

○ 子ども・若者育成支援推進法では、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると

認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを各種支援に努めるべき対象としています。年

齢や成長に見合わない重い責任や負担が日常化することで学業や友人関係に支障が出てしまうな

ど、こども・若者らしい生活が送れずにつらい思いをするだけでなく、将来にも影響を及ぼす可能

性があります。 

○ ケアが日常化することで、こどもにとって成長に必要な機会が奪われている状況が生じているに

もかかわらず、こども本人や家族に自覚がない場合もあり、顕在化しづらい状況です。 

○ 本市調査では、市内の家族の世話をしているこどものうち、自分がヤングケアラーだと思うこども

は、小学５年生で 8.6％（全体の 1.7％）、中学２年生で 6.5％（全体の 0.9％）、高校２年生で

11.0％（全体の 0.6％）となっており、人口から見たヤングケアラーの可能性があるこどもの推

定数は約 3,000 人です。 
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図表 4-29 家族のお世話をしているこども     図表 4-30 世話をしている家族がいると回答 

の割合（２章・再掲）                    したこどものうち、自分がヤングア 

ラーだと思う割合（２章・再掲） 

  
（出典）横浜市「横浜市におけるヤングケアラーに関する実態把握調査」 

 

○ ヤングケアラーの背景にある家庭が抱える課題は多様であることから、見守りや支援等に当たっ

ては、こどもの意向に寄り添いながら、福祉、介護、医療、教育等の関係者が情報共有・連携し、

家族に対する適切なアセスメントを行い、世帯全体を支援していく視点を持った支援体制の構築

が必要です。 

○ ヤングケアラーに関する課題は、若者ケアラーとして 18 歳以降も続いたり、18 歳以降に同様の

課題を新たに抱えることもあることから、ヤングケアラーと若者ケアラーへの支援の取組は一体

的に行っていく必要があります。 
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施策の目標・方向性 

 こども・若者を社会全体で見守り、悩みや課題の早期発見・早期支援につなげる環境づくり 

○ 困難を抱えるこども・若者やその家族に相談機関や支援内容等を周知するとともに、地域住民に向

けては、早期発見の必要性の意識啓発に取り組みます。 

○ 困難を抱えるこども・若者が適切な支援機関につながるよう、小学校、中学校、高校及び大学等に

対して、支援施策の理解促進に取り組みます。 

○ 困難を抱えるこども・若者やその家族を孤立させないよう、青少年指導員、民生委員・児童委員、

主任児童委員など、様々な地域人材と連携し、早期に適切な支援につなげます。 

○ 本人の状況に合わせた社会体験・就労体験の場を提供できるよう、地域の企業・団体への困難を抱

える若者に対する理解促進を図ります。 

○ 関係機関や民間団体等と連携し、困難を抱えるこども・若者への支援方法の共有や質の向上を図り

ます。 

○ 不安や悩み事を抱えるこども・若者に気づきを促し、いつでも気軽に相談できるようＳＮＳによる

相談を実施します。 

 

 世帯全体を視野に入れたこども・若者への支援の充実 

○ 年齢によらない切れ目のない支援や、当事者のみならず、その家族も含めた支援が必要であるた

め、引き続き、関係機関、民間団体及び地域が連携した包括的な支援を行います。 

○ 背景にある家庭が抱える多様な課題や、複雑化・複合化した支援ニーズに対応できる包括的な支援

体制を構築します。 

○ 生活困窮状態にある、あるいは養育環境に課題があるなど、様々な事情から支援を必要とする家庭

に育つ小・中学生等が、将来の進路選択の幅を広げ、自立した生活を送れるよう、基礎的な生活習

慣を身に付けるための寄り添い型生活支援事業や、高校等への進学・中退防止に向けた寄り添い型

学習支援事業を実施します。 

○ 青少年相談センターを中心に、地域ユースプラザ、若者サポートステーションの３機関が連携し、

若者の自立を支援していきます。 

○ 青少年相談センターでは、ひきこもりや不登校など若者の抱える様々な困難について総合相談を

行うとともに、グループ活動などの多様なプログラムを通じて社会参加に向けた本人・家族への継

続的な支援を行います。また、関係機関等への専門的な助言、研修等による人材育成、関係機関や

地域との連携など若者支援の中核機関としての取組を強化します。 

○ 地域ユースプラザは、青少年相談センターの支所的機能を有する身近な地域の相談機関として、困

難を抱える若者に関する総合相談、居場所の提供及び社会体験プログラムを実施します。また、区

役所等に出張し、専門相談等を実施することで、地域での相談を充実させます。地域で若者の支援

活動を行っている団体との連携や、相談支援に協力していただける応援パートナーの養成等を行

い、包括的な支援ネットワークを構築します。 
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○ 若者サポートステーションでは、若年無業者など困難を抱える若者の職業的自立を支援するため、

一人ひとりに合った支援プログラムの作成を行い、専門的相談支援やコミュニケーション訓練、職

場体験プログラム等の多様な就労支援メニューを提供します。 

○ 長期に渡って不登校やひきこもり状態にあった若者を対象に、本人が望む自立や生活スタイルの

確立に向けて、自己肯定感の向上や低下した体力の回復、生活リズムの立て直し、他人との関わり

方の習得などを行い、若者の社会的、経済的自立に向けた支援を行います。 

○ ヤングケアラーについては、関係部署や支援団体、地域と連携し、こども・若者の思いや意向に寄

り添いながら、家族の世話などに係る負担を軽減又は解消するため、家庭に対する適切なアセスメ

ントにより世帯全体を支援する視点を持った対策を推進します。 

 

 切れ目ない支援を実現するための関係機関等の連携 

○ いじめ、不登校、日本語指導が必要なこどもなど、困難を抱えやすいこどもの育ちや学びを支えて

いくための支援を、地域や、学校などの関係機関と連携して進めていきます。 

○ こども、教育、福祉等の関係機関や就労支援機関等と連携しながら、進学時や就労前後の継続的な

支援を行っていきます。 

○ 若年無業や将来的な生活困窮の予防を図るため、高校等の在学中から就職活動の支援などの出張

相談を行います。 

○ 高校中退防止や進路未決定者への支援の充実を図ります。 

○ 区役所や若者自立支援機関だけでなく、学校や家族会、当事者会などの民間団体と連携して、困難

を抱える若者の自立や就労に向けた支援に取り組みます。 

○ 当事者会や家族会などの民間団体等の活動支援を強化します。 
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アウトカムと指標 

アウトカム 指標 
直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

若者が社会参加している 

青少年相談センター、 

地域ユースプラザ、 

若者サポートステーション 

の支援による改善者数 

1,539 人／年 
7,700 人 

（累計） 

こども・若者の不安や悩み

が軽減している 

よこはま子ども・若者相談室

の利用者アンケートで 

「気持ちが軽くなった」 

と回答した割合 

68.4％ 80％ 

ヤングケアラーを社会全体

で見守り、支える環境 

づくりができている 

ヤングケアラー 

支援研修等の受講者数 
998 人／年 

6,000 人 

（累計） 

 

主な事業・取組 

青少年相談センター事業 

ひきこもりや不登校など、若者が抱えている様々な問題について、電話相談や来所相談、家庭訪問、

グループ活動などを通じ、社会参加に向けた本人及び家族への継続的な支援等を行います。新たに、

不登校・ひきこもり経験等のある当事者をピアサポーターとして委任し、相談支援への協力、各種研

修会での体験談発表等の取組を進め、支援の充実を図ります。また、若者支援に携わる関係機関及び

地域団体を対象に研修を実施し、こども・若者が抱える困難や課題について地域支援者の理解を深め

るとともに、相談支援のスキルアップを図ります。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①電話相談及び個別支援件数 18,481 件／年 93,000 件（累計） 

②支援者向け研修受講者数 1,528 人／年 7,640 人（累計） 

 

地域ユースプラザ事業 

青少年相談センター及び若者サポートステーションと連携し、ひきこもり等の様々な困難を抱えて

いる若者に対し、総合相談、居場所の提供、社会体験・就労体験プログラムなどを通じて自立支援を

行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

新規利用者数 620 人／年 3,100 人（累計） 
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若者サポートステーション事業 

「若者サポートステーション」において、働くことに自信が持てない、仕事の選び方が分からない

などの不安や悩みを抱えている若者とその保護者を対象とした個別相談、就労セミナー、職場体験プ

ログラム等の支援を提供します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

就労訓練参加者数 85 人／年 430 人（累計） 

 

困難を抱える若者に対するＳＮＳ相談事業（よこはま子ども・若者相談室） 

来所や電話相談につながりにくいこども・若者が気軽に相談できるよう、身近なツールであるＳＮ

Ｓを活用した相談を実施します。友人関係や進学・就職、ひきこもり、ヤングケアラーに関すること

など、様々な悩み事に心理カウンセラー等の専門の相談員が対応し、必要に応じて青少年相談センタ

ーの支援につなげます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

相談対応件数 
2,656 件／年 

【９月から事業開始】 
5,110 件／年 

 

こども・若者の居場所づくり（基本施策４の再掲） 

思春期という大きな変化を迎える時期にある中高生世代の成長を支援するとともに、社会参画に向

かう力を養成するため、こどもたちが安心して気軽に集い、同世代・異世代との交流や様々な体験活

動を行うことができる「青少年の地域活動拠点」を充実します。また、こどもが抱える悩みや問題が

深刻な状況にならないよう、拠点のスタッフが個々の状況に応じた対応をすることで、セーフティネ

ットとしての役割を果たします。 

こども・若者が身近な地域に多くの居場所を持てるよう、様々な地域資源と連携した取組を進める

とともに、居場所についての広報・普及啓発に取り組みます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

青少年の地域活動拠点等の利用者数 50,316 人／年 71,309 人／年 
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ヤングケアラー支援事業 

ヤングケアラーの様々な負担の軽減や本人やその家族を見守り・支える環境づくりを進めるため、

ピアサポート 12等の悩み相談を行う支援団体や当事者同士で悩みや経験を共有し合うオンラインサ

ロンを実施する団体に補助をするとともに、ＳＮＳ相談を、よこはま子ども・若者相談室の相談メニ

ューとして実施します。 

また、ヤングケアラーを見守り、支える環境づくりを進めるため、広く市民に向けた広報・啓発や

関係機関向けの研修を実施するとともに、庁内及び関係機関との支援体制を構築します。 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等がヤングケアラーに関する研修から得た

知識、情報を基に、学校内で普及啓発を図るとともに、教育相談に取り組みます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

ヤングケアラー支援団体数 ２団体 ９団体 

 

こどもの性被害の防止 

こどもの性被害の防止に当たっては、相談機関等におけるカメラやパーテーションの設置や、未然

に防止するための取組を実施し、こどもが安全安心に過ごせる環境を整えていきます。 

 

こども・若者の意見を聴く取組の推進 

青少年相談センター、地域ユースプラザ、ＳＮＳ相談事業（よこはま子ども・若者相談室）の利用

者に対して、それぞれアンケートを行い、こども・若者の意見を聴取します。いただいた意見を事業

内容に反映させるなど、ニーズをより的確に踏まえ、支援の充実に取り組んでいきます。 

【令和５年度実績】 

アンケート実施数：１回／年   

※各事業においてそれぞれ実施 

 

教育相談の充実 

児童生徒及びその保護者に対し、学校や相談機関で適切な教育相談が行われ、児童生徒が抱える課

題の早期発見、早期支援、再発防止が図れるような仕組みづくりを推進します。 

また、各小中学校に心理の専門家であるスクールカウンセラーを配置することで、いじめ・不登校

等の未然防止や早期発見に努めます。 

2029（令和 11）年度開設予定の教育センターにおいて、児童生徒・保護者の利便性の向上のた

めの教育相談のワンストップ化を行います。 

【令和５年度実績】 

スクールカウンセラーの人数：59 人 

 

 
12 同じような共通項と対等性をもつ人同士（ピア）の支え合いを表す言葉 



129 

 

保護者教室の開催（基本施策５の再掲） 

特別な支援が必要なこどもの保護者を対象として、こどもの特性を踏まえた家庭での関わり方のヒ

ントを伝える保護者教室を開催し、子育ての不安解消につなげます。 

【令和５年度実績】 

年間開催数：７回 

 

不登校児童生徒支援事業 

中学校の特別支援教室等を活用した校内ハートフル事業や学校外の居場所である教育支援センタ

ーの機能拡充、ＩＣＴやオンラインを活用した支援など、民間とも連携しながら一人ひとりの特性や

状態に応じた重層的な支援を進め、不登校児童生徒の安心できる居場所と一人ひとりに合った学びの

機会の確保を目指します。 

また、保護者向け講演会や保護者同士の情報交換会を実施するなど、不登校児童生徒及び保護者を

孤立させないよう、支援します。 

 

不登校のこども等困難を抱えやすいこどもの居場所づくり 

地域の主体的な取組への支援や既存施設の活用など、不登校のこども等困難を抱えやすいこどもの

多様な居場所づくりを進めていきます。 

 

地域等と連携したいじめ等の防止 

児童生徒を取り巻く環境や学校が抱える課題が複雑化・多様化している中、学校だけでなく、地域

等と連携して、児童生徒の健やかな育ちを見守るべく、学校運営協議会や地域学校協働活動、放課後

学び場、よこはま学援隊等において、研修の実施や新たな見守り体制構築の支援等により、地域ぐる

みの体制を構築していきます。 

こどもが抱える様々な課題を早期に発見し、必要な支援につないでいくため、小学校と放課後児童

健全育成事業所等が必要な情報を共有し、連携して小学生の見守りを推進していきます。 

こども家庭センターでは、個別の悩みや困り事を抱えるこども自身が、相談・支援につながること

ができる環境を整えるとともに、地域の中での見守りや、こどもたちの安全・安心を守る取組を推進

します。 

「横浜子ども会議」では、中学校ブロックの取組やいじめについての話し合いを中心に、保護者や

地域とともに「社会総がかり」でいじめの未然防止の取組を進めます。 
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外国につながるこどもたちへの支援事業 

学校の授業が分からなかったり、悩みを抱えたりする外国につながるこどもたちを支援する取組を

国際交流ラウンジが中心となって行っていきます。学習支援教室や居場所づくりなど、外国につなが

るこどもたちへの支援の充実を図っていきます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

国際交流ラウンジが学習支援教室を 

はじめとする外国につながるこどもたちへの

支援を行っている取組数 

７件 20 件 

 

日本語指導が必要な児童生徒への支援の充実 

国の方向性も踏まえ、日本語支援拠点施設による初期の集中的な支援体制の更なる充実を図ってい

くとともに、日本語講師、母語支援ボランティア、学校通訳ボランティア、外国語補助指導員などの

支援員による支援体制の充実を図っていきます。また、日本語指導が必要な児童生徒が在籍校で活躍

していくためには、教職員、担当教員による支援が不可欠であることを踏まえ、教職員、担当教員へ

の支援、育成の更なる充実に取り組んでいきます。 

【令和５年度実績】 

日本語支援拠点施設入級者数（プレクラス参加人数）：374 人 

研修受講教員数：1,804 人 

 

寄り添い型生活支援事業 

養育環境に課題があるなど、支援を必要とする家庭に育つ小・中学生等が、将来の自立に向けてた

くましく生き抜く力を身に付けることができるよう、それぞれの状況に応じた適切な生活支援や学習

支援等を実施します。 

【令和５年度実績】 

寄り添い型生活支援事業の実施か所数：21 か所 

 

寄り添い型学習支援事業 

様々な事情から、生活困窮や養育困難などの課題を抱えている世帯のこどもを対象に、将来の自立

のための高校進学に向けた学習支援を行います。学力の向上に加え、将来自立した生活を送れるよう

にするための様々な部分での成長を促します。また、進学後の中退防止の取組として、居場所や学び

直しの場の提供、高校等への登校の継続への動機付け等を行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

寄り添い型学習支援事業利用児童の 

高校進学率 
98.4% 99％ 
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放課後学び場事業 

家庭での学習が困難などの状況があり、学習習慣が十分に身に付いていない小中学生に対して、放

課後等に学習支援を実施し、こどもたちの学習習慣の確立と基礎学力の向上を図ることで、こどもた

ちの自己肯定感や将来の夢を育んでいきます。 

【令和５年度実績】 

放課後学習支援の実施校数：小学校 37 校、中学校 69 校 

 

経済的に困難を抱える世帯への就学援助等 

経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、学用品費、通学用品費、

学校給食費等を援助します。また、小中学校及び義務教育学校の個別支援学級に通学する人の経済的

負担を軽減することを目的とした個別支援学級就学奨励費の支給や、高等学校への修学が経済的に困

難で、学業優秀な生徒に対する給付型奨学金制度を実施します。 

【令和５年度実績】 

高校生向け給付型奨学金支給者数：2,000 人／年 

 

自殺対策事業 

第２期横浜市自殺対策計画（2024（令和６）年度～2028（令和 10）年度）では、「こども・若

者の自殺対策の強化」を重点施策に位置付け、若年層の悩みの解決に向けた相談体制の充実や、こど

ものＳＯＳや悩みを受け止める取組を推進しています。 

学校や家庭、地域における、こどもの悩みを受け止める体制づくりを進めるために、悩んでいる人

に気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげる、「ゲートキーパー」の養成を推進します。

また、様々な不安や悩みを抱える人を相談につなげるため、インターネットを活用した相談事業を実

施します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 10 年度 

①ゲートキーパー研修等受講者数 
21,569 人 

（累計） 
36,000 人（累計） 

②インターネットを活用した相談事業 

（相談先表示クリック数） 
133,887 回 130,000 回 
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基本施策７ ひとり親家庭の自立支援／ＤＶ被害者支援／困難な問題を抱える女性への支援 

◆ひとり親家庭が抱える複合的な課題や個別ニーズに対応するため、経済的支援のほか、子育て・生活、

就業、養育費確保、相談など総合的な自立支援を進めます。また、ひとり親家庭のこどもに対する直接

的なサポート充実と意見表明機会の提供に取り組みます。 

◆ＤＶ被害者や困難を抱える女性とそのこどもに対し、関係機関と連携しながら自立に向けた相談支援

を実施するとともに、広報・啓発やアウトリーチの実施等により、相談につながりやすい環境づくりを

進めます。 

現状と課題 

 ひとり親家庭の生活状況 

○ 「国勢調査」（2020（令和２）年）では、本市における 20 歳未満のこどもがいるひとり親家庭

（ほかの家族等との同居を含む。）は 22,635 世帯、そのうち、母子家庭が 19,481 世帯、父子

家庭が 3,154 世帯となっています。 

○ 「横浜市ひとり親世帯アンケート調査」（2023（令和５）年度）によると、児童扶養手当や養育

費なども含んだ年間世帯総収入の平均は、母子家庭で 401 万円、父子家庭で 694 万円となって

います。 

 

図表 4-31 ひとり親家庭の年間世帯収入 

 

（出典）横浜市「ひとり親世帯のアンケート調査」（令和５年度） 

 

○ また、母子家庭の 89.8％、父子家庭の 93.0％が就労していますが、就労していると回答した人

のうち、母子家庭では非正規雇用での就労が４割近くを占め、就職してもパートや契約社員等の不

安定な雇用条件で働いているため、正規雇用に比べ安定した収入を得ることが難しい状況にある

家庭が一定の割合あると考えられます。更に、母子家庭では収入や教育費、家賃など生活費に関す

る悩みが多く、父子家庭では「炊事・洗濯などの家事が十分にできない」ことや、「周りに相談す

る相手がいない」といった悩みが多い傾向にあります。 
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図表 4-32 現在の仕事の就業形態 

 

（出典）横浜市「ひとり親世帯のアンケート調査（令和５年度）」 

 

○ 「国民生活基礎調査」（2022（令和４）年）によると、ひとり親家庭の相対的貧困率 13は 44.5％

と、依然高い水準にあります。 

○ ひとり親家庭の親はひとりで就労、家事、育児を行うため、時間に追われる感覚をより抱きやすい

状況にあります。日常生活において、追われる感覚の軽減を感じられる施策が必要です。 

○ ひとり親家庭のこどもにとって、親との離死別は、こどもの生活を大きく変化させるものであり、

精神面に与える影響や進学の悩みなど、こどもが成長していく過程で様々な課題が生じることが

あります。また、親が時間的制約を抱えて就労することに起因する経済的困窮や進学の断念も課題

です。 

 

 ひとり親家庭への総合的な自立支援の必要性 

○ ひとり親家庭のこどもが心身共に健やかに成長するためには、親が安定した仕事に就き、生計維持

ができるなど、家庭の安定した生活と自立が望まれます。しかし、ひとり親家庭の背景として、Ｄ

Ｖや児童虐待、親又はこどもの疾病・障害などの複合的な課題を抱えている場合もあるため、家庭

の個別の事情に寄り添った相談支援や自立の支援が必要です。 

○ 民法改正を踏まえ、父母によるこどもの養育が互いの人格の尊重及び協力関係のもとで適切に進

められるよう啓発・支援する必要があります。養育費について取り決めをしている世帯(「取り決

めをしている」、「子によって違う」)は 49.3％となっており、離別親が、親の責務としてこどもの

養育費を支払うこと、及びその取り決めを行うことの重要性について、啓発及び補助を更に推進す

る必要があります。親子交流については、こどもの利益のため、こどもの立場に立って調整してい

く必要があります。 

  

 
13 貧困線（等価可処分所得の中央値の半分）に満たない世帯員の割合。 
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図表 4-33 養育費の取り決めについて 

 
（出典）横浜市「ひとり親世帯のアンケート調査」（令和５年度） 

 

○ ひとり親家庭は社会的に孤立しやすく、親がひとりで困難を抱えてしまう傾向にあると言われて

いるため、当事者同士のつながりで悩みを共有し、不安を解消していくことができる、民間支援や

地域のつながりなどの多面的なアプローチが重要です。しかし、当事者団体の存在があまり知られ

ていないほか、父子家庭においては、第三者への相談や当事者同士で話すことへの心理的障壁を持

ちやすい傾向があり、様々なアプローチを続ける必要があります。 

 

図表 4-34 ひとり親世帯になった時に困ったこと 

 
（出典）横浜市「ひとり親世帯のアンケート調査」（令和５年度）  
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 ＤＶ被害者支援や困難な問題を抱える女性への支援 

○ 2023（令和５）年度のＤＶ相談件数は 4,527 件でした。過去５年間を見ると、4,000～5,000

件の間で推移しています。 

 

図表 4-35 ＤＶ相談件数の推移 

 

（出典）横浜市こども青少年局資料 

 

○ 一方で、女性緊急一時保護件数は、2019（令和元）年度の 211 件を境に減少傾向が続いていま

す。その理由として、通信制限や外出制限、仕事や学校の中断等があり、現状の女性緊急一時保護

の仕組みが相談者のニーズとマッチしないことが考えられます。こうしたニーズにも応えながら、

相談者の安全性が確保できる支援策が必要です。 

○ こどもの面前でのＤＶは、こどもへの心理的虐待に当たります。ＤＶが起きている家庭では、こど

もに対する暴力が同時に行われている場合があります。直接の被害を受けていないこどもであっ

ても、慢性的な暴力が存在している家庭で育ったこどもたちは、心理的なダメージを受け、正常な

発達が阻害されると言われています。 

○ 2019（令和元）年６月に改正された児童虐待防止法では、児童虐待とＤＶ対策との連携強化が規

定されました。ＤＶ相談部門と児童相談所や区役所といった児童虐待部門の連携強化により、適切

な支援への「つなぎ」が必要です。 

○ また、ＤＶ被害者支援の一環として、ＤＶ加害者更生のための支援が求められています。 

○ ＤＶ相談支援センターでは、若年層（20 歳代以下）からの相談件数が少なく、2023（令和５）

年度は全体の約４％でした。若年層が相談につながりやすい環境づくりや、若年層に向けた啓発・

予防教育が求められています。 
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図表 4-36 横浜市ＤＶ相談支援センターにおける年齢別相談件数 

 

（出典）横浜市こども青少年局資料 

 

○ これまで、困難な問題を抱える女性の支援は売春防止法を根拠としてきましたが、2024（令和６）

年４月からは、新法「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」を根拠として支援に取り組

みます。新法の趣旨を踏まえながら、ＤＶも含めた困難な問題を抱える女性の支援を、包括的かつ

切れ目なく行う必要があります。 
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施策の目標・方向性 

 ひとり親家庭の経済的・時間的な困難を軽減するための総合的な自立支援 

○ ひとり親家庭が抱える複合的な課題や個別ニーズに対応するため、児童扶養手当等による「経済的

支援」のほか、各家庭の親子それぞれの状況に応じて、問題解決に向けて寄り添いながら、「子育

て・生活支援」、「就業支援」、「養育費の確保」等が適切に行われるよう取り組みます。 

○ 多くのひとり親が、ひとりで就労、家事、育児を行わざるを得ない状況にあることを踏まえて、Ｓ

ＮＳ等を活用し、時間や場所に捉われない相談支援を進めるほか、様々な課題に対して必要な支援

につなげることができるよう、相談支援体制を強化していきます。 

○ 当事者同士の交流や仲間づくりを推進するとともに、支援機関・団体等が相互に連携し、ひとり親

家庭が孤立せず地域の中で見守られながら、自立を目指していけるよう支援します。また、当事者

同士のつながりによる孤立感の解消や、特に父子家庭が抱える困難に着目した、情報提供や交流の

機会づくりを推進します。 

○ 施策の推進に当たってはひとり親特有の課題への対応だけでなく、生活を支える様々な子育て支

援の充実も含め総合的な支援とともに、関係機関や支援者が相互に連携した支援を推進します。 

 

 ひとり親家庭のこどもに対する学習支援などの直接的なサポート充実と意見表明機会の提供 

○ 親との離死別やＤＶ・児童虐待等により受けるこどもの心理的影響に配慮しながら、こども自身が

将来の自立に向けた力を身に付けられるよう、生活・学習の支援を行います。 

○ 養育費の確保支援、こどもの希望を尊重した上での親との親子交流支援など、こどもの視点に立っ

た、こどもが未来へ希望を持てる支援を進めます。 

○ こどもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され

るよう、ひとり親のこどもの気持ちに寄り添い、意見を受け止める相談支援体制づくりを進めま

す。 

 

 ＤＶ被害者及び困難を抱える女性、そのこどもへの安全・安心の確保と自立支援 

○ 横浜市ＤＶ相談支援センターにおいて、ＤＶ被害者への相談支援を、性別を問わず行います。 

○ ＤＶ被害者等への相談支援及び自立支援において、関係機関や民間団体と連携するとともに、ＤＶ

対応と児童虐待対応との連携強化を図ります。 

○ 区福祉保健センターにおいて、困難を抱える女性の様々な問題に対しての相談支援、一時保護を含

めた自立支援を実施します。 

○ 女性に対する支援を行っている民間団体との協働による、生きづらさを抱える女性への継続的な

支援を実施します。 

○ 女性緊急一時保護の受入先を確保するとともに、女性緊急一時保護中の安全確保と自立に向けた

支援を実施します。 
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○ 母子生活支援施設において、緊急に保護等の支援が必要なＤＶ被害女性とその同伴児や、生活リス

クを抱える母子に対し、一時的な保護と安定した生活に向けた相談・支援を実施します。また、養

育に課題を抱えると思われる妊産婦を対象に、妊娠中からの保健指導等を含む支援を実施します。 

○ 女性緊急一時保護をためらう相談者に対して、ＤＶや困難な状況の深刻化を防ぐため、短期間の一

時的な居場所の提供と、気持ちの整理や今後の生活を考えるための相談支援を実施します。 

○ 若年層の女性に向けては、アウトリーチからの相談対応や、居場所の確保、公的機関や施設への

「つなぎ」を含めたアプローチを実施することで、相談につながりやすい環境づくりを進めます。 

 

 支援に関わる職員の資質向上、体制の強化及び啓発等 

○ 区役所や関係機関などで相談を受ける支援者に対し研修を実施し、適切な相談スキルの習得と向

上を図るとともに、相談対応の充実を図ります。 

○ ＤＶ被害の相談支援に関わる職員の専門的知識・技術の向上と体制の強化を図ります。 

○ ＤＶ被害者を適切な相談支援につなげるため、効果的な広報・啓発を実施します。 

○ ＤＶ被害者支援の一環として、「加害者更生プログラム」を行っている民間団体の活動を支援する

とともに、連携した取組を進めます。 

○ 若年層を対象として、ＳＮＳを活用したデートＤＶ（交際相手からの暴力）相談や理解促進のため

の講座等を実施します。 

  



139 

 

アウトカムと指標 

アウトカム 指標 
直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

ひとり親家庭が本市支援 

により就労に至っている 

ひとり親サポート 

よこはま等の 

支援により就労に 

至ったひとり親の数 

345 人／年 
1,800 人 

（累計） 

ひとり親家庭のこどもが

進学や就職に向けて 

取り組んでいる 

思春期・接続期支援事業の

事後アンケートで 

「将来の夢や就職に 

ついて目標がある」 

と回答したこどもの割合 

68.1% 70.0％ 

ＤＶ等被害者が、適切に

相談支援に繋がっている 
ＤＶに関する相談件数 4,527 件 5,000 件 

 

主な事業・取組 

児童扶養手当 

ひとり親家庭などの児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的に手

当を支給します。 

【令和５年度実績】 

受給者数：15,566 人 
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ひとり親家庭自立支援給付金事業 

＜自立支援教育訓練給付金事業＞ 

主体的な能力開発の取組を支援することで、ひとり親家庭の自立を促進するため、教育訓練の対象

講座を受講する場合、費用の一部を支給します。 

【令和５年度実績】 

支給人数：70 人 

 

＜高等職業訓練促進給付金事業・高等職業訓練促進資金貸付事業＞ 

看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得するため養成機関で修業する場合に、４年を上限に修

業期間中の生活の負担を軽減するため、生活費を支給します。また、高等職業訓練促進給付金受給者

に対する就学準備金等の貸付や、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的

に取り組んでいる児童扶養手当受給者等に対し、住居の借上げに必要となる住宅支援資金の貸付を行

います。 

【令和５年度実績】 

高等職業訓練促進給付金等事業支給人数：262 人 

入学準備金等貸付人数：10 人、住宅支援貸付人数：20 人 

 

＜高等学校卒業程度認定試験合格支援事業＞ 

ひとり親家庭の親又はこどもの学び直しを支援することにより、より良い条件での就職や転職に向

けた可能性を広げ、安定した雇用につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座

を受講する場合に、費用の一部を支給します。 

【令和５年度実績】 

支給人数：８人 

 

母子家庭等就業・自立支援センター事業（ひとり親サポートよこはま） 

ひとり親家庭の総合的な窓口として、情報提供やひとり親家庭同士の交流、講習会、就労相談、弁

護士等による専門相談、養育費セミナー、ひとり親の親講座等を関係機関と連携して実施し、自立を

支援します。 

 

日常生活支援事業（ヘルパー派遣） 

ひとり親家庭の親が、疾病、職業訓練、就職活動などの事由により、一時的に生活援助や子育て支

援が必要な場合に、家庭生活支援員（ヘルパー）を派遣します。 

【令和５年度実績】 

支援家庭：延べ 243 家庭 
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養育費確保支援事業 

調停申立や公正証書の作成の費用等（収入印紙代や手数料等）及び養育費保証契約に係る費用の補

助を行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

養育費確保にかかる補助件数 93 件／年 120 件／年 

 

思春期・接続期支援事業 

親子共に大きな生活の変化を迎える、中学に進学したこどもを養育するひとり親家庭に対し、学習

の不安や教育費の確保等の悩みに対応するため、こどもへの学習支援と親への相談支援を実施しま

す。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

利用世帯数（こどもの学習支援） 96 世帯／年 120 世帯／年 

 

母子生活支援施設 

18 歳未満のこどもを養育している母子家庭が、様々な事情から支援を必要としている場合に、安

心して自立に向けた生活を営めるよう、こどもと一緒に入所できる母子生活支援施設を運営するとと

もに、環境の改善に取り組みます。また、母子生活支援施設利用者が退所後においても安定した生活

を送ることができるよう、自立支援担当職員を配置し、退所後も世帯訪問及び電話相談等のフォロー

支援を行います。 

 

 

母子父子寡婦福祉資金貸付 

母子家庭、父子家庭及び寡婦の経済的自立を促し、こどもの福祉を増進するための各種の資金貸付

を行います。 

【令和５年度実績】 

母子父子福祉資金貸付人数：242 人、寡婦福祉資金貸付人数：５人 

 

ひとり親家庭等医療費助成事業 

ひとり親家庭等の養育者とその者に養育されているこどもについて、生活の安定と自立を支援し、

福祉の推進を図ることを目的とし、自己負担分に相当する額を助成します。 

【令和５年度実績】 

対象者数：35,035 人 

保育所等への優先的な入所 

未就学児のいるひとり親世帯が安心して就労・求職活動等が行えるよう、保育所入所時の優先度を

アップします。 
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こどもの意見を聴く取組の推進 

ひとり親家庭への施策推進に当たっては、こどもに対する学習支援でのアンケートの実施や、こど

もの意見を受け止める相談支援体制づくりを進めるなど、ひとり親のこどもの気持ちに寄り添い、意

見を受け止めながら、施策を進めていきます。 

 

住宅確保の支援 

＜市営住宅の申込時の優遇＞ 

子育て世帯等が安心して暮らせる住まいを確保できるよう、以下の取組を進めます。 

・入居者募集にあたり、母子・父子世帯、ＤＶ被害者世帯及び子育て世帯に対して、当選率を一般

組の３倍とする倍率優遇をする。 

・入居者資格の審査にあたり、中学校卒業までのこどもがいる世帯について、収入基準の緩和をす

る。 

・ＤＶ被害者は、単身入居の年齢要件の緩和をする。 

・ＤＶ被害者世帯は、離婚が成立していなくても、配偶者と別世帯としての申込みを認める。 

【令和５年度実績】 

倍率優遇（母子・父子世帯：625 件、ＤＶ被害者：８世帯、子育て世帯：140 世帯） 

年齢緩和（ＤＶ被害者：２世帯） 

 

＜住宅セーフティネット事業＞ 

民間賃貸住宅の空き家等を活用した住宅確保要配慮者向け住宅（セーフティネット住宅）の登録制

度、セーフティネット住宅への経済的支援及び居住支援等により、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅

への入居の円滑化に取り組み、子育て世帯等が安心して暮らせる住まいの確保につなげます。 

【令和５年度実績】 

登録住宅戸数（子育て者対象・累計）10,476 戸 

 

女性相談保護事業 

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律」に基づき、区福祉保健センターにおいて女性の抱える様々な問題に対しての相談

や緊急的な一時保護を含めた自立支援を、民間団体と連携しながら行います。また、一時保護をため

らう相談者に対する安全確保や自立支援のための取組として、一時的な居場所の提供等の支援を民間

団体への補助により実施します。更に、女性を取巻く複雑・多様化する課題により適切に対応するた

め、相談員の専門性の向上・人材育成、体制強化に取り組みます。 
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ＤＶ被害者支援 

こども青少年局を統括・調整部署とし、区福祉保健センター、男女共同参画センターの３者が一体

的に「横浜市ＤＶ相談支援センター」の機能を果たし、ＤＶ被害者への相談・支援を行います。 

ＤＶ被害者が、ＤＶの行為を受けていることやＤＶが重大な人権侵害であるということに気付ける

よう、理解・普及啓発を図るとともに、相談や公的支援に適切につながるよう、様々な広報媒体を活

用し、相談窓口に関する必要な情報を周知します。併せて、ＤＶ被害者支援の一環として、加害者更

生プログラムを実施している民間団体の活動を支援します。また、児童相談所や区役所等が行う児童

虐待対応との連携強化を図ります。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

ＤＶに関する相談件数 4,527 件／年 5,000 件／年 

 

女性緊急一時保護施設補助事業 

本市における女性緊急一時保護の受入先（シェルター）の確保及び女性相談保護事業の安定を図る

ため、シェルターを運営する民間団体に対して運営費の補助を行い、ＤＶ被害者等が一時保護中の安

全確保と適切な自立に向けた支援等が受けられるよう取り組みます。 

【令和５年度実績】 

補助団体数：４団体 

 

母子生活支援施設緊急一時保護事業 

ＤＶからの避難や経済的困窮等から緊急の保護を要する母子を、母子生活支援施設を活用して一時

的に入所させ、直面する身体・生命の危機から母子を保護するとともに、相談・支援を行い、母子の

福祉の向上を図ります。 

また、母子生活支援施設緊急一時保護の枠を活用して、出産後間もない乳児の養育に課題があると

思われる妊産婦を一時的に入所させ、妊娠中から保健指導等を含む支援を行い、安定した生活基盤を

整えます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

延べ利用世帯数 66 世帯／年 92 世帯／年 

 

若年女性支援モデル事業 

民間団体と協働し、ＳＮＳ等のＩＣＴを活用したアウトリーチや繁華街などの巡回により、公的な

支援に繋がりにくいとされている若年女性に対して、声掛けや相談支援を行います。また、相談窓口

における電話、メール、ＳＮＳ等のＩＣＴを活用した相談や面談の実施、一時的に安心・安全な居場

所の支援が必要と判断した場合の居場所確保等を通じて、若年女性の自立を支援します。 
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デートＤＶ・ＤＶ防止事業 

デートＤＶは、重大なストーカー事件や、将来のＤＶ・児童虐待につながる可能性があるため、生

徒・教員向けの「予防教育」、チャット「相談」窓口、「被害・加害者回復プログラム」、「広報・啓発」

を総合的に推進し、予防から回復まで切れ目ない支援を実施します。 

【令和５年度実績】 

啓発講座実施回数：24 回 

啓発講座延べ受講人数：2,635 人 
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基本施策８ 児童虐待防止対策と社会的養育の推進 

◆児童虐待対策を総合的に推進し、未然防止から再発防止までの支援策を強化します。 

◆各区にこども家庭センター機能を設置し、包括的な相談支援を提供するとともに、児童相談所の機能

を強化し、虐待の早期発見や親子関係の再構築及び支援の充実を図ります。 

◆社会的養育を推進し、里親登録者の確保や施設の多機能化・高機能化を進めます。更に、こどもの意

見表明の機会を確保し、権利擁護の取組を推進します。 

現状と課題 

 児童虐待対応 

○ 本市では、横浜市子供を虐待から守る条例（2014（平成 26）年制定、2021（令和３）年改正）

に保護者、市民、行政、関係機関の責務を明記し、条例に基づきこどもの命を守るための施策を総

合的に推進しています。 

○ 児童虐待相談対応件数は年々増加し、2023（令和５）年度は 14,035 件となっています。2018

（平成 30）年度以降、要保護児童 14の児童虐待による死亡事例は発生していませんが、心中や出

産直後の遺棄による死亡事例など、要保護児童としての関わりがない死亡事例や、重篤事例は依然

発生しています。 

 

図表 4-37 児童虐待相談の対応件数と一時保護件数の推移 

 

（出典）横浜市「横浜市における児童虐待の対応状況」 

※ 令和４・５年度の児童虐待相談の対応件数については、令和６年１月にこども家庭庁から示された解釈に基

づき、児童虐待の通告・相談受理後の調査等の結果、明らかに虐待行為がないと判断されたケース（虐待非

該当ケース）を除外し修正・精査した件数。それ以前の令和元～３年度については、虐待非該当ケースを含

む件数を参考数値として掲載している点に留意。 

 

○ 児童虐待の早期発見・早期対応、発生時の迅速・的確な対応、継続支援等を適切に行う体制の充実

と、専門性の高い人材の育成と確保が必要です。 

  

 
14 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童（児童福祉法第６条の３第８項）

で、要保護児童対策地域協議会の対象児童として区や児童相談所で継続支援を行っている。 
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○ 子ども家庭総合支援拠点機能を 2021・2022（令和３・４）年度の２か年で全区整備し、児童虐

待対応の専任化や心理職などの専門職の配置により、初期対応の迅速化や継続支援の充実など、相

談対応機能が強化されています。地域との連携や協働をより一層推進させるとともに、市民に向け

た啓発や関係機関ネットワークの更なる強化が必要です。 

○ 2024（令和６）年４月１日の改正児童福祉法の施行により、市町村の努力義務として全ての妊産

婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関（こども家庭センター）の設

置が規定され、全ての妊産婦・子育て家庭・こどもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センタ

ーの設置に努めることが定められました。 

○ 本市においては、各区のこども家庭支援課にこども家庭センター機能を整備します。こども家庭セ

ンター機能の全区設置へ向けて妊産婦、こども、その家庭からの相談を受け止め、一体的な支援を

行う体制を構築していきます。 

○ 児童虐待防止対策の強化に向けた児童福祉法等の改正の内容や国の対策、増加する児童虐待相談

対応件数、本市での死亡・重篤事例等の発生状況を踏まえ、児童虐待防止対策の更なる強化が必要

です。 

○ こどもの健康や発達、学業などを脅かす課題を抱えた家族に対して、できるだけ早い段階でこども

と家族のパートナーとなって支援を行い、長期の親子分離を回避するアーリーヘルプ（予防と法的

介入の隙間を埋める早期支援）が重要です。 

○ 弱い立場に置かれたこどもは、性的な虐待に遭ってもそれを被害であると認識できないことや、認

識できても現状では声を上げにくく適切な支援を受けることが難しい場合があるため、こども自

身に性被害を理解してもらうことや、相談しやすい窓口の周知、支援体制の強化が必要です。 

 

 児童虐待対応の支援策と児童相談所の機能強化 

○ 児童虐待相談対応件数が増加する中、迅速・的確で組織的な対応が行えるよう、児童相談所の体制

強化や、区役所の機能の強化、職員の専門性の向上が必要です。 

○ 全国の児童虐待死亡事例のうち、０歳児の死亡人数は約５割を占めています。予期しない妊娠や特

定妊婦の支援強化など、課題解決に向けた取組が必要です。 

○ 2024（令和６）年４月の改正児童福祉法の施行により、一時保護に際して、2025（令和７）年

度からは司法審査が導入される予定です。 

○ 2023（令和５）年４月の改正児童福祉法の施行により、児童相談所の管轄区域内の人口を概ね 50

万人以内とする方針が示されています。 

 

 社会的養育の推進 

○ 社会的養育とは、こどもの福祉のために、こどもへの直接の支援はもとより、社会がこどもの養育

に対して保護者（家庭）とともに責任を持ち、家庭を支援することです。15 

  

 
15 新しい社会的養育ビジョン（平成 28 年の児童福祉法改正を受けて、社会的養育分野における法改正の理念を具体化

するために国が示した報告書）より 
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○ 里親等への委託数は増加傾向ですが、更なる家庭養育の推進に向け、里親委託の促進や委託後の支

援の充実のための里親支援センターの設立、ファミリーホームの増設など、関係機関が連携し、支

援する体制の充実が必要となっています。 

 

図表 4-38 施設入所・里親委託児童数の推移 

 

（出典）横浜市「横浜市児童相談所事業概要」 

 

○ 横浜型児童家庭支援センターでは区役所や地域の関係機関と連携し、養育支援が必要な家庭に対

する専門的な相談を行うとともに、子育て短期支援事業による一時的な預かりなど、きめ細やかな

支援を行う必要があります。 

○ 施設においても、専門的なケアを必要とするこどもや中高年齢児のための施設の多機能化・高機能

化や、施設職員等の専門性の向上が必要です。 

○ 児童養護施設等の退所者に、就労や進学への支援、生活相談等、安定した生活を送るための計画的

な支援の提供が必要です。 

 

 こどもの意見表明機会の確保と権利擁護の取組 

○ 児童福祉施設や里親への措置を検討する際や一時保護開始時等にこどもの意見を聴取する機会を

確保していく必要があります。また、施設入所・里親等への委託など、社会的養護の対象となって

いるこどもの意見表明を支援する取組が必要です。 

○ 児童相談所では、一時保護や施設入所措置、里親委託等を実施する際、こども自身の意見を丁寧に

聴取した上で、方針決定を行う必要があります。このため、絵や写真入りのスライド・動画を用い

て丁寧に説明し、こどもが理解できたことを確認するなどの取組を行っています。 
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○ 一時保護所においては、こどもの意見表明の機会を確保するため、各一時保護所に月１回、弁護士

がアドボケイト 16として訪問しています。また、こどもの権利擁護の視点を踏まえ、一時保護所

の運営に助言をいただき、必要な改善を図っています。 

○ 一時保護所の平均入所日数は長期化傾向にあり、保護期間の短縮化が必要となっていますが、その

一方で、個々の事情により長期化せざるを得ない場合もあり、こどもの権利擁護のため、一時保護

所の環境改善や学習支援が必要です。 

○ 2024（令和６）年４月の改正児童福祉法の施行により、一時保護施設の設備及び運営に関する基

準が定められ、定員超過への対応や一時保護の際のこどもの権利擁護、個別的なケアを更に推進し

ていく必要があります。より過ごしやすい生活環境に向けた改善やデジタル教材を活用した学習

の推進、一時保護所からの小・中学校在籍校への通学支援など、こどもの生活や学習に係る権利擁

護の取組が求められています。 

○ 虐待を受け弱い立場にあるこどもは、これまでの経験から自ら声を上げにくく、児童相談所や区を

はじめこどもに関わる機関は、より丁寧にこどもの声に耳を傾け、こどもが自己の意見を表明する

機会を多く設ける必要があります。 

  

 
16 こどもの声を大きくするマイクのような存在として、こどもたちが言いたいこと話したいことを拾い上げ、関係する

大人に届ける役割を果たしている。 
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施策の目標・方向性 

 児童虐待対策の総合的な推進 

○ 横浜市子供を虐待から守る条例並びに児童虐待の未然防止から発生時における対応、再発防止及

び児童の自立に向けた支援に至るまでの対応をまとめた「横浜市の児童虐待に対する８つの対策」

を基に、支援策の充実、組織的対応の強化、人材育成、関係機関相互の連携強化、広報・啓発等、

総合的な児童虐待防止対策を更に推進します。 

○ 「こども家庭センター」機能を 18 区のこども家庭支援課に段階的に設置し、全ての妊産婦、子育

て世帯、こどもへの包括的な相談支援を強化し、こどもや子育て当事者のニーズに合った支援計画

（サポートプラン）の作成や地域における子育て支援の基盤づくりを行います。 

○ 児童虐待防止や体罰によらない子育て、こどもの最善の利益についての市民意識の醸成や啓発活

動を実施します。 

 

 児童虐待対応の支援策と児童相談所の機能強化 

○ 予期しない妊娠や子育ての不安、こども本人からの相談の対応など、児童虐待の未然防止や早期発

見・早期対応に取り組むとともに、親子関係の再構築や養育改善のための支援の充実を図り、児童

福祉法等の改正を踏まえた児童虐待の再発防止の取組を検討・推進します。 

○ 児童相談所及び区役所と関係機関との連携の更なる推進を図り、要保護児童対策地域協議会のネ

ットワークの更なる強化に取り組みます。 

○ 児童相談所の体制強化に向け、児童福祉司や児童心理司等の人材の確保・育成を進めます。 

○ アーリーヘルプの実践として、保育所や学校などのこどもにとって身近な機関に対し、児童相談所

と区役所による助言等の支援機能強化を進めていきます。 

○ 児童相談所職員がこどもや保護者と向き合う時間を更に確保するために、ＤＸを更に進めていき

ます。 

○ 一時保護に際して、2025（令和７）年度からは司法審査が導入される予定となっており、引き続

き法的対応力を強化します。 

○ 児童相談所の管轄区域については、2026（令和８）年度の東部児童相談所（仮称）の新設による

見直しとともに、今後の社会情勢や人口動態を踏まえながら検討を進めていきます。 

○ 一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例において、入所している児童一人ひとりの権利

を尊重した運営や施設の環境改善など、基準を踏まえた具体的な取組を進めていきます。 
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 社会的養育の推進 

○ こどもの家庭養育優先の原則が明記された児童福祉法及び 2017（平成 29）年の国の「新しい社

会的養育ビジョン」を踏まえ、本市の社会的養育の更なる推進に取り組みます。国から策定を求め

られた都道府県社会的養育推進計画として、本市では「横浜市社会的養育推進計画」（令和７年度

から 11 年度）を策定し、同計画で定めた数値目標等を踏まえ、社会的養育の推進に取り組んでい

きます。 

○ 本市における里親登録者数は増加傾向にあるものの、まだ不足しています。引き続き児童相談所等

の関係部署、里親フォスタリング 17機関が連携し、里親登録者数の確保を進めていくとともに、

里親支援センターの設置及びファミリーホームの増設を進めていきます。 

○ 里親委託の推進に伴い、児童養護施設等においては専門的なケアを必要とする児童や中高年齢児

のための施設の多機能化や高機能化を進めていきます。 

○ 各区の横浜型児童家庭支援センターでは、虐待を未然に防止し重篤化に至らないよう、区役所や地

域の関係機関と連携し、養育支援が必要な家庭に対する専門的な相談を行うとともに、こどもの短

期間の預かりや一時的な預かり等きめ細かな支援を行います。 

○ 児童養護施設等の退所者への就労や進学の支援、生活相談など、安定した生活を送るための継続し

た支援体制を構築します。施設等退所者へのヒアリング結果や社会的養護経験者の支援ニーズ等

を詳細に把握するための実態調査の結果を踏まえ、施設退所後に必要な支援を充実させていきま

す。 

 

 こどもの意見表明機会の確保と権利擁護の取組の推進 

○ 児童相談所は、一時保護や施設入所、里親委託等を実施する際に行うこどもの意見聴取について、

こどもの意見を反映しやすくするために、引き続き、絵や写真入りのスライド・動画を用いた説明

など年齢や発達に応じた相応の配慮を行います。 

○ 一時保護所では、アドボケイトによる訪問の取組について、更に第三者性を高めるなどの改善を行

っていきます。 

○ 一時保護所の設備・運営基準の条例化に伴い、引き続き、生活環境の改善や在籍校への通学支援な

どの取組の充実を図り、こどもの権利擁護や個別的なケアを推進します。 

○ 児童相談所は、こどもの意見を適切に聴取する機会を確保しながら、複雑化・深刻化する児童虐待

等の相談・支援に適切に対応できる専門性の高い職員の確保と育成を行います。また、弁護士によ

るこどもの人権に関する研修会を実施し、こどもの人権を深く理解し擁護できる職員を育成しま

す。区役所においても、こども本人からの相談に適切に対応できるよう、研修等を通して人材育成

を行うとともに、こどもが意見表明しやすい環境の整備に努めます。 

○ 里親委託や児童福祉施設入所中のこどもに対し、こどもの意見表明の機会を確保し、こどもにとっ

てより適切な養育環境を目指すため、こどもの意見表明支援事業を実施します。また、事業実施の

ための意見表明支援員を育成していきます。  

 
17 里親のリクルート及びアセスメントから里親委託中における里親養育への支援までの一貫した里親支援 
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アウトカムと指標 

アウトカム 指標 
直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

こどもの安心安全が 

保障されている社会の実現 

（虐待死の根絶） 

児童虐待による死亡者数 ２人 ０人 

こどもと保護者の心理・ 

社会的孤立の解消 

①こども家庭センター 

設置数 

②合同ケース会議での協議

件数（妊産婦、こども、子

育て家庭に対する一体的

支援の実施数） 

①３か所 

【令和６年度】 

② ― 

①18 か所 

 

②30,000 件 

こどもの最善の利益を 

図るための家庭養育の優先 

①里親委託率 

②里親登録者数 

③ファミリーホーム設置数 

①20.7％ 

②277 組 

③８か所 

①36.8％ 

②430 組 

③9 か所 

 

主な事業・取組 

区の要保護児童対策地域協議会の機能強化 

地域における支援体制の維持・向上を図るため、関係機関向けの研修実施などのネットワークの充

実を図ります。 

また、児童虐待の重篤化防止や早期対応のために、区や児童相談所が継続支援中の要保護児童につ

いて、「個別ケース検討会議」を開催し、関係機関とともに支援方針を検討します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

個別ケース検討会議 1,942 件／年 2,035 件／年 

 

区役所における人材育成 

要保護児童対策地域協議会の調整機関機能の向上を図るため、区の調整担当者に対し、法定の担当

者研修を実施します。また、要保護児童対策地域協議会の調整機関としての役割を適切に果たし、虐

待対応力の向上を図ることを目的に児童福祉の専門家を派遣するスーパーバイザー派遣事業を行い

ます。更に、区の児童虐待対応に関わる職員向けの専門家による研修等を実施し、こどもの権利擁護

の推進を図るとともに児童虐待対応における専門性強化に取り組みます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

調整担当者研修受講者 累計 126 人 累計 240 人 
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妊娠・出産相談支援事業（基本施策１の再掲） 

予期せぬ妊娠など妊娠・出産の不安や悩みを抱えた人が、電話やメール、ＳＮＳで気軽に相談でき

る「にんしんＳＯＳヨコハマ」を運営し、妊娠早期からの相談支援を充実させるとともに、安全な妊

娠・出産等への支援につなげます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

にんしんＳＯＳヨコハマ相談件数 583 件／年 640 件／年 

 

こども家庭センター機能の設置（基本施策２の再掲） 

改正児童福祉法の施行に伴い、「こども家庭センター」機能を区こども家庭支援課に設置し、全ての

妊産婦、子育て世帯、こどもへの包括的な相談支援を強化し、こどもや子育て当事者のニーズに合っ

た支援計画（サポートプラン）の作成や、地域における子育て支援の基盤づくりを行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

実施か所数 
３か所 

【令和６年度】 
18 か所 

 

学校との連携強化 

要保護児童対策地域協議会の枠組みを活用し、児童虐待の防止、早期発見、早期対応に向けて、学

校と区役所・児童相談所は、密な情報連携を推進します。 

児童生徒を取り巻く課題への対応において、区役所等はスクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカーをはじめとする学校との連携を強化します。 

 

医療機関との連携強化 

横浜市子育てＳＯＳ連絡会（要保護児童対策地域協議会代表者会議）及び各区児童虐待防止連絡会

（要保護児童対策地域協議会実務者会議）への医師・産科医師の参加や、横浜市児童虐待防止医療ネ

ットワーク（ＹＭＮ）会議の開催を通じ、医療機関と児童相談所や区こども家庭支援課との連携強化

の充実を図ります。 

 

児童虐待防止の広報・啓発 

こどもの最善の利益が考慮され、体罰によらない子育ての理解が広がり、子育て世帯を温かく見守

り社会全体で子育てを行う意識が醸成されるよう、広報啓発の取組を推進します。 

横浜市子供を虐待から守る条例に基づき、11 月のオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペー

ン、及び毎月５日の子供虐待防止推進の日を中心に、関係機関・団体、商店街、交通機関等と連携し

た広報・啓発事業を身近な地域で更に進めます。 
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養育支援家庭訪問事業 

児童虐待等の問題を抱え、児童相談所が継続支援を行っている養育者に対し、養育者の不安の傾聴、

育児相談・支援、家事援助、養育状況の確認等のため、養育支援家庭訪問員及び養育支援ヘルパーを

派遣し、虐待の再発防止等を図ります。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①家庭訪問回数 3,725 回／年 5,490 回／年 

②ヘルパー派遣回数 8,575 回／年 9,504 回／年 

 

親子関係形成支援事業 

児童との関わり方や子育てに悩み・不安を抱えた保護者が、親子の関係性や発達に応じた児童との

関わり方等の知識や方法を身に付けるため、ペアレント・トレーニング等を実施するとともに、同じ

悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける

ことで、健全な親子関係の形成に向けた支援を行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

参加者実人数 － 300 人／年 

 

児童相談所等の相談・支援策の充実 

こどもの権利擁護のため、こどもの意見を適切に聴取する機会を確保しながら、複雑化・深刻化す

る児童虐待等の相談・支援に適切に対応できる専門性の高い職員を確保・育成します。また今後、実

施される一時保護の実施の際の司法審査に対応するため、より法的対応力の強化を図り、児童虐待の

重篤化防止のため、アーリーヘルプに取り組んでいきます。 

2024（令和６）年４月の改正児童福祉法の施行に伴い、一時保護施設の設備及び運営に関する基

準が定められ、引き続き定員超過改善のための取組や学習支援の取組を進めます。 

また、児童相談所の管轄区域の見直しや環境改善などを図るため、新たな児童相談所の整備の検討

を行います。 

 

一貫した社会的養護体制の充実 

様々な理由により家庭で暮らすことのできないこどもが、落ち着いた環境の中で安定した生活を送

ることができるよう、里親家庭や施設等の養育環境の充実及び支援体制の強化に取り組みます。 

より専門的なケアを必要とするこどもの受入れや、入所等児童の家庭復帰及び退所後の自立を支援

していくため、養育者の専門性の向上を図ります。 

また、施設等を退所し、進学・就職するこどもが社会的にも経済的にも自立できるよう、施設等や

関係機関が連携し、入所中から退所後まで継続した支援体制を構築します。 
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里親等委託の推進 

様々な理由により家庭で暮らすことができない児童が、里親等の家庭で生活を送ることができるよ

う、里親・ファミリーホームの担い手の確保及び育成を行い、里親等への委託を進めます。里親や養

子縁組等の家庭養育をより一層推進するため、里親制度が広く市民に認知されるための広報・啓発を

実施します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①里親制度説明会の参加人数 154 人／年 190 人／年 

②ファミリーホーム設置数 ８か所 ９か所 

 

横浜型児童家庭支援センターにおける家庭支援 

家庭で安心して子育てができるように、全区に設置している横浜型児童家庭支援センターで、相談

員や心理担当職員が子育てに関する様々な相談に応じます。各センターが持つ良い取組の共有や事例

検討等により支援の質の向上を図るとともに、各区や児童相談所エリアごとの会議等を活用して関係

機関との連携を強化し、各区の在宅支援の中心的な役割を担います。 

 

子育て短期支援事業 

児童を養育する家庭において、保護者の疾病や子育ての疲れなどの理由により、児童の養育が一時

的に困難になった場合に、横浜型児童家庭支援センター等で、宿泊を伴う「ショートステイ」や夕方

から夜間にかけて預かりを行う「トワイライトステイ」などの短期的な預かりを行うことで、こども

や家庭への在宅支援の充実を図ります。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

①ショートステイ利用者数 646 人／年 845 人／年 

②トワイライトステイの利用者数 4,832 人／年 5,738 人／年 

 

母子生活支援施設緊急一時保護事業（基本施策７の再掲） 

ＤＶからの避難や経済的困窮等から緊急の保護を要する母子を、母子生活支援施設を活用して一時

的に入所させ、直面する身体・生命の危機から母子を保護するとともに、相談・支援を行い、母子の

福祉の向上を図ります。 

また、母子生活支援施設緊急一時保護の枠を活用して、出産後間もない乳児の養育に課題があると

思われる妊産婦を一時的に入所させ、妊娠中から保健指導等を含む支援を行い、安定した生活基盤を

整えます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

延べ利用世帯数 66 世帯／年 92 世帯／年 
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こどもの性被害の防止 

こどもの性被害の防止に当たっては、児童福祉施設等におけるカメラやパーテーションの設置

や、こどもの人権を深く理解し、相談・適切に対応できる職員の確保と育成、こどもが意見表明し

やすい環境の整備等、未然に防止するための取組を実施し、こどもが安全安心に過ごせる環境を整

えていきます。 

 

こどもの意見を聴く取組の推進 

社会的養護下における児童の意見が、年齢及び発達の程度に応じて尊重されるよう、こどもの意

見表明支援事業を実施し、「こどもが意見を表明する機会」を確保することで、こどもの心身の健

やかな成長と自立を図ります。 

【令和６年度新規】 
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施策分野３ 社会全体でのこども・子育て支援 

基本施策９ 社会全体でこども・若者を大切にする地域づくりの推進 

◆仕事と育児等の調和が実現され、子育てを楽しみ、こどもの成長に関わることができる社会をつくる

ため、企業に対する支援や男性の育児等への参画の促進など、多様で柔軟な働き方と共育てを推進しま

す。 

◆こどもや子育て中の人を応援する取組が広がるよう、こどもを大切にする社会的な気運醸成に取り組

むとともに、安全・安心な環境の中で子育てができるまちづくりを推進します。 

◆こどもの意見を聴き、施策・事業に生かすための取組を進めます。 

現状と課題 

 仕事と家庭生活の両立を取り巻く状況 

○ 保育所等での受入枠確保や誰もが働きやすい職場づくりに関する企業の取組等により、共働き世

帯が増加し、また、男性の長時間労働は改善の傾向が見られます。男性の家事・育児等に充てる時

間は増加傾向にあるものの、女性の家事・育児等に充てる時間は、男性を大きく上回っており、家

庭生活の負担がいまだ女性に偏っている現状があります。 

 

図表 4-39 生活の中で各活動に費やしている時間 

 

（出典）横浜市「男女共同参画に関する市民意識調査報告書（令和４年度）」 

 

○ 男性が育児休業を取得することに対する市民意識は肯定的な考え方が高くなっており、男性の育

児休業取得率は、近年で上昇し、2023（令和５）年度は 40.6％となっています。一方で、取得

期間は１か月未満が 65.9％を占めています。 
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図表 4-40 育児休業取得率 

 
（出典）横浜市「男女共同参画に関する事業所調査報告書」 

 

○ ニーズ調査（未就学児保護者）によると、育児休業を取得しなかった男性について、その理由とし

て、「仕事が忙しかった」、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」などが挙げられていま

す。近年の深刻な労働力不足なども背景に、制度はあっても利用しづらい職場環境やワーク・ライ

フ・バランスの実践に取り組むことが難しい職場が存在していることがうかがえます。 

○ 晩婚化・晩産化などを背景として、育児・介護（ダブルケア）と仕事を同時期に担う人が増えてい

ることも想定され、複数のケアと仕事を両立できる環境づくりの必要性も高まっています。 

○ 夫婦が相互に協力しながら子育てをすることや、全ての子育て家庭の仕事と家庭生活の両立を職

場が応援するとともに、子育て家庭の多様な現状や悩みを理解し、支援する地域社会をつくる必要

があります。 

 

 こどもや子育てをめぐる社会的な環境 

○ ニーズ調査（未就学児保護者、小学生保護者）によると、「子育てをしていて、地域社会から見守

られている、支えられている」と感じている人（「そう感じる」、「どちらかといえばそう感じる」

の合計）は、未就学児の保護者で 32.4％、小学生の保護者で 39.2％と、半数に満たないのが現

状です。また、市民意見交換会では、「こどもが騒ぐと冷たい視線を感じる」、「こどもが大事にさ

れていることを実感できる世の中になってほしい」との声が寄せられています。 
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図表 4-41 子育てをしていて地域社会から見守られている、支えられていると感じるか 

 

 

（出典）横浜市「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」（未就学児保

護者、小学生保護者） 

 

○ 安心して子育てをしていくためには、妊産婦や乳幼児を連れた家庭への配慮など、周囲からの協力

が自然と行われることが重要であり、子育て家庭が置かれている環境や負担感等に関する理解の

促進など、様々な取組を通じてこどもや子育て家庭を社会全体で支える気運を醸成していく必要

があります。 

○ こどもや子育て世帯・妊娠中の方の目線で安全・安心・快適に生活を送ることができる環境の整備

や、インクルーシブな居場所の更なる充実が求められています。 

○ ジェンダーに関わる無意識の思い込みに捉われることなく、こども一人ひとりの個性や思いを尊

重しながら、こどもの育ちを見守る環境づくりが必要です。 

 

 こども・若者の意見表明の機会の確保と施策反映の必要性 

○ 2023（令和５）年４月に施行されたこども基本法では、こどもの成長に対する支援にとどまらず、

こどもが関わる幅広い分野において、こどもの視点に立った施策の推進が求められています。 

○ こども大綱では、全てのこども・若者が、自らの意見を持つための様々な支援を受けることができ、

その意見を表明し、社会に参画できることを目指すとされています。 

○ 2024（令和６）年６月に制定された横浜市こども・子育て基本条例では、こども基本法の精神に

のっとり、市がこども・子育てに関する施策を推進するに当たっては、こどもが、社会を構成する

一員として、その年齢及び発達の程度に応じて、意見を表明する機会を確保し、その意見を施策に

反映させるよう努めることとされました。 

4.9 27.5 33.0 16.8 14.8 3.1

0 20 40 60 80 100

令和5年度調査

（n=33,321）

(%)

そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらともいえない

どちらかといえばそう感じない そう感じない 無回答

未就学児

6.4

13.2

12.4

32.8

40.0

37.7

32.9

26.1

27.1

14.1

11.5

11.4

11.6

7.8

10.1

2.1

1.5

1.3

0 20 40 60 80 100

令和5年度調査

（n=31,938）

平成30年度調査

（n=30,738）

平成25年度調査

（n=28,718）

(%)

そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらともいえない

どちらかといえばそう感じない そう感じない 無回答

小学生



159 

 

○ こどもの意見表明の機会を確保するためには、市の施策や取組について、こどもに対する分かりや

すい情報提供が必要です。また、こども・若者の意見を真剣に受け止め、聴いた意見がどのように

扱われたのかをフィードバックするなど、自分の意見が社会にどのような影響を与えたかを知る

ことで、社会参画への意識の高まりや次の意見表明にもつながっていくため、意見の施策反映のプ

ロセスを示すことも重要です。 

○ こどもの意見聴取や施策への反映は、対象となるこどもや施策の内容に応じて、適切な手法やタイ

ミングを工夫・選択するとともに、継続的に取り組むことが必要です。 

○ 疾病や障害のあるこどもや社会的養護下のこどもなど、意見を聴かれにくい状況にあるこども・若

者の意見表明に対し、きめ細かなサポートを行うことが必要です。  
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施策の目標・方向性 

 多様で柔軟な働き方と共育ての推進 

○ 子育て期における仕事と家事・育児等の調和が実現され、ライフステージが変化していく中でも、

生き生きと活躍し、豊かな生活を送ることができるよう、企業に対する支援や認定等を通じて、多

様で柔軟な働き方の推進など、誰もが働きやすい職場環境づくりに向けた取組を促進します。 

○ 男性の家事・育児等への参画を促し、一人ひとりがワーク・ライフ・バランスを意識し、男女が共

に主体的に子育てを楽しみ、こどもの成長に関わっていくことができる社会の実現に向けた啓発

や取組を、働き方の多様化なども考慮して進めます。 

 

 こどもを大切にする社会的な気運の醸成と安全・安心な地域づくり 

○ こどもや子育てにやさしい「こどもまんなか社会」の実現に向けて、こどもや子育て中の人が気兼

ねなく制度やサービスを利用できるように、地域社会、企業など様々な場で、こどもや子育て中の

方々を応援する取組が広がるよう、市として各施策・事業を展開することや社会的な気運醸成の取

組を進めます。 

○ 本市の持つ地域資源や図書館等の公共施設を効果的に活用し、多様な知や人・文化との出会いや体

験を通して、こどもの豊かな創造性や感性を育みながら、健やかな成長の原点となる遊びや体験活

動を提供します。 

○ こどもやその家族が生活するための基盤として、子育て家庭に配慮した居住空間の認定や祖父母

との世代間での支え合いによる子育てしやすい環境づくり、交通機関等のバリアフリー化、誰もが

快適に利用できる公園整備など、安全・安心な環境の中で、親子が楽しみながら子育てができるま

ちづくりを推進していきます。 

○ こどもが巻き込まれる事故を防ぐため、日常生活や身の回りの環境に潜む危険に気づくきっかけ

となるよう、こどもの事故予防に関する啓発に取り組みます。また、児童生徒の通学路等での見守

りや交通安全教室など、こどもを事件や事故から守るための取組を推進します。 

 

 こどもの意見を施策・事業に生かす取組の推進 

○ より良い施策・事業の推進のため、施策・事業の目的や内容、意見を聴くこどもの状況などを考慮

しつつ、様々な手法を組み合わせながら、こどもの声を聴く機会を確保していきます。また、こど

もが意見を表明しやすい環境整備と気運の醸成に取り組みます。 

○ こどもの意見表明の機会を適切に確保する前提として、市の取組について、こどもの視点に立った

分かりやすい情報提供に努めます。 

○ 計画期間を通じて、こどもの意見表明の機会の確保や施策への反映方法について、先進事例に関す

る情報収集と実践を通じた課題の把握や改善の取組を継続して進めます。 

○ こどもと直接関わることのできる基礎自治体として、意見を聴かれにくい立場にあるこども・若者

を含め、全てのこども・若者の意見表明の機会をより適切に確保していくことや施策へ反映してい

くことができるよう、継続的に検討を進めます。  
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アウトカムと指標 

アウトカム 指標 
直近の現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

男女共に仕事と子育てを 

両立できる環境が整備 

されている 

市内事業所における男性の

育児休業取得率 
40.6％ 40.6％以上※ 

こどもや子育てに 

やさしい地域づくりが 

進んでいる 

子育て環境が整っている 

ことを理由に、横浜に 

住み続けたいと考える 

子育て世帯等の割合 

15.2％ 20％ 

 ※関連計画である横浜市男女共同参画行動計画と連動するため、2026（令和８）年度開始予定の次

期横浜市男女共同参画行動計画の指標との整合を図り、本計画の目標値として改めて設定する。 

 

主な事業・取組 

共に子育てをするための家事・育児支援 

男女が共に主体的にワーク・ライフ・バランスを図りながら子育てを楽しみ、暮らすことができる

社会の実現に向け、身近な地域での父親育児支援講座を実施します。併せて、ウェブサイトや広報物

等で、男性の家事・育児支援に関する情報提供と市民への啓発を行います。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

地域における父親育児支援講座の参加者数 965 人／年 5,500 人（累計） 

 

男性の家事・育児への参画推進 

性別役割分担に関する意識改革を進め、男性の家事・育児への参画を推進するため、夫婦やパート

ナー同士で家事・育児の在り方について話し合うきっかけづくりや、基本的な家事スキルを学ぶ講座

等を実施します。 

【令和５年度実績】 

講座開催回数：２回 

 

誰もが働きやすい職場環境づくりの推進 

女性の活躍やワーク・ライフ・バランスを推進するため、誰もが働きやすい職場環境づくりを積極

的に進める市内企業等を「よこはまグッドバランス企業」として認定し、認定企業の取組を市民や市

内企業に対し広報・ＰＲします。 

また、企業に対し、ワーク・ライフ・バランスの考え方、女性活躍推進の重要性、具体的な方策等

について情報提供するためのセミナーを開催します。 

【令和５年度実績】 

よこはまグッドバランス企業 認定企業数：233 社（令和６年４月１日時点） 

セミナー開催回数：７回 
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企業を対象としたセミナー等の実施 

中小企業等の人材確保・定着、生産性向上に向けて、多様で柔軟な働き方を推進し、様々な人が働

きやすい職場環境の整備を支援するため、市内中小企業を対象とした普及啓発セミナー等を実施しま

す。 

【令和５年度実績】 

セミナー開催（ＷＥＢ・会場）：２回 

 

子育て応援アプリ「パマトコ」（基本施策２の再掲） 

「子育て応援アプリ『パマトコ』」を通じて、子育てに関する手続のオンライン化を図るとともに、

子育てに必要な情報を集約し、保護者・こども一人ひとりに合わせて提供します。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

対象となるこどもの年齢 
未就学児まで 

【令和６年度】 
中学生まで 

 

子育て応援アプリ「パマトコ」家事負担軽減のためのコンテンツ作成（よこはま楽家事応援団） 

子育て応援アプリ「パマトコ」のコンテンツの一つとして、ネットスーパーや時短家電などの情報

を集約・発信し、利用を促進することで、子育て家庭の家事負担軽減を図り、時間的・心理的なゆと

り創出につなげていきます。 

 

子育て家庭応援事業（愛称「ハマハグ」）（基本施策２の再掲） 

小学生以下のこどものいる家庭の人や妊娠中の人が、協賛店で「ハマハグ登録証」を提示すると、

入店の際のちょっとした心配りや、子育てにやさしい設備・備品の提供、割引・優待など、子育てを

応援する様々なサービスが受けられます。子育て中の親子が楽しく、気兼ねなく外出することができ

るとともに、事業を通じて地域全体で「子育てを温かく見守り、応援するまち・横浜」を目指してい

ます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

新規協賛店舗数（５年間累計） 126 件 750 件（累計） 

 

児童手当 

児童を養育している家庭等における生活の安定と、児童の健やかな成長に資することを目的に、当

該児童の養育者に手当を支給します。 

【令和５年度実績】 

支給対象児童数：338,779 人 
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祖父母世代に向けた孫育て支援 

市民活動や地域貢献として子育て支援に関わりを持つきっかけをつくり、地域の中でこどもを育て

る気運を高めること等を目的とした広報物を作成し、啓発を行います。 

【令和５年度実績】 

孫育てに関する啓発リーフレット配布：約 700 部 

 

結婚を希望する人や子の結婚を希望する保護者向けの啓発・情報提供や若い世代向けのライフデザ

イン支援 

結婚・妊娠・出産・子育ての「切れ目のない支援」のための環境づくりに取り組むため、結婚を希

望する独身・未婚者等に向け、結婚や結婚後の生活、自身の将来展望、ライフプランについて考える

機会を提供します。 

また、様々なライフイベント（就職、結婚、妊娠・出産、子育て等）に関し、自分自身の考えや見

通しを整理するための機会や知識の提供など、若い世代向けのライフデザイン支援について取り組ん

でいきます。 

【令和５年度実績】 

結婚応援セミナー実施回数：１回 

 

次世代重点分野立地促進助成事業 

子育てを支援する企業など、成長が期待される分野の企業の市内立地等を助成金により支援するこ

とで、横浜経済の持続的成長につなげていきます。 

【令和５年度実績】 

子育て分野立地件数：１件 

 

福祉のまちづくり推進事業 

「横浜に関わる全ての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」を実現するため、

ベビーカーでの移動など子育て家庭などにも配慮した施設整備の推進や、バリアフリー情報の充実、

多様な人々との相互理解を進める福祉教育といった啓発事業を通じて、福祉のまちづくりを推進しま

す。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

鉄道駅舎へのエレベーター等の 

設置による段差解消駅数 

154 駅（累計）／ 

160 駅（市内全駅） 
155 駅（累計） 
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障害者等用駐車区画利用証制度（パーキング・パーミット制度） 

車いす使用者や妊産婦等、移動に配慮が必要な人が、幅の広い駐車区画や優先駐車区画を利用しや

すくなるよう、障害者等用駐車区画利用証を交付する制度を開始しました。ウェブサイトや広報物等

により制度の浸透を図り、当該駐車区画の適正利用を推進します。 

【令和６年度新規】 

 

地域の総合的な移動サービス検討 

子育て世代を含めた誰もが移動しやすい環境を整えていくため、2025（令和７）年度までに新制

度の運用を開始し、バスネットワークの維持や地域に適したきめ細かな移動サービスの充実に向けた

取組を更に進めていきます。 

 

地域子育て応援マンションの認定 

バリアフリーや遮音性に配慮したファミリー向けのマンションに、地域向けの子育て支援施設（認

可保育所、地域子育て支援拠点、親と子のつどいの広場等）を併設したものを「横浜市地域子育て応

援マンション」として認定し、子育て世帯等が安心して暮らせる住まいの確保につなげます。 

【令和５年度実績】 

累計認定戸数：6,743 戸 

 

断熱性能等を備えた良質な住宅の普及促進 

＜省エネ住宅住替え補助＞ 

子育て世代を対象に、最高レベルの断熱性能を備えた省エネ住宅等への住み替えに要する費用の一

部を補助することで、「省エネ性能のより高い住宅」の普及等の促進を図りながら、子育て世代の市内

転入や定住の促進につなげていきます。 

【令和５年度実績】 

補助実績：198 件 

 

安全・安心な公園づくり（基本施策４の再掲） 

地域の憩いの場であり、こどもたちの遊び場でもある身近な公園等を市民が安全で安心して快適に

利用できるよう区局一体となって新設・再整備や、施設改良、維持管理を進めます。 

【令和５年度実績】 

公園の新設・再整備：55 か所 
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読書に親しむ機会の創出と図書館サービスの充実 

市民利用施設等で活動する読み聞かせや朗読等のボランティアの活動を支援し、地域全体で読書活

動を推進します。また日頃、読書になじみのないこどもに読書の楽しさや読書活動を啓発するための

読書イベントを開催します。 

新たな図書館像を示した「横浜市図書館ビジョン」に基づき、こどもや子育て世代が利用しやすい

環境づくりなど、「未来を担う子どもたちのための図書館」を実現するための取組を進めていきます。

中央図書館１階では、親子連れやこどもたちが楽しく学べる、居心地の良い「のげやま子ども図書館」

を整備します。2024（令和６）年度に乳幼児とその保護者が安心して遊び絵本を読んで過ごすこと

ができる「おやこフロア」を先行整備し、2025（令和７）年度以降にこどもたちが楽しく学べる「子

どもフロア」を整備します。 

【令和５年度実績】 

市民が読書に親しむ全市的な機会の創出：「二十歳の市民を祝うつどい」でのブックリスト配布、こ

ども向け読書イベント「よこはま読書パーク」の開催 

読み聞かせ、朗読等ボランティア活動推進のための支援回数：25 回 

「横浜市図書館ビジョン」の策定 

新たなサービスや機能が充実した図書館情報システムへの更新 

 

横浜トリエンナーレ事業（基本施策４の再掲） 

横浜トリエンナーレ会場等に来場した親子連れ等が、文化芸術にふれあい親しむきっかけとなるよ

うなアートワークショップを開催します。 

展覧会会場入口に、入場までの待ち時間を短縮するこどもファスト・トラック（親子連れ優先レー

ン）を設置するなど、子育て世代がゆとりを持って鑑賞しやすい環境を整えます。 

想定事業量 直近の現状値 令和 11 年度 

アートワークショップの参加者数 17,864 人／展覧会 18,000 人／展覧会 

 

子育て世代のスポーツ活動支援事業 

子育て世代が気軽に安心してスポーツに取り組める環境を作るため、親子で共に楽しめるスポーツ

体験会を開催します。 

また、託児付きスポーツイベントの開催や、民間企業と連携した、子育て世代のスポーツの定着に

向けた取組を実施します。 

【令和５年度実績】 

働く世代•子育て世代の週１回以上のスポーツ実施率：42.5% 
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子育て世代向け横浜の魅力ＰＲサイト 

子育て応援アプリ「パマトコ」と連動して、横浜の魅力をＰＲするサイト「横浜子育て応援マガジ

ン 横浜で見つけたみんなの“いいね！”」を運用し、市内在住の子育て世代向けに、横浜での子育て

の魅力・強みや、横浜市の事業・取組を発信します。 

子育て世代の目線での特集や投稿型コンテンツ等により、横浜の魅力を認識・発見してもらうこと

で、楽しみながら子育てできるまちづくりを推進していきます。 

【令和６年度新規】 

 

地域防犯活動支援事業 

各区で実施される防犯活動への支援や、民間企業等との「子どもの安全ネットワーク会議」の開催、

「子どもあんぜんフェスタ」等をはじめとするイベントでの広報・ 啓発活動、こども・安全安心マッ

プへの防犯情報の掲載などを通じて、地域におけるこどもの見守り活動への理解を深めるなど、こど

もの安全対策を推進します。 

【令和５年度実績】 

防犯啓発イベント実施回数：62 回 

 

こどもの交通安全対策の推進 

＜交通安全教育の推進＞ 

本市の幼児交通安全教育指導員が保育所・幼稚園を訪問し、幼児向けに交通安全の基本ルールなど

を指導します。また、保護者に向けては、幼児同乗自転車に乗るときのポイントやルール等の講習・

啓発を行い、小学生に向けては、衝突・巻き込み・死角実験などの疑似体験を交えながら、街中での

正しい歩き方や自転車の正しい乗り方について指導します。 

【令和５年度実績】 

幼児交通安全教育訪問指導回数：307 回 

保護者向け交通安全教室実施回数：23 回 

はまっ子交通あんぜん教室の実施回数：272 回 

 

＜子どもの通学路交通安全対策＞ 

通学路におけるこどもの交通事故死ゼロに向けて、交通事故データやＥＴＣ2.0 で収集した車両速

度などのビッグデータを活用し、ハード・ソフト両面で子どもの通学路交通安全対策事業に重点的に

取り組んでいます。 

【令和５年度実績】 

教育委員会事務局と連携し交通安全対策を重点的に推進した小学校数：４校 
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よこはま学援隊事業 

ＰＴＡ、自治会など関係機関と連携し、よこはま学援隊（学校の校舎、校門、通学路における見守

り活動等を行う保護者や地域住民のボランティア）による登下校時の見守り活動への支援を行いま

す。 

【令和５年度実績】 

申請校数：253 校 

 

安全教育・防災対策の推進 

学校安全教育を推進するため、小学校・中学校・義務教育学校を対象に学校安全教育推進校を指定

し、「横浜市防災教育の指針・指導資料」等を活用した授業実践、地域や近隣校と連携した防災訓練の

実施等を行います。 

【令和５年度実績】 

学校安全教育推進事業実施校数：４校 

 

こどもの意見を聴く取組の推進 

こども基本法、こども大綱及び横浜市こども・子育て基本条例に基づき、横浜の地域社会を構成す

る一員であり、また次代を担う存在である、こども・若者の声が施策・事業等に反映されるよう、従

来の大人を主たる対象とした意見聴取や検討の機会に、こども・若者が主体的に参画し、積極的に意

見を表明することができる仕組みを検討します。こどもの個性や強みなど、内在する力を大切に取り

組みます。 

意見を聴かれにくい立場にあるこども・若者を含め、全てのこども・若者の意見表明の機会をより

適切に確保していくことができるよう、市の取組に関してこどもに対し分かりやすい情報提供を行い

ます。また、横浜市子ども・子育て会議の意見を踏まえて、継続的に検討・実践・改善を進め、施策・

事業の推進にこども・若者の声を反映していきます。 
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 保育・教育及び地域子ども・子育て支援事業に関する量の

見込み・確保方策 

 

子ども・子育て支援事業計画では、子ども・子育て支援法に基づき、保育・教育及び地域子ども・子

育て支援事業について、5 年間の「量の見込み」（利用に関するニーズ量）及び「確保方策」（量の見込

みに対応する確保量と実施時期）を定めることとなっています。 

本市では、国の基本指針や「量の見込みの算出等の手引き」等に基づき、2023（令和 5）年度に実

施した「横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査」の結果や推

計児童数、各事業の利用実績等を踏まえ、行政区単位で量の見込みを算出するとともに、それに対応す

る確保方策を定めます。 

 

＜参考＞量の見込みの算出にあたり用いる推計児童数 

2020（令和２）年の国勢調査の結果に基づく本市の将来人口推計を基礎として、最新の人口の確定

値を反映し算出しています。 

 

 

   

（単位：人）

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

0歳 22,626 22,795 23,069 23,351 23,567

1歳 22,276 22,570 22,738 23,014 23,294

2歳 23,508 22,237 22,530 22,699 22,972

３～５歳 76,330 73,427 70,572 68,054 67,253

小計 144,740 141,029 138,909 137,118 137,086

175,155 170,861 165,054 159,780 154,257

191,371 190,061 188,763 186,984 183,868

511,266 501,951 492,726 483,882 475,211

０～５歳

６～11歳

12～17歳

合計
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確保方策に関する施設・事業は以下のとおりです。 

 

○ 幼稚園 

３歳から小学校入学までの幼児が、小学校以降の教育の基礎を培うための「学校」です。子ども・子

育て支援法に基づく確認を受けて施設型給付等により運営する園と、私学助成等により運営する園があ

ります。また、在園児の長時間預かり保育や、保育を必要とする２歳児の預かりを実施している園もあ

ります。 

 

○ 保育所 

保護者の就労などにより、保育が必要な乳児又は幼児を保育することを目的とする施設です。 

 

○ 認定こども園 

保育所と幼稚園の機能や特長を併せ持つ施設です。幼保連携型や幼稚園型などがあります。 

 

○ 地域型保育事業 

施設（原則 20 人以上）より少人数で、保育が必要な３歳未満のこどもを保育する事業です。家庭的

保育、小規模保育、事業所内保育などがあります。 

 

○ 横浜保育室 

本市独自の基準に基づき認定した、保育が必要な主に３歳未満のこどもを保育する施設です。 

 

○ 企業主導型保育事業 

企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置し、国が助成を行う保育事

業です。従業員のこども以外のこどもを受け入れる地域枠を設置することができます。 

（※確保方策においては、立入調査の結果により問題がないと判断された施設の地域枠分とします。） 
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（1） 保育・教育に関する「量の見込み」及び「確保方策」（全市） 

  

（単位：人）

２号 １号 ２号 １号

０歳 1歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳 ０歳 1歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳

6,281 13,862 14,812 49,018 27,561 6,249 14,164 14,830 47,436 26,812

認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 5,620 11,961 12,941 48,996 20,561 5,583 12,182 12,943 47,415 18,748

私学助成幼稚園 17,631 16,036

地域型保育・横浜保育室 661 1,901 1,871 22 666 1,982 1,887 21

計 6,281 13,862 14,812 49,018 38,192 6,249 14,164 14,830 47,436 34,784

２号 １号 ２号 １号

０歳 1歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳 ０歳 1歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳

6,217 14,466 14,848 45,854 26,063 6,185 14,768 14,866 44,272 25,314

認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 5,546 12,403 12,945 45,834 16,937 5,509 12,623 12,948 44,253 15,123

私学助成幼稚園 14,439 12,845

地域型保育・横浜保育室 671 2,063 1,903 20 676 2,145 1,918 19

計 6,217 14,466 14,848 45,854 31,376 6,185 14,768 14,866 44,272 27,968

２号 １号

０歳 1歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳

6,154 15,069 14,885 42,692 24,561

認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 5,471 12,846 12,950 42,674 13,313

私学助成幼稚園 11,248

地域型保育・横浜保育室 683 2,223 1,935 18

計 6,154 15,069 14,885 42,692 24,561

※1　「教育・保育給付認定区分」

　　　１号：３歳から小学校就学前であって保育の必要性がないこどもに相当するもの

　　　２号：３歳から小学校就学前であって保育の必要性があるこどもに相当するもの

　　　３号：満３歳未満であって保育の必要性があるこどもに相当するもの

量の見込み

年度 令和11年度

教育・保育給付認定区分(※1) ３号

年齢

確
保
方
策

年度 令和９年度 令和10年度

教育・保育給付認定区分(※1) ３号 ３号

年齢

量の見込み

3歳未満児の保育利用率（量の見込み/0-2歳児児童数） 52.0% 51.9%

3歳未満児の保育利用率（量の見込み/0-2歳児児童数） 51.7%

確
保
方
策

確
保
方
策

年度 令和７年度 令和８年度

教育・保育給付認定区分(※1) ３号 ３号

年齢

量の見込み

3歳未満児の保育利用率（量の見込み/0-2歳児児童数） 51.1% 52.1%
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（2） 保育・教育に関する「量の見込み」及び「確保方策」（区別） 

  

０歳 １歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳 ０歳 １歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳

27.1% 558 1,227 1,333 4,306 1,865 550 1,246 1,316 4,122 1,818

68.9% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 510 1,084 1,198 4,306 767 503 1,098 1,183 4,122 723

68.9% 私学助成幼稚園 1,404 1,324

(２号) 68.0% 地域型保育・横浜保育室 48 143 135 0 47 148 133 0

(１号) 32.0% 計 558 1,227 1,333 4,306 2,171 550 1,246 1,316 4,122 2,047

27.6% 447 1,030 1,086 3,429 1,443 451 1,048 1,078 3,313 1,392

68.6% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 400 889 951 3,429 861 403 902 944 3,313 817

68.6% 私学助成幼稚園 703 667

(２号) 70.4% 地域型保育・横浜保育室 47 141 135 0 48 146 134 0

(１号) 29.6% 計 447 1,030 1,086 3,429 1,564 451 1,048 1,078 3,313 1,484

28.9% 221 456 486 1,462 669 225 484 501 1,467 671

70.6% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 195 396 427 1,462 559 197 417 438 1,467 562

70.6% 私学助成幼稚園 100 101

(２号) 68.8% 地域型保育・横浜保育室 26 60 59 0 28 67 63 0

(１号) 31.2% 計 221 456 486 1,462 659 225 484 501 1,467 663

25.8% 201 459 505 1,578 892 200 461 498 1,536 857

62.3% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 168 370 417 1,578 479 167 371 411 1,536 433

64.9% 私学助成幼稚園 747 674

(２号) 65.3% 地域型保育・横浜保育室 33 89 88 0 33 90 87 0

(１号) 34.7% 計 201 459 505 1,578 1,226 200 461 498 1,536 1,107

26.0% 251 554 588 1,923 1,333 255 573 596 1,906 1,257

62.2% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 227 489 524 1,923 591 230 503 530 1,906 542

62.2% 私学助成幼稚園 944 867

(２号) 64.3% 地域型保育・横浜保育室 24 65 64 0 25 70 66 0

(１号) 35.7% 計 251 554 588 1,923 1,535 255 573 596 1,906 1,409

25.5% 336 737 799 2,695 1,542 333 756 805 2,629 1,534

63.0% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 313 650 705 2,695 1,214 310 664 709 2,629 1,115

63.0% 私学助成幼稚園 1,032 947

(２号) 61.7% 地域型保育・横浜保育室 23 87 94 0 23 92 96 0

(１号) 38.3% 計 336 737 799 2,695 2,246 333 756 805 2,629 2,062

24.8% 320 672 739 2,655 1,224 312 687 737 2,566 1,217

62.1% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 301 629 701 2,655 589 293 640 699 2,566 509

62.2% 私学助成幼稚園 2,041 1,762

(２号) 65.8% 地域型保育・横浜保育室 19 43 38 0 19 47 38 0

(１号) 34.2% 計 320 672 739 2,655 2,630 312 687 737 2,566 2,271

25.7% 335 790 857 3,030 1,684 332 796 849 2,906 1,634

63.4% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 291 660 716 3,030 1,860 288 664 709 2,906 1,644

63.4% 私学助成幼稚園 914 808

(２号) 63.0% 地域型保育・横浜保育室 44 130 141 0 44 132 140 0

(１号) 37.0% 計 335 790 857 3,030 2,774 332 796 849 2,906 2,452

27.1% 249 543 587 1,996 1,242 252 559 592 1,949 1,202

62.9% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 222 480 526 1,996 713 224 492 529 1,949 666

62.9% 私学助成幼稚園 753 704

(２号) 62.5% 地域型保育・横浜保育室 27 63 61 0 28 67 63 0

(１号) 37.5% 計 249 543 587 1,996 1,466 252 559 592 1,949 1,370

磯
子
区

令和7年度 令和8年度

１号 ３号 ２号 １号

鶴
見
区

量の見込み

確
保
方
策３-５歳

神
奈
川
区

量の見込み

確
保
方
策

区
ニーズ
割合

年齢

０歳

１歳

２歳

２歳

１歳

０歳

年齢
給付認定区分 ３号 ２号

年度

南
区

量の見込み

確
保
方
策３-５歳

０歳

１歳

２歳

０歳

１歳

２歳

3-5歳

０歳

１歳

２歳

西
区

量の見込み

確
保
方
策３-５歳

中
区

量の見込み

確
保
方
策

港
南
区

量の見込み

確
保
方
策3-5歳

保
土
ケ
谷
区

量の見込み

確
保
方
策３-５歳

旭
区

量の見込み

確
保
方
策3-5歳

０歳

１歳

２歳

０歳

１歳

２歳

０歳

１歳

２歳

量の見込み

確
保
方
策３-５歳

０歳

１歳

２歳

3-5歳
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（単位：人）

０歳 １歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳 ０歳 １歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳 ０歳 １歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳

541 1,265 1,300 3,939 1,770 532 1,284 1,284 3,755 1,723 524 1,303 1,268 3,571 1,677

495 1,112 1,169 3,939 679 487 1,126 1,155 3,755 635 480 1,141 1,141 3,571 592

1,244 1,164 1,085

46 153 131 0 45 158 129 0 44 162 127 0

541 1,265 1,300 3,939 1,923 532 1,284 1,284 3,755 1,799 524 1,303 1,268 3,571 1,677

455 1,066 1,069 3,196 1,342 459 1,084 1,061 3,080 1,291 461 1,099 1,053 2,963 1,244

406 915 936 3,196 773 409 928 929 3,080 729 410 939 922 2,963 685

631 595 559

49 151 133 0 50 156 132 0 51 160 131 0

455 1,066 1,069 3,196 1,404 459 1,084 1,061 3,080 1,324 461 1,099 1,053 2,963 1,244

230 512 517 1,472 673 235 540 533 1,477 675 240 569 549 1,484 675

200 438 450 1,472 565 203 458 462 1,477 568 206 480 474 1,484 571

102 103 104

30 74 67 0 32 82 71 0 34 89 75 0

230 512 517 1,472 667 235 540 533 1,477 671 240 569 549 1,484 675

199 463 491 1,494 822 198 465 484 1,452 787 196 467 478 1,410 750

166 372 405 1,494 386 165 373 399 1,452 340 163 374 394 1,410 293

602 529 457

33 91 86 0 33 92 85 0 33 93 84 0

199 463 491 1,494 988 198 465 484 1,452 869 196 467 478 1,410 750

259 592 603 1,889 1,181 263 611 611 1,872 1,105 268 631 618 1,854 1,029

233 517 535 1,889 494 236 531 541 1,872 445 239 547 546 1,854 396

789 712 633

26 75 68 0 27 80 70 0 29 84 72 0

259 592 603 1,889 1,283 263 611 611 1,872 1,157 268 631 618 1,854 1,029

330 775 811 2,562 1,527 327 794 817 2,496 1,519 326 812 822 2,430 1,511

307 678 713 2,562 1,016 304 692 717 2,496 916 303 705 720 2,430 817

862 778 694

23 97 98 0 23 102 100 0 23 107 102 0

330 775 811 2,562 1,878 327 794 817 2,496 1,694 326 812 822 2,430 1,511

305 702 735 2,477 1,210 298 717 733 2,388 1,203 291 733 729 2,299 1,195

286 651 697 2,477 429 279 662 695 2,388 348 272 674 691 2,299 268

1,483 1,205 927

19 51 38 0 19 55 38 0 19 59 38 0

305 702 735 2,477 1,912 298 717 733 2,388 1,553 291 733 729 2,299 1,195

329 802 841 2,781 1,585 326 808 832 2,657 1,535 325 813 824 2,533 1,487

285 668 702 2,781 1,428 282 672 694 2,657 1,212 281 675 687 2,533 997

702 596 490

44 134 139 0 44 136 138 0 44 138 137 0

329 802 841 2,781 2,130 326 808 832 2,657 1,808 325 813 824 2,533 1,487

254 575 597 1,902 1,162 256 591 601 1,854 1,123 262 608 606 1,807 1,083

225 504 532 1,902 619 226 516 535 1,854 572 230 528 538 1,807 526

655 606 557

29 71 65 0 30 75 66 0 32 80 68 0

254 575 597 1,902 1,274 256 591 601 1,854 1,178 262 608 606 1,807 1,083

磯
子
区

神
奈
川
区

西
区

中
区

南
区

港
南
区

保
土
ケ
谷
区

旭
区

１号

令和9年度 令和10年度

３号 ２号 １号
区

令和11年度

１号

鶴
見
区

３号 ２号３号 ２号



174 

 

 

  

０歳 １歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳 ０歳 １歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳

23.1% 270 536 607 2,091 1,328 257 546 605 2,031 1,266

60.5% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 266 504 579 2,091 1,552 253 511 577 2,031 1,391

62.8% 私学助成幼稚園 283 254

(２号) 63.3% 地域型保育・横浜保育室 4 32 28 0 4 35 28 0

(１号) 36.7% 計 270 536 607 2,091 1,835 257 546 605 2,031 1,645

28.4% 847 1,849 1,902 5,831 2,388 847 1,897 1,910 5,648 2,336

71.9% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 755 1,585 1,663 5,809 1,879 755 1,621 1,669 5,627 1,786

71.9% 私学助成幼稚園 835 794

(２号) 70.1% 地域型保育・横浜保育室 92 264 239 22 92 276 241 21

(１号) 29.9% 計 847 1,849 1,902 5,831 2,714 847 1,897 1,910 5,648 2,580

27.4% 319 685 727 2,516 1,553 320 700 730 2,406 1,506

63.7% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 292 544 580 2,516 1,288 292 555 582 2,406 1,172

63.7% 私学助成幼稚園 841 766

(２号) 60.3% 地域型保育・横浜保育室 27 141 147 0 28 145 148 0

(１号) 39.7% 計 319 685 727 2,516 2,129 320 700 730 2,406 1,938

24.0% 449 1,040 1,089 3,893 2,606 448 1,060 1,095 3,717 2,529

60.5% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 383 897 944 3,893 2,347 382 912 948 3,717 2,103

60.5% 私学助成幼稚園 1,593 1,428

(２号) 58.1% 地域型保育・横浜保育室 66 143 145 0 66 148 147 0

(１号) 41.9% 計 449 1,040 1,089 3,893 3,940 448 1,060 1,095 3,717 3,531

26.0% 391 902 954 3,052 2,112 390 917 956 2,947 2,049

64.6% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 357 804 856 3,052 1,613 356 815 857 2,947 1,428

64.6% 私学助成幼稚園 1,814 1,607

(２号) 58.6% 地域型保育・横浜保育室 34 98 98 0 34 102 99 0

(１号) 41.4% 計 391 902 954 3,052 3,427 390 917 956 2,947 3,035

25.0% 523 1,123 1,182 3,806 2,557 508 1,141 1,187 3,692 2,493

64.4% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 456 935 992 3,806 576 443 948 995 3,692 540

64.4% 私学助成幼稚園 2,484 2,330

(２号) 59.3% 地域型保育・横浜保育室 67 188 190 0 65 193 192 0

(１号) 40.7% 計 523 1,123 1,182 3,806 3,060 508 1,141 1,187 3,692 2,870

24.9% 167 380 395 1,249 1,091 171 397 407 1,238 1,042

62.3% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 140 307 328 1,249 1,179 143 319 337 1,238 1,076

62.3% 私学助成幼稚園 194 177

(２号) 57.4% 地域型保育・横浜保育室 27 73 67 0 28 78 70 0

(１号) 42.6% 計 167 380 395 1,249 1,373 171 397 407 1,238 1,253

24.8% 241 526 582 2,031 1,111 238 530 571 1,936 1,104

59.0% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 213 459 513 2,031 1,417 210 462 503 1,936 1,313

59.0% 私学助成幼稚園 112 104

(２号) 60.4% 地域型保育・横浜保育室 28 67 69 0 28 68 68 0

(１号) 39.6% 計 241 526 582 2,031 1,529 238 530 571 1,936 1,417

23.5% 156 353 394 1,475 921 160 366 397 1,427 905

56.1% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 131 279 321 1,475 1,077 134 288 323 1,427 928

56.1% 私学助成幼稚園 837 722

(２号) 60.0% 地域型保育・横浜保育室 25 74 73 0 26 78 74 0

(１号) 40.0% 計 156 353 394 1,475 1,914 160 366 397 1,427 1,650

26.1% 6,281 13,862 14,812 49,018 27,561 6,249 14,164 14,830 47,436 26,812

64.7% 認定こども園・保育所・施設型給付幼稚園・企業主導型保育事業 5,620 11,961 12,941 48,996 20,561 5,583 12,182 12,943 47,415 18,748

64.8% 私学助成幼稚園 0 0 0 0 17,631 0 0 0 0 16,036

(２号) 63.5% 地域型保育・横浜保育室 661 1,901 1,871 22 666 1,982 1,887 21

(１号) 36.5% 計 6,281 13,862 14,812 49,018 38,192 6,249 14,164 14,830 47,436 34,784

緑
区

量の見込み

確
保
方
策3-5歳

青
葉
区

量の見込み

確
保
方
策３-５歳

都
筑
区

量の見込み

確
保
方
策

区
ニーズ
割合

令和7年度 令和8年度

給付認定区分 ３号 ２号 １号 ３号 ２号 １号

瀬
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金
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区
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保
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港
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確
保
方
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年齢

年度
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市
合
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確
保
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戸
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確
保
方
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栄
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確
保
方
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泉
区

量の見込み

確
保
方
策３-５歳

０歳

１歳

２歳

０歳

１歳

２歳

１歳

２歳

０歳

０歳

１歳

２歳

０歳

０歳

１歳

２歳

０歳

１歳

２歳

3-5歳

０歳

１歳

２歳

１歳

２歳

１歳

２歳

年齢
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（単位：人）

０歳 １歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳 ０歳 １歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳 ０歳 １歳 ２歳 ３－５歳 ３－５歳

244 556 603 1,972 1,203 231 566 601 1,912 1,141 217 575 599 1,853 1,076

240 518 575 1,972 1,230 227 525 573 1,912 1,069 213 531 571 1,853 909

225 196 167

4 38 28 0 4 41 28 0 4 44 28 0

244 556 603 1,972 1,455 231 566 601 1,912 1,265 217 575 599 1,853 1,076

847 1,945 1,918 5,466 2,283 847 1,993 1,926 5,284 2,230 847 2,041 1,935 5,102 2,177

755 1,657 1,675 5,446 1,693 755 1,693 1,681 5,265 1,600 755 1,730 1,687 5,084 1,507

753 712 670

92 288 243 20 92 300 245 19 92 311 248 18

847 1,945 1,918 5,466 2,446 847 1,993 1,926 5,284 2,312 847 2,041 1,935 5,102 2,177

321 715 733 2,296 1,459 322 730 736 2,186 1,412 323 744 738 2,074 1,365

292 566 584 2,296 1,056 292 577 586 2,186 941 292 587 587 2,074 825

691 615 540

29 149 149 0 30 153 150 0 31 157 151 0

321 715 733 2,296 1,747 322 730 736 2,186 1,556 323 744 738 2,074 1,365

447 1,080 1,101 3,541 2,452 446 1,100 1,107 3,364 2,376 446 1,121 1,115 3,188 2,302

381 927 952 3,541 1,859 380 942 956 3,364 1,615 380 958 962 3,188 1,370

1,263 1,098 932

66 153 149 0 66 158 151 0 66 163 153 0

447 1,080 1,101 3,541 3,122 446 1,100 1,107 3,364 2,713 446 1,121 1,115 3,188 2,302

389 932 958 2,841 1,987 388 947 960 2,736 1,924 386 960 961 2,631 1,860

355 826 858 2,841 1,244 354 837 859 2,736 1,059 352 846 859 2,631 875

1,399 1,192 985

34 106 100 0 34 110 101 0 34 114 102 0

389 932 958 2,841 2,643 388 947 960 2,736 2,251 386 960 961 2,631 1,860

493 1,159 1,192 3,579 2,428 478 1,177 1,197 3,466 2,363 462 1,197 1,202 3,353 2,299

430 961 998 3,579 504 417 974 1,001 3,466 468 403 989 1,004 3,353 432

2,176 2,022 1,867

63 198 194 0 61 203 196 0 59 208 198 0

493 1,159 1,192 3,579 2,680 478 1,177 1,197 3,466 2,490 462 1,197 1,202 3,353 2,299

175 414 419 1,227 993 179 431 431 1,216 944 181 449 443 1,205 893

146 331 346 1,227 973 149 343 355 1,216 870 150 356 364 1,205 767

160 143 126

29 83 73 0 30 88 76 0 31 93 79 0

175 414 419 1,227 1,133 179 431 431 1,216 1,013 181 449 443 1,205 893

235 534 560 1,841 1,097 232 538 549 1,746 1,090 228 542 540 1,652 1,082

207 465 493 1,841 1,209 204 468 483 1,746 1,105 200 471 475 1,652 1,002

96 88 80

28 69 67 0 28 70 66 0 28 71 65 0

235 534 560 1,841 1,305 232 538 549 1,746 1,193 228 542 540 1,652 1,082

164 379 400 1,379 889 168 392 403 1,331 873 171 405 405 1,283 856

137 297 325 1,379 780 140 306 327 1,331 631 142 315 328 1,283 481

606 491 375

27 82 75 0 28 86 76 0 29 90 77 0

164 379 400 1,379 1,386 168 392 403 1,331 1,122 171 405 405 1,283 856

6,217 14,466 14,848 45,854 26,063 6,185 14,768 14,866 44,272 25,314 6,154 15,069 14,885 42,692 24,561

5,546 12,403 12,945 45,834 16,937 5,509 12,623 12,948 44,253 15,123 5,471 12,846 12,950 42,674 13,313

0 0 0 0 14,439 0 0 0 0 12,845 0 0 0 0 11,248

671 2,063 1,903 20 676 2,145 1,918 19 683 2,223 1,935 18

6,217 14,466 14,848 45,854 31,376 6,185 14,768 14,866 44,272 27,968 6,154 15,069 14,885 42,692 24,561

泉
区

３号 ２号 １号 ３号 ２号 １号 ３号 ２号 １号
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北
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筑
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瀬
谷
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子ども・子育て支援法上の事業区分 本市事業 基本施策 

（１） 
妊婦に対して健康診査を実

施する事業 
○妊婦健康診査事業 １ 

（２） 乳児家庭全戸訪問事業 ○こんにちは赤ちゃん訪問事業 １ 

（３） 産後ケア事業 ○産後母子ケア事業 １ 

（４） 子育て短期支援事業 
○ショートステイ、トワイライトステイ 

○母子生活支援施設緊急一時保護事業 
７、８ 

（５） 

養育支援訪問事業及び要保

護児童対策地域協議会その

他の者による要保護児童等

に対する支援に資する事業 

○育児支援家庭訪問事業 

○養育支援家庭訪問事業 

○要保護児童対策地域協議会 

○親子関係形成支援事業 

１、８ 

（６） 病児保育事業 ○病児保育事業 ３ 

（７） 利用者支援に関する事業 

○妊婦等包括相談支援事業 

○横浜子育てパートナー 

〇保育・教育コンシェルジュ 

〇統括支援員 

○母子保健コーディネーター 

〇こども支援員 

１、２、３ 

（８） 時間外保育事業 ○延長保育事業（夕延長） ３ 

（９） 放課後児童健全育成事業 
○放課後キッズクラブ（一部） 

○放課後児童クラブ 
４ 

（10） 地域子育て支援拠点事業 

○地域子育て支援拠点 

○親と子のつどいの広場 

〇保育所等子育てひろば（常設）、幼稚園等はま

っ子広場（常設） 

○その他（非常設の親子の居場所：子育て支援

者、保育所等子育てひろば（市立非常設）、幼

稚園等はまっ子広場（非常設）、子育てサロン） 

２ 

（11） 
一時預かり事業 

子育て援助活動支援事業 

○幼稚園での預かり保育 

○保育所での一時保育 

○乳幼児一時預かり 

○親と子のつどいの広場での一時預かり 

○横浜子育てサポートシステム 

○24 時間いつでも預かり保育事業（旧：24 時

間型緊急一時保育事業） 

○休日一時保育 

２、３ 

（12） 乳児等通園支援事業 ○乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） ３ 
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（1） 妊婦に対して健康診断を実施する事業 

  

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 285,830 288,831 291,828 294,828 298,317

確保方策 285,830 288,831 291,828 294,828 298,317

量の見込み 24,313 24,568 24,823 25,078 25,375

確保方策 24,313 24,568 24,823 25,078 25,375

量の見込み 21,131 21,353 21,574 21,796 22,054

確保方策 21,131 21,353 21,574 21,796 22,054

量の見込み 10,157 10,263 10,370 10,476 10,600

確保方策 10,157 10,263 10,370 10,476 10,600

量の見込み 10,289 10,397 10,504 10,612 10,738

確保方策 10,289 10,397 10,504 10,612 10,738

量の見込み 13,141 13,279 13,417 13,555 13,715

確保方策 13,141 13,279 13,417 13,555 13,715

量の見込み 14,674 14,828 14,982 15,136 15,315

確保方策 14,674 14,828 14,982 15,136 15,315

量の見込み 14,024 14,171 14,318 14,465 14,636

確保方策 14,024 14,171 14,318 14,465 14,636

量の見込み 15,735 15,900 16,065 16,231 16,423

確保方策 15,735 15,900 16,065 16,231 16,423

量の見込み 12,047 12,174 12,300 12,427 12,574

確保方策 12,047 12,174 12,300 12,427 12,574

量の見込み 10,935 11,050 11,165 11,280 11,413

確保方策 10,935 11,050 11,165 11,280 11,413

量の見込み 36,768 37,154 37,539 37,925 38,374

確保方策 36,768 37,154 37,539 37,925 38,374

量の見込み 14,293 14,443 14,593 14,743 14,917

確保方策 14,293 14,443 14,593 14,743 14,917

量の見込み 22,026 22,257 22,488 22,719 22,988

確保方策 22,026 22,257 22,488 22,719 22,988

量の見込み 16,794 16,971 17,147 17,323 17,528

確保方策 16,794 16,971 17,147 17,323 17,528

量の見込み 22,485 22,721 22,957 23,193 23,468

確保方策 22,485 22,721 22,957 23,193 23,468

量の見込み 8,163 8,249 8,335 8,420 8,520

確保方策 8,163 8,249 8,335 8,420 8,520

量の見込み 10,789 10,902 11,015 11,129 11,260

確保方策 10,789 10,902 11,015 11,129 11,260

量の見込み 8,066 8,151 8,236 8,320 8,419

確保方策 8,066 8,151 8,236 8,320 8,419

―

妊婦健康診査事業本市事業

対象年齢

港北区

延べ受診回数（回/年）

年度

全市

鶴見区

神奈川区

西区

中区

南区

港南区

保土ケ谷区

旭区

磯子区

金沢区

単位

瀬谷区

緑区

青葉区

都筑区

戸塚区

栄区

泉区
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（2） 乳児家庭全戸訪問事業 

  

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

22,626 22,795 23,069 23,351 23,567

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

22,626 22,795 23,069 23,351 23,567

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,815 1,844 1,873 1,907 1,931

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,815 1,844 1,873 1,907 1,931

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,520 1,558 1,598 1,635 1,672

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,520 1,558 1,598 1,635 1,672

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

751 773 793 814 830

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

751 773 793 814 830

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

730 735 741 752 758

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

730 735 741 752 758

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

977 989 1,001 1,019 1,030

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

977 989 1,001 1,019 1,030

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,270 1,272 1,281 1,278 1,277

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,270 1,272 1,281 1,278 1,277

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,126 1,138 1,152 1,169 1,176

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,126 1,138 1,152 1,169 1,176

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,260 1,255 1,259 1,263 1,263

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,260 1,255 1,259 1,263 1,263

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

対象年齢 ０歳

年度

全市

量の見込み

確保方策

鶴見区

量の見込み

確保方策

神奈川区

量の見込み

確保方策

西区

量の見込み

確保方策

本市事業 こんにちは赤ちゃん訪問事業

単位 訪問件数（件/年）　及び　訪問率（％）

中区

量の見込み

確保方策

南区

量の見込み

確保方策

港南区

量の見込み

確保方策

保土ケ谷区

量の見込み

確保方策

旭区

量の見込み

確保方策
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

966 962 964 967 967

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

966 962 964 967 967

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

930 927 931 939 941

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

930 927 931 939 941

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2,776 2,824 2,878 2,941 2,984

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2,776 2,824 2,878 2,941 2,984

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,137 1,142 1,152 1,163 1,176

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,137 1,142 1,152 1,163 1,176

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,801 1,805 1,824 1,841 1,857

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,801 1,805 1,824 1,841 1,857

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,427 1,435 1,450 1,467 1,485

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,427 1,435 1,450 1,467 1,485

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,779 1,786 1,809 1,829 1,847

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1,779 1,786 1,809 1,829 1,847

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

709 707 714 722 727

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

709 707 714 722 727

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

926 921 921 921 920

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

926 921 921 921 920

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

726 722 728 724 726

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

726 722 728 724 726

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

こんにちは赤ちゃん訪問事業

磯子区

量の見込み

確保方策

金沢区

量の見込み

確保方策

年度

本市事業

港北区

量の見込み

確保方策

緑区

量の見込み

確保方策

青葉区

量の見込み

確保方策

都筑区

量の見込み

確保方策

戸塚区

量の見込み

確保方策

瀬谷区

量の見込み

確保方策

栄区

量の見込み

確保方策

泉区

量の見込み

確保方策
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（3） 産後ケア事業 

  

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 10,924 12,168 13,487 14,842 16,176

確保方策 10,924 12,168 13,487 14,842 16,176

量の見込み 877 984 1,094 1,212 1,325

確保方策 877 984 1,094 1,212 1,325

量の見込み 734 832 934 1,040 1,148

確保方策 734 832 934 1,040 1,148

量の見込み 362 413 463 517 570

確保方策 362 413 463 517 570

量の見込み 352 393 433 478 520

確保方策 352 393 433 478 520

量の見込み 471 528 586 647 707

確保方策 471 528 586 647 707

量の見込み 612 680 749 813 876

確保方策 612 680 749 813 876

量の見込み 544 608 674 743 807

確保方策 544 608 674 743 807

量の見込み 608 670 736 802 867

確保方策 608 670 736 802 867

量の見込み 467 514 563 615 664

確保方策 467 514 563 615 664

量の見込み 449 495 545 598 646

確保方策 449 495 545 598 646

量の見込み 1,342 1,506 1,683 1,869 2,048

確保方策 1,342 1,506 1,683 1,869 2,048

量の見込み 549 610 674 740 807

確保方策 549 610 674 740 807

量の見込み 870 963 1,065 1,170 1,275

確保方策 870 963 1,065 1,170 1,275

量の見込み 689 765 848 932 1,020

確保方策 689 765 848 932 1,020

量の見込み 858 953 1,058 1,162 1,268

確保方策 858 953 1,058 1,162 1,268

量の見込み 342 377 418 459 498

確保方策 342 377 418 459 498

量の見込み 448 492 539 585 632

確保方策 448 492 539 585 632

量の見込み 350 385 425 460 498

確保方策 350 385 425 460 498

泉区

瀬谷区

港北区

緑区

青葉区

都筑区

戸塚区

栄区

金沢区

年度

全市

鶴見区

神奈川区

西区

中区

南区

港南区

保土ケ谷区

旭区

磯子区

単位 延べ利用人数（人/年）

本市事業 産後母子ケア事業

対象年齢
ショートステイ及びデイケア：産後４か月未満

訪問型：産後１年以内



181 

 

（4） 子育て短期支援事業 

  

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 712 746 779 812 845

確保方策 712 746 779 812 845

量の見込み 5,134 5,285 5,436 5,587 5,738

確保方策 5,134 5,285 5,436 5,587 5,738

量の見込み 56 58 61 63 66

確保方策 56 58 61 63 66

量の見込み 400 412 424 436 448

確保方策 400 412 424 436 448

量の見込み 45 47 50 52 54

確保方策 45 47 50 52 54

量の見込み 327 336 346 355 364

確保方策 327 336 346 355 364

量の見込み 22 23 24 25 26

確保方策 22 23 24 25 26

量の見込み 157 162 166 171 175

確保方策 157 162 166 171 175

量の見込み 23 24 25 26 28

確保方策 23 24 25 26 28

量の見込み 168 172 177 181 186

確保方策 168 172 177 181 186

量の見込み 31 32 33 35 36

確保方策 31 32 33 35 36

量の見込み 220 227 233 239 246

確保方策 220 227 233 239 246

量の見込み 41 43 45 46 48

確保方策 41 43 45 46 48

量の見込み 293 302 310 319 328

確保方策 293 302 310 319 328

量の見込み 37 39 40 42 44

確保方策 37 39 40 42 44

量の見込み 266 274 282 290 298

確保方策 266 274 282 290 298

量の見込み 43 45 47 49 51

確保方策 43 45 47 49 51

量の見込み 313 322 331 340 349

確保方策 313 322 331 340 349

単位 延べ利用者数（人/年）

年度

全市

鶴見区

神奈川区

西区

中区

南区

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

対象年齢 ０歳～（おおむね）１２歳

本市事業 ①ショートステイ、トワイライトステイ

港南区

保土ケ谷区

旭区

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 30 32 33 34 36

確保方策 30 32 33 34 36

量の見込み 217 224 230 237 243

確保方策 217 224 230 237 243

量の見込み 31 32 34 35 37

確保方策 31 32 34 35 37

量の見込み 224 230 237 244 250

確保方策 224 230 237 244 250

量の見込み 77 80 84 88 91

確保方策 77 80 84 88 91

量の見込み 554 570 587 603 619

確保方策 554 570 587 603 619

量の見込み 37 39 41 43 44

確保方策 37 39 41 43 44

量の見込み 268 276 284 292 300

確保方策 268 276 284 292 300

量の見込み 60 63 65 68 71

確保方策 60 63 65 68 71

量の見込み 431 443 456 469 481

確保方策 431 443 456 469 481

量の見込み 47 50 52 54 56

確保方策 47 50 52 54 56

量の見込み 341 351 361 372 382

確保方策 341 351 361 372 382

量の見込み 60 63 66 69 71

確保方策 60 63 66 69 71

量の見込み 433 446 459 471 484

確保方策 433 446 459 471 484

量の見込み 22 23 24 25 26

確保方策 22 23 24 25 26

量の見込み 159 164 169 173 178

確保方策 159 164 169 173 178

量の見込み 28 30 31 33 34

確保方策 28 30 31 33 34

量の見込み 205 211 217 223 229

確保方策 205 211 217 223 229

量の見込み 22 23 24 25 26

確保方策 22 23 24 25 26

量の見込み 158 163 167 172 178

確保方策 158 163 167 172 178

①ショートステイ、トワイライトステイ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

磯子区

金沢区

本市事業

栄区

泉区

瀬谷区

年度

港北区

緑区

青葉区

都筑区

戸塚区

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 92 92 92 92 92

確保方策 92 92 92 92 92

量の見込み 7 7 7 7 7

確保方策 7 7 7 7 7

量の見込み 6 6 7 7 7

確保方策 6 6 7 7 7

量の見込み 3 3 3 3 3

確保方策 3 3 3 3 3

量の見込み 4 4 4 4 4

確保方策 4 4 4 4 4

量の見込み 5 5 5 5 5

確保方策 5 5 5 5 5

量の見込み 5 5 5 5 5

確保方策 5 5 5 5 5

量の見込み 5 5 5 5 5

確保方策 5 5 5 5 5

量の見込み 5 5 5 5 5

確保方策 5 5 5 5 5

量の見込み 4 4 4 4 4

確保方策 4 4 4 4 4

量の見込み 4 4 4 4 4

確保方策 4 4 4 4 4

量の見込み 10 10 10 10 10

確保方策 10 10 10 10 10

量の見込み 4 4 4 4 4

確保方策 4 4 4 4 4

量の見込み 8 8 8 8 8

確保方策 8 8 8 8 8

量の見込み 6 6 5 5 5

確保方策 6 6 5 5 5

量の見込み 7 7 7 7 7

確保方策 7 7 7 7 7

量の見込み 3 3 3 3 3

確保方策 3 3 3 3 3

量の見込み 3 3 3 3 3

確保方策 3 3 3 3 3

量の見込み 3 3 3 3 3

確保方策 3 3 3 3 3

対象年齢 ０歳～17歳（同伴児童の年齢）

本市事業 ②母子生活支援施設緊急一時保護事業

港北区

単位 延べ利用世帯数（世帯/年）

年度

全市

鶴見区

神奈川区

西区

中区

南区

港南区

保土ケ谷区

旭区

磯子区

金沢区

瀬谷区

緑区

青葉区

都筑区

戸塚区

栄区

泉区
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（5） 養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に対する支援

に資する事業 

 

 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 407 407 407 407 407

確保方策 407 407 407 407 407

量の見込み 2,225 2,232 2,231 2,237 2,240

確保方策 2,225 2,232 2,231 2,237 2,240

量の見込み 16 16 16 16 16

確保方策 16 16 16 16 16

量の見込み 516 516 516 516 516

確保方策 516 516 516 516 516

量の見込み 11 11 11 11 11

確保方策 11 11 11 11 11

量の見込み 110 110 110 110 110

確保方策 110 110 110 110 110

量の見込み 14 14 14 14 14

確保方策 14 14 14 14 14

量の見込み 5 7 9 12 14

確保方策 5 7 9 12 14

量の見込み 16 16 16 16 16

確保方策 16 16 16 16 16

量の見込み 123 123 123 124 124

確保方策 123 123 123 124 124

量の見込み 24 24 24 24 24

確保方策 24 24 24 24 24

量の見込み 70 70 70 70 70

確保方策 70 70 70 70 70

量の見込み 28 28 28 28 28

確保方策 28 28 28 28 28

量の見込み 300 300 300 300 300

確保方策 300 300 300 300 300

量の見込み 14 14 14 14 14

確保方策 14 14 14 14 14

量の見込み 167 168 168 168 168

確保方策 167 168 168 168 168

量の見込み 34 34 34 34 34

確保方策 34 34 34 34 34

量の見込み 257 257 256 256 256

確保方策 257 257 256 256 256

本市事業 ①育児支援家庭訪問事業

対象年齢 ０歳～17歳

単位
育児支援家庭訪問：訪問世帯数（世帯/年）
育児支援ヘルパー：延べ派遣回数（回/年）

年度

全市

家庭訪問

ヘルパー

鶴見区

家庭訪問

ヘルパー

神奈川区

家庭訪問

ヘルパー

西区

家庭訪問

ヘルパー

中区

家庭訪問

ヘルパー

南区

家庭訪問

ヘルパー

港南区

家庭訪問

ヘルパー

保土ケ谷区

家庭訪問

ヘルパー

旭区

家庭訪問

ヘルパー
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 15 15 15 15 15

確保方策 15 15 15 15 15

量の見込み 151 151 150 150 150

確保方策 151 151 150 150 150

量の見込み 18 18 18 18 18

確保方策 18 18 18 18 18

量の見込み 103 103 103 104 104

確保方策 103 103 103 104 104

量の見込み 38 38 38 38 38

確保方策 38 38 38 38 38

量の見込み 7 7 7 7 7

確保方策 7 7 7 7 7

量の見込み 8 8 8 8 8

確保方策 8 8 8 8 8

量の見込み 104 104 104 104 104

確保方策 104 104 104 104 104

量の見込み 20 20 20 20 20

確保方策 20 20 20 20 20

量の見込み 97 97 96 96 96

確保方策 97 97 96 96 96

量の見込み 55 55 55 55 55

確保方策 55 55 55 55 55

量の見込み 15 15 15 15 15

確保方策 15 15 15 15 15

量の見込み 27 27 27 27 27

確保方策 27 27 27 27 27

量の見込み 80 81 81 81 81

確保方策 80 81 81 81 81

量の見込み 24 24 24 24 24

確保方策 24 24 24 24 24

量の見込み 2 4 5 6 7

確保方策 2 4 5 6 7

量の見込み 24 24 24 24 24

確保方策 24 24 24 24 24

量の見込み 27 28 28 28 28

確保方策 27 28 28 28 28

量の見込み 21 21 21 21 21

確保方策 21 21 21 21 21

量の見込み 91 91 90 90 90

確保方策 91 91 90 90 90

①育児支援家庭訪問事業

磯子区

家庭訪問

ヘルパー

本市事業

年度

金沢区

家庭訪問

ヘルパー

港北区

家庭訪問

ヘルパー

緑区

家庭訪問

ヘルパー

青葉区

家庭訪問

ヘルパー

都筑区

家庭訪問

ヘルパー

戸塚区

家庭訪問

ヘルパー

瀬谷区

家庭訪問

ヘルパー

栄区

家庭訪問

ヘルパー

泉区

家庭訪問

ヘルパー
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 4,313 4,607 4,902 5,195 5,490

確保方策 4,313 4,607 4,902 5,195 5,490

量の見込み 8,882 9,038 9,196 9,349 9,504

確保方策 8,882 9,038 9,196 9,349 9,504

量の見込み 339 363 386 409 432

確保方策 339 363 386 409 432

量の見込み 740 753 766 779 792

確保方策 740 753 766 779 792

量の見込み 269 287 305 324 342

確保方策 269 287 305 324 342

量の見込み 538 548 557 567 576

確保方策 538 548 557 567 576

量の見込み 127 136 145 153 162

確保方策 127 136 145 153 162

量の見込み 269 274 279 283 288

確保方策 269 274 279 283 288

量の見込み 141 151 161 170 180

確保方策 141 151 161 170 180

量の見込み 269 274 279 283 288

確保方策 269 274 279 283 288

量の見込み 184 196 209 221 234

確保方策 184 196 209 221 234

量の見込み 404 411 418 425 432

確保方策 404 411 418 425 432

量の見込み 240 257 273 290 306

確保方策 240 257 273 290 306

量の見込み 471 479 488 496 504

確保方策 471 479 488 496 504

量の見込み 226 242 257 273 288

確保方策 226 242 257 273 288

量の見込み 471 479 488 496 504

確保方策 471 479 488 496 504

量の見込み 269 287 305 324 342

確保方策 269 287 305 324 342

量の見込み 538 548 557 567 576

確保方策 538 548 557 567 576

鶴見区

家庭訪問

ヘルパー

神奈川区

西区

家庭訪問

ヘルパー

中区

家庭訪問

ヘルパー

南区

家庭訪問

ヘルパー

港南区

家庭訪問

単位

家庭訪問

ヘルパー

ヘルパー

延べ実施回数（回/年）

年度

全市

家庭訪問

ヘルパー

対象年齢 ０歳～17歳

本市事業 ②養育支援家庭訪問事業

保土ケ谷区

家庭訪問

ヘルパー

旭区

家庭訪問

ヘルパー
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 184 196 209 221 234

確保方策 184 196 209 221 234

量の見込み 404 411 418 425 432

確保方策 404 411 418 425 432

量の見込み 198 211 225 238 252

確保方策 198 211 225 238 252

量の見込み 404 411 418 425 432

確保方策 404 411 418 425 432

量の見込み 453 483 514 545 576

確保方策 453 483 514 545 576

量の見込み 942 959 975 992 1,008

確保方策 942 959 975 992 1,008

量の見込み 226 242 257 273 288

確保方策 226 242 257 273 288

量の見込み 471 479 488 496 504

確保方策 471 479 488 496 504

量の見込み 368 393 418 443 468

確保方策 368 393 418 443 468

量の見込み 740 753 766 779 792

確保方策 740 753 766 779 792

量の見込み 297 317 337 358 378

確保方策 297 317 337 358 378

量の見込み 606 616 627 637 648

確保方策 606 616 627 637 648

量の見込み 368 393 418 443 468

確保方策 368 393 418 443 468

量の見込み 740 753 766 779 792

確保方策 740 753 766 779 792

量の見込み 127 136 145 153 162

確保方策 127 136 145 153 162

量の見込み 269 274 279 283 288

確保方策 269 274 279 283 288

量の見込み 170 181 193 204 216

確保方策 170 181 193 204 216

量の見込み 337 342 348 354 360

確保方策 337 342 348 354 360

量の見込み 127 136 145 153 162

確保方策 127 136 145 153 162

量の見込み 269 274 279 283 288

確保方策 269 274 279 283 288

本市事業

年度

②養育支援家庭訪問事業

磯子区

家庭訪問

ヘルパー

金沢区

家庭訪問

ヘルパー

港北区

家庭訪問

ヘルパー

緑区

家庭訪問

ヘルパー

青葉区

家庭訪問

ヘルパー

都筑区

家庭訪問

ヘルパー

戸塚区

家庭訪問

ヘルパー

瀬谷区

家庭訪問

ヘルパー

栄区

家庭訪問

ヘルパー

泉区

家庭訪問

ヘルパー
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 1,966 1,983 1,999 2,013 2,035

確保方策 1,966 1,983 1,999 2,013 2,035

量の見込み 157 158 159 160 162

確保方策 157 158 159 160 162

量の見込み 124 125 126 127 128

確保方策 124 125 126 127 128

量の見込み 57 58 58 58 59

確保方策 57 58 58 58 59

量の見込み 67 67 68 68 69

確保方策 67 67 68 68 69

量の見込み 85 86 86 87 88

確保方策 85 86 86 87 88

量の見込み 109 110 111 112 113

確保方策 109 110 111 112 113

量の見込み 101 102 103 104 105

確保方策 101 102 103 104 105

量の見込み 121 122 123 124 125

確保方策 121 122 123 124 125

量の見込み 85 86 86 87 88

確保方策 85 86 86 87 88

量の見込み 88 89 89 90 91

確保方策 88 89 89 90 91

量の見込み 207 208 210 212 214

確保方策 207 208 210 212 214

量の見込み 102 103 104 105 106

確保方策 102 103 104 105 106

量の見込み 170 171 173 174 176

確保方策 170 171 173 174 176

量の見込み 132 134 135 136 137

確保方策 132 134 135 136 137

量の見込み 164 166 167 168 170

確保方策 164 166 167 168 170

量の見込み 60 60 61 61 62

確保方策 60 60 61 61 62

量の見込み 77 78 79 79 80

確保方策 77 78 79 79 80

量の見込み 60 60 61 61 62

確保方策 60 60 61 61 62

対象年齢 ０歳～17歳

本市事業
③要保護児童対策地域協議会

（児童虐待防止啓発地域連携事業の一部）

港北区

単位
要保護児童対策地域協議会における

個別ケース検討会議件数（件/年）

年度

全市

鶴見区

神奈川区

西区

中区

南区

港南区

保土ケ谷区

旭区

磯子区

金沢区

瀬谷区

緑区

青葉区

都筑区

戸塚区

栄区

泉区
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※ 令和８年度から令和 10 年度の実施区は未定。 

令和７年度のモデル区での実績を踏まえ、令和 11 年度までに 18 区実施に向けて順次拡大。  

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 271 275 284 291 300

確保方策 30 90 150 210 300

量の見込み 22 22 23 23 24

確保方策 0 ※ ※ ※ 24

量の見込み 17 17 18 18 19

確保方策 0 ※ ※ ※ 19

量の見込み 7 8 8 8 9

確保方策 0 ※ ※ ※ 9

量の見込み 9 9 10 10 10

確保方策 0 ※ ※ ※ 10

量の見込み 12 12 12 13 13

確保方策 0 ※ ※ ※ 13

量の見込み 15 15 16 16 17

確保方策 0 ※ ※ ※ 17

量の見込み 14 14 14 15 15

確保方策 10 ※ ※ ※ 15

量の見込み 17 17 18 18 18

確保方策 0 ※ ※ ※ 18

量の見込み 12 12 12 13 13

確保方策 0 ※ ※ ※ 13

量の見込み 13 13 13 13 13

確保方策 0 ※ ※ ※ 13

量の見込み 27 28 29 30 32

確保方策 10 ※ ※ ※ 32

量の見込み 14 14 15 15 16

確保方策 0 ※ ※ ※ 16

量の見込み 24 24 25 25 26

確保方策 0 ※ ※ ※ 26

量の見込み 19 19 19 20 20

確保方策 0 ※ ※ ※ 20

量の見込み 22 23 23 24 25

確保方策 10 ※ ※ ※ 25

量の見込み 8 8 9 9 9

確保方策 0 ※ ※ ※ 9

量の見込み 11 11 11 12 12

確保方策 0 ※ ※ ※ 12

量の見込み 8 9 9 9 9

確保方策 0 ※ ※ ※ 9

泉区

瀬谷区

港北区

緑区

青葉区

都筑区

戸塚区

栄区

金沢区

年度

全市

鶴見区

神奈川区

西区

中区

南区

港南区

保土ケ谷区

旭区

磯子区

単位 実人数（人/年）

本市事業 ④親子関係形成支援事業

対象年齢 １８歳未満の児童とその保護者
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（6） 病児保育事業 

  

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 30 30 30 30 30

確保方策 30 30 30 30 30

量の見込み 3 3 3 3 3

確保方策 3 3 3 3 3

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 3 3 3 3 3

確保方策 3 3 3 3 3

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

旭区

磯子区

金沢区

瀬谷区

緑区

青葉区

都筑区

戸塚区

栄区

泉区

対象年齢 ０歳～11歳

本市事業 病児保育事業

港北区

単位 実施箇所数（か所）

年度

全市

鶴見区

神奈川区

西区

中区

南区

港南区

保土ケ谷区
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（7） 利用者支援に関する事業 

 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 78,000 78,960 79,920 80,640 81,360

確保方策 78,000 78,960 79,920 80,640 81,360

量の見込み 6,312 6,411 6,525 6,609 6,687

確保方策 6,312 6,411 6,525 6,609 6,687

量の見込み 5,331 5,469 5,595 5,721 5,859

確保方策 5,331 5,469 5,595 5,721 5,859

量の見込み 2,646 2,712 2,787 2,841 2,892

確保方策 2,646 2,712 2,787 2,841 2,892

量の見込み 2,514 2,535 2,574 2,592 2,598

確保方策 2,514 2,535 2,574 2,592 2,598

量の見込み 3,384 3,426 3,486 3,525 3,549

確保方策 3,384 3,426 3,486 3,525 3,549

量の見込み 4,353 4,383 4,374 4,368 4,368

確保方策 4,353 4,383 4,374 4,368 4,368

量の見込み 3,894 3,942 4,002 4,023 4,059

確保方策 3,894 3,942 4,002 4,023 4,059

量の見込み 4,296 4,308 4,320 4,320 4,308

確保方策 4,296 4,308 4,320 4,320 4,308

量の見込み 3,291 3,300 3,309 3,309 3,309

確保方策 3,291 3,300 3,309 3,309 3,309

量の見込み 3,171 3,186 3,213 3,219 3,228

確保方策 3,171 3,186 3,213 3,219 3,228

量の見込み 9,663 9,858 10,071 10,209 10,341

確保方策 9,663 9,858 10,071 10,209 10,341

量の見込み 3,906 3,942 3,981 4,023 4,074

確保方策 3,906 3,942 3,981 4,023 4,074

量の見込み 6,177 6,243 6,303 6,354 6,426

確保方策 6,177 6,243 6,303 6,354 6,426

量の見込み 4,911 4,962 5,019 5,082 5,151

確保方策 4,911 4,962 5,019 5,082 5,151

量の見込み 6,111 6,192 6,261 6,321 6,387

確保方策 6,111 6,192 6,261 6,321 6,387

量の見込み 2,418 2,445 2,469 2,490 2,511

確保方策 2,418 2,445 2,469 2,490 2,511

量の見込み 3,153 3,153 3,153 3,150 3,138

確保方策 3,153 3,153 3,153 3,150 3,138

量の見込み 2,469 2,493 2,478 2,484 2,475

確保方策 2,469 2,493 2,478 2,484 2,475

泉区

瀬谷区

港北区

緑区

青葉区

都筑区

戸塚区

栄区

南区

港南区

保土ケ谷区

旭区

磯子区

金沢区

年度

全市

鶴見区

神奈川区

西区

中区

本市事業 妊婦等包括相談支援事業

対象年齢
対象者：妊産婦及びそのパートナー等

対象となるこどもの年齢：０～２歳

単位 面談実施回数（回/年）
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 28 28 28 28 28

確保方策 28 28 28 28 28

量の見込み 18 18 18 18 18

確保方策 18 18 18 18 18

量の見込み 18 18 18 18 18

確保方策 6 18 18 18 18

量の見込み 18 18 18 18 18

確保方策 18 18 18 18 18

量の見込み 18 18 18 18 18

確保方策 18 18 18 18 18

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 0 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 0 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

０歳～17歳

利用者支援事業
（基本型：横浜子育てパートナー、

特定型：保育・教育コンシェルジュ、
こども家庭センター型：統括支援員、

母子保健コーディネーター、こども支援員）

本市事業

対象年齢

鶴見区

母子保健コーディネーター

こども支援員

横浜子育てパートナー

統括支援員

母子保健コーディネーター

西区

横浜子育てパートナー

保育・教育コンシェルジュ

こども支援員

保育・教育コンシェルジュ

実施箇所数（か所）

年度

全市

横浜子育てパートナー

保育・教育コンシェルジュ

こども支援員

単位

統括支援員

神奈川区

横浜子育てパートナー

保育・教育コンシェルジュ

こども支援員

母子保健コーディネーター

統括支援員

母子保健コーディネーター

統括支援員
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 0 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 0 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 0 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

中区

横浜子育てパートナー

母子保健コーディネーター

こども支援員

保育・教育コンシェルジュ

統括支援員

保育・教育コンシェルジュ

統括支援員

保育・教育コンシェルジュ

統括支援員

南区

横浜子育てパートナー

母子保健コーディネーター

こども支援員

港南区

横浜子育てパートナー

母子保健コーディネーター

こども支援員

母子保健コーディネーター

保土ケ谷区

本市事業

利用者支援事業
（基本型：横浜子育てパートナー、

特定型：保育・教育コンシェルジュ、
こども家庭センター型：統括支援員、

母子保健コーディネーター、こども支援員）

年度

横浜子育てパートナー

保育・教育コンシェルジュ

統括支援員

こども支援員
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 0 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 0 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 0 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

横浜子育てパートナー

統括支援員旭区

横浜子育てパートナー

母子保健コーディネーター

こども支援員

保育・教育コンシェルジュ

母子保健コーディネーター

こども支援員

金沢区

横浜子育てパートナー

本市事業

利用者支援事業
（基本型：横浜子育てパートナー、

特定型：保育・教育コンシェルジュ、
こども家庭センター型：統括支援員、

母子保健コーディネーター、こども支援員）

年度

保育・教育コンシェルジュ

母子保健コーディネーター

統括支援員

保育・教育コンシェルジュ

統括支援員

保育・教育コンシェルジュ

磯子区

こども支援員

港北区

横浜子育てパートナー

母子保健コーディネーター

こども支援員

統括支援員
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 0 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 0 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 0 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 2 2 2 2 2

確保方策 2 2 2 2 2

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

年度

都筑区

横浜子育てパートナー

母子保健コーディネーター

母子保健コーディネーター

こども支援員

こども支援員

横浜子育てパートナー

母子保健コーディネーター

こども支援員

統括支援員

統括支援員

保育・教育コンシェルジュ

統括支援員

保育・教育コンシェルジュ

緑区

横浜子育てパートナー

母子保健コーディネーター

保育・教育コンシェルジュ

統括支援員

保育・教育コンシェルジュ

こども支援員

横浜子育てパートナー

本市事業

利用者支援事業
（基本型：横浜子育てパートナー、

特定型：保育・教育コンシェルジュ、
こども家庭センター型：統括支援員、

母子保健コーディネーター、こども支援員）

戸塚区

青葉区
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 0 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

量の見込み 1 1 1 1 1

確保方策 1 1 1 1 1

本市事業

統括支援員

保育・教育コンシェルジュ

統括支援員

保育・教育コンシェルジュ

統括支援員

瀬谷区

横浜子育てパートナー

母子保健コーディネーター

こども支援員

栄区

横浜子育てパートナー

母子保健コーディネーター

こども支援員

泉区

年度

横浜子育てパートナー

母子保健コーディネーター

こども支援員

保育・教育コンシェルジュ

利用者支援事業
（基本型：横浜子育てパートナー、

特定型：保育・教育コンシェルジュ、
こども家庭センター型：統括支援員、

母子保健コーディネーター、こども支援員）
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（8） 時間外保育事業 

  

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 3,694 3,589 3,480 3,378 3,273

確保方策 3,694 3,589 3,480 3,378 3,273

量の見込み 268 259 250 242 236

確保方策 268 259 250 242 236

量の見込み 246 239 232 225 218

確保方策 246 239 232 225 218

量の見込み 176 171 166 161 156

確保方策 176 171 166 161 156

量の見込み 160 156 151 147 142

確保方策 160 156 151 147 142

量の見込み 176 171 166 161 156

確保方策 176 171 166 161 156

量の見込み 232 226 219 213 206

確保方策 232 226 219 213 206

量の見込み 132 128 124 121 117

確保方策 132 128 124 121 117

量の見込み 68 66 64 62 60

確保方策 68 66 64 62 60

量の見込み 174 169 164 159 154

確保方策 174 169 164 159 154

量の見込み 132 128 124 121 117

確保方策 132 128 124 121 117

量の見込み 702 682 662 642 622

確保方策 702 682 662 642 622

量の見込み 167 162 157 153 148

確保方策 167 162 157 153 148

量の見込み 317 308 299 290 281

確保方策 317 308 299 290 281

量の見込み 149 145 140 136 132

確保方策 149 145 140 136 132

量の見込み 261 253 246 238 231

確保方策 261 253 246 238 231

量の見込み 108 105 102 99 96

確保方策 108 105 102 99 96

量の見込み 126 123 119 116 112

確保方策 126 123 119 116 112

量の見込み 100 98 95 92 89

確保方策 100 98 95 92 89

対象年齢 ０歳～５歳

本市事業 延長保育事業（夕延長）

港北区

単位 利用者数（人/月）

年度

全市

鶴見区

神奈川区

西区

中区

南区

港南区

保土ケ谷区

旭区

磯子区

金沢区

瀬谷区

緑区

青葉区

都筑区

戸塚区

栄区

泉区
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（9） 放課後児童健全育成事業 

  

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

計 34,847 34,047 33,245 32,446 31,600

１年生 10,576 10,159 9,742 9,326 8,905

２年生 9,869 9,665 9,461 9,257 9,047

３年生 7,552 7,442 7,332 7,221 7,100

４年生 4,067 4,028 3,989 3,950 3,907

５年生 1,953 1,954 1,954 1,955 1,939

６年生 830 799 767 737 702

42,437 41,463 40,487 39,514 38,482

計 2,887 2,800 2,713 2,626 2,529

１年生 897 851 805 759 711

２年生 807 786 765 744 722

３年生 614 603 592 581 568

４年生 322 320 318 316 313

５年生 164 163 162 161 158

６年生 83 77 71 65 57

3,516 3,410 3,304 3,198 3,079

計 2,533 2,436 2,339 2,242 2,150

１年生 771 730 689 648 607

２年生 714 689 664 639 614

３年生 537 523 509 495 483

４年生 306 296 286 276 266

５年生 146 142 138 134 132

６年生 59 56 53 50 48

3,085 2,967 2,849 2,730 2,618

計 969 965 961 957 949

１年生 297 290 283 276 268

２年生 281 278 275 272 270

３年生 205 207 209 211 213

４年生 113 115 117 119 118

５年生 55 56 57 58 58

６年生 18 19 20 21 22

1,180 1,175 1,170 1,165 1,156

神奈川区
量の見込み

年度

全市
量の見込み

鶴見区
量の見込み

確保方策

西区
量の見込み

本市事業 放課後キッズクラブ(一部）・放課後児童クラブ

対象年齢 ６～１１歳

単位 量の見込み：対象児童数（人）、確保方策：定員数（人）

確保方策

確保方策

確保方策
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

計 720 688 656 625 593

１年生 254 239 224 209 195

２年生 224 214 204 194 186

３年生 136 132 128 124 118

４年生 66 64 62 60 59

５年生 30 30 30 30 27

６年生 10 9 8 8 8

877 838 799 761 723

計 1,509 1,483 1,457 1,431 1,403

１年生 463 446 429 412 395

２年生 410 407 404 401 400

３年生 325 323 321 319 315

４年生 176 176 176 176 174

５年生 92 91 90 89 87

６年生 43 40 37 34 32

1,838 1,806 1,774 1,743 1,709

計 1,870 1,839 1,808 1,777 1,750

１年生 569 550 531 512 493

２年生 537 527 517 507 499

３年生 407 403 399 395 393

４年生 224 222 220 218 217

５年生 100 103 106 109 109

６年生 33 34 35 36 39

2,277 2,240 2,202 2,164 2,131

計 1,946 1,924 1,902 1,880 1,854

１年生 576 563 550 537 524

２年生 534 533 532 531 528

３年生 406 409 412 415 416

４年生 252 246 240 234 230

５年生 130 126 122 118 114

６年生 48 47 46 45 42

2,370 2,343 2,316 2,290 2,258

計 2,286 2,256 2,226 2,196 2,163

１年生 681 663 645 627 610

２年生 651 643 635 627 617

３年生 504 500 496 492 486

４年生 267 267 267 267 268

５年生 120 123 126 129 133

６年生 63 60 57 54 49

2,784 2,747 2,711 2,674 2,634

中区
量の見込み

本市事業

確保方策

放課後キッズクラブ(一部）・放課後児童クラブ

年度

南区
量の見込み

確保方策

旭区
量の見込み

確保方策

港南区
量の見込み

確保方策

保土ケ谷区
量の見込み

確保方策
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

計 1,487 1,441 1,395 1,349 1,294

１年生 455 432 409 386 363

２年生 400 393 386 379 370

３年生 333 323 313 303 291

４年生 165 164 163 162 160

５年生 92 90 88 86 81

６年生 42 39 36 33 29

1,811 1,755 1,699 1,643 1,576

計 1,705 1,635 1,565 1,495 1,424

１年生 491 468 445 422 400

２年生 471 455 439 423 407

３年生 369 357 345 333 320

４年生 203 196 189 182 176

５年生 120 112 104 96 89

６年生 51 47 43 39 32

2,076 1,991 1,906 1,821 1,734

計 3,998 3,868 3,738 3,608 3,478

１年生 1,199 1,145 1,091 1,037 981

２年生 1,180 1,133 1,086 1,039 992

３年生 867 845 823 801 781

４年生 461 453 445 437 431

５年生 210 212 214 216 215

６年生 81 80 79 78 78

4,869 4,711 4,552 4,394 4,236

計 1,745 1,709 1,673 1,637 1,598

１年生 538 516 494 472 449

２年生 484 477 470 463 456

３年生 382 376 370 364 359

４年生 193 195 197 199 198

５年生 102 102 102 102 100

６年生 46 43 40 37 36

2,125 2,081 2,037 1,994 1,946

計 2,793 2,736 2,679 2,622 2,559

１年生 828 800 772 744 718

２年生 805 787 769 751 732

３年生 615 606 597 588 576

４年生 354 345 336 327 316

５年生 134 141 148 155 160

６年生 57 57 57 57 57

3,401 3,332 3,263 3,193 3,115

放課後キッズクラブ(一部）・放課後児童クラブ

年度

金沢区
量の見込み

確保方策

港北区
量の見込み

確保方策

緑区
量の見込み

確保方策

青葉区
量の見込み

磯子区
量の見込み

確保方策

本市事業

確保方策
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

計 2,071 2,054 2,037 2,020 1,998

１年生 646 625 604 583 560

２年生 594 589 584 579 571

３年生 464 461 458 455 450

４年生 228 233 238 243 247

５年生 100 106 112 118 125

６年生 39 40 41 42 45

2,522 2,501 2,481 2,460 2,433

計 2,805 2,756 2,707 2,658 2,612

１年生 878 842 806 770 736

２年生 781 772 763 754 746

３年生 617 609 601 593 587

４年生 307 311 315 319 323

５年生 158 159 160 161 162

６年生 64 63 62 61 58

3,416 3,356 3,297 3,237 3,181

計 1,057 1,052 1,047 1,042 1,035

１年生 341 329 317 305 292

２年生 291 292 293 294 295

３年生 227 229 231 233 233

４年生 121 123 125 127 128

５年生 52 55 58 61 64

６年生 25 24 23 22 23

1,287 1,281 1,275 1,269 1,261

計 1,460 1,399 1,338 1,277 1,209

１年生 410 393 376 359 340

２年生 408 393 378 363 345

３年生 312 302 292 282 272

４年生 184 175 166 157 150

５年生 100 94 88 82 75

６年生 46 42 38 34 27

1,778 1,704 1,629 1,555 1,472

計 1,006 1,006 1,004 1,004 1,002

１年生 282 277 272 268 263

２年生 297 297 297 297 297

３年生 232 234 236 237 239

４年生 125 127 129 131 133

５年生 48 49 49 50 50

６年生 22 22 21 21 20

1,225 1,225 1,223 1,223 1,220

本市事業 放課後キッズクラブ(一部）・放課後児童クラブ

年度

都筑区
量の見込み

確保方策

戸塚区
量の見込み

確保方策

瀬谷区
量の見込み

確保方策

栄区
量の見込み

確保方策

泉区
量の見込み

確保方策
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（10） 地域子育て支援拠点事業 

 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

61,773 65,549 69,325 73,101 76,878

計 61,773 65,549 69,325 73,101 76,878

ア 25,964 27,128 28,292 29,456 30,620

イ 10,361 10,973 11,455 11,937 12,419

ウ 4,724 5,204 5,384 5,566 5,730

エ 20,724 22,244 24,194 26,142 28,109

3,901 4,201 4,502 4,803 5,104

計 3,901 4,201 4,502 4,803 5,104

ア 1,168 1,254 1,340 1,426 1,512

イ 658 803 818 833 848

ウ 161 185 190 195 200

エ 1,914 1,959 2,154 2,349 2,544

4,036 4,284 4,531 4,778 5,026

計 4,036 4,284 4,531 4,778 5,026

ア 1,955 2,033 2,111 2,189 2,267

イ 492 501 510 519 528

ウ 290 314 319 324 329

エ 1,299 1,436 1,591 1,746 1,902

2,006 2,206 2,407 2,607 2,807

計 2,006 2,206 2,407 2,607 2,807

ア 737 780 823 866 909

イ 163 169 305 311 317

ウ 257 300 304 308 312

エ 849 957 975 1,122 1,269

2,146 2,323 2,499 2,675 2,851

計 2,146 2,323 2,499 2,675 2,851

ア 833 876 919 962 1,005

イ 147 150 283 286 289

ウ 259 282 306 310 314

エ 907 1,015 991 1,117 1,243

2,531 2,740 2,950 3,160 3,370

計 2,531 2,740 2,950 3,160 3,370

ア 956 999 1,042 1,085 1,128

イ 659 801 813 825 837

ウ 108 131 135 179 184

エ 808 809 960 1,071 1,221

対象年齢 ０歳～２歳

本市事業

(ア) 地域子育て支援拠点
(イ) 親と子のつどいの広場
(ウ) 保育所等子育てひろば（常設）、幼稚園等はまっ子広場（常設）
(エ) その他（非常設の親子の居場所：子育て支援者、保育所等子育てひろば
      （市立非常設）、幼稚園等はまっ子広場（非常設）、子育てサロン）

単位 延べ利用者数（人/月）

年度

全市

量の見込み

確保方策

確保方策

神奈川区

量の見込み

確保方策

西区

量の見込み

確保方策

鶴見区

量の見込み

中区

量の見込み

確保方策

南区

量の見込み

確保方策
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

3,761 3,802 3,844 3,886 3,928

計 3,761 3,802 3,844 3,886 3,928

ア 1,991 2,069 2,147 2,225 2,303

イ 400 412 424 436 448

ウ 276 321 328 335 342

エ 1,094 1,000 945 890 835

3,055 3,235 3,416 3,596 3,776

計 3,055 3,235 3,416 3,596 3,776

ア 1,431 1,509 1,587 1,665 1,743

イ 549 567 585 603 621

ウ 115 139 144 149 154

エ 960 1,020 1,100 1,179 1,258

3,720 3,875 4,031 4,187 4,343

計 3,720 3,875 4,031 4,187 4,343

ア 2,054 2,132 2,210 2,288 2,366

イ 330 339 348 357 366

ウ 305 328 332 336 340

エ 1,031 1,076 1,141 1,206 1,271

2,698 2,826 2,954 3,082 3,210

計 2,698 2,826 2,954 3,082 3,210

ア 757 800 843 886 929

イ 816 834 852 870 1,018

ウ 206 228 231 294 298

エ 919 964 1,028 1,032 965

2,742 2,759 2,775 2,791 2,807

計 2,742 2,759 2,775 2,791 2,807

ア 783 826 869 912 955

イ 599 614 629 644 659

ウ 312 336 341 346 351

エ 1,048 983 936 889 842

7,249 7,792 8,334 8,876 9,419

計 7,249 7,792 8,334 8,876 9,419

ア 2,814 2,900 2,986 3,072 3,158

イ 1,613 1,637 1,661 1,685 1,709

ウ 371 393 456 460 464

エ 2,451 2,862 3,231 3,659 4,088

確保方策

確保方策

年度

旭区

量の見込み

確保方策

港南区

量の見込み

本市事業

(ア) 地域子育て支援拠点
(イ) 親と子のつどいの広場
(ウ) 保育所等子育てひろば（常設）、幼稚園等はまっ子広場（常設）
(エ) その他（非常設の親子の居場所：子育て支援者、保育所等子育てひろば
      （市立非常設）、幼稚園等はまっ子広場（非常設）、子育てサロン）

量の見込み

確保方策
保土ケ谷区

磯子区

量の見込み

確保方策

金沢区

量の見込み

確保方策

港北区

量の見込み
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

3,139 3,276 3,412 3,549 3,685

計 3,139 3,276 3,412 3,549 3,685

ア 1,945 2,023 2,101 2,179 2,257

イ 496 505 514 523 532

ウ 340 364 369 374 399

エ 358 384 428 473 497

4,989 5,441 5,893 6,345 6,797

計 4,989 5,441 5,893 6,345 6,797

ア 1,733 1,819 1,905 1,991 2,077

イ 1,094 1,112 1,130 1,148 1,166

ウ 466 489 493 497 561

エ 1,696 2,021 2,365 2,709 2,993

5,023 5,359 5,695 6,031 6,367

計 5,023 5,359 5,695 6,031 6,367

ア 2,561 2,647 2,733 2,819 2,905

イ 695 713 731 749 767

ウ 380 404 409 414 419

エ 1,387 1,595 1,822 2,049 2,276

4,181 4,446 4,710 4,974 5,238

計 4,181 4,446 4,710 4,974 5,238

ア 1,975 2,061 2,147 2,233 2,319

イ 324 463 472 481 490

ウ 164 207 212 217 222

エ 1,718 1,715 1,879 2,043 2,207

2,204 2,339 2,474 2,610 2,745

計 2,204 2,339 2,474 2,610 2,745

ア 767 810 853 896 939

イ 321 327 333 469 475

ウ 222 246 251 256 261

エ 894 956 1,037 989 1,070

2,285 2,376 2,467 2,558 2,649

計 2,285 2,376 2,467 2,558 2,649

ア 834 877 920 963 1,006

イ 443 452 461 470 609

ウ 262 285 289 293 297

エ 746 762 797 832 737

2,107 2,269 2,431 2,593 2,756

計 2,107 2,269 2,431 2,593 2,756

ア 670 713 756 799 842

イ 562 574 586 728 740

ウ 230 252 275 279 283

エ 645 730 814 787 891

緑区

量の見込み

確保方策

瀬谷区

量の見込み

確保方策

栄区

量の見込み

確保方策

泉区

量の見込み

確保方策

戸塚区

量の見込み

確保方策

青葉区

量の見込み

確保方策

都筑区

量の見込み

確保方策

本市事業

(ア) 地域子育て支援拠点
(イ) 親と子のつどいの広場
(ウ) 保育所等子育てひろば（常設）、幼稚園等はまっ子広場（常設）
(エ) その他（非常設の親子の居場所：子育て支援者、保育所等子育てひろば
      （市立非常設）、幼稚園等はまっ子広場（非常設）、子育てサロン）

年度
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（11） 一時預かり事業、子育て援助活動支援事業 

 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 184,862 191,917 198,972 206,027 213,082

確保方策 184,862 191,917 198,972 206,027 213,082

量の見込み 1,962,033 2,029,203 2,096,373 2,163,543 2,230,713

確保方策 1,962,033 2,029,203 2,096,373 2,163,543 2,230,713

318,067 341,366 364,664 387,963 411,262

計 318,067 341,366 364,664 387,963 411,262

ウ 114,710 123,045 133,960 144,856 156,714

エ 118,309 131,751 139,820 147,890 155,952

オ 7,644 7,974 8,309 8,641 8,973

カ 75,585 76,759 80,719 84,702 87,730

キ 1,426 1,440 1,455 1,469 1,484

ク 393 397 401 405 409

量の見込み 10,949 13,799 16,649 19,499 22,349

確保方策 10,949 13,799 16,649 19,499 22,349

量の見込み 73,435 77,026 80,617 84,208 87,799

確保方策 73,435 77,026 80,617 84,208 87,799

25,698 27,580 29,462 31,345 33,227

計 25,698 27,580 29,462 31,345 33,227

ウ 9,298 9,972 10,855 11,736 12,695

エ 9,590 10,677 11,329 11,981 12,633

オ 620 646 673 700 727

カ 6,127 6,221 6,541 6,863 7,107

キ 0 0 0 0 0

ク 63 64 64 65 65

量の見込み 9,351 10,258 11,165 12,072 12,979

確保方策 9,351 10,258 11,165 12,072 12,979

量の見込み 96,894 102,872 108,850 114,828 120,806

確保方策 96,894 102,872 108,850 114,828 120,806

22,139 23,761 25,383 27,004 28,626

計 22,139 23,761 25,383 27,004 28,626

ウ 7,711 8,289 9,040 9,791 10,607

エ 7,953 8,875 9,435 9,996 10,555

オ 514 537 561 584 607

カ 5,080 5,171 5,447 5,725 5,938

キ 713 720 727 734 742

ク 168 169 173 174 177

年度

全市

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号） イ

その他

本市事業

（ア）幼稚園での預かり保育（１号）
（イ）幼稚園での預かり保育（２号）
（ウ）保育所での一時保育
（エ）乳幼児一時預かり
（オ）親と子のつどいの広場での一時預かり
（カ）横浜子育てサポートシステム
（キ）24時間いつでも預かり保育事業（旧：24時間型緊急一時保育事業）
（ク）休日一時保育

対象年齢
（ア）（イ）：３～５歳
（ウ）～（オ）（キ）（ク）：０～５歳
（カ）：０～11歳

単位 延べ利用者数（人/年）

量の見込み

確保方策

鶴見区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号） イ

その他
確保方策

量の見込み

神奈川区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号） イ

その他
確保方策

量の見込み
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 7,203 7,123 7,043 6,963 6,883
確保方策 7,203 7,123 7,043 6,963 6,883

量の見込み 54,192 59,063 63,934 68,805 73,676
確保方策 54,192 59,063 63,934 68,805 73,676

10,611 11,388 12,165 12,943 13,720
計 10,611 11,388 12,165 12,943 13,720
ウ 3,849 4,127 4,492 4,856 5,252
エ 3,970 4,419 4,688 4,958 5,227
オ 256 267 279 290 301
カ 2,536 2,575 2,706 2,839 2,940
キ 0 0 0 0 0
ク 0 0 0 0 0

量の見込み 8,751 8,225 7,699 7,173 6,647
確保方策 8,751 8,225 7,699 7,173 6,647

量の見込み 62,869 64,165 65,461 66,757 68,053
確保方策 62,869 64,165 65,461 66,757 68,053

10,048 10,784 11,520 12,256 12,992
計 10,048 10,784 11,520 12,256 12,992
ウ 3,645 3,908 4,254 4,598 4,974
エ 3,759 4,185 4,440 4,695 4,949
オ 243 253 264 274 285
カ 2,401 2,438 2,562 2,689 2,784
キ 0 0 0 0 0
ク 0 0 0 0 0

量の見込み 7,569 7,653 7,737 7,821 7,905
確保方策 7,569 7,653 7,737 7,821 7,905

量の見込み 63,842 68,756 73,670 78,584 83,498
確保方策 63,842 68,756 73,670 78,584 83,498

13,840 14,854 15,867 16,881 17,895
計 13,840 14,854 15,867 16,881 17,895
ウ 5,020 5,383 5,859 6,334 6,850
エ 5,178 5,764 6,115 6,466 6,817
オ 334 349 363 378 392
カ 3,308 3,358 3,530 3,703 3,836
キ 0 0 0 0 0
ク 0 0 0 0 0

量の見込み 12,282 12,591 12,900 13,209 13,518
確保方策 12,282 12,591 12,900 13,209 13,518

量の見込み 109,650 114,716 119,782 124,848 129,914
確保方策 109,650 114,716 119,782 124,848 129,914

18,219 19,553 20,888 22,222 23,557
計 18,219 19,553 20,888 22,222 23,557
ウ 6,328 6,803 7,421 8,039 8,711
エ 6,527 7,285 7,746 8,207 8,668
オ 422 441 460 480 499
カ 4,170 4,244 4,473 4,700 4,876
キ 713 720 728 735 742
ク 59 60 60 61 61

その他
確保方策

量の見込み

ア

幼稚園（2号） イ

その他
確保方策

中区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号） イ

本市事業

（ア）幼稚園での預かり保育（１号）
（イ）幼稚園での預かり保育（２号）
（ウ）保育所での一時保育
（エ）乳幼児一時預かり
（オ）親と子のつどいの広場での一時預かり
（カ）横浜子育てサポートシステム
（キ）24時間いつでも預かり保育事業（旧：24時間型緊急一時保育事業）
（ク）休日一時保育

西区

幼稚園（1号）

量の見込み

港南区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号） イ

その他
確保方策

確保方策

量の見込み

量の見込み

南区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号） イ

その他

年度
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 13,703 14,313 14,923 15,533 16,143
確保方策 13,703 14,313 14,923 15,533 16,143

量の見込み 111,722 112,861 114,000 115,139 116,278
確保方策 111,722 112,861 114,000 115,139 116,278

15,945 17,113 18,281 19,449 20,617
計 15,945 17,113 18,281 19,449 20,617
ウ 5,784 6,202 6,750 7,297 7,892
エ 5,965 6,641 7,045 7,450 7,854
オ 385 402 419 435 452
カ 3,811 3,868 4,067 4,267 4,419
キ 0 0 0 0 0
ク 0 0 0 0 0

量の見込み 9,681 9,759 9,837 9,915 9,993
確保方策 9,681 9,759 9,837 9,915 9,993

量の見込み 178,966 184,473 189,980 195,487 200,994
確保方策 178,966 184,473 189,980 195,487 200,994

17,702 18,999 20,296 21,592 22,889
計 17,702 18,999 20,296 21,592 22,889
ウ 6,421 6,885 7,494 8,101 8,762
エ 6,622 7,372 7,822 8,271 8,720
オ 428 446 465 483 502
カ 4,231 4,296 4,515 4,737 4,905
キ 0 0 0 0 0
ク 0 0 0 0 0

量の見込み 5,615 6,042 6,469 6,896 7,323
確保方策 5,615 6,042 6,469 6,896 7,323

量の見込み 61,322 59,777 58,232 56,687 55,142
確保方策 61,322 59,777 58,232 56,687 55,142

13,357 14,336 15,314 16,293 17,271
計 13,357 14,336 15,314 16,293 17,271
ウ 4,845 5,195 5,654 6,113 6,612
エ 4,997 5,563 5,902 6,241 6,580
オ 323 337 351 365 379
カ 3,192 3,241 3,407 3,574 3,700
キ 0 0 0 0 0
ク 0 0 0 0 0

量の見込み 7,286 7,754 8,222 8,690 9,158
確保方策 7,286 7,754 8,222 8,690 9,158

量の見込み 89,086 88,541 87,996 87,451 86,906
確保方策 89,086 88,541 87,996 87,451 86,906

13,387 14,368 15,349 16,329 17,310
計 13,387 14,368 15,349 16,329 17,310
ウ 4,856 5,207 5,667 6,126 6,627
エ 5,008 5,575 5,915 6,255 6,594
オ 324 337 351 365 379
カ 3,199 3,249 3,416 3,583 3,710
キ 0 0 0 0 0
ク 0 0 0 0 0

（ア）幼稚園での預かり保育（１号）
（イ）幼稚園での預かり保育（２号）
（ウ）保育所での一時保育
（エ）乳幼児一時預かり
（オ）親と子のつどいの広場での一時預かり
（カ）横浜子育てサポートシステム
（キ）24時間いつでも預かり保育事業（旧：24時間型緊急一時保育事業）
（ク）休日一時保育

年度

量の見込み

量の見込み

旭区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号） イ

その他
確保方策

確保方策

量の見込み

量の見込み

保土ケ谷区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号） イ

その他
確保方策

磯子区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号）

ア

幼稚園（2号） イ

その他

幼稚園（1号）

本市事業

イ

その他
確保方策

金沢区
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 13,511 13,744 13,977 14,210 14,443
確保方策 13,511 13,744 13,977 14,210 14,443

量の見込み 111,477 120,738 129,999 139,260 148,521
確保方策 111,477 120,738 129,999 139,260 148,521

37,998 40,782 43,564 46,349 49,132
計 37,998 40,782 43,564 46,349 49,132
ウ 13,778 14,775 16,081 17,385 18,804
エ 14,211 15,821 16,784 17,749 18,713
オ 918 958 997 1,037 1,077
カ 9,079 9,216 9,690 10,166 10,526
キ 0 0 0 0 0
ク 12 12 12 12 12

量の見込み 9,563 10,065 10,567 11,069 11,571
確保方策 9,563 10,065 10,567 11,069 11,571

量の見込み 114,072 113,780 113,488 113,196 112,904
確保方策 114,072 113,780 113,488 113,196 112,904

16,082 17,260 18,438 19,616 20,794
計 16,082 17,260 18,438 19,616 20,794
ウ 5,833 6,255 6,808 7,360 7,960
エ 6,016 6,698 7,106 7,514 7,922
オ 389 405 422 439 456
カ 3,844 3,902 4,102 4,303 4,456
キ 0 0 0 0 0
ク 0 0 0 0 0

量の見込み 17,519 17,177 16,835 16,493 16,151
確保方策 17,519 17,177 16,835 16,493 16,151

量の見込み 222,519 227,871 233,223 238,575 243,927
確保方策 222,519 227,871 233,223 238,575 243,927

24,940 26,766 28,593 30,420 32,247
計 24,940 26,766 28,593 30,420 32,247
ウ 9,046 9,700 10,557 11,413 12,345
エ 9,330 10,386 11,019 11,652 12,285
オ 603 629 655 681 707
カ 5,961 6,051 6,362 6,674 6,910
キ 0 0 0 0 0
ク 0 0 0 0 0

量の見込み 20,721 19,022 17,323 15,624 13,925
確保方策 20,721 19,022 17,323 15,624 13,925

量の見込み 175,679 171,977 168,275 164,573 160,871
確保方策 175,679 171,977 168,275 164,573 160,871

20,384 21,877 23,371 24,864 26,357
計 20,384 21,877 23,371 24,864 26,357
ウ 7,371 7,905 8,606 9,304 10,065
エ 7,602 8,464 8,982 9,499 10,016
オ 491 512 534 555 576
カ 4,857 4,932 5,185 5,441 5,635
キ 0 0 0 0 0
ク 63 64 64 65 65

（ア）幼稚園での預かり保育（１号）
（イ）幼稚園での預かり保育（２号）
（ウ）保育所での一時保育
（エ）乳幼児一時預かり
（オ）親と子のつどいの広場での一時預かり
（カ）横浜子育てサポートシステム
（キ）24時間いつでも預かり保育事業（旧：24時間型緊急一時保育事業）
（ク）休日一時保育

年度

緑区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号） イ

その他
確保方策

港北区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号） イ

その他
確保方策

量の見込み

量の見込み

イ

その他
確保方策

都筑区

幼稚園（1号）

量の見込み

本市事業

量の見込み

青葉区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号）

ア

幼稚園（2号） イ

その他
確保方策
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 11,626 13,825 16,024 18,223 20,422
確保方策 11,626 13,825 16,024 18,223 20,422

量の見込み 162,115 170,164 178,213 186,262 194,311
確保方策 162,115 170,164 178,213 186,262 194,311

25,080 26,917 28,754 30,591 32,428
計 25,080 26,917 28,754 30,591 32,428
ウ 9,087 9,745 10,606 11,467 12,403
エ 9,372 10,434 11,071 11,707 12,343
オ 605 632 658 684 710
カ 5,988 6,078 6,391 6,705 6,943
キ 0 0 0 0 0
ク 28 28 28 28 29

量の見込み 3,346 4,349 5,352 6,355 7,358
確保方策 3,346 4,349 5,352 6,355 7,358

量の見込み 78,306 84,037 89,768 95,499 101,230
確保方策 78,306 84,037 89,768 95,499 101,230

10,002 10,735 11,468 12,200 12,933
計 10,002 10,735 11,468 12,200 12,933
ウ 3,628 3,890 4,234 4,577 4,951
エ 3,742 4,166 4,420 4,673 4,927
オ 242 252 263 273 283
カ 2,390 2,427 2,551 2,677 2,772
キ 0 0 0 0 0
ク 0 0 0 0 0

量の見込み 5,410 5,959 6,508 7,057 7,606
確保方策 5,410 5,959 6,508 7,057 7,606

量の見込み 99,171 108,584 117,997 127,410 136,823
確保方策 99,171 108,584 117,997 127,410 136,823

12,602 13,525 14,448 15,371 16,294
計 12,602 13,525 14,448 15,371 16,294
ウ 4,571 4,902 5,335 5,767 6,238
エ 4,714 5,248 5,568 5,888 6,207
オ 305 318 331 344 357
カ 3,012 3,057 3,214 3,372 3,492
キ 0 0 0 0 0
ク 0 0 0 0 0

量の見込み 10,776 10,259 9,742 9,225 8,708
確保方策 10,776 10,259 9,742 9,225 8,708

量の見込み 96,716 99,802 102,888 105,974 109,060
確保方策 96,716 99,802 102,888 105,974 109,060

10,033 10,768 11,503 12,238 12,973
計 10,033 10,768 11,503 12,238 12,973
ウ 3,639 3,902 4,247 4,592 4,966
エ 3,753 4,178 4,433 4,688 4,942
オ 242 253 263 274 284
カ 2,399 2,435 2,560 2,684 2,781
キ 0 0 0 0 0
ク 0 0 0 0 0

本市事業

（ア）幼稚園での預かり保育（１号）
（イ）幼稚園での預かり保育（２号）
（ウ）保育所での一時保育
（エ）乳幼児一時預かり
（オ）親と子のつどいの広場での一時預かり
（カ）横浜子育てサポートシステム
（キ）24時間いつでも預かり保育事業（旧：24時間型緊急一時保育事業）
（ク）休日一時保育

戸塚区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号） イ

その他
確保方策

イ

その他
確保方策

確保方策

量の見込み

量の見込み

量の見込み

栄区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号） イ

量の見込み

年度

泉区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号）

その他

瀬谷区

幼稚園（1号） ア

幼稚園（2号） イ

その他
確保方策
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（12） 乳児等通園支援事業 

 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 286 293 302 312 320

確保方策 28 101 172 246 320

量の見込み 478 478 470 469 467

確保方策 25 133 242 355 467

量の見込み 494 421 436 445 459

確保方策 74 171 265 360 459

量の見込み 20 21 22 24 25

確保方策 2 7 12 19 25

量の見込み 30 31 32 33 33

確保方策 2 9 17 25 33

量の見込み 27 25 27 28 33

確保方策 4 10 16 23 33

量の見込み 18 19 20 21 21

確保方策 2 6 11 16 21

量の見込み 24 25 26 27 29

確保方策 1 7 13 20 29

量の見込み 25 19 22 26 27

確保方策 4 8 13 21 27

量の見込み 9 9 9 10 10

確保方策 1 3 5 8 10

量の見込み 15 15 14 14 13

確保方策 1 4 7 11 13

量の見込み 9 12 12 13 13

確保方策 1 5 7 10 13

量の見込み 9 9 10 10 10

確保方策 1 3 6 8 10

量の見込み 15 15 15 16 16

確保方策 1 4 8 12 16

量の見込み 13 12 13 14 15

確保方策 2 5 8 11 15

量の見込み 13 14 14 14 14

確保方策 1 5 8 11 14

量の見込み 23 23 22 22 22

確保方策 1 6 11 17 22

量の見込み 25 20 21 21 21

確保方策 4 8 13 17 21

量の見込み 17 17 18 18 18

確保方策 1 6 10 14 18

量の見込み 31 30 29 28 27

確保方策 2 8 15 21 27

量の見込み 28 27 27 27 27

確保方策 4 11 16 22 27

単位 延べ人数（人日）

本市事業 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

対象年齢 0歳６か月～満３歳未満（幼稚園・保育所等に通っていないこども）

鶴見区

0歳児

1歳児

2歳児

年度

全市

0歳児

1歳児

2歳児

西区

0歳児

1歳児

2歳児

神奈川区

0歳児

1歳児

2歳児

中区

0歳児

1歳児

2歳児

南区

0歳児

1歳児

2歳児

港南区

0歳児

1歳児

2歳児
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 14 15 15 16 17

確保方策 1 5 8 13 17

量の見込み 25 26 25 25 25

確保方策 1 7 13 19 25

量の見込み 28 22 23 24 25

確保方策 4 9 14 20 25

量の見込み 17 17 17 17 17

確保方策 1 6 10 13 17

量の見込み 28 27 27 27 27

確保方策 2 8 14 20 27

量の見込み 35 26 26 26 27

確保方策 5 11 16 21 27

量の見込み 13 13 13 13 13

確保方策 1 4 7 10 13

量の見込み 24 23 22 21 20

確保方策 1 6 11 16 20

量の見込み 22 21 21 20 20

確保方策 3 9 13 16 20

量の見込み 11 12 13 14 14

確保方策 1 4 7 11 14

量の見込み 23 22 22 21 21

確保方策 1 6 11 16 21

量の見込み 21 20 20 20 20

確保方策 3 8 12 16 20

量の見込み 30 32 35 35 39

確保方策 3 11 20 27 39

量の見込み 43 45 45 45 47

確保方策 2 13 23 34 47

量の見込み 46 35 41 41 44

確保方策 7 14 25 33 44

量の見込み 14 14 14 15 15

確保方策 1 5 8 12 15

量の見込み 25 25 24 24 24

確保方策 1 7 12 18 24

量の見込み 28 23 23 23 24

確保方策 4 9 14 19 24

量の見込み 26 26 26 26 27

確保方策 4 11 16 21 27

量の見込み 43 43 42 42 41

確保方策 2 12 22 32 41

量の見込み 45 40 41 41 41

確保方策 7 16 25 33 41

青葉区

0歳児

1歳児

2歳児

緑区

0歳児

1歳児

2歳児

港北区

0歳児

1歳児

2歳児

金沢区

0歳児

1歳児

2歳児

磯子区

0歳児

1歳児

2歳児

旭区

0歳児

1歳児

2歳児

保土ケ谷区

0歳児

1歳児

2歳児

本市事業 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

年度
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令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度

量の見込み 18 19 19 20 20

確保方策 2 6 11 16 20

量の見込み 30 30 30 30 30

確保方策 2 8 16 23 30

量の見込み 33 28 29 29 30

確保方策 5 11 18 23 30

量の見込み 21 22 23 25 26

確保方策 2 7 13 20 26

量の見込み 38 38 37 37 38

確保方策 2 11 19 28 38

量の見込み 44 36 36 37 38

確保方策 7 15 22 30 38

量の見込み 11 10 10 10 10

確保方策 1 3 6 8 10

量の見込み 18 18 17 16 15

確保方策 1 5 9 12 15

量の見込み 22 17 16 16 15

確保方策 3 7 10 13 15

量の見込み 13 13 13 13 13

確保方策 2 5 8 10 13

量の見込み 22 22 22 22 21

確保方策 1 6 11 17 21

量の見込み 23 20 20 21 21

確保方策 4 8 12 17 21

量の見込み 12 11 11 11 11

確保方策 1 4 6 9 11

量の見込み 21 20 19 19 18

確保方策 1 6 10 14 18

量の見込み 20 18 18 18 18

確保方策 3 7 11 15 18

瀬谷区

0歳児

1歳児

2歳児

泉区

0歳児

1歳児

2歳児

栄区

0歳児

1歳児

2歳児

戸塚区

0歳児

1歳児

2歳児

都筑区

0歳児

1歳児

2歳児

本市事業 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

年度
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 計画の推進体制等について 

 

○本市におけるこども・子育て支援は、様々な担い手によって支えられています。自治会町内会、民生

委員・児童委員、主任児童委員、青少年指導員などの地域を基盤として活動する団体や組織に加え、

社会福祉法人、学校法人等の公益法人、市民団体、ＮＰＯ法人、ボランティア及び民間企業等により

様々な地域で展開され、行政との協働も積極的に推進されてきました。 

○本計画は素案の作成段階から、横浜市子ども・子育て会議条例（2013（平成 25）年制定）で定め

る附属機関として学識経験者、子育ての当事者や支援者及び保育・教育関係者などから構成される「子

ども・子育て会議」で議論を重ねてきました。また、子育て世帯やこども本人を対象とした大規模な

ニーズ調査の実施や、市内全区における子育て中の人による市民意見交換会の開催などを通じて、幅

広く御意見をいただきました。計画の推進に当たっても、子育て当事者と意見交換を行うことができ

るような機会を取り入れていきます。 

○これからも「自助・共助・公助」の考え方を大切にし、あらゆる担い手が、こども・子育て支援を社

会全体の課題として捉え取組を進めていただけるよう、市民、関係者の皆様と連携・協働し、計画を

推進していきます。 

 

 

○こども基本法では、こどもが関わる幅広い分野の施策の推進において、こどもの意見を反映すること

が求められています。こども基本法に基づく「市町村こども計画」となる本計画の推進に当たっても、

こどもの意見聴取と施策反映を進めていく必要があります。 

○横浜市こども・子育て基本条例において「全てのこどもについては、心身の状況、置かれている環境

等にかかわらず、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が考慮さ

れるとともに、意見を表明する機会及び多様な社会活動に参画する機会が確保される」ことが基本理

念として定められるとともに、本市としてこどもが関わる施策に対するこどもの意見反映の取組を進

めていくことが改めて明記されました。 

〇取組の実効性を高めていくために、施策を所管する各部署が、取組の目的や好事例を共有しながら、

各施策の特性に合わせた意見聴取と施策への反映を進めていくことが重要です。 

〇横浜市こども・子育て基本条例の施行に合わせ、条例第 12 条に定める、本市におけるこどもの意見

表明の機会の確保と施策への反映を進めるために必要な体制の整備を行います。計画期間を通じて、

こどもの意見表明の機会の確保や施策への反映方法について、先進事例に関する情報収集と実践を通

じた課題の把握や改善の取組を継続して進めていきます。 
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○計画に定める事業・取組の内容や事業量等については、刻々と変化する社会情勢や、市として新たに

把握したデータに基づくニーズ等を踏まえ、毎年度、必要な見直しを行います。 

○子ども・子育て会議は、こども・子育て支援施策の総合的・計画的な推進に関して必要な事項や施策

の実施状況等を調査審議する場として位置付けられています。計画の推進に当たっても、引き続き計

画のＰＤＣＡサイクルの確保に努め、子ども・子育て会議で、計画の実施状況について毎年度の点検・

評価や計画の中間見直しを実施していきます。 

 

 

○こども・子育て支援の分野は保健・福祉・教育・医療など多岐に渡っており、保育士、幼稚園教諭、 

児童福祉司、保健師及び助産師など、様々な専門職により支援が行われています。  

○こども・子育て支援の更なる充実が求められる中で、多種多様な施策を推進するに当たっては、専門

職の確保が課題として指摘されています。また、こども・子育て支援に関する制度や施設・事業の量

的・質的拡充が図られる中で、複雑・多様化する課題を抱えるこどもや保護者を的確な支援につなげ

ていくためには、職員の資質や専門性の向上も必要です。 

○更に、本市の多様なこども・子育て支援は、子育て経験者、ボランティア及び地縁組織など、地域で

活動する様々な担い手により支えられています。 

○人口減少や少子高齢化、共働き世帯の増加という社会状況にあって、地域の担い手不足の課題も指摘

される中、こどもが地域で健やかに育ち、安心して子育てができる環境づくりを進めていくためには、

地域における担い手の育成・確保も重要な視点です。 

○今後は、専門機関や地域資源同士が連携しながら、こども・子育て家庭を包括的に支援していくこと

が求められます。各区のこども家庭センターが中心となり、専門機関や地域資源同士の恒常的なつな

がりをより一層充実できるよう、地域資源間のネットワーク化の促進に取り組んでいきます。 

○併せて、こども・子育て支援を担う職員や地域の担い手の確保、専門性・資質の向上にも取り組み、

更なる支援の充実を進めていきます。 
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○本市ではこれまで様々な支援や制度の充実に取り組んできました。一方で、「制度や支援があること

を知らなかった」、「制度が分かりづらい、利用しづらい」という声や、「支援が必要な人に必要な情報

や支援が届いていない」という指摘もあります。また、こどもたち本人に向けた広報・啓発や、障害

児・者への情報提供、外国人人口が増える中では多言語化も含めた対応も課題となっています。 

○本市では、子育て世帯の声を踏まえて、スマートフォン一つで子育てに関する手続や情報収集などが

可能となる、子育て応援アプリ「パマトコ」を 2024（令和６）年度にリリースしました。このアプ

リは、多言語にも対応しています。今後も、必要な情報を必要な人に届けられるよう開発を進めてい

きます。 

○こどもたち本人に対しては、まずは市のこども・子育て支援施策に関心を持ってもらうとともに、意

見を表明する機会が確保されていることについて、周知していくことが必要です。横浜市こども・子

育て基本条例や本計画に関する周知を進めていきます。 

○「こどもまんなか社会」の実現のため、こどもや子育て当事者のみならず、あらゆる人が理解を深め、

行動に移していくことができるよう、社会全体でこどもを見守り、こどもを大切にするための気運の

醸成に向けた情報発信・情報提供にも取り組んでいきます。 
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参考資料 

 

（１） 調査の目的 

第３期計画を策定するにあたり、子育て家庭の現状とニーズを把握するため、アンケート調査を実

施しました。 

 

（２） 調査対象者 

ア 未就学児調査：市内在住の小学校入学前の児童の保護者 64,416 件 

イ 小学生調査 ：市内在住の小学校就学児童の保護者   65,892 件 

合計      ：                   130,308 件 

※ 小学生調査では、こども本人向けの質問を記載した調査票を同封（回答対象はあて名のお子さんが小学４～

６年生）。小学生調査 65,892 件のうち、あて名のお子さんが小学４～６年生の方は 33,068 件、回収数は

12,445 件（回収率 37.6％）。 

 

（３） 標本抽出方法 

住民基本台帳から無作為抽出（世帯重複がないよう抽出） 

 

（４） 調査期間 

2023（令和５）年 10 月１日（日）～10 月 31 日（火） 

 

（５） 回収状況 

未就学児調査 ：回収数 33,321 件（回収率 51.7%） 

小学生調査  ：回収数 31,938 件（回収率 48.5%） 

合計     ：回収数 65,259 件（回収数 50.1%） 

 

（６） 主な調査項目 

〇家族の状況 

〇保護者の就労状況 

〇放課後の過ごし方 

〇子育ての悩み事・相談先 

〇教育・保育事業、地域子ども・子育て支援事業の利用状況や利用意向 等 

 

※ ニーズ調査結果報告書は横浜市ホームページに掲載しています。 
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（１） 調査の目的 

第３期計画を策定するにあたり、社会や時代の変化を捉え青少年の地域活動拠点づくり事業を効

果的に実施するため、また社会的養護経験者への支援の充実を検討するためヒアリング調査を実施

しました。 

 

（２） 調査対象者 

ア 青少年の地域活動拠点づくり事業の利用者 

イ 「よこはま Port For」を現在利用している、又は過去に利用したことがある 

社会的養護経験者 

 

（３） 調査期間 

ア 2023（令和５）年８月 15 日（火）、９月９日（土）、９月 15 日（金） 

イ 2023（令和５）年 10 月 

 

（４） 対象者数 

ア 合計 30 人 

※ 書面提出者 6 名を含む 

イ 合計５人 

 

（５） 主な調査項目 

ア 利用時間や曜日、周知方法、施設・設備について、各拠点の活動について等 

イ 「よこはま Port For」の利用状況、社会的養護経験者の困り事や不安、支援ニーズ等 

 

※ ヒアリング調査報告書は横浜市こども青少年局ホームページに掲載しています。 
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（１） 目的 

第３期計画の策定に向けて、子育てしていて困ったこと、嬉しいこと、分かってほしいこと、あ

ったらいいことなど、子育ての本音を話しあい、お話を聴かせていただいて、次期計画の策定に生

かすため、市内全区で「グループトーク」を開催しました。 

 

（２） 名称 

グループトーク「みんなで話そう、つながろう！横浜での子育て」 

 

（３） 実施時期 

2023（令和５）年 10 月から 12 月 

 

（４） 参加者数 

合計 193 人（18 区合計） 

 

（５） 主な内容 

横浜での子育てについて、３つのテーマごとに個人ワークとグループワークを行い、話し合いま

した。 

テーマ①「子育てで悩んでいること、困っていること、課題に感じていること」 

テーマ②「こうなったらいいな、こんな支援があったらいいな」 

テーマ③「感想シェア」 

 

※ グループトーク開催報告は横浜市こども青少年局ホームページに掲載しています。 
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「第 3 期横浜市子ども・子育て支援事業計画素案」について、以下の通りパブリックコメントを実施

しました。 

 

（１） 実施概要 

ア 実施期間 

2024（令和 6）年 10 月 17 日～11 月 15 日 

 

イ 周知方法 

（ア）市ホームページ及び広報よこはま（10 月号）への掲載 

 

（イ）素案冊子及び概要版・やさしい概要版の配布 

市役所、区役所、市立図書館、地区センター、地域ケアプラザ、地域子育て支援拠点、区民活動

支援センター、各区社会福祉協議会等において配布、閲覧に供しました。 

あわせて、関係機関・施設に、パブリックコメントの実施について周知を行いました。 

 

（ウ）関係団体への説明 

町内会連合会、民生委員児童委員協議会、主任児童委員連絡会、青少年指導員連絡協議会、ＰＴ

Ａ連絡協議会、私立保育園こども園園長会、幼稚園協会、地域子育て支援拠点、社会福祉協議会等

に、素案及びパブリックコメントの実施について説明を行いました。 

 

（エ）ＳＮＳ等での配信 

子育て応援アプリ「パマトコ」、家庭と学校の連絡システム「すぐーる」、市公式Ｘ・ＬＩＮＥで

パブリックコメントの実施について配信・周知しました。 

 

（オ）学校を通じたこどもへの周知 

横浜市立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校において、やさしい概要版のチラシを、小学

校４年生以上の全児童・生徒に配布しました。 
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（２） 実施結果 

ア 年代別意見数 

年代 通数 意見数 

10 代未満 14 14 

10 代 239 267 

20 代 19 19 

30 代 214 343 

40 代 416 518 

50 代 124 151 

60 代 22 34 

70 代 10 22 

80 代以上 ２ ２ 

団体・無回答等 11 119 

合計 1,071 1,489 

 

イ 提出方法別 

提出方法 通数 

電子申請・届出システム（概要版） 606 

電子申請・届出システム（やさしい概要版） 429 

電子メール 34 

郵送・ＦＡＸ等 ２ 

合計 1,071 

 

 

  

 

10代未満

0.9%

10代

17.9% 20代

1.3%

30代

23.0%

40代

34.8%

50代

10.1%

60代

2.3%

70代

1.5%

80代以上

0.1%

団体・無回答等

8.0%

年代別意見数

(N=1,489)

 

電子申請・届出システム

（概要版）

56.6%

電子申請・届出システム

（やさしい概要版）

40.1%

電子メール

3.2%

郵送・ＦＡＸ等

0.2%提出方法別通数

(N=1,071)
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ウ 項目別意見数 

※ 電子申請・届出システムのフォームでは、通常版とやさしい版では、それぞれ異なる項目としていましたが、

ご意見の内容を踏まえ、通常版・やさしい版共通の項目で分類し直しています。 

【全体（通常版・やさしい版合計）】 

項目 意見数 割合（％） 

計画全般に関すること 180 12.1 

施策体系と事業・取組に関すること 1,190 79.8 

 

 

 

 

 

重点テーマⅠ すべてのこどものウェルビーイングを支える 209 14.0 

重点テーマⅡ 子育て家庭が実感できる「ゆとり」を生み出す 224 15.0 

基本施策１ 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実 60 4.0 

基本施策２ 地域における子育て支援の充実 96 6.4 

基本施策３ 乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期への円滑な接続 68 4.6 

基本施策４ 学齢期から青年期までのこども・若者の育成施策の推進 259 17.4 

基本施策５ 障害児・医療的ケア児等への支援の充実 64 4.3 

基本施策６ 困難を抱えやすいこども・若者への支援施策の充実  95 6.4 

基本施策７ ひとり親家庭の自立支援 

／ＤＶ被害者や困難な問題を抱える女性への支援 
16 1.1 

基本施策８ 児童虐待防止対策と社会的養育の推進 18 1.2 

基本施策９ 社会全体でこども・若者を大切にする地域づくりの推進 81 5.4 

その他 119 8.0 

合計 1,489 100.0 

 

【やさしい版】 

項目 意見数 割合（％） 

計画全般に関すること 69 14.1 

施策体系と事業・取組に関すること 331 67.5 

 重点テーマⅠ すべてのこどものウェルビーイングを支える 106 21.6 

重点テーマⅡ 子育て家庭が実感できる「ゆとり」を生み出す 0 0.0 

基本施策１ 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実 10 2.0 

基本施策２ 地域における子育て支援の充実 8 1.6 

基本施策３ 乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期への円滑な接続 20 4.1 

基本施策４ 学齢期から青年期までのこども・若者の育成施策の推進 126 25.7 

基本施策５ 障害児・医療的ケア児等への支援の充実 17 3.5 

基本施策６ 困難を抱えやすいこども・若者への支援施策の充実  14 2.9 

基本施策７ ひとり親家庭の自立支援 

／ＤＶ被害者や困難な問題を抱える女性への支援 
1 0.2 

基本施策８ 児童虐待防止対策と社会的養育の推進 2 0.4 

基本施策９ 社会全体でこども・若者を大切にする地域づくりの推進 27 5.5 

その他 90 18.4 

合計 490 100.0 
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【やさしい版のうち、10 代までのご意見を抜粋】 

項目 意見数 割合（％） 

計画全般に関すること 13 4.9 

施策体系と事業・取組に関すること 175 65.3 

 

 

 

 

 

重点テーマⅠ すべてのこどものウェルビーイングを支える 59 22.0 

重点テーマⅡ 子育て家庭が実感できる「ゆとり」を生み出す 0 0.0 

基本施策１ 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実 2 0.7 

基本施策２ 地域における子育て支援の充実 0 0.0 

基本施策３ 乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期への円滑な接続 0 0.0 

基本施策４ 学齢期から青年期までのこども・若者の育成施策の推進 91 34.0 

基本施策５ 障害児・医療的ケア児等への支援の充実 1 0.4 

基本施策６ 困難を抱えやすいこども・若者への支援施策の充実  3 1.1 

基本施策７ ひとり親家庭の自立支援 

／ＤＶ被害者や困難な問題を抱える女性への支援 
0 0.0 

基本施策８ 児童虐待防止対策と社会的養育の推進 1 0.4 

基本施策９ 社会全体でこども・若者を大切にする地域づくりの推進 18 6.7 

その他 80 29.9 

合計 268 100.0 
 

 

エ ご意見への対応状況 

【全体（通常版・やさしい版合計）】 

項目 意見数 割合（％） 

ご意見の趣旨を踏まえ、素案を修正したもの 29 1.9 

素案と同趣旨及び賛同いただいたもの 108 7.3 

計画推進の参考とさせていただくもの 1,216 81.7 

その他 136 9.1 

合計 1,489 100.0％ 
 

【やさしい版】 

項目 意見数 割合（％） 

ご意見の趣旨を踏まえ、素案を修正したもの 5 1.0 

素案と同趣旨及び賛同いただいたもの 19 3.9 

計画推進の参考とさせていただくもの 379 77.3 

その他 87 17.8 

合計 490 100.0％ 
 

【やさしい版のうち、10 代までのご意見を抜粋】 

項目 意見数 割合（％） 

ご意見の趣旨を踏まえ、素案を修正したもの 3 1.1 

素案と同趣旨及び賛同いただいたもの 10 3.7 

計画推進の参考とさせていただくもの 178 66.4 

その他 77 28.7 

合計 268 100.0％ 

※ 端数を四捨五入しているため、合計が 100%にならないことがあります。 

※ パブリックコメントの実施結果報告書は横浜市ホームページに掲載しています。  
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（１） 構成 

子ども・子育て支援法第 72 条に基づき、子ども・子育て支援事業計画の策定等について審議するた

め、「横浜市子ども・子育て会議条例」を制定し、「横浜市子ども・子育て会議」を設置しています。本

会議では、特定の分野を専門的に調査審議するため、４つの部会を設置しています。 

 

 

（２） 委員一覧（令和 7（2025）年２月時点） 

ア  横浜市子ども・子育て会議 

◎：委員長  ○：副委員長                      （敬称略・50 音順） 

 所 属 ・ 役 職 等 氏 名 

1 文教大学人間科学部 准教授  青山
あおやま

 鉄兵
てっぺい

 

2 
千葉大学 名誉教授 
千葉敬愛短期大学 名誉教授 

○ 明石
あ か し

 要一
よういち

 

3 大妻女子大学家政学部児童学科 准教授  石井
い し い

 章
あ き

仁
ひ と

 

4 横浜の子育てワイワイ会議 共同代表  上岡
うえおか

 朋子
と も こ

 

5 
一般社団法人横浜市私立保育園こども園園長会 
会長 

 大庭
お お ば

 良治
りょうじ

 

6 恵泉女学園大学 学長 ◎ 大日向
お お ひ な た

 雅美
ま さ み

 

7 市民委員  金井
か な い

 宏之
ひろゆき

 

8 横浜障害児を守る連絡協議会 副会長  上澤
かみさわ

 智子
と も こ

 

9 横浜市ＰＴＡ連絡協議会 副会長  倉根
く ら ね

 美
み

帆
ほ

 

10 横浜地域連合 副議長  柴田
し ば た

 康光
やすみつ

 

11 公益社団法人横浜市幼稚園協会 会長  清水
し み ず

 純也
じゅんや

 

12 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 児童福祉部会  田中
た な か

 健
け ん

 

13 立教大学コミュニティ福祉学部 特任教授  津
つ

富
と み

 宏
ひろし

 

14 市民委員  丹羽
に わ

 由
ゆ

貴
き

 

15 駒澤大学総合教育研究部 教授  萩原
はぎわら

 建
け ん

次郎
じ ろ う

 

16 横浜市青少年指導員連絡協議会 会長  辺見
へ ん み

 伸一
しんいち

 

17 東京福祉大学短期大学部こども学科 専任講師  堀
ほ り

 聡子
さ と こ

 

18 横浜商工会議所 女性会 副会長  松井
ま つ い

  陽子
よ う こ

 

19 
横浜市民生委員児童委員協議会 
青葉区主任児童委員連絡会代表 

 三浦
み う ら

 尚美
な お み

 

20 一般社団法人横浜市医師会 常任理事  水谷
みずたに

 隆史
た か し

 

  

横浜市 
子ども・子育て会議 

子育て部会 保育・教育部
会 

放課後部会 青少年部会 
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イ  部会 

（ア）子育て部会 

◎：部会長  ○：職務代理者  臨：臨時委員             （敬称略・50 音順） 

 所 属 ・ 役 職 等 氏 名 

1 横浜の子育てワイワイ会議 共同代表  上岡
うえおか

 朋子
と も こ

 

2 横浜障害児を守る連絡協議会 副会長  上澤
かみざわ

 智子
と も こ

 

3 横浜地域連合 副議長  柴田
し ば た

 康光
やすみつ

 

4 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 児童福祉部会   田中
た な か

 健
け ん

 

5 市民委員  丹羽
に わ

 由
ゆ

貴
き

 

6 東京福祉大学短期大学部こども学科 専任講師 ◎ 堀
ほ り

 聡子
さ と こ

 

7 横浜商工会議所 女性会 副会長  松井
ま つ い

 陽子
よ う こ

 

8 一般社団法人横浜市医師会 常任理事 ○ 水谷
みずたに

 隆史
た か し

 

 

（イ）保育・教育部会 

◎：部会長  ○：職務代理者  臨：臨時委員             （敬称略・50 音順） 

 所 属 ・ 役 職 等 氏 名 

1 大妻女子大学家政学部児童学科 准教授 ◎ 石井
い し い

 章
あ き

仁
ひ と

 

2 一般社団法人ラシク 045 臨 稲田
い な だ

 遼
りょう

太
た

 

3 東京成徳短期大学幼児教育科 教授 臨 大澤
おおさわ

 洋美
ひ ろ み

 

4 子どもの領域研究所 所長 臨 尾木
お ぎ

 まり 

5 
一般社団法人横浜市私立保育園こども園園長会 

会長 
 大庭

お お ば

 良治
りょうじ

 

6 横浜市ＰＴＡ連絡協議会 副会長  倉根
く ら ね

 美
み

帆
ほ

 

7 
公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会 
常務理事・事務局長 

臨 斉田
さ い た

 裕史
ひ ろ し

 

8 公益社団法人横浜市幼稚園協会 会長  清水
し み ず

 純也
じゅんや

 

9 横浜障害児を守る連絡協議会 会長 臨 森
も り

 佳代子
か よ こ

 

10 國學院大學人間開発学部子ども支援学科 教授 
臨

○ 
山瀬
や ま せ

 範子
の り こ
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（ウ）放課後部会 

◎：部会長  ○：職務代理者  臨：臨時委員            （敬称略・50 音順） 

 所 属 ・ 役 職 等 氏 名 

1 文教大学人間科学部 准教授 ○ 青山
あおやま

 鉄兵
てっぺい

 

2 
千葉大学 名誉教授 

千葉敬愛短期大学 名誉教授 
◎ 明石

あ か し

 要一
よういち

 

3 市民委員  金井
か な い

 宏之
ひろゆき

 

4 文教大学人間科学部 教授 臨 金藤
かねふじ

 ふゆ 子
こ

 

5 国士舘大学文学部 教授 臨 鈴木
す ず き

 裕子
ひ ろ こ

 

6 横浜市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 臨 髙
た か

杉
す ぎ

 陽子
よ う こ

 

7 横浜市青少年指導員連絡協議会 会長  辺見
へ ん み

 伸一
しんいち

 

8 横浜市小学校校長会 副会長 臨 保科
ほ し な

 優子
ゆ う こ

 

9 横浜市子ども会連絡協議会 会長 臨 松本
まつもと

 豊
ゆたか

 

10 
横浜市民生委員児童委員協議会 
青葉区主任児童委員連絡会 代表 

 三浦
み う ら

 尚美
な お み

 

11 横浜障害児を守る連絡協議会 副会長 臨 宮永
みやなが

 千恵子
ち え こ

 

 

（エ）青少年部会 

◎：部会長  ○：職務代理者  臨：臨時委員             （敬称略・50 音順） 

 所 属 ・ 役 職 等 氏 名 

1 横浜市ＰＴＡ連絡協議会 副会長  倉根
く ら ね

 美
み

帆
ほ

 

2 NPO 法人アンガージュマン・よこすか 理事長 臨 島田
し ま だ

 徳
の り

隆
た か

 

3 立教大学コミュニティ福祉学部 特任教授 ◎ 津
つ

富
と み

 宏
ひろし

 

４ 駒澤大学総合教育研究部 教授 ○ 萩原
はぎわら

 建次郎
け ん じ ろ う

 

５ 横浜市立中学校長会 生徒指導部会 副部長 臨 平
ひ ら

森
も り

 義教
よしのり

 

６ 横浜市青少年指導員連絡協議会 会長  辺見
へ ん み

 伸一
しんいち

 

７ 横浜市立大学院都市社会文化研究科 教授 臨 三輪
み わ

 律江
の り え

 

８ 神奈川県弁護士会所属弁護士 臨 矢尾
や お

 覚史
さ と し

 

９ 横浜市民生委員児童委員協議会 副会長 臨 梁田
や な だ

 理恵子
り え こ

 

10 横浜市立高等学校長会 庶務 臨 横田
よ こ た

 孝行
たかゆき

 

11 横浜創英大学看護学部看護学科 教授 臨 横山
よこやま

 惠子
け い こ
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（３） 開催状況（令和２（2020）年２月時点）（※計画策定に関するものに限る。） 

ア 横浜市子ども・子育て会議 

日程 議題 

令和 5 年 3 月 22 日 
○ 次期「子ども・子育て支援事業計画」策定に向けたスケジュ

ールについて 

令和 5 年 7 月 31 日 
○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニー

ズ調査について 

令和 5 年 11 月 21 日 ○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画について 

令和 6 年 6 月 10 日 

○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画の骨子案について 
○ 「量の見込み」の算出に用いる推計児童数について 
○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画に向けた新たな点

検・評価の試行実施について 
○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた取

組状況について 

令和 6 年 9 月 10 日 
○ こども、みんなが主役！よこはまわくわくプラン（第３期横

浜市子ども・子育て支援事業計画）の素案（案）について 

令和 6 年 11 月 18 日 
○ こども、みんなが主役！よこはまわくわくプラン（第３期横

浜市子ども・子育て支援事業計画／横浜市こども計画）策定
について 

令和 6 年 12 月 17 日 

○ 子ども・子育て支援法改正による新規３事業の「量の見込
み」「確保方策」について 

○ こども、みんなが主役！よこはまわくわくプラン（第３期横
浜市子ども・子育て支援事業計画／横浜市こども計画）素案
に関するパブリックコメントの実施結果及び原案（案）につ
いて 

 

イ 部会 

（ア）子育て部会 

日程 議題 

令和 5 年 7 月 4 日 
○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニー

ズ調査について 

令和 6 年 3 月 22 日 ○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画について 

令和 6 年 7 月 26 日 ○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画素案(案)について 

令和 6 年 8 月 26 日 

○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画素案(案)について 
○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画における保育・教育

及び地域子ども・子育て支援事業に関する「量の見込み」及び
「確保方策」（案）について 
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（イ）保育・教育部会 

日程 議題 

令和 5 年 6 月 5 日 
○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニー

ズ調査概要について 

令和 5 年 7 月 14 日 
○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニー

ズ調査について 

令和 6 年 3 月 27 日 ○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画について 

令和 6 年 4 月 30 日 
○ 「横浜市子ども・子育て支援事業計画策定に向けた利用ニー

ズ把握のための調査」の結果について 

令和 6 年 7 月 9 日 
○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画における保育・教育

及び地域子ども・子育て支援事業に関する「量の見込み」（案）
について 

令和 6 年 8 月 6 日 

○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画の素案（案）につい
て 

○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画における保育・教育
及び地域子ども・子育て支援事業に関する「確保方策」（案）
について 

令和 6 年 9 月 2 日 
○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画における保育・教育

及び地域子ども・子育て支援事業に関する「確保方策」（案）
について 

令和6年12月11日 
○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画における乳児等通

園支援事業（こども誰でも通園制度）に関する「量の見込み及
び確保方策」（案）について 

 

（ウ）放課後部会 

日程 議題 

令和 5 年 6 月 16 日 
○ 第３期子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニーズ調査

について 

令和 6 年 3 月 25 日 ○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画について 

令和 6 年 8 月 21 日 

○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画の素案（案）につい
て 

○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画における保育教育
及び地域子ども・子育て支援事業に関する「量の見込み」及び
「確保方策」（案）について 

 

（エ） 青少年部会 

日程 議題 

令和 5 年 6 月 29 日 
○ 第３期子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニーズ調査

について 

令和 6 年 3 月 29 日 ○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画について 

令和 6 年 8 月 28 日 ○ 第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画素案（案）について 

 

※横浜市子ども・子育て会議の資料等は横浜市ホームページに掲載しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

こども、みんなが主役！よこはまわくわくプラン 

（第３期横浜市子ども・子育て支援事業計画／横浜市こども計画） 

 

令和７年○月発行 

横浜市こども青少年局企画調整課 

〒231-0005 横浜市中区本町 6 丁目 50 番地の 10 

電話：045-671-4281 ＦＡＸ：045-663-8061 

Email：kd-kikaku@city.yokohama.jp 

ホームページ： 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/kodomo/sonota/shingikai/kosodate/dai3kikeikaku.html 
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